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令和元年６月定例会会議録（第１号） 

 

 

令和元年６月５日 水曜日 午前１０時００分開会 

議 長 下 山 准 一     副議長 小 関   淳 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   庄  司  里  香  議員 

  ３番   叶  内  恵  子  議員     ４番   八  鍬  長  一  議員 

  ５番   今  田  浩  徳  議員     ６番   押  切  明  弘  議員 

  ７番   山  科  春  美  議員     ８番   小  関     淳  議員 

  ９番   佐  藤  文  一  議員    １０番   山  科  正  仁  議員 

 １１番   新  田  道  尋  議員    １２番   奥  山  省  三  議員 

 １３番   下  山  准  一  議員    １４番   石  川  正  志  議員 

 １５番   小  嶋  冨  弥  議員    １６番   佐  藤  卓  也  議員 

 １７番   髙  橋  富 美 子  議員    １８番   小  野  周  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 小 松   孝  総 合 政 策 課 長 関   宏 之 

財 政 課 長 平 向 真 也  税 務 課 長 加 藤   功 

市 民 課 長 荒 田 明 子  環 境 課 長 森   正 一 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 青 山 左絵子  子育て推進課長

兼福祉事務所長 西 田 裕 子 

健 康 課 長 亀 井 博 人  看 護 師 養 成 所
開 設 準 備 課 長 田 宮 真 人 

農 林 課 長 三 浦 重 実  商 工 観 光 課 長 荒 澤 精 也 

都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二  上 下 水 道 課 長 奥 山 茂 樹 

会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長  田 浩 志  教 育 長 高 野   博 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 武 田 信 也  学 校 教 育 課 長 髙 橋 昭 一 

社 会 教 育 課 長 渡 辺 政 紀  監 査 委 員 大 場 隆 司 

監 査 委 員 
事 務 局 長 山 科 雅 寛  選挙管理委員会

委 員 長 矢 作 勝 彦 
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選挙管理委員会 
事 務 局 長 小 関   孝  農業委員会会長 浅 沼 玲 子 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 津 藤 隆 浩    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 滝 口 英 憲  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 任 沓 澤 真 子  主 任 小田桐 まなみ 

 

議 事 日 程 （第１号） 

令和元年６月５日 水曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 報告第６号一般財団法人新庄市体育協会の経営状況の報告について 

日程第 ４ 報告第７号平成３０年度新庄市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

日程第 ５ 報告第８号平成３０年度新庄市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告につ

いて 

 

   （一括上程、提案説明） 

日程第 ６ 議案第２６号令和元年度新庄市一般会計補正予算（第１号） 

日程第 ７ 議案第２７号令和元年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ８ 議案第２８号令和元年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ９ 議案第２９号令和元年度新庄市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

   （上程、提案説明、採決） 

日程第１０ 議案第３０号新庄市監査委員の選任について 

日程第１１ 議案第３１号新庄市表彰について 

 

   （上程、提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第１２ 議案第３２号財産の取得について 

 

   （上程、提案説明、総括質疑） 

日程第１３ 議案第３３号新庄市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第３４号新庄市介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１５ 議案第３５号新庄市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例について 
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日程第１６ 議案第３６号新庄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例について 

日程第１７ 議案第３７号新庄市森林環境譲与税基金条例について 

日程第１８ 議案第３８号新庄市農地中間管理機構関連土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例に

ついて 

日程第１９ 議案第３９号農地等災害復旧事業分担金徴収条例の一部を改正する条例について 

日程第２０ 議案第４０号新庄市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について 

 

日程第２１ 議案の各常任委員会付託 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

下山准一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名であります。 

  欠席通告者はありません。 

  それでは、これより令和元年６月新庄市議会

定例会を開会いたします。 

  それでは、本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程（第１号）によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

下山准一議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より、議長において庄司里香さん、佐藤卓也君

の両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

下山准一議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長石川正志君。 

   （石川正志議会運営委員長登壇） 

石川正志議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について報告いたします。 

  去る５月28日午前10時から、議員協議会室に

おいて議会運営委員６名出席のもと、執行部か

ら副市長及び関係課長並びに議会事務局職員の

出席を求め議会運営委員会を開催し、本日招集

されました令和元年６月定例会の運営について

協議をいたしたところであります。 

  初めに、執行部から招集日を含め、提出議案

等についての説明を受け、協議を行った結果、

会期につきましてはお手元に配付しております

令和元年６月定例会日程表のとおり、本日から

６月17日までの13日間に決定いたしました。ま

た、会期中の日程につきましても日程表のとお

り決定いたしましたので、よろしくお願い申し

上げます。 

  なお、このたび提出されます案件は、報告３

件、補正予算４件、議案11件の計18件でありま

す。 

  案件の取り扱いにつきましては、本日報告３

件の後、議案第26号から議案第29号までの補正

予算４件につきましては、本日は提案説明のみ

にとどめ、委員会への付託を省略して６月17日

最終日の本会議において審議をお願いいたしま

す。 

  議案第30号及び議案第31号の議案２件につき

ましては、人事案件でありますので、提案説明

をいただいた後、質疑、討論を省略し、直ちに

採決をお願いいたします。 

  議案第32号につきましては、提案説明をいた

だき、委員会への付託を省略して本日の本会議

において審議をお願いいたします。 

  議案第33号から議案第40号までの議案８件に

つきましては、本日の本会議に上程し、提案説

明の後に総括質疑を行い、所管の各常任委員会

に付託し審査をお願いいたします。 

  次に、一般質問についてでありますが、今期

定例会の一般質問通告者は10名であります。よ

って、１日目５名、２日目５名に行っていただ

きます。なお、質問時間は、質問、答弁を含め

て１人50分以内といたします。質問者並びに答

弁者の御協力を特にお願いいたします。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ
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うお願い申し上げ、議会運営委員会における協

議の経過と結果についての報告といたします。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日から６月

17日までの13日間にしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は６月５日から６月17日までの13日間と決

しました。 

 

令 和 元 年 ６ 月 定 例 会 日 程 表 

 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時刻 摘      要 

第１日 ６月５日 水 本 会 議 議 場 午前10時 

開会。報告（３件）の説明。補正予

算（４件）の一括上程、提案説明。

人事案件（２件）の上程、提案説

明、採決。議案（１件）の上程、提

案説明、採決。議案（８件）の上

程、提案説明、総括質疑。議案の各

常任委員会付託。 

第２日 ６月６日 木 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 山科春美、小関 淳、小嶋冨弥、 

  叶内恵子、八鍬長一の各議員 

第３日 ６月７日 金 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 佐藤悦子、佐藤文一、佐藤卓也、 

  庄司里香、奥山省三の各議員 

第４日 ６月８日 土 
休      会  

第５日 ６月９日 日 

第６日 ６月10日 月 常任委員会 

総 務 文 教 

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案の審査 

第７日 ６月11日 火 常任委員会 

産 業 厚 生 

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案の審査 

第８日 ６月12日 水 休      会 本会議準備のため 

第９日 ６月13日 木 休      会 本会議準備のため 

第10日 ６月14日 金 休      会 本会議準備のため 

第11日 ６月15日 土 
休      会 

 第12日 ６月16日 日 
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会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時刻 摘      要 

第13日 ６月17日 月 本 会 議 議 場 午前10時 

各常任委員長報告、質疑、討論、採

決。補正予算（４件）の質疑、討

論、採決。 

 

 

日程第３報告第６号一般財団法人

新庄市体育協会の経営状況の報告

について 

 

 

下山准一議長 日程第３報告第６号一般財団法人

新庄市体育協会の経営状況の報告についてを議

題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。６月定例会

初日、よろしくお願いいたします。 

  それでは、報告第６号一般財団法人新庄市体

育協会の経営状況の報告について御説明申し上

げます。 

  この経営状況の報告は、地方自治法第243条

の３第２項の規定により、同協会の平成31年度

事業計画及び予算について議会に報告するもの

であります。 

  この平成31年度事業計画及び予算につきまし

ては、同協会の平成30年度第４回理事会におき

まして議決されたものでございます。 

  平成31年度の予算といたしましては、別冊の

平成31年度事業計画書・予算書の１ページ目に

ありますとおり、新庄市のスポーツを振興し、

市民の体力向上と健康の増進並びにスポーツ精

神の高揚を図り、明るく豊かな市民生活の形成

に寄与することを目的に掲げ、スポーツ振興事

業を一層充実させるとともに、指定管理者とし

てスポーツ施設を適正に管理し、施設利用者の

安全確保とサービス向上に努め、公益的な法人

として安定した法人運営を図っていくために総

額１億6,727万2,000円の予算を計上しておりま

す。 

  なお、詳細につきましては、別冊の事業計画

書・予算書をごらんいただきたいと思います。 

  以上、一般財団法人新庄市体育協会の経営状

況の報告とさせていただきます。 

下山准一議長 ただいまの報告は地方自治法第

243条の３第２項の規定による報告であります

ので、御了承願います。 

 

 

報告２件一括上程 

 

 

下山准一議長 日程第４報告第７号平成30年度新

庄市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につ

いて及び日程第５報告第８号平成30年度新庄市

公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書

の報告についての報告２件を、会議規則第35条

の規定により一括議題としたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第７号平成30年度新庄市一般会計繰越明許

費繰越計算書の報告について及び報告第８号平

成30年度新庄市公共下水道事業特別会計繰越明

許費繰越計算書の報告についての報告２件を一

括議題とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第７号平成30年度
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一般会計繰越明許費繰越計算書及び報告第８号

平成30年度新庄市公共下水道事業特別会計繰越

明許費繰越計算書の報告について御説明申し上

げます。 

  去る３月定例会におきまして、平成30年度予

算の一部を翌年度に繰り越して使用することが

できる経費の限度額を決定いただきましたが、

これらの事業に関し繰越額が確定いたしました

ので、地方自治法の規定に基づく繰越明許費繰

越計算書の報告をするものであります。 

  初めに、報告第７号平成30年度新庄市一般会

計繰越明許費繰越計算書についてでありますが、

合わせますと12事業ございまして、このうち国

の補正に伴うものが７事業で、関係機関との協

議に時間を要したことなどにより年度内の完成

が見込めない事業に伴うものが５事業となって

おります。 

  繰越総額は６億5,906万8,000円であります。

財源につきましては、未収入特定財源のうち、

国県支出金は災害復旧費事業費負担金、社会資

本整備総合交付金及び冷房設備対応臨時特例交

付金でありまして、地方債につきましては、流

雪溝整備事業債、災害復旧事業債及び小中学校

等空調設備設置事業債などであります。 

  なお、農地災害復旧事業債につきましては、

平成30年度で既に収入済みの一部を既収入特定

財源として繰り越すものであります。 

  また、一般財源につきましては、前年度繰越

金を充当するものであります。 

  次に、報告第８号平成30年度公共下水道事業

特別会計繰越明許費繰越計算書についてであり

ますが、社会資本整備総合交付金を活用した管

渠建設事業と処理場建設事業を計上しておりま

す。 

  財源といたしましては、社会資本整備総合交

付金及び公共下水道事業債を充当するものであ

ります。 

  以上につきまして、地方自治法施行令第146

条第２項の規定により御報告するものでありま

す。 

下山准一議長 ただいまの報告２件は、地方自治

法施行令第146条第２項の規定による報告であ

りますので、御了承願います。 

 

 

議案４件一括上程 

 

 

下山准一議長 日程第６議案第26号令和元年度新

庄市一般会計補正予算（第１号）から、日程第

９議案第29号令和元年度新庄市水道事業会計補

正予算（第１号）までの補正予算４件につきま

しては、会議規則第35条の規定により一括議題

にしたいと思います。これに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第26号令和元年度新庄市一般会計補正予算

（第１号）から、議案第29号令和元年度新庄市

水道事業会計補正予算（第１号）までの補正予

算４件を一括議題とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第26号から議案第29号までの

令和元年度新庄市一般会計及び特別会計並びに

水道事業会計の補正予算について御説明申し上

げます。 

  補正予算書１ページですが、初めに平成31年

度予算における元号について、予算案全体を通

じまして令和元年度に統一する旨を表記してお

ります。 

  それでは、議案第26号一般会計補正予算であ

りますが、歳入歳出それぞれ１億6,840万2,000

円を追加し、補正後の予算総額を189億3,534万

8,000円とするものであります。 
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  ７ページからの歳入についてでありますが、

14款国庫支出金では災害復旧事業に係る負担金

の増額補正やプレミアム付商品券事業に係る補

助金などの補正を行っております。 

  15款県支出金では、８ページ、農林水産業費

県補助金について、事業者に対します補助金の

増額に応じた金額の整理を行っております。 

  10ページからの歳出では、４款衛生費に国の

制度によります風疹等の予防接種に係る経費や

６款農林水産業費に国県関係の補助制度に係る

各種補助金を計上しております。 

  また、12ページ、７款商工費にはプレミアム

付商品券事業に係る経費を計上しております。 

  10款の山屋セミナーハウス費につきましては、

引き続き山屋セミナーハウスの油水分離対策に

要します経費を、11款の災害復旧費には当初予

算で不足する分について追加の経費を計上いた

しました。 

  本市の今年度の事業が効果的に展開できるよ

う、国県の動きに呼応するなど適切な対応を要

する補正内容としております。 

  続きまして、15ページ、議案第27号国民健康

保険事業特別会計補正予算につきましては、国

民健康保険制度の見直しにより必要なシステム

改修費の補正を、19ページ、議案第28号介護保

険事業特別会計補正予算につきましては、国の

制度によります保険料の低所得者軽減強化やシ

ステム改修に要する経費の補正を行うものであ

ります。 

  続きまして、議案第29号令和元年度新庄市水

道事業会計補正予算につきましては、昨年８月

の豪雨災害の災害復旧に伴う工事請負費等につ

いて計上するものであります。 

  私からの説明は以上でありますが、各会計の

詳細につきましては財政課長及び上下水道課長

から説明させますので、御審議の上、御決定く

ださるようお願い申し上げます。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

   （平向真也財政課長登壇） 

平向真也財政課長 それでは、私から議案第26号

から御説明させていただきたいと思います。 

  補正予算書の１ページをお開きください。 

  議案第26号、一般会計補正予算（第１号）で

ございます。こちらにつきましては、歳入歳出

それぞれ１億6,840万2,000円を追加し、補正後

の総額は189億3,534万8,000円となります。 

  各款各項の補正予算額並びに補正後の額につ

きましては、２ページから３ページまでの第１

表歳入歳出予算補正を御確認いただきたいと思

います。 

  次に、４ページをごらんください。 

  第２表地方債補正でございますが、県営土地

改良事業負担債と道路橋りょう災害復旧事業債

の増額補正を行ってございます。 

  次に、７ページからの歳入について御説明申

し上げます。 

  初めに、自動車取得税が廃止されることに伴

いまして、１款の軽自動車税環境性能割と９ペ

ージの22款環境性能割交付金について、それぞ

れ必要な補正を行っております。 

  ７ページのほうに戻っていただきまして、14

款国庫支出金でございますが、１項１目民生費

国庫負担金に低所得者の介護保険料の軽減に係

る負担金を新規計上しております。 

  また、２項５目商工費国庫補助金にプレミア

ム付商品券事業のプレミアム分に係る補助金を

計上しております。 

  続きまして、15款県支出金でございますが、

１項１目民生費県負担金につきましては、国庫

負担金同様の介護保険料軽減に係る分となって

おります。 

  めくっていただきまして、８ページ、２項４

目農林水産業費県支出金のうち、森林・林業再

生基盤づくり交付金につきましては、歳出にも

同額を計上しておりますが、市の予算を介さず

に県が事業者に直接交付することとなったこと
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から歳入歳出ともに減額するものでございます。 

  19款繰越金につきましては、このたびの予算

補正の財源の一部といたしまして4,563万3,000

円を増額補正するものでございます。 

  続きまして、10ページからの歳出について御

説明申し上げます。 

  初めに、２款１項７目企画費でございますが、

70周年記念事業の市民提案事業補助金について、

当初想定した以上の応募があったことから増額

補正を行うものであります。 

  続いて、３款民生費についてでありますが、

歳入でも御説明申し上げましたが、１項６目介

護保険費につきまして、低所得者の介護保険料

軽減強化等に係る繰出金を補正しております。 

  11ページ、４款１項２目予防費についてでご

ざいますが、国の制度によります高齢者肺炎球

菌予防接種及び風疹対策に係る補正を行ってお

ります。 

  また、９目看護師養成所費におきましては、

業務用の書籍などのほか、建設事業を一括発注

するに当たり必要な手続等について専門的な支

援をいただくための委託料を増額補正しており

ます。 

  続きまして、６款農林水産業費でございます

が、12ページの２項１目林業振興費の森林・林

業再生基盤づくり交付金につきましては、歳入

でも御説明いたしましたが、県の直轄事業とし

て市の予算を通さないこととなったため減額補

正するものでございます。また、新たに森林環

境譲与税基金に対する積立金を予算計上するも

のでございます。 

  ７款商工費でございますが、１項２目のプレ

ミアム付商品券事業費の委託料につきましては、

その販売等の業務を商工会議所に委託する際の

プレミアム分に係る費用で、全額国費を財源と

するものでございます。 

  13ページ、８款４項３目公園費の修繕料につ

きましては、当初予算で不足する部分につきま

して必要な修繕費を増額するものでございます。 

  続きまして、10款５項１目社会教育総務費の

負担金につきましては、工学院大学にあります

今 和次郎氏の蔵書の寄託を受けまして、これ

を雪の里情報館に展示活用する事業に対しての

負担金でございます。これにつきましては、市

制施行70周年記念事業として実施するものでご

ざいます。 

  また、13目山屋セミナーハウス費の油水分離

業務委託料につきましては、現在実施しており

ます分離業務の期間の延長が必要なことから増

額補正を行うものでございます。 

  11款２項１目道路橋りょう災害復旧費につき

ましては、当初予算に計上している路線の残土

の処分場所が決定したことに伴い、その運搬距

離を変更して設計を組み直した結果、不足する

金額について増額補正を行うものでございます。

また、被災状況が当初より拡大していることも

想定されることから、その増加分も見込んだ補

正となってございます。 

  以上で、一般会計を終わりまして特別会計に

入らせていただきます。 

  15ページをごらんください。 

  議案第27号、国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号）でございますが、歳入歳出それ

ぞれ86万4,000円を追加し、補正後の予算総額

を33億9,134万3,000円とするものでございます。 

  18ページの歳出をごらんください。 

  国民健康保険制度の見直しに伴いますシステ

ム改修業務委託料を計上しております。財源と

いたしましては、前年度繰越金を充てるもので

ございます。 

  最後に、19ページをごらんください。 

  議案第28号介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）でございますが、歳入歳出それぞれ

117万4,000円を追加し、補正後の予算総額を38

億661万4,000円とするものでございます。 

  22ページの歳入をごらんください。 
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  一般会計でも御説明いたしましたが、低所得

者の保険料軽減強化分として介護保険料を減額

しております。 

  23ページの歳出につきましては、介護保険の

制度改正に伴いますシステム改修委託料を計上

しております。財源といたしましては、一般会

計からの繰入金を計上しております。 

  以上で、一般会計及び特別会計補正予算案の

説明を終わります。御審議いただき御可決賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。 

下山准一議長 上下水道課長奥山茂樹君。 

   （奥山茂樹上下水道課長登壇） 

奥山茂樹上下水道課長 それでは、議案第29号令

和元年度新庄市水道事業会計補正予算（第１

号）について御説明申し上げます。 

  水道事業会計補正予算１ページをお開き願い

ます。 

  第１条令和元年度新庄市水道事業会計補正予

算（第１号）は、次に定めるところによります。 

  第２条業務の予定量の補正につきましては、

建設改良事業費について補正するため記載した

ものであります。 

  第３条資本的収入及び支出の補正ですが、初

めに、収入の第１款資本的収入の既決予定額１

億2,230万7,000円に補正予定額450万円を増額

し、計１億2,680万7,000円とします。 

  次に、支出の第１款資本的支出の既決予定額

４億7,530万9,000円に補正予定額1,146万2,000

円を増額し、計４億8,677万1,000円とします。

これらは、昨年８月の豪雨災害で被災した畑地

区の送水管及び配水管の復旧につきまして、山

形県の地滑り対策工事の工程が確定したことに

より、収入の国庫補助金、支出の設計委託料と

工事請負費を増額するものであります。 

  資本的収入が資本的支出に不足する額３億

5,996万4,000円は、過年度損益勘定留保資金な

どで補塡いたします。 

  なお、２ページに補正予算実施計画書を記載

しております。 

  以上、令和元年度新庄市水道事業会計補正予

算（第１号）について御説明申し上げました。

御審議の上御可決くださいますようよろしくお

願い申し上げます。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました補正予算４件につ

きましては、会議規則第37条第３項の規定によ

り委員会への付託を省略したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第26号から議案第29号までの補正予算４件

については、委員会への付託を省略し、６月17

日月曜日定例会最終日の本会議において審議を

いたします。 

 

 

日程第１０議案第３０号新庄市監

査委員の選任について 

 

 

下山准一議長 日程第10議案第30号新庄市監査委

員の選任についてを議題といたします。 

  ここで、地方自治法第117条の規定により、

髙橋富美子さんの退席を求めます。 

   （１７番髙橋富美子議員退席） 

下山准一議長 提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第30号新庄市監査

委員の選任について御説明申し上げます。 

  提案理由にございますように、議員のうちか

ら選任する監査委員の任期が満了したことに伴

い、新たに髙橋富美子氏を監査委員に選任する

ため、地方自治法第196条第１項の規定により、

議会の同意をお願いするものであります。 

  髙橋富美子氏は、平成23年に市議会議員に初
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当選後、現在３期目でございます。本年４月ま

で監査委員を務められ、またこれまで総務文教

常任委員長を初めとする要職につかれるなど、

経験豊富な方でございます。 

  何とぞ御審議をいただき御同意を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第30号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第30号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第30号新庄市監査委員の選任については、

これに同意することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第30号は、これに同意することに決しまし

た。 

  暫時休憩いたします。 

   （１７番髙橋富美子議員復席） 

 

     午前１０時３６分 休憩 

     午前１０時３７分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ただいま監査委員に選任されました髙橋富美

子さんに御挨拶をお願いいたします。 

髙橋富美子監査委員 ただいま議会の御同意をい

ただきまして引き続き監査委員に就任をさせて

いただくこととなりました。どうぞよろしくお

願いいたします。 

  微力ではありますが、誠心誠意努めてまいり

たいと思いますので、どうぞ皆様の御指導、御

鞭撻をよろしくお願い申し上げます。ありがと

うございました。 

 

 

日程第１１議案第３１号新庄市表

彰について 

 

 

下山准一議長 日程第11議案第31号新庄市表彰に

ついてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第31号新庄市表彰について御

説明申し上げます。 

  本案は、本市の隆盛・発展に長年寄与され、

市勢に対する功労が特に顕著な方々を表彰する

ため、新庄市表彰条例に基づき議会の同意を得

ようとするものであります。 

  初めに、佐藤榮一氏は、新庄市芸術文化協会

会長、新庄民話の会会長を長年務められ、新庄

市芸術文化協会を中心とした市民による芸術文

化活動を実施するなど芸術文化の振興、また新

庄民話の会会長として民話の普及に努められる

など、伝承文化の継承に尽力されました。 

  黒川信也氏は、最上育英会の会長を長年務め

られ、新庄・最上地域の学生の修学の奨励援助

や平塚英吉賞の授与などの教育奨励事業を通じ、

教育の発展と人材育成に大きく寄与されました。 

  最後に、中部道子氏は、新庄亀綾織伝承協会

の会長として亀綾織の復元に成功、技術の向上

及び普及に努められ、市の伝統的な工芸である
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新庄亀綾織の復元と伝承に尽力されました。 

  これら３名の方々の市勢における功績に対し

まして新庄市表彰を行いたく御提案申し上げま

す。それぞれの略歴、功績につきましては、表

彰候補者調書を添付しております。 

  御審議の上御同意賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第31号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第31号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第31号新庄市表彰については、これに同

意することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第31号は、これに同意することに決しまし

た。 

 

 

日程第１２議案第３２号財産の取

得について 

 

 

下山准一議長 日程第12議案第32号財産の取得に

ついてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第32号財産の取得について御

説明申し上げます。 

  本案は、小型除雪車を取得するに当たり、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第３条の規定により提案するも

のであります。 

  取得する小型除雪車は、1.5メートルクラス

のロータリー除雪車であり、現在運用している

同型機種が国の定める更新基準を超過したため、

国の助成を受けて更新するものであります。 

  取得価格は2,596万円で、寒河江重車輌株式

会社から取得するものであります。 

  御審議いただき、御決定くださるようお願い

申し上げます。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第32号財産の

取得については、会議規則第37条第３項の規定

により委員会への付託を省略したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第32号は委員会への付託を省略することに

決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 今回のこの取得先、取

得の相手方なんですが、これはどのようにして

決せられたんでしょうか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 このたびの決した業者の

選定でございますが、指名審査委員会の議を経

まして決定されたものです。山形県内にありま

す除雪機械の登録をしている会社の中から選定
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いたしまして今回落札いただいたものです。 

下山准一議長 よろしいですか。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 登録されていたところ

から指名をしただけということで、業者、取得

価格が例えば2,300万円を超えるであったり、

１件が80万円を超えるであったりすると、一般

競争入札であったり指名競争入札であったりと

いう方法があるのではないかと思うんですが、

こちらについてはどうだったのでしょうか。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 このたびは物品に関する入札

でございますので、７社指名いたしまして入札

参加者が３社ということで、その中で最低価格

の入札者が落札したというふうな結果でござい

ます。以上でございます。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） その中に新庄・最上管

内で、こういった機材の入札に参加できる業者

というのはあるものなんでしょうか、ないもの

なのでしょうか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 最上管内にも参加できる

業者の方はいらっしゃいました。以上です。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第32号財産の取得については、原案のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第32号は原案のとおり可決されました。 

 

 

議案８件一括上程 

 

 

下山准一議長 日程第13議案第33号新庄市特別職

の職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例についてから、日程第20議案第40号新庄市

道路占用料徴収条例の一部を改正する条例につ

いての議案８件を会議規則第35条の規定により

一括議題にしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第33号新庄市特別職の職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条例についてから、議

案第40号新庄市道路占用料徴収条例の一部を改

正する条例についての議案８件を一括議題とす

ることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第33号特別職の職

員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

について御説明申し上げます。 

  本案は、国会議員の選挙等の執行経費の基準

に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する

法律が本年６月１日に施行されたことに伴い、

本市条例においても所要の改正を行うものであ

ります。 
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  具体的には、選挙長等の報酬額について、選

挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投

票管理者、開票管理者、投票所の投票立会人は

一律200円、期日前投票所の投票立会人、開票

立会人、選挙立会人は一律100円引き上げるも

のであります。 

  また、新庄市選挙公報発行に関する条例につ

いて文言の整理を行うものであります。 

  施行日については公布の日からであります。 

  議案第34号新庄市介護保険条例の一部を改正

する条例について御説明申し上げます。 

  介護保険法施行令の改正に伴い、本市の介護

保険料について国の保険料率の算定に関する基

準に基づき改正を行うものであります。 

  主な改正点といたしましては、第１号被保険

者に対する介護保険料の９段階のうち、所得段

階１段階から３段階までの所得の少ない方に対

する保険料の軽減を強化し、減額賦課を行うも

のです。 

  なお、平成27年４月から第１段階については

保険料の軽減が一部実施されておりますが、今

回さらに軽減の強化を図ってまいります。 

  施行日については公布の日とし、改正後の保

険料率については平成31年４月１日からの適用

といたします。 

  次に、議案第35号新庄市放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例について御説明申し上げ

ます。 

  放課後児童健全育成事業、いわゆる放課後児

童クラブ及び学童保育所の設備運営に関しては、

厚生労働省令放課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準に従って市が条例で基準を

定めることとなっております。 

  この省令の一部を改正されたことに伴い、該

当する条項に関し必要な改正を行うものであり

ます。 

  主な改正の内容につきましては、放課後児童

支援員の資格要件のうち、都道府県知事が行う

研修を修了した者とされているところを政令指

定都市の長が行う研修を修了した者についても

認めることとするものであります。 

  施行日は公布の日からであります。 

  議案第36号新庄市家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例について御説明申し上げます。 

  国が定める家庭的保育事業の設備及び運営に

関する基準の一部が改正されたことに伴い、該

当する条項に関し、国の基準と同様の改正を行

うものです。 

  主な改正の内容については、家庭的保育事業

等による卒園後の受け皿の提供を行う連携施設

の確保が著しく困難であると認めるときは、一

定の要件を付して連携協力を行う者を適切に確

保することで、連携施設の確保を不要とするこ

とを認めるものです。 

  さらに、連携施設の確保をしないことができ

る経過措置を５年間延長し、10年とするもので

す。 

  また、居宅以外で保育を提供している家庭的

保育事業も、自園調理に関する規定の適用を10

年間猶予する経過措置を認める改正を行います。 

  施行日は公布の日からであります。 

  次に、議案第37号新庄市森林環境譲与税基金

条例について御説明申し上げます。 

  本年４月１日に森林環境税及び森林環境譲与

税に関する法律が施行されました。森林環境譲

与税は、森林資源による温室効果ガスの排出削

減や災害の防止に向け地方自治体による新たな

森林整備やその促進に柔軟に活用できる財源と

して国から地方自治体に譲与される目的税であ

ります。また、法令では森林環境譲与税の適切

な執行とあわせ、使途の公表が求められており

ます。 

  本市では、法令の目的に沿った使途で森林整

備を促進する施策を検討する中で、林道の開設
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など単年度の森林環境譲与税だけで実施できな

い事業も想定しており、複数年度分まとめて執

行したほうが効率的な事業にも対応できる体制

を整え、積み立てとしての使途を明確にするた

めに本条例を制定するものであります。 

  なお、施行日につきましては、公布の日から

であります。 

  次に、議案第38号新庄市農地中間管理機構関

連土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例

について御説明申し上げます。 

  土地改良法の改正により平成29年に農地中間

管理機構を活用した事業が創設され、本市にお

きましても機構を活用した県営圃場整備を予定

しております。 

  機構を活用した事業を実施する際には農地の

集積・集約が事業要件となることから、事業計

画において予定する用途以外の用途に供するた

めに所有権の移転をした者などから特別徴収金

を徴収することができるようにするため、条例

を制定するものであります。 

  施行日につきましては、公布の日からであり

ます。 

  次に、議案第39号農地等災害復旧事業分担金

徴収条例の一部を改正する条例について御説明

いたします。 

  本条例は、市が行う農地・農業用施設の災害

復旧事業に要する費用に充てるため、当該災害

復旧事業により利益を受ける者から分担金を徴

収する目的で定めたものです。 

  本案件につきましては、分担金算出の規定に

ついて整備するものですが、この改正による分

担金の額及び考え方について変更はありません。 

  具体的には、農地・農業用施設の災害復旧事

業ごとに事業費の額から事業費に充てるために

起こした地方債及び国または県から受けた補助

金の額を控除して分担金の対象額を算出してお

りましたが、改正後においては事業費の額から

国または県から受けた補助金の額を控除して分

担金の対象額を算出し、その対象額より地方債

を含む市の負担額を控除して分担金の額を決定

するよう改めるものであります。 

  施行日につきましては、公布の日からであり

ます。 

  最後に、議案第40号新庄市道路占用料徴収条

例の一部を改正する条例について御説明申し上

げます。 

  改正の理由といたしましては、消費税法及び

地方税法の改正に伴い、本年10月１日から消費

税率が現行の８％から10％に改められるため、

新庄市道路占用料徴収条例において消費税の課

税対象となる占用の期間が１カ月未満のものに

ついて占用料の額を改正するものであります。 

  施行日につきましては、本年10月１日であり

ます。 

  以上、御審議いただき御決定くださるようお

願い申し上げます。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時５４分 休憩 

     午前１１時０４分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ただいま説明のありました議案８件について

総括質疑を行います。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議案第35号についてで

すが、放課後児童支援員の研修のことで、県の、

前は都道府県知事が行う研修を修了した者であ

ったのが、今度は指定都市の長が行う研修とい

うことで、先ほどの説明では政令指定都市の長

が行う研修というふうにつけ足したわけですが、

この内容の違いはあるのか。また、本当は放課

後児童支援員というのは教員や保育士などの資

格を持っている方がなるべきだったというふう
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に最初のころあったように思いますが、それが

その資格もなくても認められるというふうに内

容を緩められているわけですが、本当に緩めて

よいのか。子供の安全にかかわってどうなのか、

考えられるところをお願いします。 

  それから、議案第36号についてですが、家庭

的保育事業者等によるということで、家庭的保

育事業者が市内では例えばどういう施設を指し

て言っているのか。それから、許可を緩くする

ように感じるのですが、その点は子供の安全に

とって有利と言えるのか。その点についてお聞

きしたいと思います。 

  それから、議案第39号についてですが、災害

復旧農地等の災害復旧事業分担金徴収条例なん

ですが、今のところ、今の現行では市の地方債

というのがあったんですが、これは地方債は市

の負担になるだろうと考えられるわけです。こ

れが抜けてここが削られるわけです。そういう

意味では、市の負担が、地方債は市の負担です

から、それを農家負担のほうに加算されていく

のではないかという心配があるんですが、地方

債が残っていることによって農家負担を減らせ

たのではないのか。その点、農家負担がふえる

ことになるのではないかという懸念があるので

すが、その点についてどうお考えなのかお願い

します。 

  それから、議案第38号についてですが、特別

徴収金が発生することになるわけです。説明に

よりますと、所有権移転の方から特別徴収がで

きるという説明がございました。つまりは田畑

などの農地を売った方が特別徴収金を取られる

ことになるということなのかどうなのか、お願

いします。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

西田裕子。 

下山准一議長 子育て推進課長兼福祉事務所長西

田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 それで

は、初めに放課後児童クラブの支援員の研修と

いうことでのお尋ねだったと思います。 

  まず、このたびの改正につきましては、県が

行っている研修とそれから政令指定都市の研修

と、そういった２つの研修をもって資格とする

というようなことに改正されたといった内容で

ございます。 

  研修におきましては、内容の違いということ

のお尋ねもございましたが、その内容の違いは

ないというふうに考えております。そもそも全

国の県が行っている研修の内容なんですけれど

も、まず山形県の場合、今年度におきましては

４回予定しております。その一回一回、各それ

ぞれ８日間で16科目ある研修でございます。そ

れぞれ子供の発達ですとか、それから制度の内

容、それから心理的な子供の発達について、育

成支援、それから保護者や学校、それからさま

ざまな地域との連携についての行い方、運営の

仕方、それから支援員として求められる役割、

それから子供の安全・安心のための応急処置で

すとか、そういったところを網羅した研修を行

っているところです。研修が修了しますと修了

証が交付されます。その修了証が都道府県相互

で共有できるものとされております。 

  講師につきましても、それぞれ県の職員です

とか、それからそういった専門の学校の講師、

それから実際の現場の学童保育連絡協議会に所

属している支援員、経験豊富な支援員などが講

師として立っております。 

  その研修を修了することで支援員というふう

な立場になるということなんですけれども、先

ほどおっしゃいました、例えばそのほか保育士

の資格ですとか、それから教員の資格ですとか、

そういった資格が撤廃されるのかといったお話

でしたけれども、そういったことはございませ

ん。今まであったようなさまざまな条件がある

中での、さらにこの研修を受けての支援員とい

うことですので、決して緩められたといったこ
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とではないといった内容です。 

  それから、もう一点ですけれども、家庭的保

育事業についてでございます。 

  家庭的保育事業、市内ではどういった施設か

といった御質問ですけれども、こちらにつきま

しては、市内４つの施設がございます。家庭的

保育事業といいますか、小規模保育事業所と言

われているところでございまして、19人までの

小規模のゼロ歳から２歳までを預かる施設とな

っております。 

  それから、そちらの内容のこのたびの許可を

なくすというか緩くするように感じるけれども

安全・安心のためにいかがかといった御質問で

すけれども、こちらにつきましては、今回改め

られました連携施設ということなんですが、小

規模保育所は２歳までですので、そちらの３歳

以降のことにつきましては次の保育所等に……。 

  済みません、先ほどの放課後児童クラブの件、

ちょっと戻らせていただきますけれども、政令

都市で試験を受けた方で資格を持った方につい

てですけれども、例えば仙台市で受講した方が

新庄市内においでになったとき、支援員として

やりたいというふうにおっしゃった場合に、改

めて新庄市でその支援員としての資格を持った

方として採用できるといったような内容になっ

てくるといったことでございます。 

  先ほどの小規模保育事業所のお話になります

けれども、こちらの連携施設につきましては、

連携施設、２歳までのお子さんが３歳になった

ときに受け入れる施設としてふやすといったよ

うな内容になっています。ですので、新庄市に

おきましては、その小規模保育事業所、４つあ

りますけれども、３つまでは連携施設ございま

すけれども、１施設につきまして連携施設が定

まっていない状況ではありますけれども、３歳

以上の方が間違いなく保育所に入れるような配

慮をいたしまして、改めて保護者の方がお仕事

をそのまま続けて安心して子供さんを預けられ

るような措置をしておるところでございます。 

  以上です。 

三浦重実農林課長 議長、三浦重実。 

下山准一議長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 それでは、初めに議案第39号

の農地災害復旧分担金徴収条例について御説明

いたします。 

  市長答弁にもありましたように、事業の中身

については一切考え方等が変わるものではござ

いません。条例の分担金の考え方、今現在なん

ですけれども、事業費から地方債を引きまして、

また国県の補助金を引いたというふうな算出に

なっております。それで、分担金の対象額を定

めます。それから、一般財源プラス農家からの

分担金というふうな取り扱いになっております。 

  このたびの改正は、事業費からまずは国県の

補助金を充てましょうと。そして分担金対象額

を定めます。そして、地方債、一般財源プラス

分担金については一緒に考えましょうというふ

うな考え方でございまして、今までと一切内容

等について考え方は変わるものではございませ

ん。 

  また、次に議案第38号特別徴収金を返す農家

の負担になるんではないかというふうなことで

ございますけれども、ここで新庄市農地中間管

理機構の関連土地改良事業の中身でございます

けれども、その要件の一つとして農地の集積と

集約があります。そうしますと、そのような要

件が整えば、農家負担、限りなくゼロになりま

すよというふうな内容でございます。ですから、

農家からその事業費を先に徴収をするというこ

とではございません。 

  それで、事業完了後から８年間、やはりその

目的が農地の集積・集約になっているものです

から、途中で例えば宅地に変えましたよと、あ

とは第三者の方にその農地を転売してしまいま

したと。そうしますと、本来の目的である農地

の集積・集約がかなわなくなってしまう。です
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から、完了後８年間は約束を守ってくださいよ

と。８年過ぎたらまず返さなくてもいいですけ

れども、途中第三者のほうに売買したというふ

うなときにその工事費を農家の方から徴収する、

その受け皿としてこの条例を制定したいと考え

ております。どうかよろしくお願いいたします。 

下山准一議長 よろしいですか。（「はい」の声あ

り） 

  ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

 

 

日程第２１議案の各常任委員会付

託 

 

 

下山准一議長 日程第21議案の各常任委員会付託

を行います。 

  議案の常任委員会付託につきましては、お手

元に配付しております付託案件表により、それ

ぞれの所管の委員会に付託いたしますので、よ

ろしくお願いいたします。 

令 和 元 年 ６ 月 定 例 会 付 託 案 件 表 

 

付 託 委 員 会 名 件                名 

総 務 文 教 常 任 委 員 会 

議案（１件） 

○議案第３３号新庄市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例について 

産 業 厚 生 常 任 委 員 会 

議案（７件） 

○議案第３４号新庄市介護保険条例の一部を改正する条例について 

○議案第３５号新庄市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

○議案第３６号新庄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について 

○議案第３７号新庄市森林環境譲与税基金条例について 

○議案第３８号新庄市農地中間管理機構関連土地改良事業に係る特

別徴収金に関する条例について 

○議案第３９号農地等災害復旧事業分担金徴収条例の一部を改正す

る条例について 

○議案第４０号新庄市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例に

ついて 

 

 

散      会 

 

 

下山准一議長 以上で本日の日程を終了いたしま

した。 

  あす６月６日木曜日午前10時より本会議を開

きますので、御参集を願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでございました。 

 

     午前１１時１７分 散会 
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令和元年６月定例会会議録（第２号） 

 

 

令和元年６月６日 木曜日 午前１０時００分開議 

議 長 下 山 准 一     副議長 小 関   淳 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   庄  司  里  香  議員 

  ３番   叶  内  恵  子  議員     ４番   八  鍬  長  一  議員 

  ５番   今  田  浩  徳  議員     ６番   押  切  明  弘  議員 

  ７番   山  科  春  美  議員     ８番   小  関     淳  議員 

  ９番   佐  藤  文  一  議員    １０番   山  科  正  仁  議員 

 １１番   新  田  道  尋  議員    １２番   奥  山  省  三  議員 

 １３番   下  山  准  一  議員    １４番   石  川  正  志  議員 

 １５番   小  嶋  冨  弥  議員    １６番   佐  藤  卓  也  議員 

 １７番   髙  橋  富 美 子  議員    １８番   小  野  周  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 小 松   孝  総 合 政 策 課 長 関   宏 之 

財 政 課 長 平 向 真 也  税 務 課 長 加 藤   功 

市 民 課 長 荒 田 明 子  環 境 課 長 森   正 一 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 青 山 左絵子  子育て推進課長

兼福祉事務所長 西 田 裕 子 

健 康 課 長 亀 井 博 人  看 護 師 養 成 所
開 設 準 備 課 長 田 宮 真 人 

農 林 課 長 三 浦 重 実  商 工 観 光 課 長 荒 澤 精 也 

都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二  上 下 水 道 課 長 奥 山 茂 樹 

会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長  田 浩 志  教 育 長 高 野   博 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 武 田 信 也  学 校 教 育 課 長 髙 橋 昭 一 

社 会 教 育 課 長 渡 辺 政 紀  監 査 委 員 大 場 隆 司 

監 査 委 員 
事 務 局 長 山 科 雅 寛  選挙管理委員会

委 員 長 矢 作 勝 彦 
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選挙管理委員会 
事 務 局 長 小 関   孝  農業委員会会長 浅 沼 玲 子 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 津 藤 隆 浩    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 滝 口 英 憲  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 任 沓 澤 真 子  主 任 小田桐 まなみ 

 

議 事 日 程 （第２号） 

令和元年６月６日 木曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 

１番 山 科 春 美  議員 

２番 小 関   淳  議員 

３番 小 嶋 冨 弥  議員 

４番 叶 内 恵 子  議員 

５番 八 鍬 長 一  議員 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程（第２号）に同じ 
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令和元年６月定例会一般質問通告表（１日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 山 科 春 美 

１．「ひとづくり」「地域づくり」について 

２．「生涯現役社会」について 

３．ゴールデンウィークの10連休の対応について 

市 長 

２ 小 関   淳 

１．ふるさと納税制度の可能性について 

２．特産品の販売戦略について 

３．安全でおいしい水供給について  

市 長 

３ 小 嶋 冨 弥 
１．水道事業について 

２．地方創生について 

市 長 

教 育 長 

４ 叶 内 恵 子 
１．用地取得について 

２．新庄市地域担当職員制度について 
市 長 

５ 八 鍬 長 一 

１．市長の政治姿勢 

２．環境先進都市であるために 

３．生涯学習の拠点である地区公民館について 

市 長 

教 育 長 

 



- 36 - 

 

開      議 

 

 

下山准一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名であります。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第２号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

下山准一議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。 

  今期定例会の一般質問者は10名であります。

質問の順序は、配付しております一般質問通告

表のとおり決定しております。 

  なお、質問時間は、答弁を含めて１人50分以

内といたします。 

  本日の質問者は５名であります。 

 

 

山科春美議員の質問 

 

 

下山准一議長 それでは、最初に山科春美さん。 

   （７番山科春美議員登壇） 

７ 番（山科春美議員） おはようございます。 

  ６月定例会、１番目の質問をさせていただき

ます議席番号７番の起新の会の山科春美でござ

います。新人議員でふなれなところも多くあり

ますけれども、御指導いただきたく思います。

精いっぱい新庄市の発展繁栄のために頑張って

いきたいと思っております。どうぞよろしくお

願いいたします。 

  所属政党は幸福実現党です。日本を元気にし、

繁栄するために頑張っている政党です。新庄市

においても、一人一人の幸福が実現するように

精いっぱい働かせていただきます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

  それでは、早速ですけれども通告書に従い質

問をさせていただきます。 

  「ひとづくり」「地域づくり」についてお伺

いいたします。 

  現在、我が国は少子高齢化の進展によって人

口減少社会を迎えております。この状況が進め

ば数十年後には全ての地方自治体で人口が減少

し、経済の衰退や地域のコミュニティーの消滅

が進み、国家そのものが危機的な状況になると

も言われております。 

  新庄市も例外でなくて、このままでいくと、

現在の人口から16年後の2035年には8,000人ぐ

らい減ってくるというふうにも言われています。

あらゆる分野で人材不足が加速し、会社、特に

中小企業とかいろんなところで経営環境が厳し

くなっております。 

  また、私たちの生活の場であります地域コミ

ュニティーも従来どおりのやり方では立ち行か

ない状況が来ているように感じられます。地域

を回らせていただきまして実際に市民の皆様の

声を聞きますと、町内会の役をする人が高齢で

それを引き継げる人材がいない、若い人が自治

会に入ってこない、単年度ごとの人事で解決で

きずにいろんな問題が持ち越されてしまう、女

性の声が届かない、リーダーがいない、町内の

役回り番もひとり暮らしの高齢者にはお願いで

きずに、いつも同じ人がやらなければいけなく

なっている、国道の花壇の手入れなども自分た

ちでは困難になってきた、また、町内のつなが

りが薄くなってきて寂しくなった、若い人は仕

事をしているので若い人に町内のことを頼みづ

らい、少ない人数で消防団を運営していくのは

大変だとか、地域の今後を不安視する声も数多

く聞こえてきます。 
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  このように市民の安全・安心のために人口減

少に対する取り組みは待ったなしの状況であり

ますけれども、行政のほうでもそれを見据えて

さまざまな取り組みをされていることと思いま

す。それを踏まえて１つ目の質問に入らせてい

ただきます。 

  市民の生活の場であります地域の活性化のた

めに地域づくり、人づくりはとても重要なこと

であると思います。また、これらの地域づくり

をするためには経営的視点も必要だと思います。

人、物、金、情報と言われる経営資源を上手に

コーディネートしながら地域づくりを考えてい

かなければならないと思います。 

  その中で一番の経営資源に当たる人づくりと

いうことこそが、さらなる地域の発展の鍵につ

ながっているのではないかと思われます。 

  私も政治活動で多くの市民の皆さんの声を聞

かせていただく中で感じたことは、多くの方々

が、口には出さないけれども心の中で地域をよ

くしていきたいとか、新庄市によくなってもら

いたいとか、子供たちによい未来を残していき

たいという声をたくさんの方々が持っておられ

ました。本当にすばらしいなというふうに思い

ました。 

  その声が女性とか、おばあちゃん、おじいち

ゃん、若い人、ふだん町内会の集まりとかいろ

んな会に出てこない人たちのところから聞こえ

てきました。そういった一人一人の思いを受け

とめて、そのためにはどのようにしていったら

いいかという声を集約し、それを実行に移して

いく仕組みを考えなければいけないなと思いま

した。 

  そして、地域の未来のために尽力できるリー

ダー養成がとても大事であると思われます。 

  そこで、市民と行政が一体となって地域の課

題を解決しながら進めていく協働の姿がとても

大切だと思われます。 

  ①のところなんですが、それについてのお考

えを伺いたいと思います。 

  また、これからの地域づくりは、やっぱり地

域で互いに支え合えるネットワークづくりを行

うために、地域に経営的支援を持ち運営を行っ

ていけるような仕組みをつくらなければいけな

いと思います。 

  昨年12月17日に総合政策課主催で行われた地

域づくり研修に参加させていただきましたが、

住民がつくる持続可能な地域づくり、人づくり

ということでＮＰＯ法人のきらりよしじまの高

橋事務局長のお話の中で、今現在、地域が抱え

ている問題を解決するためのヒントをたくさん

そのときに学ぶことができました。 

  参加していない方のためにちょっとそのきら

りよしじまがどういう事業をしているのかとい

うことで簡単にお話をさせていただきますと、

置賜の川西町というところなんですけれども、

17年前に町の財政状況がちょっと大変になって

財政破綻が危惧されるほどの厳しい状況だった

ので、町は財政改革の一つとして2002年に７つ

の小学校区にあった地区公民館の公設民営化に

取り組みました。 

  そして、地区の形骸化対策を考えていた有志

が公設民営化を機に地区の各種団体の機能改革

案を総会で提案して、３年間のいろいろな準備

期間を経て2007年に全世帯加入のＮＰＯ法人を

発足しました。ワークショップなのでさまざま

な住民の声を拾い上げ続けて、そして、その受

け皿として声の中で本当に必要な支援と事業が

何なのかということをピックアップして、また

必要な予算とかも準備して政府に提案したり、

町に提案してやっているところであるんですけ

れども、そして自主防災とか高齢者の見守りも

学童や若者の農業支援など行政が行き届かない

ニーズに応えて地域の活性化を行っているとこ

ろです。 

  分離型地域運営組織ということで、今、どこ

の地域もそういう組織になっていると思うんで
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すが、自治会長、町内会長とまた衛生組合、防

犯協会、地区社協とか、地区公民館などのさま

ざまな役職を１年なり２年で町内ごとに回して

いるというところがあるんですけれども、そこ

のやっているところは一体型地域運営組織とい

うことで、中学校区で取りまとめて地域運営組

織として地域運営を行って組織運営をしている

というところであります。 

  その組織は、最高決定機関であります総会、

町内会の会長の総会というのがあって、そのリ

ーダーシップのもと、その組織の下に理事会、

また評議委員会というのがあって具体的な地域

の課題解決のために４つの部会、自治部会、衛

生・環境部会、福祉部会、教育部会というのが

あります。そして、その組織を円滑に運営でき

るようにコーディネートしているのが事務局と

いうところです。その事務局が本当に働きがす

ごいなと思うんですけれども、事務局が地域の

若者も参画させて地域づくりを実案したり実行

したりしているところで、大切な役割を担って

おります。 

  今までの分離型運営組織ですと、やはり組織

的な流れが形骸化しているということになって

立ち回らなくなっているところもあり、若い人

もそれをやっていくのかというところで、何か

やらされ仕事とか頼まれ仕事みたいな感じでや

る気が薄れてしまっていく感じであると思いま

す。一体型地域運営組織のメリットは、合意形

成が簡単にできるということとか、人材育成が

一元化していることと、いろいろな手続が単純

化してくるということ、また責任の所在が明確

化してくるということ、また会議等でいろいろ

なことが集約されすぐ決まっていくということ

とか、あと町として、地域としてこういう問題

がありますということですので、行政のほうの

窓口にすぐつながる、地域の合意としてまとま

るというメリットがあります。 

  地域づくりについて話し合うといろんなとこ

ろから出てくる言葉なんですけれども、後継者

がいない、リーダーがいない、コーディネート

する人がいない、人づくりが必要とか、そうい

う言葉が出てきます。でも、やっぱりそれを誰

が育てるのかということなんですけれども、そ

れは遠くからその人が来てくれるわけではなく

て、地域の人材は地域で育てるという共通理解

のもと、リーダー養成が行われているようです。 

  やはり人が生まれ、そして、認められて育っ

て上手に世代交代してつなげていく仕組みがで

きれば、若い人たちも喜んで地域づくりに参加

していくと思います。そのように、地域の困り

事や今、現実に起きている問題、また今起きて

くるであろうという課題を地域住民、若者、女

性、高齢者の皆さんと話し合いながら解決する

ための組織がつくられています。 

  そのきらりよしじまのすばらしいところとい

うのは、その地域全体がその地域づくりの理念

を共有して地域づくりに参加して、自分の地域

は自分たちでよくしていこうと思っているとこ

ろです。 

  また、18歳から35歳の若者が地域づくりに参

加しているということです。なぜその若者が地

域づくりに参加するのかというと、地域づくり

を通して組織や事業を円滑に進めていくための

マネジメント力とかコミュニケーション力が学

べ、地域づくりに参加することにより自分が向

上して生きていけるという喜びを感じ参加され

ているのだと思います。また、自分たちが地域

を希望ある未来の方向に引っ張っていくんだ、

つくっていけるんだというその希望があるから

だと思います。 

  そのように、地域づくり、人づくりが今、必

要なのではないかと思われます。それによって

自助、共助、公助の精神で持続可能な地域づく

りが行われていくんだと思います。大人たちが

そのように頑張っている姿を見て、やっぱり地

域の子供たちにさらなる郷土愛が生まれ、若者
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の地域の定住を促進し、安心・安全により、ま

た女性たちも子供を生んで出生率を加速させ、

また高齢者のコミュニティーを確保し孤独な人

をつくらない、また元気な高齢者が生涯現役で

生き生きと暮らせる地域にして、自分たちの地

域を自分たちの手でよくしていくことの喜びが

地域づくり、人づくりの原点なのではないかと

思われますが、それらを実現するための市のお

考えをお伺いいたします。 

  それでは、次の質問のところなんですけれど

も、生涯現役の実現についてということで質問

いたします。 

  本当に急速な少子高齢化に続いて団塊の世代、

2025年には本当に75歳以上となるということと

か言われております。そういった形で本当に高

齢社会というのは、これから起きてくるわけで

ありますけれども、その高齢者の方々が元気で

生涯現役で活躍できる未来をつくっていきたい

ものだと考えております。 

  ５月16日に山形新聞に掲載されておりました

けれども、政府は未来投資会議で希望する人が

70歳まで働き続けられるよう就業機会の確保を

企業の努力と義務とする方針を明らかにしまし

たということで、その中で語られたことが定年

の廃止や延長、継続雇用の年齢の引き上げによ

り企業が雇い続ける従来の方法のほか、ほかの

企業への再就職や企業支援などの努力支援も加

えるということで、働く場を実質的に拡大して

いくといった内容だったと思います。 

  新庄市は本当に農業人口も多く、農業の人に

聞くと、まさしく生涯現役で70歳になっても、

80歳になっても仕事しているねというふうな感

じの言葉も多く聞こえます。 

  また、３世代同居している方も本当に多くて、

孫の子守をしたり、また田畑の仕事をしたり、

あと炊事、孫の送り迎えをしたりして本当に全

部こなされている元気なお年寄りも多いようで

す。 

  高齢者の方々の声を聞くと、なるべく若い人

に迷惑をかけないで、健康で生きているうちは

何か役に立っていきたいという思いを持って頑

張っている方が多くいらっしゃいます。 

  一方、いろんな企業の人の話を聞くと、特に

サービス業だったんですけれども人手が足りな

いとか、やっぱり土日の仕事は若い人は敬遠し

がちでせっかく採用してもすぐやめてしまうと

か、24時間体制の製造業の会社でもいつでも人

手が足りないんだといった状況で、一部ではあ

るかもしれないんですけれども人手不足も深刻

な状況になっているようです。 

  65歳、70歳の方々は、まだまだ本当に若い方

が多くて支えられる側から支える側に立ちたい、

また年金だけでは大変なので働けるうちは働き

たい、若いころから思っていたことをやってみ

たい、社会のために役に立ちたい、新しい生き

がいを見つけるために何かボランティアをした

い、そういう声も聞き本当にすばらしいなと思

っております。そういった方々の活躍の場を新

庄市としても積極的な形で拡大していただきた

いと思います。 

  新庄市ではシルバー人材センターがあります。

元気な高齢者の方々が仲間とともに仕事に自信

を持って、プライドを持って働いている方も多

くいます。また、そのほかにもその人に合った、

自分に合った活動の場が広がるように再就職の

紹介とか高齢者能力活用の仕事のあっせん、ま

た起業をしたいという人に関する支援制度、支

援機関の紹介、ＮＰＯ活動、ボランティアとか

地域活動に参加したい方への情報提供などのニ

ーズもあるのではないかと思います。高齢者の

方々は高い技能や豊かな経験、また人脈を持ち、

また道徳的人格も持ち現役世代の指導者、相談

役としての役割も期待されているとうとい財産

だと思います。ぜひ市としても意欲ある高齢者

の方々が、できる限り長く働いてもらうために

70歳まで働ける制度の導入について企業に働き
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かけていただきたいと思います。 

  また、高齢者の方々が生涯現役で健康で生き

がいを持って活躍できるということが、健康寿

命も延びることにつながり、余計な介護費用や

医療費用も抑えることにつながります。 

  また、労働人口もふえてきます。地域として

も豊かで元気な高齢者がふえることによって、

やはりその姿を見た若い人たちが希望を持って

若い人の定住にもつながり、また出生率も増加

していくということにもつながっていくと思い

ます。健康で元気に生涯現役で活躍できる社会

をつくるための高齢者の就職支援について、ど

のようなお考えかをお伺いいたします。 

  最後、ゴールデンウイークの10連休の対応に

ついてというところなんですけれども、2019年

は土日祝日、年末年始を含めて１年の34％が休

みだというふうに言われています。また、働き

方改革関連法などもあり、勤勉な日本人にとっ

てはちょっと休みが多過ぎるんじゃないかとか、

働く時間がなくなったという声も聞こえてきま

す。一方、サービス業の方は10連出勤だったよ

なんていうふうに言う方もいたりして本当に大

変だったなというふうに思います。 

  質問の内容なんですけれども、このたびのゴ

ールデンウイークは、天皇が即位され、平成か

ら令和へ年号も変わり、記念すべき式典もあり

ました。その休みの日が10連休となり市役所も

休日が多かったわけですが、このたびの連休で

市民生活に不便をかけることは何かあったか、

何かそういうクレームとかあったのかなという

ことです。 

  そして、もう一つ、新聞、テレビなどでは、

新しい令和の時代のときに結婚される方がすご

く多かったようでしたけれども、そういった手

続も市役所に来なければいけないんですけれど

も、そういったところの行政側の対応とか、ど

のようにされたかお伺いさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、山科春美市議の御質問

にお答えさせていただきます。 

  初当選の最初の一番バッターということで大

変緊張なされたのかなと思いますが、何回やっ

ても一般質問というのは緊張するものだという

ふうに私も記憶しているものであります。 

  それでは早速、「ひとづくり」「地域づくり」

についての御質問でありますのでお答えさせて

いただきます。 

  人口減少、少子高齢化が進展する中で、地域

において助け合い意識の希薄化や高齢化の進展

による担い手不足などの問題が浮き彫りになっ

ており、将来にわたって持続可能で活力ある地

域づくりを推進するには、活動の中心となるリ

ーダーの育成や地域づくりへの女性や若者、子

供たちのかかわり、世代を超えた交流など、人

づくり、地域づくりの重要性がますます高まっ

ております。 

  市では、これまで区長の役員研修や全員研修、

地域づくりを担うリーダーを育成するための地

域リーダー講座、地域づくり研修会などを通し

て地域の人材育成に取り組んでまいりましたが、

議員の御指摘のとおり、行政と市民が一体とな

って地域の課題を解決しながら進める協働の手

法がより一層必要となっているため、本市にお

きましては、平成17年から協働推進のための指

針を定め、平成27年度に策定した新庄市協働推

進計画の中で地域コミュニティーの活性化、人

材育成、協働を生み出す環境づくりの３つの目

標を掲げて取り組んでまいりました。 

  協働を生み出す環境をつくるための取り組み

といたしましては、市民委員による市民協働推

進委員会が中心となり、市及び市と協働で事業

を行う団体がお互いに協働事業を振り返るため

の協働推進チェックや協働事業にかかわる人た
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ちのための交流会を実施するなど、より効果的

な協働事業の推進を図っておりますが、少子高

齢化が加速的に進む中、今後は行政と市民の協

働から市民団体、学校、民間企業などのより多

様な主体による総働が必要となってくるものと

考えております。 

  現在、市では５中学校区単位を基本とする地

域づくりを推進しており、昨年度は中学校区単

位で地域づくりや協働事業に詳しい講師を招き

地域の将来を見据えながら、住民が中心となっ

て住み続けられる地域をつくっていくための研

修会を実施しております。 

  今後のまちづくりを行っていく中で最も必要

と考えるのが防災力の強化です。自分が住んで

いるまちは自分たちで守るという意識を高める

ためにも、全ての地区の自主防災組織を立ち上

げる必要があると考えております。自助、共助、

公助の中において公助は被害規模が大きな箇所

の対応が主となるため、自助を基本として共助

が緊急時の対応には最も有効に機能します。そ

のため、共助の担い手であり、同時に、協働の

パートナーとなり得る自主防災組織などの地域

運営組織の立ち上げは、これからのまちづくり

に不可欠であり、自主防災力を上げていくこと

が地域力を高めていくことにつながっていくと

考えています。 

  地域づくりには地域住民の意識の高揚が何よ

り重要となることから、今後とも研修会などの

実施により市内外の活発な地域づくりの事例を

紹介するとともに、市と地域との話し合いを通

して地域がどのような役割を、市としてどのよ

うな支援をすれば持続可能なまちづくりにつな

がっていくのかを地域の皆さんと一緒に考え、

連携しながら市全体の活性化につなげてまいり

ます。 

  令和２年度以降の新庄市まちづくり総合計画

の策定に向けては、現在、18歳以上から70代ま

での方が参加し、自分のまちは自分の手でつく

り出すという意見交換の場を設けているところ

であります。参加者の御意見からは、世代が違

う方のお話を聞けて、このまちで私が何をして

いけば、自分たちが何を果たさなければならな

いといったことが大変貴重な御意見であるとい

うことで、６回続けられる会議を期待している

という報告を受けているところであります。 

  そうしたことを通しながら、まちは誰のもの

かと、自分たちのものであるという意識の醸成

を図っていきたいというふうに伺っております。 

  次に、生涯現役社会についてというふうなこ

とでありますが、政府では、意欲がある人は誰

でも働くことが可能な生涯現役社会を掲げて、

雇用制度や社会保障制度などさまざまな改革に

向けた議論が進められています。 

  これを踏まえて市では、高齢者の生きがいづ

くり、健康づくりの一助とするため、公益社団

法人新庄最上地域シルバー人材センターとの連

携により、高齢者の就業を通じた社会参加に向

けて取り組んでいます。現在、８市町村から

660人余りの高齢者が会員として登録されてい

ます。 

  ハローワーク新庄に問い合わせましたところ、

管内のことし４月時点の55歳以上の求職者は

250名、前年同月比で33名の増でありました。

55歳以上の有効求人倍率はかろうじて1.0以上

で来ているものの、求人数が余りふえていない

ため、今後、より一層高齢者へ求人を出す企業

の開拓に注力をしていくとのことでありました。 

  議員がおっしゃるとおり、高齢者は若い人に

足りない経験、知識、人脈を持ったとうとい財

産であります。市内企業においても、定年退職

を迎えた従業員の再雇用が広く定着し、働く意

欲のある高齢者が活躍する機会は拡大していく

ものと思われますので、市として企業との意見

交換会や懇談の場などを捉えまして、企業が高

齢者を戦力として積極的に登用する機運の醸成

に努めてまいりたいと思っております。 
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  先日行われました企業との行政懇談会の中に

おきまして、高齢者というお話が余り出てこな

いのも実は事実でありまして、外国人の労働力

を受けるという、どういうふうにして受けてい

くのかということの話題が中心になったことを

記憶しております。そうした意味におきますと、

会社が雇用という観点でどのような方向性なの

かも行政として見定めながら、高齢者の支援に

ついても考えていかなければならないというふ

うに思っております。 

  シルバー人材センターにおきましても、いろ

いろな仕事の要素はあるわけですけれども、な

かなかなり手不足という実情もあるというふう

にお聞きしております。今後とも情報交換を進

めながら、来るべきときのための政策の懇談を

始めてまいりたいというふうに思っております。 

  最後になりますが、ゴールデンウイークの10

連休の対応についてでありますが、まさしく10

連休、思いもかけない５月１日の即位の日が国

民の休日とされたことに伴い、土日含めて４月

27日から５月６日まで10連休となりました。日

本人が休み方、働き方改革の中で休日のとり方

ということが、とれる人ととれない人がはっき

りしてしまうということが大きな問題でもあろ

うかと思いますが、今後、働き方改革の中でど

のような休日のあり方がいいのかと議論されて

いくべきだろうというふうに思っております。 

  国民の祝日は決して日本は少ないわけではな

く、世界的に見ると国民の祝日数は上位のほう

にあることも確認されておりますけれども、世

界では国民の祝日時による休日ではなく、ワー

クライフバランスによる休日を大事にしている

ということもお聞きしているところであります。 

  さて、今回は特に５月１日に新元号令和施行

日で大安であることから婚姻届の提出がふえ、

時間外窓口が混雑することが予想されたところ

であります。 

  本市におきましては、婚姻届のほか、10連休

により住民票等、各種証明書交付の窓口サービ

スへの影響を考慮し、５月１日の８時30分から

17時15分まで市民課の窓口を臨時に開設し、戸

籍届、住所の異動手続、各種証明書の交付を行

ったところであります。 

  あわせて、出生届や子供の転出入に対応する

ため、子育て推進課の窓口も同時に開設し、児

童手当申請受け付けや子育て支援医療証の交付

を行ったところであります。 

  また、４月30日及び５月２日の２日間におき

ましては、公立保育所２所を開所し、保育のニ

ーズに対応させていただきました。 

  ごみの収集につきましては、市民生活への影

響に配慮し、連休中においても平常時と同様の

回収日程としたところであります。 

  このほか、改元に伴う各システムの誤作動に

よる混乱を未然に防止するため、５月１日に担

当課の職員が各システムを稼働させ、作動状況

の確認作業を行ったところであります。 

  ４月30日の退位の日及び５月１日の即位の日

の２日間におきまして、市役所正面玄関内にお

いて記帳所を設け、職員を配置して対応してま

いりました。 

  今後におきましても、市民ニーズを的確に捉

え、窓口業務を初めとした行政サービスの向上

に取り組んでまいりたいと考えております。ち

なみに婚姻届が二十数件あったということがご

ざいます。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

下山准一議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） 御答弁ありがとうござ

います。 

  先ほど地域づくりのためのところで新庄未来

ワークショップということで、幅広い年齢層の

方々が参加されて新庄のいいところとか課題と

か、新庄の未来像の話をされたということです

けれども、具体的にどのような声があったかを
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教えていただけるとありがたいです。よろしく

お願いします。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 ワークショップは４月24

日に第１回を開催いたしまして、９月まで第６

回のワークショップを予定しているところでご

ざいます。市の職員含めて70名前後の参加がご

ざいましたけれども、まず第１回、第２回目は、

新庄市のいいところ、また悪いところを発見す

る。そして、第２回目は、例えば新庄はこんな

まちになってもらいたいというふうな形でキャ

ッチフレーズをつくるというふうな作業で、ま

だ総体的な作業に入っているところですけれど

も、そこでちょっと驚きましたのは、悪いとこ

ろよりもいいところが大変挙がっていると。そ

して、そのいいところ、悪いところの捉え方も

十人十色だということで、事務局としましては

さまざまな考え方、同じところでもいろいろな

考え方がある、そういうことを踏まえて進んで

いかなければいけないんだろうなというのを自

覚したところでございます。 

  意見としましては、例えば新庄まつりとか、

そういうのをやはり盛り上げていきたい、また

地域には文化資源、さまざまなところがあるの

でそちらのほうを少しの市民の方にも知ってい

ただきたい。悪いところの意見といたしまして

は、やはり新庄には何もないというふうに言わ

れる方が多いんですけれども、そうではないん

だという意見もたくさん出たということを御報

告させていただきます。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

下山准一議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） 御答弁ありがとうござ

います。シルバー人材センターに私も行かせて

いただきまして話を聞かせていただきましたけ

れども、やはりなかなか会員が集まらないとい

うことで、本当にすばらしいことをしているん

ですけれども、その定着がされていない。また、

地域のところに行くと、シルバー人材センター

という印象とか、実際どんな感じでできるのか

ということがわかっていないみたいなところも

ありまして、名前もちょっとシルバー人材みた

いな感じであれなのかなというところもあるの

かもしれないんですけれども、人材センターの

ほうの所長も、何かやっぱりもっとＰＲの仕方

とかやり方とか、変えていかなければいけない

というふうにもおっしゃっておりました。です

ので、やっぱりそういったもっと働くというこ

ととか、地域ボランティアをしていくというこ

とがすばらしいものであるとか、そういったＰ

Ｒのところなんですけれども、もう一段力を入

れていろんな対応できるようにしていっていた

だけたらなと思いました。 

  あと、働くということだけでなくて生きがい

というところもあるんですが、やっぱり何かし

たいという人が外で回っていて多かったので、

例えば何かお華の会でも踊りの会でもいいんで

すけれども、こういうボランティアがあります

よみたいな、そういったところをどんどんその

人に合ったボランティアができるようなＰＲの

ところとか、そういったところもしていけるよ

うな一括した生涯現役推進室みたいな、コーデ

ィネート室みたいな、そういったところもあれ

ばいいかなというふうに思わせていただきまし

た。 

  済みません、ちょっと話がまとまらないんで

すけれども、やっぱり本当にこういう時代であ

るからこそ、コミュニティーとかきずな、仲間

づくりが必要であって、今、テレビとかパソコ

ンとかスマホとか、いろんな情報機器が発達し

て、顔も見ずに人とつながることができるとい

うんですけれども、そういう時代だからこそ、

あえて人と人とつながっていく、外に出ていく、

そういった本当にみんなで生涯現役で、また地

域も元気に人と人とつながりながら頑張ってい
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きましょうというような、そういった流れを今

の時代に逆らって、それが一番大事なことだと

思うので、やっていけたらなというふうに思い

ます。 

  たくさんの新庄市の行政の方々も本当に頑張

って努力されていることに心より感謝し、また

さらに発展していければいいと思います。 

  済みません、まとまらないんですけれども、

終わらせてもらいます。よろしくお願いします。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時４１分 休憩 

     午前１０時５０分 開議 

 

下山准一議長 それでは、休憩を解いて再開いた

します。 

 

 

小関 淳議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、小関 淳君。 

   （８番小関 淳議員登壇） 

８ 番（小関 淳議員） ４期目初めての一般質

問をします。緊張しています。 

  本日、２番目の一般質問をします勁草21の小

関です。質問に入る前に、我が会派のトップバ

ッターとして会派の名前について少し説明した

いと思います。 

  勁草21は、疾風に勁草を知るという中国のこ

とわざからとりました。勁草とは強い草という

意味です。ふだんはごく普通の草に見えても、

嵐のような風が吹くと大抵の草は倒れてしまう

が、中には根も茎もしっかりしていて倒れない

草もある。尋常ではない厳しい状況でこそ、本

当に強い草かどうかを知ることができるという

意味だそうです。 

  我が会派としても、どんなに厳しい状況があ

ったとしても決して折れることなく、市民の幸

せのために強く邁進していきたいと、そういう

強い思いから命名をしたものです。 

  加えて、さきの選挙で市民の負託を受けたわ

けでありますから、その重さを十分認識しなが

ら、市民目線で持続可能な新庄市の実現に向け

精進し、これからの任期を全うしたいという決

意が込められております。 

  ということですので、通告に沿って一問一答

で質問をしていきますので、市長初め執行部の

皆様、答弁をよろしくお願いします。 

  では、最初のふるさと納税制度の可能性につ

いての質問に入ります。 

  ふるさと納税制度の新しい制度が今月から始

まりましたが、加熱する返礼品競争の中で、総

務省が示した基準に違反した一部自治体がこの

制度から除外されました。 

  その是非はさておき、新しい制度の中にあっ

てもこのふるさと納税という制度は、自治体の

取り組む姿勢、また考え方やアイデア次第でま

だまだ地域を活性化させる大きな可能性を持つ

制度だと私は考えます。 

  当市は、2008年に制度運用を始めました。い

ささか他市よりも出おくれ感がありました。そ

れ以降は制度本来の趣旨を理解し、国の指導に

沿って運用しながら、寄附額や返礼品対応など

の点からも一応の成果があらわれていることは

評価したいと思います。 

  そこで確認いたしますが、新制度の中でさら

なる積極的な運用を検討しているのでしょうか。

また、検討しているとすれば、具体的にどのよ

うなことを検討しているんでしょうか。 

  そして、制度運用を始めてから返礼品による

地元産業への影響についてはどのように分析し

ているのでしょうか。 

  また、いただいた寄附金は地域課題の解決の

ためにどう生かされてきたのでしょうか。 
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  さらに、今後、この制度を運用して寄附を募

る仕組みを今以上に研究する必要性を感じてい

るのかどうか、今後の運用にどのような方向性

を持っているのか、市長の考えを聞かせてくだ

さい。 

  まず最初の質問を終わります。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、小関市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  ふるさと納税制度の可能性についての御質問

でありますが、議員おっしゃるとおり、平成31

年４月１日付総務省通知により、ふるさと納税

の対象となる地方団体となるためには総務大臣

による指定を受ける必要があり、指定されるた

めには指定対象期間を通じて指定基準に適合す

る地方団体として認められることが必要である

ことが示されました。 

  主な指定基準は、返礼割合を３割以下とする

こと、募集に要した費用の合計額が寄附金総額

の50％以下であること、地場産品であることで

ありますが、市といたしましても、これに適合

させて募集を行うことを前提として指定の申し

出を行い、５月14日付で総務大臣の指定を受け

たところであります。 

  しかしながら、平成30年度と同じ内容では３

つの基準のうち、募集経費が寄附金額総額の

50％以下、地場産品であることについては基準

をクリアできないため、地場産品以外の返礼品

について申請時点で除外するとともに、今年度、

計画していたさらなるマルチペイメント化の実

施が困難な状況にあるだけでなく、３つのポー

タルサイトの契約内容の見直しも検討しなけれ

ばならない状況にあります。 

  単に寄附金を集めるためのツールとしてでは

なく、本市のファンをふやすための一つの手段

として引き続きふるさと納税制度を推進してい

く考えでありますが、適正な制度運用の中で今

後も寄附者とのつながりを広げてまいりたいと

考えています。 

  例えばお礼品は、物だけではなく地場で提供

される観光、宿泊、雪おろし、見守りサービス

なども含めてお礼品としていくことや、ポータ

ルサイトへの掲載だけではなく新庄に立地して

いる企業の本社、親会社へ直接アピールするこ

とで新庄を知っていただく、さらには実際に新

庄に足を運んでもらう機会にできないかと考え

ているところであります。 

  また、寄附金の活用につきましては、産業の

振興、医療や福祉の充実、教育・文化・スポー

ツの振興、社会生活基盤の充実、環境の保全、

地域づくりの６つの分野に分けて活用させてい

ただいております。 

  平成30年度は、８月の豪雨災害で被害に遭っ

た農地を復旧するための小規模農地等災害緊急

復興事業費補助金、未就学児から中学３年生ま

での入院、外来費を無料とする子育て支援医療

給付事業、遠距離通学の児童・生徒へ支援を行

う通学手段確保対策事業など33の事業に活用さ

せていただいております。 

  今後も寄附者の意向を踏まえながら活用する

事業を精査し、適正な寄附金の活用に努めてま

いります。 

  最後に、今後の寄附を募る仕組みにつきまし

ては、他自治体の動向を注視しながら研究をし

ていく必要があると考えております。 

  本市の魅力を十分に伝えることができるお礼

品の開発だけにとどまらず、これまでに寄附を

いただいた方とのコミュニケーションを大切に

しながら、一人でも多くの新庄ファンのつなが

りが持てるよう、その仕組みをさらに研究して

まいります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

８ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

下山准一議長 小関 淳君。 
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８ 番（小関 淳議員） わかりました。基準に

合わない部分もあって、あとポータルサイトな

んかも検討しなくちゃいけない、そういう状況

はわかりました。なかなかいい材料がないよう

なお話も入っていましたが、ポータルサイトも

すごいお金というか、予算がすごくかかります

よね。実際どれぐらいかかっていますか、年間。

わかりますか。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 取扱手数料についての御

質問です。金額についてはちょっと出していな

いですけれども、３つのポータルサイトを使っ

ているんですが、ふるさとチョイスにつきまし

ては、これはお礼品を上げているだけですので

月7,500円、ただし、それを取り扱うところ、

物産館のほうにお礼品の配送等をお願いしてい

ますので、そちらのほうの手数料が８％になり

ます。 

  ふるさとプラスについては、日本郵便のほう

で開いているポータルサイトですけれども、こ

ちらのほうは手数料が17.5％、結構高いです。

ただし、サイトの運営から業者さんにお礼品を

上げるという交渉から寄附金の受け付け、お礼

品の郵送、各種書類の送付、全てやってくれま

すので市の手間は一切ございません。 

  もう一つ、さとふる、去年から導入したポー

タルサイトなんですけれども、こちらのほうは

12.0％になります。こちらのほうは寄附金の受

け付け、お礼品の郵送、寄附証明書類、ワンス

トップ特例書類の送付までやってくれます。パ

ーセントで申しわけありませんが、以上です。 

８ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

下山准一議長 小関 淳君。 

８ 番（小関 淳議員） 突然質問して済みませ

ん。かなり負担額って大きいですね。その辺も

こういう状況であるならば、本当に見直して最

善の選択をしていただいて、やっぱり何度も申

し上げていると思うんですけれども、決められ

た制度の中でどれだけのパフォーマンスをして

いくかというのが問われているということにな

ると思います。先ほども質問の中で申し上げま

したけれども、さまざまなアイデアをどんどん

駆使していただいて頑張っていただければと思

います。何より大切なのは、向かう姿勢という

か、それも先ほど申し上げましたけれども、そ

ういうふうな条件の中で、じゃあ、やってやろ

うじゃないかというぐらいの気迫を持ってやる

のと、そうでないのとでは大分最終的な結果と

いうのは違ってくると思いますので、ぜひ折れ

ることなく頑張っていただければなと思います。

全ては市民のところに行くわけですから、お願

いします。 

  あと、この制度の運用を始めてから、2008年

度、平成20年からこのデータには20年から22年、

３年間で一番最初は330万円の寄附額から始ま

ったわけですよね。これが世の中のブームとい

うか、おかしなブームというか、なかなか本質

から外れたようなブームだった気もしますけれ

ども７億円を超える額になっていると。平成20

年から22年の３年間で330万円だったものが約

７億7,000万円になって、すごいことですよね。

やっぱりそれだけ地域の産業も動いているし、

貢献度は非常に高い。ですから、今でも新制度

になったとしても、やっぱりこれはその条件の

中で思いっきりやるしかないと感じるんです。 

  それで、今まで返礼品でいろんな特産品をお

礼として差し上げてきたわけですけれども、地

元の産業にとって、このふるさと納税制度とい

うのはどれぐらいの影響があったかというのを

何か数字的にあれば。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 地元の産業への影響度と

いうか、経済効果というふうな話になるかと思

います。今まで平成20年から昨年度までになり
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ますけれども、約24億円の寄附金総額がござい

ました。その中で返礼品としてお返ししたのは

12億6,000万円、そして、その主な上位３品目

というか、そちらのほうの品目につきましては、

米、牛肉、また革製品になるわけなんですけれ

ども、米については８億4,300万円、牛肉につ

いては２億5,700万円、革製品については4,700

万円というふうな状況になっております。 

８ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

下山准一議長 小関 淳君。 

８ 番（小関 淳議員） すごいですね。ふるさ

と納税制度の運用をしなければ地元産業からこ

れだけの売り上げ、12億6,000万円という数字

が出なかったかもしれないわけですよね。やっ

ぱりここは何度も言いますけれども、新制度と

はいえ、思いっきり腰を入れて頑張っていただ

きたいと思うぐらいの数字ですよね。どうです

か、これから、一言。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 制度としてある限りは、

こちらのほうを有効に活用してまいりたい。 

  その中で４月時点を比較すると、おととしで

大体5,000万円、そして昨年は1,000万円、今年

度は700万円というふうに下がって、大変厳し

い状況はございますけれども、１つとして主力

の米の新米の受け付け時期の問題、少し早める

とか、そういった対応もそうですし、昨年度も

10月まではすごく低調に推移して11月、12月に

キャンペーン等を打ったということですけれど

も、今年度はキャンペーンについては募集経費

になりますのでかなり難しいとは思いますけれ

ども、さまざまな物から事へというふうな形で

柔軟に対応していく。また、他市の状況も常に

注視していくことによって何とかこの寄附金に

ついても、できる限りいただくような、新庄フ

ァンをふやしていくような取り組みをしてまい

りたいと考えております。 

８ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

下山准一議長 小関 淳君。 

８ 番（小関 淳議員） いろいろ大変な状況で

はあると。しかし、頑張るということですね。

ソフトの体験型の返礼のものも用意しながらや

っていくということですね。ぜひ頑張っていた

だきたいと思います。 

  あと、課題の解決のためにまちづくり応援寄

附金っていろいろ活用させてもらったというあ

れがあったんですけれども、答弁の中にあった

んですが、おおむねこういう活用をしたんだな

という中に１つ、目にとまったものがあって、

そこを確認したいんですが、まちづくり応援寄

附金という趣旨に全く外れていると、私、申し

上げません。ただ、都市計画マスタープラン見

直し事業に400万円というのは、これは市民が

そこに見えてこないというか、ちょっと遠い感

じがするんですけれども、マスタープランは大

切ですよ、もちろん。ただ、まちづくり応援寄

附金という中で都市計画マスタープラン見直し

事業というのがちょっと違和感を覚えるんです

が、そこを説明していただけますか。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 市長答弁の中でも御説明

いたしましたが、６つの分野に分けて活用して

おります。こちらのほうは、寄附金をいただく

際にどういうことに使ってほしいですかという

ふうな寄附者の要望を聞きながら使用するわけ

ですけれども、社会生活基盤の充実に関する事

業ということで30年度は900万円を充当して、

おっしゃるとおり、１つ都市マスタープランの

見直し事業が１つ、もう一つは、若者世帯住宅

取得支援事業に２つ、この２つの特徴的な事業

に充てたということで、こちらのほう、採用す

るに当たりましては施策評価の中で事業の優先

順位を決めてこれが適当だろうというふうな形

で決まったものでございます。 
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８ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

下山准一議長 小関 淳君。 

８ 番（小関 淳議員） 十分寄附者の方に説明

ができて寄附者も納得するんであれば私は何も

言いませんけれども、ちょっと違和感を覚えた

ものですから確認をさせていただきました。頑

張っていただきたいというところでございます。 

  次に入ります。特産品の販売戦略についての

質問でございます。最初の質問と少し重なりま

すが、ふるさと納税制度の返礼品は、特産品の

販路拡大につながっていることは間違いないと

思います。 

  ただ、残念なのは、新制度で寄附額の３割と

いう、あとさまざまな規制がかかったというと

ころで、地元特産品の販売拡大の勢いが急激に

減速することになると思います。やはりそうい

うことを考えますと、ふるさと納税制度の返礼

品をメーンにすることが、地元特産品の流通拡

大事業というのは少し心もとないような気がす

るわけでございます。地元特産品の販路を拡大

していくには企業や事業者、それぞれの努力は

もちろん重要です。 

  しかし、どの業者、事業者も求めに来るお客

様をただ待っているわけではありません。今で

きる最大限のアクションを既にみんながやって

いるわけです。そこをさらにその現実を踏まえ

ながら、製品や商品のＰＲを含めたさまざまな

角度からの効果の高いバックアップ、つまり公

的な支援をしていくことが持続可能な商工業に

していくためにはとても重要なことではないの

かと思うわけです。 

  全国の地方自治体の中には、ふるさと納税の

基金などを利用して地元のＰＲや特産品の販路

拡大につなげるため、首都圏に独自のアンテナ

ショップを設けている市町村が八十数カ所もあ

ると報道で知りました。そのような流れのある

中で、当市が設けていたアンテナショップは都

内からいつの間にか撤退しているという残念な

話を聞きました。 

  そこで、以前あった当市のアンテナショップ

について、出店の際のマーケティングはどのよ

うにしたのか。また、コンセプトはどのような

もので出店を決めていったのか。そして、閉店

に至るまでの経緯と理由について聞かせてくだ

さい。なぜこのような確認をするかといいます

と、議会に対して出店をしたという報告はあっ

たように記憶しています。 

  しかし、その後の販売状況の説明や閉店をし

たという報告、それらの一連の事業に関しての

検証の結果報告も私の記憶ではなかったと思い

ます。ですから、今後のためにあえて確認をし

ているわけでございます。恐らくこの事業に関

して十分な検証はしていると思いますので、そ

の検証を踏まえた上で今後の販路拡大に向けた

新しいアンテナショップの出店計画はあるか、

あるとすれば、それを聞かせてください。ない

とすれば、今後はどのような事業をして地元の

特産品の販路を確保し、拡大していこうとして

いるのか、市長の考えを聞かせてください。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 それでは、アンテナショップにつ

いての御質問でありますが、以前にあったアン

テナショップについては、平成21年に開設場所

である東京都北区より、北区に縁のある本市を

初め、酒田市、岩手県陸前高田市、遠野市、和

歌山県美浜町、島根県海士町、北海道知内町、

千葉県南房総市の８市町にお声がけをいただい

たところであります。 

  その後、北区と８市町で検討を重ね、常設出

店は陸前高田市と本市の２自治体となり、残り

の６自治体は催事型出店やイベント型の出店の

形態で、平成22年９月25日に東京都北区にふる

さと美味いもん市場として開設されたものであ

ります。 

  費用負担については、固定経費を北区が負担
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し、常設出店の２自治体は、家賃と販売手数料

として売り上げの20％をそれぞれ納入すること

で、残りの６自治体はその都度、出店料を納入

することとなりました。 

  北区では３年間の補助事業として実施し、そ

の後は、商店街と出店者が連携して運営してく

れることを見込んでおりましたが、赤羽駅から

１キロメートルも離れているという立地条件、

それから東日本大震災により陸前高田市が出品

が不可能になったことというふうなことで、人

件費や固定費を補うことも厳しい状況となり、

自主運営では継続不可能であるとして、補助事

業の満了する平成24年度をもって閉店となった

ところであります。以上が出店から閉店までの

経緯となります。 

  現在、豊島区において、とげぬき地蔵通り商

店街等の３商店街と大正大学で組織する一般社

団法人コンソーシアムすがも花街道が運営する

アンテナショップ座・ガモールに本市を含む６

自治体が出店をしており、平成29年にオープン

して以来、３号店まで拡大しております。 

  座・ガモールにつきましては、大学生のイン

ターンシップの場ともなっており、大学などが

進める地方との連携の輪も徐々に広がりを見せ、

北海道から九州まで全国各地の産品が集まり、

年々、産品の種類が拡大しております。 

  今年度で３年目となりますので、運営主体と

今後の方向性についても意見交換を進めている

ところであります。 

  また、固定店舗を持たない委託販売による特

産品の販売強化にも努めているところでありま

す。上野駅や秋葉原駅などの構内など、月に15

日間ほどの催事と卸事業として、東京都巣鴨の

座・ガモールや仙台や関東圏のこととやなどを

手がけ、商品提案の流通業務を行っていただい

ております。 

  加えて、新たな特産品の開発を目指し、農林

課が事務局となって６次産業化により商品開発

にも力を注ぎ、各地の求評会や物産展などに出

店し、その評価をフィードバックしてよりよい

ものにつくり上げる工程が生産者のスキルアッ

プ、気づきにつながっていると思います。 

  地元の特産品の販路拡大につきましては、今

後も友好自治体、ユネスコ無形文化遺産やおく

のほそ道の風景地ネットワークなどで交流の広

がっている地域への物販催事にも積極的に出向

き、認知度の向上と販路拡大につなげていきた

いと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

８ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

下山准一議長 小関 淳君。 

８ 番（小関 淳議員） 残念でしたね、あの北

区の店は。一度、会派でその店まで行ってまい

りました。非常に商店街の入り口からずっと入

ってどこにあるんだろうと思って、そろそろ終

わりそうだなというところにそこがあったわけ

です。いろんな新庄の特産品ばかりでなく、今

おっしゃったような８市町の商品も置いてあり、

お客様もちらほらいらっしゃいましたけれども、

そこで私が感じたのは、やっぱり無理だなと感

じるわけですよね。その立地で、いろんな条件

的にはそう悪い条件ではないのでやれるかと思

ったんでしょうけども、特産品の販路の拡大に

はなかなか寄与できていなかったんじゃないか

なと感じますが、ちなみに売り上げ的みたいな

ものはどうですか、教えていただけますか。 

荒澤精也商工観光課長 議長、荒澤精也。 

下山准一議長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 売り上げということでご

ざいます。当時、その北区の呼びかけで陸前高

田市とうちの新庄市が３カ年続けたということ

になっておりますが、実際には固定経費につい

ては北区が1,000万円ほど用意してもらって、

自治体については家賃月額18万円、そのほかに

売り上げの20％ということで大変厳しいという

ことがあった中で、月の売り上げについては
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100万円前後ということで人件費もとれないよ

うな状況だったということで、補助事業の３カ

年の中で無理だなということで、北区のほうと

もそういった部分で閉店という形になったとい

うことでございます。 

８ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

下山准一議長 小関 淳君。 

８ 番（小関 淳議員） やっぱり厳しいですね。

いずれにしても、どんどん特産品は生産されて

いくということは出口が絶対必要で、やっぱり

そこに勢いがないとなかなか理想的な出口とは

言えないんじゃないかなと。やっぱりそういう

出口をみんなで考えて探っていって、最高の出

口を見つけ出していくというのが課題じゃない

かなと感じました。とにかく生産者、あとは事

業者の方々、今やれることを一生懸命やってい

ます。ぜひ販路拡大に向けて商工会議所等々、

いろんな関係団体と話をしていただいて積極的

に進めていただければと思います。 

  最後に、安全でおいしい水供給についての質

問をいたします。 

  水道水については、昨年12月定例会の一般質

問の中でもさせていただきました。その際は、

時期によってはカビ臭のする水道水についての

確認をしましたが、市長は答弁で、臭気につい

ては確認されていないし、異常もないと。さら

に、年に数件の問い合わせはある、しかし全く

問題はないという答弁だったと記憶しています。 

  市として市民に安全でおいしい水道水を供給

することは、新庄市まちづくり総合計画の「み

んな健康で笑顔あふれるまち」や「社会生活基

盤が整い安全で快適なまち」を基本目標に掲げ

る新庄市にとっては、それこそ基本中の基本で

はないかと思います。ところが、市の水道水の

現状は、水道ビジョンによれば、おいしい水の

基準はほぼ満たしているものの、残留塩素は基

準内ではあるけれども基準を超えていると。ま

た、総トリハロメタン濃度の数値も高くなって

いる。次の世代のためによりよい地域に整える

ことが私たち大人の責務ならば、今のうちにそ

れらの数値を限りなくゼロに、ゼロにすること

はできませんが、ゼロにする必要があると感じ

ます。 

  そこで、このような水の水質問題についてど

のように考え、今後、どのように改善していこ

うと考えているのか、市長の考えを聞かせてく

ださい。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 水道水の水質につきましては、供

給元であります最上広域水道金山浄水場及び本

市の各配水池におきまして水道法に基づく水質

検査を実施しているほか、本市の末端給水箇所

におきましても、残留塩素のほか、色や濁りな

どの検査を毎日実施しております。これまでの

検査結果は、残留塩素を含め全て基準値内であ

り、安心して利用できる水質となっております。 

  また、総トリハロメタンの水質基準は１リッ

トル当たり0.1ミリグラムとなっておりますが、

本市の水道ビジョンでは目標値をより安全な基

準値50％未満の0.05ミリグラムと設定をし、以

前、若干目標値を上回った期間もございますが、

全て0.1ミリグラム以内であり、ここ数年は目

標値であります0.05ミリグラムを下回る安全安

心な水道水を供給しております。 

  水道の水質は季節や自然条件により常に変化

しますので、今後とも安全で安心して飲める水

道水を安定的に供給できるよう水質管理に努め

てまいりますので、よろしくお願いいたします。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

８ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

下山准一議長 小関 淳君。 

８ 番（小関 淳議員） 安全であると、安心し

て飲んでくれと、子供もということでいいんで

すね。はい、わかりました。 

  数値も安全な基準内だということですけれど
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も、これを低くしていこうというお気持ちはあ

るんでしょうか、ないんでしょうか。より安全

な水を供給しようという、そういう方向性はお

持ちですか。 

奥山茂樹上下水道課長 議長、奥山茂樹。 

下山准一議長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 より安全でおいしい水の

ための取り組みということですけれども、まず

安全という点では、法令に定める水質基準を遵

守することが必要であり、またおいしい水につ

きましては、厚生労働省のほうの諮問機関がま

とめた７項目がございます。 

  まず、残留塩素でありますけれども、いわゆ

るカルキ臭ということになりますけれども、法

令では消毒の効果が薄れないように、末端にお

いても0.1ミリグラム以上というのが定められ

ております。新庄市では、県水を受水する段階

で0.5、市街地などの大部分の地区で0.4、それ

から末端地区であります前波地区でも0.1以上

を確保するよう塩素濃度を調整しておりますの

で、ほとんどの地区ではおいしい水の基準の

0.4以下というふうになっております。ただ、

そういった基準がありますので、全くゼロにす

るということは消毒効果がないという水になり

ますので、残留塩素については0.1以上という

ことで管理しております。 

  それから、総トリハロメタンにつきましては、

水道水の滞留時間が長くなりますと、その生成

時間も長くなってトリハロメタンの濃度が高く

なる傾向がありますので、できるだけ供給まで

の時間を短くするということが一つの目標にな

ってきます。特に末端地区ですと、滞留時間が

長くなるということもありまして、そういった

地区につきましては、末端で水道の仕切り弁を

若干あけまして常時水を抜きまして、できるだ

け新鮮な水が来るように対応しております。水

を抜くということは、収益にならない無収水量

となるわけなんですけれども、そういった新鮮

な水を供給するためのサービスとして水抜きを

実施しております。また、流れを阻害する管内

の沈殿物を除去するために、毎年、洗管作業も

行っております。こういったことで、できるだ

け新鮮な水といいますか、総トリハロメタンの

濃度が上がらないような対策はとっております。 

  ただ、今後、万が一、そういった数値が上が

るような場合があった場合は、供給元でありま

す最上広域水道のほうに臨時の活性炭処理など

を依頼するようなことで対応していきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

８ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

下山准一議長 小関 淳君。 

８ 番（小関 淳議員） 一生懸命おいしい水、

安全な水を追求していくという理解でいいです

ね。お願いします。 

  あと、重箱の隅をつっつくことになるかな、

頑張っていただきたいと思います。 

  私たち大人というのは、多分未来の中で生き

ていく子供たちから今をかりて暮らしているん

だと思います。それならば、将来ここで暮らす

未来を生きる子供たちのためにもいい状態でお

返しするという姿勢が必要じゃないかと思うん

ですね。それを考えると、水道だけじゃなくて、

私たち大人というのは、安心して暮らすことが

できる子供たちの未来を基準にしてさまざまな

物事を酌み上げていくというか、考えていくと

いうか、つくり上げていく必要があるんじゃな

いかなと本当に感じます。ぜひ市長初め執行部

の皆さんも先の子供たちの未来のため、そのこ

とを第一番に考えてさまざまな事業、施策をや

っていただきたいと思います。終わります。 

下山准一議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時３４分 休憩 

     午後 １時００分 開議 
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下山准一議長 それでは、休憩を解いて再開いた

します。 

 

 

小嶋冨弥議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、小嶋冨弥君。 

   （１５番小嶋冨弥議員登壇） 

１５番（小嶋冨弥議員） 御苦労さまです。議席

番号15番、起新の会の小嶋冨弥であります。こ

のたびの改選に当たり、市民の皆様方より負託

をいただき、執行部の皆様方と再び議論できま

すことを市民各位に感謝と御礼を申し上げます。

与えられた任期中、いろいろと皆さん方と議論

させていただきたいと思いますので、どうかよ

ろしくお願い申し上げます。 

  それでは、通告に従いまして質問を行いたい

と思います。 

  このたび、私が通告いたしましたのは２件で

あります。まず、初めに、当市の水道事業につ

いてお伺いいたします。 

  水は、申すまでもなく市民生活に欠かせない

ものであり、安全・安心にして安価で安定供給

することがとても大事であります。 

  最近の気象状況を考えて、災害時においても

安定的に給水を行うための施設水準の向上はと

ても重要であり、事業者は上水道が直面する課

題に適切に対処していくためには、みずからの

事業を取り巻く環境を総合的に分析し、経営戦

略を策定し、それらを計画的に実行していくこ

とが必要不可欠ではないでしょうか。 

  また、給水区域の市民に対し、事業の安定性

や持続性を示していく責任もあると思うのであ

ります。そんな強い思いから、一般質問でお伺

いいたすものであります。 

  昨年の12月、改正水道法が成立いたしました

わけであります。厚生労働省は、人口減少に伴

う水の需要の減少、水道施設の老朽化、深刻化

する人材不足等の水道が直面する課題に対応し、

水道の基盤強化と都道府県主導による広域化を

促す改正水道法が成立したわけであります。 

  山形県においては、県内４地域において水道

事業広域連携検討会を設置したと聞き及んでお

りますが、これらの内容と目的はどのように図

られているのでしょうか、まずお伺いします。 

  そして、市においても、料金収入をもって今

後とも安全で安心に供給を維持していくための

水道事業の基盤強化が求められているわけであ

ります。市においてビジョンの策定は図られて

いるのでしょうか。既になされておるといたし

ましたら内容についてお聞かせ願いたいのであ

ります。 

  また、それらは改正水道法との関係はどうな

のかをお伺いいたすものであります。 

  次に、２つ目の質問、地方創生についてお伺

いいたします。 

  日本の急減する人口、そして超高齢化が進む

これからの社会に対し、政府は各地域でそれぞ

れの特徴を生かし自立的で持続的な社会を目指

しております。人口減少を克服し、将来にわた

って成長力を確保し、活力ある日本を維持する

ために地方に仕事をつくり安心して働けるよう

にすること、地方への新しい人の流れをつくる

こと、若い世代の結婚、子育ての希望をかなえ

ること、時代に合った地域をつくり安心して暮

らしを守るとともに、地域と地域を連携する。

これらの４つの基本を目標に政策を進めており

ます。 

  これらは地方に暮らす住民の切なる願いでも

あるわけであります。新庄市においても、まち

づくり総合計画と合致するわけであります。私

は、このような観点から、これから進められる

明倫学区の義務教育校の開校に伴う北辰小学校

を解体でなく再利用、再活用を考えることにつ

いて、市はどのように考えておるのかお聞きい
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たすものであります。 

  この北辰小学校の跡地活用の方針については、

昨年の12月定例議会において佐藤義一議員が質

問しておりますが、私は今回、さきに述べたよ

うな別の観点から申し上げるものであります。

すなわち地方創生を見据えたお伺いであります。

現在の北辰小学校をリノベーションし、働き方

改革の一環としてのサテライトオフィスの設置、

またはコールセンターの誘致、そして、新たな

起業を目指す若者が活動できる場所の提供、余

り大きくない小ぢんまりした企業誘致と敷地、

建物を最大限に生かす政策を考えてもいいので

はないかというような思いからの質問なのであ

ります。 

  廃校、閉校の問題は全国で社会問題化してお

ります。しかし、一方では知恵を絞ってこれら

を生かす例もたくさんあります。学校は教育委

員会の問題でなく、市としてもっともっと考え

ることができるのではないでしょうか。 

  これらについて市長のお考えをお伺いいたし

ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、小嶋市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  山形県におきましては、平成30年３月に山形

県水道ビジョンを策定し、このビジョンの大き

な柱であります広域連携を推進するため、平成

30年10月に県内４ブロックで組織する山形県水

道事業広域連携検討会を設置しました。 

  また、30年12月の水道法の改正により、都道

府県は水道経営の基盤を強化するために水道事

業の連携などの推進に関し必要な協議を行うた

め、協議会を設置できることとなりました。 

  こうした動きを受け、昨年度は最上圏域水道

事業広域連携検討会におきまして、単独経営を

した場合の給水人口と給水量の将来見通しや建

設改良費と施設更新需要を算定し、2045年まで

の給水原価と供給単価のシミュレーションを行

いました。 

  今年度は、市町村同士の水平統合や用水供給

事業の県企業局を含めた垂直統合などの広域連

携のシミュレーションを行い、その結果を検討

し、最終的に協議会を設置するかどうかの判断

を行います。 

  また、新庄最上地区水道協議会におきまして、

新庄最上定住自立圏の形成に関する協定に基づ

き業務の共同化を検討した結果、平成30年度か

らメーター器や薬品の共同購入を行い、コスト

削減に効果を上げております。 

  本市水道事業におきましては、平成23年に作

成した新庄市水道ビジョンの計画期間が令和２

年度までとなっているため、昨年度に水道事業

耐震化計画を、今年度は中長期的な水道施設の

管理運営を行うためのアセットマネジメントを

策定し、令和２年度に新庄市水道ビジョンの見

直し、改正を行う予定であります。 

  今後はこれらの計画に基づき、安全で安定的

なサービスを持続し、自然災害に対しても強靱

でしなやかな水道事業を行っていきたいと考え

ております。 

  次に、地方創生に関しての御質問であります

が、国においては地方創生に向けた取り組みを

計画的に実施するため、平成27年から今年度ま

での５年間にわたる政策目標や施策をまとめた

まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定し、地

方への支援を行いながら取り組みを進めている

ところであります。 

  今年度は、令和２年度以降の施策の方向性を

示す基本方針を今年６月に閣議決定し、年末に

は具体策を明記した国の第２期総合戦略をまと

める方針となっております。 

  本市におきましても、新庄市総合戦略を平成

27年から今年度までの期間として策定しており、

国からの財政支援制度である地方創生推進交付



- 54 - 

金等を活用しながら地方創生に向けた事業を実

施しております。 

  市の総合戦略につきましては、これまでの取

り組みの効果、検証を行い、今後示される国の

総合戦略の改編内容を踏まえて、継続して事業

に取り組んでいくために必要な見直しを行う予

定でございます。 

  当市においても、人口減少、少子高齢化が進

む状況を真摯に捉えており、議員が御提案され

るサテライトオフィスの設置や企業誘致は新た

なビジネスモデルの構築により地域経済の発展

を目指す政策であり、当市でも検討が必要な政

策と認識しております。 

  今後、総合戦略の見直しを進める中で、空き

家、空き店舗や公共施設などの活用方法など、

先進事例を参考にするなど広い視野を持ち、新

たな視点での政策の実現に向けた協議、議論を

関係者と重ね、地方創生の基本的方針を継続し

て進めていけるよう取り組んでまいります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） ありがとうございます。 

  水道のほうからお伺いいたします。再質問い

たします。先ほどの小関議員が水道のことに関

して御質問なさいました。その結果、新庄市で

は水は安全だというようなお話をいただいたと

ころで、私も安心だなと思っていますけれども、

次に、料金なんですね。山形県の水は全国でど

のような料金の位置になっているんでしょうか、

まずお伺いいたします。 

奥山茂樹上下水道課長 議長、奥山茂樹。 

下山准一議長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 山形県の水道料金ですけ

れども、現在、山形県全体といいますか、県平

均としての料金の位置づけの資料、今、持って

おりませんので後ほど答弁させていただきます。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 私も調べました。山形

県は日本一高いです、水は。これ、山形新聞の

２月12日の社説にもあります。そのほかに読売

新聞とか毎日新聞も載っています。 

  そのような中で、まず広域連携なんですね。

山形県は４つの企業局で水道の水を供給してお

ります。置賜広域水道、村山水道、最上広域水

道、庄内広域水道、その中で私ども、広域水道

事業は神室ダムで、新庄市、金山町、真室川の

１市２町が受けておりますけれども、この４つ

の圏域の中で料金のランクはどのような位置づ

けなんでしょうか。 

奥山茂樹上下水道課長 議長、奥山茂樹。 

下山准一議長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 県内４つの広域水道の中

でも最上圏域水道事業が、新庄市、金山町、真

室川町とも一番高い料金になっております。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） やはり高いんですね、

実際ほかの地域とも比べてみて。これは庄内が

一番安いですね。なぜこうなっているのかとい

うようなことなんですけれども、新庄市の水道

は大変安全で安心だけれども厳しいと。その中

で平成29年度の水道事業の決算、監査意見書を

見ますと、新庄市の場合は給水原価が１立方メ

ートル当たり28円１銭かな、供給単価が259円

94銭と逆ざやなんですね。このような中で水道

事業をやっているわけなんですけれども、この

ような単独でなくて、やはり山形県ひとしく同

じ水を値段でもらえるようなことでないと、人

口が少ないところでいい水をもらうには、やっ

ぱり不合理だと私は思うんです。この辺、今後、

広域連携を図るということも国の方針で、一番

大事なのは基盤整備なんだと思うんです、基盤

の強化。この辺、どういうふうに、連携という

ことに対して４地区が一緒になるようなことの
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政策を訴えることはできないんでしょうかね。 

奥山茂樹上下水道課長 議長、奥山茂樹。 

下山准一議長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 現在、広域連携の検討会

の中で行っているパターンとしましては、市町

村同士の水平統合と、それから用水供給元であ

ります県の企業局とを含めました垂直統合との

２種類のパターンで、今後検討していく予定に

はなっているんですけれども、ただ、特に最上

地区を見ますと、どこも中小の水道事業体とい

うことで、そういったところだけ集まってもな

かなか今後の経営が厳しいということで、やは

り供給元であります県企業局との垂直統合のほ

うがメリットがあるというふうには考えられる

ところではあります。 

  ただ、県内４地区に分かれて供給しておりま

すし、あと県内全部の市町村に供給していると

いうわけでもなくて23の市町村のみに供給して

いるということもあります。あと、県全体的に

統合するとしましても、川とか山とか、そうい

った送水管、配水管を連結することが難しいと

いうこともありますので、将来的な目標として

は全県的なというところもありますけれども、

現段階ですぐに垂直統合できるかというと、ち

ょっとハードルが高いのかなと考えております。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） ハードルは高いとは思

うんですけれども、それをやらないと、山形県

県民ひとしく同じ恩恵をこうむらないというよ

うなことなんだと思うんですね。これは一課長

がここではいなんて言うようなことはできない

と思うんだけれども、やはりこれは地域の問題

として、山形県の水道は同じ料金価格で望まし

いということはやっぱり訴えていく必要がある

んではないかなと思うんです。 

  ちなみに単価を見ますと、庄内の用水供給金

額が１立方メートルで前は33円、平成29年11月

に改定になって26円なんですね。それに関して

我々最上広域は38円なんです。ちなみに村山と

置賜は36円なんです。単純にですよ、地域のあ

れを考えなくても庄内と12円高いんですね、１

立方メートル当たりの単価です。あと、使用料

金に関してはそんなに違いないですけども、結

局我々は高い水を飲んでいると。安全・安心な

水にはコストがかかるというのもわかるんです

けれども、いささか地域間格差を感じるわけで

あります。 

  そのような中で、やはり新庄市水道事業、い

ろいろやっているんですけれども、ちょっと気

になるのは、今、経営戦略、新庄市のを見ます

と、水道事業を取り巻く環境変化に対応すべく、

みずからの経営等について的確な現状把握を行

った上、検証、更新を行うと。見直しに当たっ

てはアセットマネジメントシステムを活用しま

すということなんですけれども、その中で新庄

市、アセットマネジメントの中で管路台帳、設

備台帳の設備はどうなっていますか。 

奥山茂樹上下水道課長 議長、奥山茂樹。 

下山准一議長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 台帳につきましては、大

分前は紙ベースだったんですけれども、現在は

デジタル化されておりまして必要な台帳は整備

されております。 

  ただ、創設当時の大分昔の部分につきまして

は、例えば工事発注単位で一式計上みたいなと

ころがあるものですから、今年度行いますアセ

ットマネジメントでそういった電気設備とか機

械設備とか、細かな機材等につきましてもそれ

ぞれ評価を行って、より精度の高い資産管理を

行っていく予定にしております。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） ぜひ、これからますま

すお金がかかって、政府には40年が耐久年数だ

というような定めなので、新庄市は、私も前に
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伺ったところ、平成27年度にかなり復旧改良工

事をやってその比率がそんなによそより高くな

いということのお答えなんですけれども、それ

にしても、やはり計画的にやっていただきたい

なと思います。 

  そこで、新庄市の水道料金、確認しますけれ

ども、20ミリの口径で20立方メートルの月の金

額はどのような値段なんでしょうか。というこ

とは、山形県の公共料金一覧表というのを調べ

てＧｏｏというサイトを見ました。ＮＴＴのレ

ゾナント運営の不動産総合サイトなので、13市

のガス料金、水道料金、下水道、下水道普及率

というデータを見たものですから、その中で今

言った価格は幾らかなというのをお聞きしたい

と思います。 

奥山茂樹上下水道課長 議長、奥山茂樹。 

下山准一議長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 新庄市の20立方メートル

の水道料金ですけれども、ただいま詳細な資料

を持ち合わせておりませんけれども、四千幾ら

ということで県内でも３位の高い水道料金にな

っております。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 見ますと、米沢が一番

安いんですね、3,877円。新庄市は4,536円とい

う数字で13位、10位かな。長井が4,914円とい

うようなことで、安いばっかりはいいんだけれ

ども、やはり安全をするためにはコストもかか

るんだなというようなことで思うわけですけれ

ども、そのためにも、やはり仕入れ原価を安く

していかないと運営も大変だなと。市民の我々

にもそれなりのあれが返ってくるんだなという

ことを認識しておるところでございますけれど

も、もっともっと高い水を飲まざるを得ないと

いうようなことでいささかやはり困ったなとい

うようなことで、何とか山形県一律の企業局の

方向でできないものかなというようなことでお

話し申し上げました。 

  もう１点伺いますけれども、新庄市のいろい

ろ水道、一生懸命やって平成４年ですか、上水

道第２拡張工事で指野配水池にタワーをつくり

ましたね。あのタワーは、要するに鳥越とか、

ああいう高台のところの水がなかなか需要期に

なると来なくて、高いところに水を揚げて落と

すということなんでしょうね。それで、そのと

き、蒼流の輝きというタワーにシンボル的なも

のをつくったのは御存じですか。あれは誰がつ

くったんですか。もちろん市でつくったんでし

ょうけれども、あの絵が元の市の課長、田口富

士雄さんの作なんですね。あれ、タワーにただ

絵を描いたと思いますか。いや、課長はいいん

だけども、あれはガラスチップを一つ一つずっ

と埋めたんですね。これは岐阜県の多治見だか

どこかの瀬戸物屋さんに頼んで1,400万円ぐら

いかけてやったんですよ。 

  何を言いたいか、結論を言いますけれども、

せっかくああいうシンボルが汚れているのでは

ないかというの。最近、掃除したかって、あそ

こを１回か、平成４年から。せっかくのシンボ

ル的なものを少しきれいに、リフォームまでは

いかないけども、チェックしてきれいにして、

新庄市の今言った水のシンボルを輝くようなこ

とはできないかなというようなことでお伺いい

たします。 

奥山茂樹上下水道課長 議長、奥山茂樹。 

下山准一議長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 指野の配水池、通称オア

シスタワーと言っておりますけども、長い年月

がたっていることもありますし、あと配水池と

いうことで内部に水道水を蓄えているというこ

とで温度差で結露したりということで、遠くか

ら見るとクリーム色のきれいなタワーなんです

けれども、近くで見ると、そういった汚れも実

際あるところです。ただ、今年度もそういった

外壁の清掃の予算も当初は組んでいたところな
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んですけれども、いろんな繰入金の関係で歳入

の不足が生じたところで、そういった修繕関係

の予算をやむを得ず削らなくちゃいけないとい

うことで、なかなか予算的に厳しいところがあ

りますけれども、またそういったほかにも誇れ

るすばらしいタワーですので、そういった点に

ついても今後やっていきたいと思います。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） やはり新庄でもシンボ

ル的なことですので、かなり、平成４年ですか、

たっていますので１回見てきれいにやって、あ

そこ、子供たちも遠足なんかで見学に行く場所

なんですよ、多分社会勉強で。やはりそういっ

たときに、何だ汚いな、新庄の水、こんな水、

飲んでいるのかと言われないように、きれいに

きらきら輝くというようなことをぜひひとつや

っていただければ、子供たちも新庄の水は安心

して飲めるな、きれいなところからあれで来る

んだな、配水になっているんだなということも

考えられますので、ぜひ厳しい予算の、予算は

やりくりだと思いますので、ひとつ今後、そう

いったことでできればやってもらいたいなと思

ってお願いするわけでございます。よろしくお

願い申し上げます。 

  次に、北辰小学校についてお伺いいたします。 

  今、全国で廃校、必要なくなった学校って幾

らぐらいあると思いますか。わかりませんか。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 これまで廃校になった数

がどのくらいかというのは把握しておりません

けれども、年間で約500前後の学校が廃校とな

っているというふうな情報は得ております。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 私も調べたんですけれ

ども、全国ですごい数なんですね。平成30年５

月１日の廃校になっているところで7,583校が

廃校になっていて、今、施設が、建物がある廃

校の学校が全国で6,580校だそうなんです。そ

の中で4,905校が活用されていると。あと活用

されていないのが1,675校だと。これは文部科

学省が平成30年度廃校施設等活用状況実態調査

の結果についてということで平成30年５月１日

ということで、これは文部科学省のホームペー

ジから私も見たんです。 

  利用されていないというようなことの一つの

ことでいろいろあったんですけれども、なぜ活

用の用途が決まっていないかというアンケート

を見ますと、地域からの要望がないというのが

44％、建物が老朽化しているのが48％、財源が

確保できないが14.3％、立地条件が悪いと。あ

とは用途に応じた法令等の制約がある、活用の

方法がわからない、活用の検討を行っていない

というような状況がここに示されておりました。 

  今までの例を見ますと、今回の北辰小学校は

沼田小学校の老朽化に伴って新庄市の小中一貫

に明倫学区のあれをつくって、北辰小学校はま

だ建物も施設も使えるよと。でも、ある部分で

はそういった市の一貫校の教育方針のもとに将

来を考えて、廃校、閉校になるというような思

いが強かったと思いますので、そういった方々

に配慮して、教育委員会が協議会をつくって地

元の要望を聞きながら活用するというようなこ

との段取りで、昨年の12月の議会のときに佐藤

義一議員が質問したときには、教育長の答弁に

よりますと、一応建物を解体、その後に跡地を

協議会の中に委ねるよというような答弁をなさ

ったと思うんです。その中で、佐藤議員もまだ

使えるんじゃないかと、知的財産を確保するた

めにいろんな蔵書とか寄附した方々の本をあそ

こに保管するようなことも考えられないのかと

いうような質問もなされたわけであります。 

  そのような経過をたどりながら、私、今回言

うのは、地方創生というのは、やはり東京一極
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じゃなくて地方に人を呼び込んで働く場所をつ

くるというような観点から、あそこの学校をも

う少し生かす方法はないかと。今、働き方改革

で、本社はあっても電話１本、こっちに来て働

きながらできる時代であるわけでして、そうい

ったものをあそこではリノベーションやれば十

分できるんじゃないかなと。例えばコールセン

ターを呼んで、そしてお母さん方を、女性が多

いですから呼んで、お母さん方が来たときにあ

そこの教室の脇を、例えば保育室をつくるとか、

あとは若い人が起業するときに陶芸とか木工と

か、あの教室のあたりを安く提供するとか、そ

ういった方向を考えられないのかなと。今、文

部科学省も一生懸命こういう学校政策で地域経

済活性化の拠点へ早急な取り組みを準備してい

るんですね、国も。地域活性機能という、国で

も、文部科学省でもやっているわけですけれど

も、そういった方策を考えたらいかがですかと

いうようなことなんです。ただ、さっき申しま

したけれども、学校は教育委員会だけでも問題

でなくて、ああいう建物、まだ潰すにはもった

いないし、生かす方法を考えるような政策をど

うですかということなんですけれども、いかが

なんでしょうか。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 北辰小に限らず、やっぱ

り小学校、まだまだ使えますよというふうな学

校があると思います。文部科学省の政策の中で

も、廃校になる中から大体75％の学校が再利用

されているということもございますので、選択

肢の一つとして民間活力を導入したりというふ

うな視点は必要であると考えております。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 前向きに考えるという

ようなことなんですけれども、それとあわせて

新庄市の職員、電通に過去10年、派遣にやって

いますね。そういう方々を特命チームをつくっ

て、ひとつその方々に学校、そういった廃校の

情報提供をするというようなことも、やはり情

報をこっちから発信しないとなかなか来ていた

だけないというようなことで政策的にもやる必

要があると。 

  副市長が中心となって、何でもかんでも関課

長の総合政策課ではちょっときついような気も

しますけれども、ある程度、そういうプロジェ

クトチームを立ち上げて、せっかく電通に行っ

た優秀な職員が10人近くいるわけです。電通の

パイプもあると思うんですけれども、やはり真

剣に学校を活用する、そして働く場所をつくる

というようなことが大事なんですかね。あの学

校は、まだそういった意味ではリノベーション

すれば十分そういったものができるような気が

いたします。 

  極端なことを申し上げますと、四国の室戸で

は廃校を水族館にしたというようなこともあり

ますし、秋田のことでは、廃校の跡にハム工場

を持ってきたと。なぜかというと、教室が結構

空間が広いものですから、ハムを乾燥するには

風通しがいいからハム工場とか非常にいいとい

うような成功事例がいとまなくあるんですね。 

  問題は、じゃあ補助金をもらった学校を壊す

とお金よこせとかなんとかとなるんだけれども、

私なりに調べてみますと、国のほうでは、もし

あったら、簡単にできるから再生すれば手続も

しっかり教えますよというような国の政策に出

ていますよ。だから、そういった意味で何とか

あそこを生かすような政策ができればなという

思いで、私、お願いしております。 

  財産処分手続の弾力化、簡素化、これは文部

科学省の大臣官房文教施設企画防災部施設助成

課という課が、もちろん、皆さん方は私より専

門だからすぐわかるんですけども、「本来、国

庫補助金により整備された学校施設を学校教育

以外の用途で活用する場合には、補助金等に係
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る予算の執行の適正化に関する法律の規定によ

り、補助金相当を国庫に納付手続が必要となり

ます。しかし、文部科学省においては、廃校施

設や余裕教室の一層の有効活用を促進するため、

一定の条件を満たせば、国庫納付を要さず、報

告書の提出をもって手続が済む簡素な取り扱い

などができる」というようなことなんです。や

はりそういったことも国でもやっているわけで

すので、ぜひぜひそういった、やらない、やる

というようなお答え、私の言ったことが100％

いいか悪いかわかりませんけれども、そういっ

た考えも選択の一つに入れていただければあり

がたいなと思ってここに立たせてもらっている

んですけれども、それらについていかがなんで

しょうか。（「休憩お願いします」の声あり） 

下山准一議長 暫時休憩いたします。 

 

     午後１時４２分 休憩 

     午後１時４３分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 私のほうから、

北辰小学校の廃校後の施設をどういうふうにや

っていかなければならないかといった一つの要

件について、１点お話をさせていただきたいと

思います。 

  基本的に今、明倫学区の義務教育学校の建設

を進めているわけでございますが、この財源の

一つとして公共施設等適正管理推進事業債とい

う起債を活用する予定でございます。実際に今

年度の当初予算のほうにも予算化させていただ

いておりますが、これについては充当率が90％、

そして、交付税措置率が50％というふうな大変

有利な起債でございます。これの起債の要件に

つきましては、該当する施設の、要は集約をす

るというふうな目的に基づいた起債でございま

すので、事業実施前の面積、延べ床面積よりも

事業実施後の延べ床面積が少なくなければなら

ないといった一つの要件がございます。この要

件をクリアするためには、全て北辰小学校の建

物を残してしまうと、その要件がクリアできな

いというふうな状況がございますので、現段階

で考えているところでは、北辰小学校跡地の校

舎全体を全部残すというふうには教育委員会で

は考えてございませんので、よろしくお願いし

たいと思います。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） お金を捻出するために

はいろんな要件を準備して最高の要件で、なる

べく負担の少ないいい学校をつくるためにはそ

うせざるを得ない、そうするんだというような

お答えは理解できました。 

  でも、やっぱりもったいないような気がする

ものですから、今、雇用の場とか、今、70歳ま

で今度働けよと、2,000万円を用意しないと100

歳、老後までできないよという今の流れの中で、

ああいう働く場所、雇用場所、情報を発信して

サテライトオフィスとかいろんなものをできれ

ばなというような、私だけでなくて市民の皆さ

んの方々の思いを私は伝えたつもりなんです。 

  あと一つ心配なのは、あそこあたりに聞くと、

解体して更地になると、随分草が生い茂って虫

が出て、解体されてもいいんだけれども困るな

というような方も、全部じゃないですよ、おる

わけで、やはり利用に際してはその辺のことも、

今お話を聞いてそうかな、やむを得ないなと思

うんだけれども、そういったあたりをもう少し

わかりやすく教えていただくことも、今後の学

校運営に対してはプラスになるんじゃないかな

と思いますので、この場から私もお聞きして半

分理解したか、残念な思いもしますけれども、
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一般質問、議員としての権利と申しますか、そ

ういうものを使わせてもらったわけでございま

すので、ひとついい学校をつくるためにも、全

部壊さなくてもいい、幾らか残すんでしょう。

その後のほうも地域の皆さんと協議会にもお話

しすると言ったんだけれども、関課長、残す部

分で何とかそういった雇用につながるようなも

のとかひとつできればありがたいなと思ってお

ります。 

  大変時間をいただいてあと３分あるんですけ

れども、新庄まつりもやがて来ます。その中で

各町内が一生懸命山車制作をしているといった

ところで、だんだん財産として着物もたまると、

衣装がたまると。そうすると、その年の親方が

たの衣装が自分のところのうちのたんすを全部

出して町内の山車の着物を１年間保管するとい

うようなことで困ったと。ある町内会では公民

館がないのよと。どこかそういう建物を活用し

て、ただでないですよ、お金出してもいいから

そういう山車の道具とか着物をしまうレンタル

的なものがないかなというようなことを聞いた

んです。だったら、学校、あそこに何とかリノ

ベーションしてそういうふうなものをつくれば

非常に生きたものになるんじゃないかなと思っ

たりしているんです。例えば季節季節に入れか

えするときに、トランクルームみたいなものも

あそこへ活用してやったらいいんでないかなと。

新庄市でやれなんて言いません。やれる業者を

情報発信してそういうものもつくったらいいん

でないかなと、私、一つ夢を考えたものですか

ら、そんな思いで伝えました。よろしくひとつ

お願い申し上げます。関課長、よろしくお願い

します。終わります。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時５０分 休憩 

     午後２時００分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

叶内恵子議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、叶内恵子さん。 

   （３番叶内恵子議員登壇） 

３ 番（叶内恵子議員） 議席番号３番、勁草21

の叶内恵子です。６月定例会一般質問を始めさ

せていただきます。 

  まず最初に、用地取得についてです。平成30

年９月21日、９月議会に上程された平成30年度

補正予算案の看護師養成所建設事業債務負担行

為限度額８億7,650万円及び21款１項１目看護

師養成所建設事業債3,940万円並びに４款１項

９目公有財産購入費4,380万円を含む看護師養

成所開設準備事業費は、原案どおり可決しまし

た。そして、平成31年３月１日、３月議会にお

いて看護師養成所建設事業債務負担行為は９月

議会と同じ限度額である８億7,650万円を廃止

及び21款１項１目看護師養成所建設事業債

3,940万円並びに４款１項９目看護師養成所開

設準備事業費、公有財産購入費4,380万円の減

額補正案が上程され、議員より一度採決した予

算を執行せず廃止や減額補正を行う市長の執行

手法について、議会の議決をどのように考えて

いるのかという厳しい質疑や、今年度、予算を

落とした場合、購入が次年度予算となることに

よって建設予定地の土地所有者に固定資産税な

どが課税されてしまう事態を引き起こすのでは

ないかということについて質疑があったわけで

すが、現在、看護師養成所建設予定地の用地取

得についてどのように進んでいるのかを伺いま

す。 

  次に、２つ目として、新庄市地域担当職員制

度について。地域職員担当制度については、昨
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年３月の議会においても一般質問において取り

上げられております。当時の市長の答弁にある

ように、廃止の意向はないということで、今年

度４月１日から地域担当職員制度実施規程を施

行したことを踏まえますと、この制度の試行期

からようやく10年を経て本格実施に移行したと

判断してよいのだろうと考えます。 

  地域担当職員制度は、地方分権が進展する中

にあって、地域と行政の協働のまちづくりの推

進を目的として新庄市が先駆的に導入した制度

です。地域づくりの両輪である新庄市と市民の

活力をより円滑に連動させ、相互に刺激し合う、

このような仕組みは現在と将来を整える可能性

の高いツールと考えます。 

  しかし、その機能が十分発揮できているかと

いえば、そうではないように私には見えます。

平成27年度から新庄市協働推進計画の最終年度

に当たり、①地域担当職員制度によるこれまで

の成果を伺います。 

  ②これまでの成果を踏まえた上でどのような

課題が見えてきたのかを伺います。それは内部

の制度のあり方であったり地域の状態であった

り、両面が考えられると思います。見えてきた

課題というのは両面が考えられると思います。 

  そして、それらの課題解決のために、具体的

にどのように取り組んでいくのかを伺います。 

  最後に、④今後、どのように市民の福祉向上

と自治の推進にこの制度を活用して貢献してい

こうとしているのか、展望を伺います。 

  以上、２点です。御返答をお願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、叶内市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  看護師養成所に関する御質問でありますが、

看護師養成所建設用地の取得につきましては、

これまでも議会に対し、説明、報告してまいり

ましたが、５つの候補地の中から学生の利便性

と町なかのにぎわい創出を重視し、北本町商店

街にある旧沓沢医院跡地を第１候補地として進

めることとし、昨年６月の全員協議会において

報告させていただきました。 

  その後、地権者の意向を確認し、地質調査や

境界確認、測量、不動産鑑定などの必要な調査

を行い、９月定例会において用地取得費の補正

予算を可決していただきました。 

  その後、契約を前提に正式に地権者との交渉

を行い、11月中旬には合意に至りましたが、開

設準備において看護教員の確保や国の看護基礎

教育の見直し、実習施設での受け入れ態勢整備

のための準備期間、県立新庄病院の移転改築と

実習受け入れ開始時期の重複などの課題に対応

するため、開校予定を１年延期し、平成34年４

月とすることを決め、12月の全員協議会にて報

告させていただいたところであります。 

  これにより設計業務も延期することとなり、

用地取得と設計業務は同一年度であることが条

件となっております交付税措置のある起債を活

用することができなくなったところであります。 

  このような状況ではあったものの、用地の売

買契約については既に地権者との合意形成が図

られており、合意を白紙に戻すことになれば開

設に向け大きく後退することになることから、

９月議会における議決を尊重し、用地取得を進

めるべきと判断いたしました。 

  そのため、土地開発基金による先行取得を行

うこととし、２月の全員協議会に説明、報告を

行いました。その後、２月25日付で売買契約を

締結し、３月11日に所有権移転の登記手続を完

了しております。 

  建設用地につきましては、これまでもさまざ

まな御意見をいただいたところですが、開設準

備を進める上で学校の建設場所は一番の根幹と

なる事項となります。効率的な配置により十分

機能的な校舎とすることができると考えており
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ます。 

  このほかにも取り組むべき課題は多くござい

ますが、一歩一歩着実に進めてまいりますので

御理解と御協力をお願い申し上げます。 

  次に、地域担当職員制度についての御質問で

ありますが、地域担当職員制度は、地域と行政

が互いに情報を共有することで公共的な課題や

地域の課題の解決に向けて取り組んでいくこと

を目的とする制度であり、具体的には職員が地

域に入り地域とのコミュニケーションを図りな

がら地域と行政が互いに協力してその地域のこ

とを考えていく、いわゆる地域と行政による協

働のまちづくりを進めていくための手法の一つ

であると考えております。 

  平成20年11月に施行してから今年で11年目に

なりますが、この間、各区長の協力を得てまち

づくりミーティングの開催要望調査を初め、県

立新庄病院改築要望の署名活動、東日本大震災

時には地域情報の収集や行政情報の周知、また

豪雪に伴う除排雪状況の把握や要援護者の把握、

さらには定期的な空き家の実態調査などさまざ

まな活動を行うとともに、各地区からの相談や

問題などを各担当課に報告することで、地域課

題の解決につなげてきたことは大きな成果であ

ると考えております。 

  平成27年度からはより地域とのコミュニケー

ションを図るため、従来の随時訪問から年３回

の定期訪問に変更するなど見直しを行いながら

進めてまいりました。 

  また、10年目となる平成29年度には、この制

度について必要なのかという御指摘を受け、全

区長を対象に制度の必要性についてのアンケー

トを実施しており、その中で140地区の区長よ

り必要性を感じているという回答をいただき、

制度の必要性について再認識したところでござ

います。 

  また、これまで実施してきた中でさまざまな

課題も見えてきております。 

  １つ目は、訪問先でこれまで区長宅を訪問し

ておりましたが、住民主体の地域づくりの取り

組みが進んでいる鶴岡市などでは、複数の町内

会長と担当職員が地域公民館に集まり、情報共

有や意見交換を行っているということです。町

内役員などが集まる機会を把握し、職員と情報

共有や意見交換を行えるような方法も検討して

まいりたいと考えています。 

  ２つ目は訪問人数で、これまで訪問の際は職

員１人で対応しておりましたが、訪問に当たっ

ては中堅以上の職員と若手職員の２人１組とな

って訪問することで、協議方法や地域との関係

性を学ぶ機会により、職員全体の対応力を向上

させることができるのではないかと考えており

ます。 

  ３つ目は訪問回数で、現在、春、秋、冬の年

３回の訪問を行っておりましたが、秋は区長が

イベントや農作業などで面談することは難しい

場合があるため、訪問時期や回数については今

後検討してまいります。 

  いずれの課題につきましても、全庁的な合意

を図りながら進めてまいりたいと考えておりま

す。地域と職員が信頼関係を築き、相互に協働

の意義を高め合うことで地域住民の生活がより

豊かになり、さらには地域コミュニティーの活

性化につながるものと考えております。 

  今後におきましても、地域担当職員制度につ

いて御理解と御協力のほどよろしくお願いしま

す。 

  壇上からの答弁は以上とさせていただきます。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 最初に、地域担当制度

のところから再質問をさせていただきますが、

今、市長から答弁いただいた内容というのは、

昨年の３月議会での同僚議員の内容と余り大き

く変わらないなと。 

  今回質問させていただいたのは、これまで何
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のために地域担当制度というのを創設したのか

というのは執行部のほうがよくわかるはずだと

思うんですよね、住民はわからないわけです。

わかる中で、この制度がどういうふうに成長し

てというか、どういうふうに町の中で機能して

目的の達成となる、一言で言ってしまえば協働

のまちづくりですよね。それがどの程度進んだ

のかというのが成果だと思うんですよね、違い

ますかね。平成17年、たしか記憶では、ちょっ

ときょう資料を持ってこなかったんですが、そ

こから協働のまちづくりというのを推進計画と

いうものもつくってずっと進めてきたと思うん

ですね。 

  じゃあ、そこの中で平成20年度からこの地域

担当職員制度というものは、これはいいものだ

ということを思ったわけじゃないでしょうかね。

これを活用していくと協働のまちづくりが進む

んじゃないかということを認識されたためにこ

の制度を導入したと思うんです。 

  担当課長はよくおわかりだと思うんですけれ

ども、日本で一番最初に導入された県、市、お

わかりだと思うんですけども、習志野市で昭和

43年に導入されているんですね。それでもう50

年経過して、50年経過して用なしになっている

のかというと、先ほどもこの一般質問も１番目

からずっと言っているのは、人口減少、少子化、

高齢化、じゃあ50年前はどうだったのかという

と、人口はふえるトレンドだったんじゃないで

しょうかね。社会的な構造が全く違う状況にあ

るけれども、この制度というのは活用できると

いう実証があるということなんですね。協働の

まちづくりにちゃんと機能するという、人口が

多くても少なくてもということだと思うんです

ね。そういうことを踏まえて、もう既に施行か

ら、導入から10年経ているとすると、昨年、先

輩の議員が質問した内容と同じような答弁には

ならないのではないだろうかと思うわけです、

まず最初に。 

  それで、昨年の答弁とちょっと違うなと思っ

たのは、まちづくりリーダー研修とか、そうい

ったことが功を奏していて、区長さんたちの中

でこの地域、このままでいけないということを

強く感じて、自分のところで呼んでサロンを開

いてみようという動きが出たりとか、そういっ

た形につながっていると思うんですね。 

  また、それはこの職員制度を導入した動きと

はまたちょっと違うのではないかと、同じでは

ないのかなと思うんですね。随時訪問から年定

期３回になった。日本全国で350ぐらいの自治

体がこの制度を活用しているんですけれども、

年３回訪問で協働ができている、つくられると

実証しているところは探すのが難しかったんで

すね。 

  今年度、４月１日に内部規程というものをま

ず策定して、職員のすべきことを、職務という

ことを明らかにされたわけです。それに基づい

てチーム編成であったり、回数であったり、今

後、検討していますではなく、十分検討を進め

ながらだと思うんですが、今、実際どういうふ

うな、担当の現場ではどのような話があって、

どういう課題があって、どう変えていったらい

いんだろうと話をしているのか、わかる範囲で

いいので教えてください。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 さまざまな御指摘があり

ましたのでそれに全てちょっとお答えできるか

わかりませんけれども、まず１つとして、目的

につきましては規程の中に再度盛り込みました

ように、地域と職員が互いに情報を共有して公

共の共通課題の解決に取り組むというふうな内

容が目的でございます。 

  その中でポイントとなりますことが、顔の見

える行政ということが１つにあります。やはり

市民相談の市役所の相談窓口の一つとして機能

していくことはできないかと。そして、できれ
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ば地域から逆に呼ばれるように、これはどうな

んだろうとなるくらいの関係性を築ければと考

えているところです。 

  もう一つは、行政と市民との橋渡しというこ

とで、区長さんは地域住民の方と市の橋渡しに

なっております。そうすると、地域担当制とい

うのは、担当職員のほうも行政と地域との橋渡

しの窓口にならなければいけない、そういう関

係性も築いていかなければいけない。 

  もう一つは職員の意識改革です。なかなか外

部の施設等がなくなって、事業課のほかには実

際に地域に赴くという機会が少なくなっている

と感じております。ですから、机に座っての業

務だけでなくて、地域に入って地域を見る機会

が必要だろうと、そういう目的を持って実施し

ているものでございます。最初は試行期間でし

たけれども、やはりおととしで10年という節目

を迎えましたので、このままでいいのかという

ふうな疑問は生じております。ですから、去年

は内部的に、総合政策課の内部ですけれども、

このままでいいのかということを検討しまして、

さらには今年度については庁内検討組織を立ち

上げた上で庁内合意を図りながら進めていかな

ければいけないかなと感じているところです。 

  そして、見えてきた課題については、説明が

少し不足していたかもしれません。やはり行政

側の課題と地域側の課題というのがあると思う

んですけれども、やはり行政側の課題としては、

さまざまな職員がおりますので担当地域によっ

て対応が異なってしまうんですね。地域課題に

対して夜の会議にも出席している担当もいれば、

特に町内的に問題がないという形の回答があっ

て連絡にとどまっているという職員もいるかと

思います。どこまで地域にかかわるべきかとい

うのは大変難しい問題なのかなと。 

  その理由としましては、やはり職員の負担と

いうふうな部分がございます。職員についても

地域に戻れば地域住民ですので地域の行事やイ

ベントにかかわらなければいけない。さらに、

行政としてさまざまなイベントがありますので

土日のほうの動員がかかると。そして、さまざ

まなボランティアなどに参加している職員もい

ると。そういったことを考えますと、余り大き

な職員の負担になっては、この制度が続いてい

くのかなという不安もございます。 

  また、地域側の課題というのも少し明らかに

なってきているのかなと。いろいろ言われてい

ることですけれども、やはり地域によって全く

状況が違うということです。例えば地域リーダ

ーのリードで防災を初め、さまざまな活動に積

極的なというか、盛んなところもあれば、取り

組みがほとんどなくなっているところもあると

いうところもございます。 

  また、よく言われることですけれども、地域

リーダーのなり手がいない。それは現リーダー

への依存度が高い。比較的自由になる高齢の男

性の方に地区のことを一任してしまっているの

ではないか。 

  また、夫がいるからと女性がまちづくりに出

てこなかったり、そして、若手は仕事に子育て、

学校行事等で大変忙しいという理由で出てこな

い。受け継ぐべき子供がいないということでな

かなかイベント等も少なくなっている、そうい

う地域の課題はあります。 

  ただ、困っているんですけれども少し危機感

が少ないのかなというふうに感じているところ

もございます。 

  ですから、どのように今後、市民の福祉向上

と自治の前進に貢献していくのかというふうに

なりますと、やはり地域における共助の取り組

みの呼びかけとそれに対する行政の支援が必要

なのではないかなと感じているところです。 

  まちづくりを行っていく上で、現在、市が最

も必要と考えているのが防災力の強化です。で

すから、これまでリーダー講座とかさまざまな

ことをしてきましたけれども、大きな効果が得
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られていないというふうなことも感じています。

ですから、もう少し地域に踏み込んだ形で、小

さい地域の中に踏み込んでいく必要があるので

はないかなというふうなことも考えながら、今

後、行政として何ができるのかということを地

域の方と一緒になって考えていければなと考え

ているところです。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 今現在の庁舎内での課

題と職員が感じる地域の課題ということ、まだ

まだこれからやれることはたくさんあるなとい

うふうにとらせていただきました。 

  同じように取り組んでいる自治体は、その負

担感であったり、じゃあそれをどういうふうに

してやっていくのか、縦割りの行政の組織の中

でどう横軸で動いていくのかということを積極

的に一生懸命どの地域も取り組んでいるなとい

うふうに思っておりましたので、その中で地域

のリーダーがいないというのをどう見つけてい

くというか、育てていくのかということも取り

組んでいましたので、私も他市の中に入り込ん

だりいろんな事例を研さんしながら、この制度

をよりよいものになっていったらいいなと願っ

ていきたいと思います。 

  次に、用地についての再質問をさせていただ

きます。 

  先ほどの御説明をちょっと整理させていただ

きます。 

  まずは、平成30年度内に土地開発基金を活用

して平成31年２月25日に用地を取得したという

回答をいただきました。２月18日に臨時会の招

集がありました。臨時会招集後に全員協議会が

開催され、看護師養成所開設に向けた進捗状況

についての説明がありました。２月18日の全員

協議会の資料にあるように、土地開発基金によ

る用地取得について、９月議会の議決により建

設用地として決定したことから、年度内に取得

する方針を定め、地権者と用地交渉を進めてき

た。設計業務を１年間延期したことに伴い、用

地取得と設計の着手が同年度であることが条件

とされている地方債の今年度の活用ができなく

なった。そのため、土地開発基金を活用し、年

度内に用地取得する。９月補正予算で計上した

用地取得費と建設事業の債務負担行為を減額し、

改めて新年度に予算措置を行う。設計業務とと

もに新年度で予算化し、一般会計で基金から用

地を取得するという説明でした。 

  ２月18日時点の全員協議会において、用地取

得を平成30年度内に希望しているという説明だ

けでした。そして、冒頭に申し上げたように、

３月１日の議会において、９月議会で可決した

予算を執行部がみずから廃止、減額の補正予算

を上程したわけですが、２月25日に売買契約を

締結するということをいつの段階で計画してい

たのかを伺います。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 議長、田宮

真人。 

下山准一議長 看護師養成所開設準備課長田宮真

人君。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 土地開発基

金を用いての土地の取得の決定ということかと

思いますが、前年度、２月18日の市議会の全員

協議会のほうに、今、叶内議員がおっしゃった

ような形で私どものほうで進捗状況、内容につ

いて報告した形ではあるんですが、その段階で

議員の皆様の意見をお聞きした上での土地開発

基金を活用した上での土地の取得というような

決定に至ったところでございます。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 今の説明は２月18日に

その決定を、売買契約を締結する２月25日に売

買契約を締結するということをその段階で、い

つの段階で計画していたのかということを伺っ

たわけですが。 
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田宮真人看護師養成所開設準備課長 議長、田宮

真人。 

下山准一議長 看護師養成所開設準備課長田宮真

人君。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 ２月18日の

市議会全員協議会のほうで、今、叶内議員おっ

しゃったような形の内容のお話をさせていただ

きましたが、その前段の２月８日、市議会特別

委員会でも同じような形で報告、内容説明、報

告させていただきましたので、その段階では私

どものほうでは土地開発基金を活用した土地の

取得についてはそういった考えであったという

ことでございます。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） ２月８日の審議会。そ

れでですね、土地開発基金を活用して平成30年

度内に用地を取得するということの行為という

ことについては、市長が３月１日の補正予算審

議において言及しているように、一つの執行手

法として条例に基づき議会の議決に付さなくて

も財産の取得はできます。 

  しかし、売買契約締結が２月25日に完了して

おり、土地開発基金からの支出も２月25日に内

部決裁をしていますが、予算の議決は３月１日

というのが事実です。３月１日の予算審議にお

いて２月25日に売買契約締結が完了しているこ

との説明はなく、しかも、この売買契約が１年

延びた場合に所有者が支払わなければならない

翌年度の固定資産税の支払いに対する議員の質

問に対して、担当課の課長は、今年度の固定資

産税については地権者が払ってもいいという回

答をもらっていると答弁をしています。ここに

疑義をした議員と答弁した担当課の課長の言葉

の選び方に、市長の言う執行手法があらわれて

いるのだなと今だからよくわかります。 

  ぜひ伺いたいんですが、その当時の答えをい

ただいた課長さん、どのような考えで、またど

のような思いでこのとき固定資産税について答

弁をしていたんでしょうか。土地はもう買われ

ていたわけです。 

伊藤元昭副市長 議長、伊藤元昭。 

下山准一議長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 ちょっと私も時系列的な説明を

きちんと行いたいと思いますけれども、私が全

ての資料を持っているわけでないのであれなん

ですけど、まず、２月８日、特別委員会を開い

ていただきまして、その中で９月補正予算で議

決していただいた用地取得費あるいはその場所

も含めて、それについては予算を執行させてい

ただきたいんですが、前からお話ししていたと

おり、有利な起債の活用が用地取得だけではち

ょっと困難だということで、いわゆる設計業務

が未発注ということで、これらについては平成

30年度中の執行が設計業務の発注等は無理だと

いうことで、残念ながら補正予算で減額させて

いただきますが、平成31年度当初予算で改めて

予算を計上させていただいて執行させていただ

きたいというような流れで来たわけです。 

  その中で、９月定例会で認めていただいた用

地取得の執行については、随時地権者と交渉を

行いながら、先ほどの説明があったとおり、大

体11月中にはめどがついたんですが、いろんな

関係で開校時期を１年間延ばさざるを得なくな

ったという状況が出てきたということも含めて、

平成30年度中の、いわゆる歳入歳出予算での予

算執行は３月補正で減額させていただきますけ

れども、用地の取得については土地開発基金を

活用し取得をしたいというようなことを御説明

させていただきました。 

  その際、何で今年度中かというお話だったと

思いますけれども、地権者には１月１日が固定

資産税の課税の基準日になっているというのが

原則です。それを踏まえて、できれば12月中と

思ったんですけれども、いろいろ税務課とも協

議させてもらったら、用地の取得が公有財産で
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あれば第１期の納期限まで取得すれば、それは

固定資産税の課税はならないという法の制度に

基づいて２月25日に契約をさせていただいて、

その所有権が、正確に言うと、移転登記が終わ

った後に所有が移ったというような経過になっ

ております。 

  したがいまして、当時の担当課長が12月中の

取得を目指したわけですが、それができなくな

るおそれもあるのでという答弁をさせてもらっ

たのかなというふうに思っております。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） なぜ私がこの時系列に

こだわっているかといいますと、ずっとおっし

ゃっているのが、特別委員会もそうなんですけ

れども、説明なんですよね。説明をした、説明

をした、説明をした。でも、議会に説明した、

したと言うんですけど、説明する前にどんどん

進んでいるなと。いろいろ調べて見ると、もう

進んでいるということがとてもわかるというこ

とと、あと説明と意思決定というものを混同し

ていらっしゃるんじゃないかと思うんです。 

  本来、市の意思決定の機関は議会なんですよ

ね。違いますかね。そうすると、議会の議決が

先じゃないですかね。そして、行政にはその一

部の裁量権が委ねられている。これは大原則じ

ゃないですかね。その順番というものがとても

時系列を追っていくと逆になっているなと。 

  そうすると、２月18日の全員協議会で説明を

した。説明をしたために土地開発基金を財源に

土地を先行取得する内諾を得たと。内諾を得た

と執行部は捉えているのではないかなと思うん

ですが、全員協議会は、法令に基づくものでは

なくはないでしょうかね。法的拘束力はどこを

調べてもないんですね。土地開発基金という財

源を予算化するための議決は条例で、新庄市の

条例で定められているのでそれは不要ですけれ

ども、議会の補正予算の議決を経ないで、３月

１日の補正予算のあの議決も経ないで、そして、

売買契約を締結したというこの執行手法という

のは、地方公共団体の意思を決定する機能とし

ての権限を持つ議会に対してどのように考えて

いる、そのあらわれなんだろうと思うんですね。 

  ３月補正予算の審議の中で、市長は議員の質

疑に答えて「いっときたりとも私は議会を軽視

したことはありません」と答えていますが、こ

の用地取得の一連の執行手法というのは、議会

に対する道義的責任というものは果たしている

と言えるんでしょうかと。いろんな資料を集め

て登記を見たりする中でどうなんだろうと。ビ

デオもいろいろ全て見たんですけれども、そう

すると、やはり若い職員の中からも議会要らな

いんじゃないかなという声を聞いたりするんで

すね。この道義的責任を果たしていると言える

んでしょうか、説明をしていただければと思う

んですが。（「反問権を行使させていただいてい

いですか」の声あり） 

伊藤元昭副市長 議長、伊藤元昭。 

下山准一議長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 質問を確認させていただきます。 

  まるっきり議会を軽視しているんではないか

という御趣旨の御発言だったと思いますが、叶

内議員にお聞きさせていただきたいのは、９月

定例会で用地取得費については御可決いただい

たのは議会ですよね。（「はい」の声あり）とい

うことは、予算措置はもうなっているというこ

とですよね。（「でも、それを落とされている」

の声あり）それは３月１日ですよね。（「ちょっ

と待ってください」の声あり） 

  ということで、落とす前に９月の定例会で認

めていただいて、それを執行する我々執行部、

権限があったわけですが、ただ、先ほどからる

る御説明申し上げていますけれども、いろんな

事情の中でもっぱら財源の活用ということだっ

たんですけれども、そういう中で１回、先行取

得として土地開発基金で市が取得して、それを
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今度、一般会計の歳入歳出予算で後ほど買い戻

すという手法もあるわけで、決して議会を軽視

しているようなやり方ではなく、９月で認めて

いただいた場所とその値段、その取得価格の予

算の中で、一般、いわゆる歳入歳出予算ではな

く、土地開発基金で取得をしたということでご

ざいまして、決して落とした後で取得したとい

うことではございませんから、その辺は誤解の

ないようにお願いしたいというふうに思ってお

ります。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 時系列を私も全て並べ

て、一旦３月１日で補正の減額の修正をされた

じゃないですか。でも、買われた金額、要件、

買ったものの不動産の要件が議会の議決に付さ

なくても土地開発基金で購入ができるとあった

としてもですよ、議会の議決って、例えば契約

の行為も含まれているんですね、議決内容の中

に。一旦この３月１日で予算を落として、落と

したことが可決されたわけですから、そうじゃ

ないですかね。可決されたわけです、可決した

わけです、３月１日で。９月議会で予算を可決、

議会が議決をしたというのは事実ですけれども、

また３月１日でその予算を減額されたわけじゃ

ないですか、それも事実じゃないですかね。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 いろいろと御心配いただきまして

まことにありがとうございます。 

  時系列の中で副市長が申し上げました９月議

会で可決いただいたということは、大変議会の

重い可決であるというふうに私どもは判断して

いるわけであります。 

  さらに、２月８日にお話しし、こういうこと

で契約を結びますという報告をさせていただき

ました。それで、３月議会にそれはどうなのか

ということで、これまでの開発基金という手法

で買わせていただきましたと。それは先ほど申

し上げた、一番最初に申し上げた設計と土地の

セットでないと交付金が使えないということで、

翌年に予算を持ち越すという提案をさせていた

だきました。それを議会がそれはだめですよと

いうことで今、現状がこうなっているわけであ

ります。ですから、議会が機能していないわけ

でなくて、我々が提案した案件を今、否決され

ている状況だというふうに考えております。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） ３月12日の一部否決は、

そのとおり事実でございます。その前の２月25

日の売買契約締結、この締結の手法、私も自治

体の研究者に相談をしまして、そして、この手

法というのは通常の自治体の手続としてはなか

なかユニークというか、珍しいのではないかと

いう、その中で、やはり何かちょっと違うのか

なと思ったものですから質問をさせていただい

ております。 

  法的には問題はないと、問題なく手続をされ

ていらっしゃるかと思うんですが、議会に対す

る道義的な部分がちょっと軽視を実際的にされ

ているのではないかと私は非常に感じます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 先ほどから申していますように、

議会の重みというのは大変あるというふうに思

っております。３月の補正予算を否決されたと

いうことは、当初予算にそれを盛れないと。３

月の当初予算の予算委員会等において否決され

たということについては、これは議会の重みで

あり、今、執行できないという状況であります。

買い戻しの当初予算を否決されたということで

ありますので、現状はその引き続き、それを無

視して物事を起こしているということはないと

いうふうに思っています。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 
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下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 法的に手続に問題がな

く進めているという認識で承りました。 

  その中で、昨日、本会議終了後の全員協議会

で市長が言った「瑕疵はない」という言葉は、

この大辞林という辞書によると、法的に欠陥、

欠点がない。平たく言うと、法的に落ち度がな

いということになるのかと思うんですが、新庄

市の財政規模、きのう、シミュレーションも出

していただきましたが、財政規模に対して未来

永劫続けていかなければならなくなる、これほ

どの大きな事業だと思うんですね。事業である

にもかかわらず、瑕疵はないという手法で進め

てしまっていって本当にいいのでしょうかと思

っております。市民は納得するのでしょうか。

財政が潤っていて純然たる黒字であれば手を突

っ込んでもよいのかもしれないと思うのです

が、財政シミュレーションを見ても、元利償還

額のピーク時である令和４年度を境に令和３年

度に比較して投資的経費を半分以下にがくんと

落とさないと、計算上、帳尻が合わないわけじ

ゃないでしょうか。歳出総額の６％台になって

いるわけです。そうすると、しかも、それがず

っと令和９年度に至ってもさらに縮小させない

と帳尻が合わないのだなと思うわけです。こん

なに長い間、投資的経費を看護師養成所を設置

する前の規模に戻すことができない財政のシミ

ュレーションなんですよね。 

  先日、国立社会保障・人口問題研究所の2040

年問題の報告を聞いてきたんですが、ずっとき

ょう言われている少子化、高齢化で今度、さら

に人口が減少するという底なし沼の状態になる

という話でした。 

  どうやったら大好きな新庄にみんなが住み続

けられるのかということを一生懸命考え、やら

なければいけない事業がもっとほかにあるので

はないかと思います。 

  以上です。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後２時５１分 休憩 

     午後３時００分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

八鍬長一議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、八鍬長一君。 

   （４番八鍬長一議員登壇） 

４ 番（八鍬長一議員） 勁草21の八鍬長一でご

ざいます。大変お疲れの時間帯ですが、ひとつ

よろしくお願い申し上げたいと思います。 

  初めに、市長の政治姿勢ということでお尋ね

したいと思います。 

  本当は６月議会でこの質問をいきなりするの

はどうかなというふうに私自身思っていました

が、秋の選挙日程の関係で秋の議会ですから９

月議会というんですか、10月議会は市長選挙が

終わってからという日程になっていましたので、

あえてこの段階で初当選ながらも質問すること

をお許しください。 

  既に山尾市長は、昨年12月議会において４選

に出馬するということを表明しております。そ

のことについては、その思いと考え方、本人の

感想も含めまして12月の議事録はじっくりと読

ませていただきました。就任当時の財政難の取

り組みについては苦労があったということでし

たが、そのことについては私からも評価をして

おきたいというふうに思います。 

  それぞれ４選目に当たって市長としての政策

的な思いについては、その議事録の中で読ませ

ていただきましたのであえて重複はいたしませ

ん。私がここでお聞きしたいのは、政治家とし
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ての市長たる山尾順紀氏が、４選ですね、一般

的には多選というふうに言われると思うんです

が、そのことについて山尾さんはどう思ってい

るのか、これについてまず１点目、お尋ねした

いと思います。 

  ２つ目は、今、国際問題となっておりますペ

ットボトルリサイクルの問題です。 

  あるとき、新庄で研修就労しております若い

ベトナム人と話す機会がありました。そのとき

に私はこんな質問をしました。初めて日本に来

て、新庄のまちにやってきて一番最初に感じた

ことは何ですかと。私が思っていたのは、田舎

だとか、緑がきれいだとか、東京まで遠いとか、

そんな返事だと思っていたんですが、その返事

を聞いて、私、びっくりしました。新庄に来て

一番感じたことは、まちがきれいなことです。

空き缶やペットボトルなどのごみは落ちていな

いし、花も植えていて新庄のまちはきれいだ。

その陰には朝早くから働いているごみ収集の皆

さんや市民のリサイクル活動、私たちから見れ

ば当たり前の日常と風景が、世界の若者に共感

を持たれている。 

  そういえば、新庄はボランティア活動も盛ん

で、早朝から１人やグループになってごみ拾い

をしたり、花いっぱい運動にも多くの市民や団

体が参加しています。そんな人たちの地道な活

動が新庄のまちというイメージをつくっている

んだなというふうに思いました。 

  町並み景観やまちづくりの課題など多くの問

題はありますけども、私たちは世界に通用する

まちをつくっていく気概といいますか、インバ

ウンドが強く言われている中、自信を持って環

境先進都市といいますか、環境を大事にしてい

るまちなんだというふうな、そういう取り組み

の継続をお願いしたいというふうに思いますし、

そういう毎日を続けていけば、当然、教育、新

庄から世界に羽ばたいていく若者もたくさんい

ます。今、どこに行っても日本人が世界で通用

するような、そういう若者をつくっていくとい

うことが求められているんじゃないでしょうか。 

  そこで、本題のペットボトルのリサイクルで

すが、日本は世界第２位のペットボトルの生産

国なんです。その量は年間900万トンという数

字が出ていますけれども、見当がつきません。

まさに大量消費の象徴だと思います。安価で丈

夫な、そういうボトルが世界中に出回っていま

す。それが投げられて川を通って海に流されれ

ば、マイクロプラスチックになって海の生態系

にも影響を与えるということで大きな国際問題

にもなっています。 

  一方、リサイクルについては、主に中国経済

の影響が多いんですが、リサイクル自体が赤信

号になっている実情にあると思います。 

  そこで、新庄市のペットボトルリサイクルの

現状、実情等、今後の課題について、新庄だけ

では解決できないこともありますけれども、そ

の辺の基本的な考え方についてお尋ねしたいと

いうふうに思います。 

  ３つ目は、生涯学習と地区公民館についてお

尋ねしたいと思います。前議員の皆さん方がそ

れぞれおっしゃっているように超高齢化社会で

す。いよいよ人生100年時代を迎えました。健

康で生き生き暮らすためには生涯学習の充実が

もっともっと求められるというふうに思います

し、人口の多い大都市ではカルチャー教室がど

こに行っても満員といいますか、大盛況です。

中にはお金を払ってでもそういう自分としての

趣味を含めて充実した生活を送りたいというの

は、それは国民の願いであります。 

  新庄市の場合、その拠点となるのは地区公民

館がその役割を持っていると思うんですが、新

庄市の地区公民館は設置条例に基づいて設置さ

れているわけでありますけれども、とりわけ八

向地区公民館の改築問題については、この数年

間、いろいろ市長初め、教育長、それから関係

課長がいろんな苦労はしてきているんですが、
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皆さん御存じのとおり、実際には玄関が傾いち

ゃっているんですね。その老朽化というのは皆

さんの知るところであります。30年度、昨年度

にはいよいよ調査費がついて改築されるんだな

というふうに思っていましたが、最近になって

去年の話は白紙に戻ったというふうに耳にしま

した。今後、地区の拠点であります八向地区公

民館の改築がどう進められていくのか、それに

ついて基本的な考えをお聞きします。 

  一旦終わります。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、八鍬市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  基本的には市長多選についてということで、

９月議会が終わってからにおいては聞けないか

もしれないということもございますので、今だ

ということですので私なりにお答えさせていた

だきたい。 

  おっしゃったとおり、市政を預かった３期目

12年になるわけですけれども、当初は本当に財

政再建がございました。しかし、私、一度もこ

のことについてうらみ、そして嘆いたことはご

ざいません。先人の皆さんが本当に市の将来を

考え、そして投資してきたものだと。投資され

たものは取り返さなければならないという思い

でおりましたので、職員の中でもその共有を図

ってきたところであります。 

  特には当時、全国的に風が吹いたのは合併で

あります。その合併によって財政をしのぐとい

う一つの手法もあり、地域の商工会議所等、さ

まざまな団体との協議の中で合併を進めるべき

だということがございました。しかし、最後、

戸沢村も合併はしないということでここに来た

後、職員の担当者も非常に疲労感が漂っていた

なと。２度目の合併の失敗というふうなことで、

しかし、それにめげることなく、この地域全体

のリーダーは新庄市がしていかなければいけな

いということで共存共栄という言葉をそれ以後

ずっと職員会議のところで言っております。新

庄の繁栄は郡部なくして繁栄がないと。また、

郡部も新庄なくしてその目標がないと。この共

存共栄関係というものをきちっとつくり上げて

いく、職員にはこのことを強く申し上げてきた

ところであります。 

  その中で、人口減少社会を見渡したときに、

経済の縮小ということに対して我々ができるこ

とは人口交流の拡大であるということを考えて

おりました。そこで、経済の縮小を補うための

人口交流拡大、言いかえれば「人行きかうま

ち」をつくりたいと。 

  さらには、地域の防災力あるいは地域の福祉

の連携力、そうしたものを築くために「人ふれ

あうまち」、そして職員の地域派遣制度、これ

をもって地域のコミュニティー再生を図りたい

と。 

  さらには、ふるさと学習、地域から人材を育

てる、この「人学びあえるまちづくり」の基本

理念を掲げて３期務めさせていただきました。 

  その間、住民の皆さんからよく言われたこと

の一つには、雇用の場がないということを盛ん

に言われました。一方で、雇用の場がないとい

うこともしかり、また雇用の場があっても知ら

ないという住民の皆さんが多いということに気

づかされました。そのことに非常に残念な思い

をし、各高校を回りながら企業の実態を訴え、

そして、企業訪問をぜひしていただきたいとい

うことを申し上げてきたところであります。そ

うした意味では、ようやくその実が結びつつあ

り、高校の教員の指導の先生方も市内の企業に

目を向けていただけるようになりました。 

  またこの間、道路の実情も大変変化し、道路

期成同盟会を結成して既に30年もなるような状

況であり、それを引き継いだわけでありますけ

れども、ここに来て徐々に徐々に道路の形成が
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図ってこられたということで、新庄中核工業団

地に法人14社が将来を考えてここに設置をして

いただいたと。雇用においても500人の雇用が

生まれたということは大変うれしく思っており

ます。 

  また、地域の強い要望でありました県立新庄

病院の改築についても、知事の英断により再度、

新庄市に改築するということも出ました。さま

ざまな問題はあったわけですけれども、何とか

それをクリアし、県が設置するということにな

ったことは、大変ありがたく思っているところ

であります。 

  また、大きな流れの中で新庄市の昔を思い出

すと、明倫中事件ということがあり、心の教育

が大切であるということの教育委員会の大きな

柱の中で中１ギャップをどうなくすのかと。中

学生への不安をどう除くのかということで新庄

市教育委員会が小中一貫校を目指し、心の教育

を育てるというふうなことで実現したのが萩野

学園であります。その萩野学園の子供たちを見

ておりますと、高学年のほうが低学年から逆に

パワーをもらっているなという感じをいたした

ところであります。 

  さらには、明倫学区の小中一貫校につきまし

ても、今年から工事に入るという段階、これも

皆様の御協力をいただいた結果だということで

感謝しているところであります。 

  今、日本が少子高齢化社会という中で、地方

自治体の存続という大きな課題に直面しており

ます。本市においても例外ではなく、若者の人

口流出にどう歯どめをかけるか、大きなテーマ

を背負っているような気がしてなりませんでし

た。 

  前回、看護師養成所の設置に向けて４年間、

全力を尽くしたいということを公約をさせてい

ただいたわけです。財源については、基本的に

国営水利事業の２億円のうちの１億円を一般財

源化し、そして、それを運営費に充てていきた

いというふうなことを公約させていただいたと

ころであります。 

  過去から新庄市の人口減少、特にここに来て

激しいのは高学歴社会であるというふうに私は

思っております。これまでは高等学校を卒業す

れば、それはそれで本当に十二分に社会の一員

として構成することができたわけでありますが、

日本中が高学歴社会ということで、東京一極集

中になったことは皆さん承知のとおりでありま

す。 

  そんな中で若者の定着を図り、さらには我々

が老いていく80、90になっていったときの、そ

の世話をしていただく、そういう方々をみずか

ら育て上げていくという、そういう自立するこ

の考え方がとても大事だろうということで、看

護師養成所の開校は必ずなし遂げなければなら

ない事業だというふうに思っております。この

ことは、４期目に対しても引き続き強い思いで

いるところであります。 

  元気と優しさがあふれるまちづくりを進める

という強い信念のもとに、若い人たちがこの地

域に夢を描き、取り組むことができる希望のま

ちづくりを目指してきたところであります。 

  おかげさまで、電通に派遣して12年目を迎え

ることができました。きょうも特命チームをつ

くってはということがありましたが、私から言

われることなく、彼らはいろいろな形で組織し、

意識し合いながら、地域の中で影、黒子となっ

てまちを本当に動かしつつあるなということを

思っております。 

  そんな意味でいきますと、きのうも申し上げ

ましたが、看護師養成所に若者が本当に夢を持

って100名の若者がいる。そうした方々と若者

が一緒に若いコミュニティーが形成されたら、

このまちの魅力はさらに倍に増すだろうという

ふうに私は思っております。 

  ４期目を目指すというふうなこと、多選と言

われればそうかもしれませんが、１期１期、そ
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の都度、自分なりに目標を持って進めてきたと

ころであります。 

  これまで以上に市民の皆様の御意見に真摯に

耳を傾け、行政運営が硬直化することないよう、

柔軟で機動力のある組織体制を構築しながら、

これまで培った国政を含めた人脈、情報に行動

力を駆使し、強いリーダーシップを発揮しなが

ら、誰もがこのまちに住んでよかった、一人一

人が輝き元気あふれる新庄のまちづくりに引き

続き挑戦していきたいというふうに思っており

ます。 

  今、大きな令和という時代の流れが来たわけ

でありますけれども、私はこれまでの成熟社会

というものが終焉の時代を迎えてきているので

はないかなというふうに思っています。これか

らは、やはり文化創造の時代に入るべきだろう

と。それは、みずからの住む地域の文化をいか

に創造し、そこに我々がその豊かさを享受して

いく、そういう時代に挑戦していかなければな

らないというふうに思っているところでありま

す。 

  言葉足らずのところがありますが、一応、第

１問目とさせていただきます。 

  次に、環境先進都市であるためにということ

で、八鍬市議が本当にさまざまな形でこのこと

に向かい、そして成果を上げてきたことは当時

後輩として十分に認知しているところでありま

す。 

  その中でペットボトルリサイクルの関係と市

民の協働についてでありますが、ペットボトル

リサイクルを含め排出されるごみの資源化、重

要だと思っております。これは先ほど御指摘の

とおり、この排出の世界的な環境問題というこ

とで中国が禁輸を始め、ことしに入り東アジア

でも持ち込まないでくれということが大きな課

題となっているわけであります。確かに日本が

つくり続けて、そして海外に輸出し、また国内

でできたものの廃プラをまた海外に送り出すと

いうことがもう目いっぱいになっている状況な

んだろうということで、一時期、ゲートボール

場跡地のところが満杯になったのも承知してお

ります。受け取り業者が拒否ということで巡回

回収をやらなくなったということであります。

それ以降たまっておりましたが、最近におきま

してまた関連の協会のほうで引き取りというか、

リサイクルプラザのほうに持っていきまして、

そこから業者に引き取っていただいているとい

うことで、若干の収益金があるということは、

逆にこちらがお金を出して処分しなければなら

ない時代であるにもかかわらず、その業界から

は若干のお金をいただきながら少しずつ少しず

つ、今ペットボトルを移動しているところでも

あります。 

  ペットボトルはどこにでも持ち運びができる、

いつでも水分がとれるという大変便利な特徴が

あるわけで、販売も500ミリリットル180円、極

端に言いますと、ガソリンよりも高いような値

段で水が売られているような時代になっており

ますが、市民の多くにとっては熱中対策あるい

はさまざまな形で利用される大変利用価値の高

いものではありますけれども、御指摘のとおり、

今後どのような形で再資源化、減量化に取り組

んでいくかということは各関係機関の皆さんと

話し合いながら進めていかなければならないし、

また排出する際のルールを守っていかなければ

ならないというふうに思っています。それは排

出するルール、マナーの徹底、周知方法など課

題がありますが、学校教育なども通しながら市

民の方々への再資源化についてわかりやすく伝

えるとともに、環境学習の機会なども設けて続

けていければと。 

  以前から新庄市は「混ぜればごみ、分ければ

資源」の考えのもと、ルールやマナーの徹底な

ど市報を全戸配布し、ホームページなどを利用

し幅広く周知し、分別指導も行いながら継続的

な資源循環社会に向け、市、メーカー、そして
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市民の方々が協働した環境政策に取り組んでま

いりたいと思っております。 

  私からは壇上からは以上ですが、生涯学習の

拠点である地区公民館につきましては、教育長

より答弁させますので、よろしくお願いいたし

ます。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

下山准一議長 教育長高野 博君。 

高野 博教育長 八向地区公民館につきましては、

昭和40年に建築された施設として老朽化が進む

地区公民館を利用していただいている現状であ

り、施設の早急な改築に向けて地区の方々と幾

度も協議を進めてまいりました。 

  昨年度、自治総合センターのコミュニティ助

成事業を活用することを前提に、本合海地域の

公民館として現在の地区公民館の敷地内に市が

地域公民館を建築し、地域の方々から管理運営

をしていただき、地域の方々の公民館であるも

のの、引き続き八向地区の生涯学習の拠点施設

としていくために市が財政支援をしていくこと

として進めておりました。 

  しかし、昨年８月に発生した２度の豪雨災害

において、本合海地域の最も低い場所に位置す

る現在の公民館の敷地内に改築していくことは

水害被害を考えた上で大変危険であり、建築場

所について再度、見直すことといたしました。

災害対応を考えた上で適地を探し、現在地より

も安全な場所として本合海児童センターへ併設

することを検討し、地区の皆様の安全・安心な

面から地区公民館として市が引き続き管理運営

をしていく方向で八向地区の方々と協議してま

いりたいと考えております。 

  また、八向地区の生涯学習をより充実してい

くために拠点施設となる地区公民館において、

これまで以上に地域の方々が集い学び合える場

となるよう、さまざまな学習の機会を提供して

まいりたいと考えております。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） ありがとうございまし

た。 

  １点目の多選についての考え方でありますけ

ども、法律上は議会と二元代表制という日本の

地方自治制度ではそうなっていますが、執行権、

許認可権、予算提案権、それから議案について

ももちろん提案権、それに加えて人事権など、

市長という職には公権力が集中しているのが日

本の地方自治制度であります。言いかえれば地

方政府の大統領といってもいいかもしれません。

そこで、議員とは違いまして、そういう公権力

が集中するために、当然、多選についての批判

は起きます。 

  そこで、市長としての政治家、山尾順紀さん

に、当然でありますけれども市長としての公権

力を行使する場合、自分に対してどういう律し

方をしているのか、そこのところをお尋ねした

い。一例としましては、例えば飛躍しますけれ

ども、大統領でございますけれどもアメリカの

場合には２回までというふうになっていますし、

そのほかのいろんな先進国でも権限が集中して

いる職については、そういう見方がされること

が多いと思います。 

  それから、２つ目、ペットボトルですが、実

物を持っていってどうやってごみに出すかとい

うことが環境課のほうでは市民に対してのごみ

の出し方ということでつくってあるんですが、

一番いいのは、一番上にふたがついています。

その間に紙がまとわりついています。この２つ

は、ふたと周りの紙については燃やせるごみな

んです。当然、中に物が入っていますから、特

に甘いものが入っているときには、それをさっ

と洗ってからふたと周りの紙については燃やせ

るごみにして、ペットボトルはきれいな状態に

して出すとリサイクルが非常にうまくいくし、

きれいなものというのは、まだ流通の中でそれ

なりの値段がついて、汚れていると、やっぱり
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値段ががくんと落ちるんだそうです。 

  市長のほうから、桧町の、議会報のあとがき

にありましたことについてはお答えいただきま

したので、ひとつそういう方向で早目の対応を

お願いしたいというふうに思います。 

  そういう意味では、今後、世界のそういう流

れというのは、自然に返らないものはつくらな

いということで先進国では動いていくと思うん

ですね。日本でも一時的にペットボトルは焼却

してもいいんではないかという国の方針なんか

もあるようですが、まだ揺れているようであり

ますけれども、そこのところは見守っていきた

いというふうに思います。 

  それから、公民館建設、そういう決断をして

いただきましてありがとうございます。地元の

人は何といいますか、ずっとつくるつくると言

っておきながらいろんな事情があって後回しに

されてきたということでは、非常にやきもきし

ています。特にここ３年前ですかね、住民が反

対しているものを、絶対来るなと言っているも

のはさっさと来て、住民が本当に要望している

ものはなかなかできない。そこにもやもや感が

非常に漂っていますので、そういう、今回改築

するという賢明な判断をされたわけであります

から、地元の方々と十分な話し合いをした上で

生涯学習の拠点としての地区公民館の改築を急

いでいただきたいというふうに思います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 二元代表制ということで、多く言

えば大統領ぐらいの権限があるんだぞと言われ

まして、そんなにあるのかなと、私にはそんな

に預けられていないなというのが実感でありま

す。 

  人事に関しては、やはりどなたにおいても非

常に気になることでありますので、私は一貫し

て人事に関しては口を出さないということを通

してきております。公平な観点と意見は言いま

す。人事を動かす立場の課もありますので、総

体的に１人が動けば２人動かなくちゃいけない

という中で最終的な決断を求められるところは

ありますけれども、それにおいても、この市が

うまくいくのか、それで市が機能していくのか

という観点から、人事については公平公正を期

すということを胸にずっと続けてきたところで

あります。 

  何といっても、やっぱり市民の信頼をかち取

るには、全てにおいて公平公正であるというこ

とが私は大切だと思っておりますし、これまで

新庄市の行政の中での決定機関というのが、御

存じのとおり、ほぼ政策調整会議というような

各課から選ばれた課長と合議を行いながら物事

を決定すると。しかし、決まらない、決めなけ

ればいけないというようなときには、それは私

の意見も当然申すわけでありますけれども、基

本的な大きな課題については合議制を基本とし

て進めてきているということであります。そう

した意味で、権力が集中することにより、いび

つな形の政策にならないように心がけているつ

もりであります。 

  多選ということ、大統領のような、本当にあ

れば、うるさいと言っちゃえば終わりなんです

が、そういうことがないように真摯に対応して

きたつもりであります。 

  先ほど申し上げましたように、もう３期にな

ってしまったのかということで、１期１期を自

分の思いの中で行政を通しながらこのまちづく

りに挑戦するという思いをぜひ酌んでいただき

たいと思います。 

森 正一環境課長 議長、森 正一。 

下山准一議長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 ただいま議員おっしゃいまし

たとおり、ペットボトルにつきましては、ふた、

ラベルを剝がし軽く水洗いをして出していただ

くというようなことでマナーの徹底を図ってい

るところでございます。やはり今後ともさまざ
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まな周知を図りながらマナーの徹底を図ってい

きたいというふうに思います。 

  また、ゲートボール場にありますペットボト

ルにつきましては、先ほど話もありましたとお

り、やはり中国や東アジアで引き受けないとい

うようなことで、経済的な問題でリサイクルに

回らなかったというようなことで、仮置き場と

いうようなことで使わせていただいておりまし

た。リサイクルプラザもがみで引き受けるとい

うようなことで話が進んでおりますので、今後

だんだんなくなっていくというふうに考えてお

ります。 

  先ほど、そのペットボトル焼却というような

話でございますが、焼却炉につきましてもさま

ざまな種類がございます。エコプラザもがみに

つきましては余り高温には対応していないとこ

ろでございますので、新庄、最上につきまして

は、できるだけリサイクルできるような状態に

なるよう排出ルールを徹底するような形で進め

ていきたいというふうに考えております。よろ

しくお願いします。 

渡辺政紀社会教育課長 議長、渡辺政紀。 

下山准一議長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 八向地区公民館のことに

つきましては、平成９年というか、もう二十数

年来、地区の方々とさまざまな協議を進める中

で、財源の確保の面から紆余曲折を繰り返して

きたところでございます。 

  ただ、先ほど教育長が申し上げたような形で

早急に今、本合海にある公共施設の部分ですね、

併設なり改築なりの方向で、今、地区の方々と

検討を進めていきたいというふうに考えており

ますので、よろしくお願いしたいと思っており

ます。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） 最後に１点だけ。ペッ

トボトルリサイクルについては、市内の障害者

福祉作業所として現在は十分に回っていますの

で、それらの雇用も確保しながら継続できるよ

うにお願いしまして、私の質問を終わります。

ありがとうございました。 

 

 

散      会 

 

 

下山准一議長 以上で本日の日程を終了いたしま

したので、散会いたします。 

  明日７日金曜日、午前10時より本会議を開き

ますので、御参集願います。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後３時３８分 散会 
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開      議 

 

 

下山准一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名であります。 

  これより本日の会議を開きます。 

  上下水道課長より発言の申し出がありますの

で、これを許可します。上下水道課長奥山茂樹

君。 

奥山茂樹上下水道課長 おはようございます。 

  昨日の小嶋市議の水道料金の御質問に対しま

して保留しておりました答弁と、それから昨日

答弁しました内容の一部を訂正させていただき

たく発言させていただきます。 

  まず、山形県の水道料金は全国でどれぐらい

の順位かという御質問についてでありますが、

日本水道協会の平成29年４月現在の統計資料に

よりますと、全国の都道府県の家庭用20立方メ

ートル当たりの水道料金では、山形県は４位と

なっております。ちなみに、１位が青森県、２

位が宮城県、３位が北海道となっております。 

  また、山形県内での新庄市の水道料金につき

まして、昨日３位と申し上げましたが、県内13

市の中で新庄市は南陽市に次いで２位となって

おりましたので、訂正させていただきます。 

  なお、新庄市の家庭用20立方メートル当たり

の水道料金は、小嶋議員御指摘のように税込み

で4,536円となっておりますので、よろしくお

願いいたします。 

下山准一議長 本日の会議は、お手元に配付して

おります議事日程（第３号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

下山准一議長 日程第１一般質問。 

  本日の質問者は５名であります。 

  これより２日目の一般質問を行います。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 

 

下山准一議長 それでは、最初に佐藤悦子さん。 

   （１番佐藤悦子議員登壇） 

１ 番（佐藤悦子議員） 日本共産党の新庄市議

団の一人として一般質問を行います。 

  初めに、ＧＤＰ国内総生産の速報値は、消費

も投資も輸出もマイナスとなりました。こんな

景気悪化の中で消費税増税が行われれば令和大

不況、日本経済自滅の道です。 

  日本共産党は、消費税増税中止を求め、消費

税増税に頼らない別の道を示しています。 

  大企業に中小企業並みの法人税課税で４兆円、

大株主優遇を正して最高税率を上げれば3.1兆

円、アメリカ軍の思いやり予算を廃止すれば

0.4兆円、延べ7.5兆円の財源が出てきます。 

  中小企業には手厚く支援をして、最低時給を

1,500円に上げ、８時間働けば普通に暮らせる

社会をつくることもできます。子育ても社会保

障も安心の日本に変えることができます。 

  今、政治がやるべきは、家計を応援し、格差

と貧困を正し、国民があすへの希望が持てる政

治への切りかえです。そのために皆さんと力を

合わせ、知恵と力を合わせて政治を変えるとき

ではないかと思って頑張ってまいります。 

  それでは、質問に入ります。内容に入ります。 

  １番として、３月議会に続きまして、国保税

の引き下げについてお聞きいたします。 

  ①として、2018年度の本市の国民健康保険税

に比べて、2019年度の県が示した標準保険料率

では、負担がふえる内容となっています。具体

的には年収400万円、４人世帯では、標準保険

料率によれば、新庄市では年間２万8,800円値
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上げとなります。新庄市の国民健康保険税の今

後の見通しはどうなのかお聞きいたします。 

  ②として、国民健康保険税の負担は既に負担

能力を超えております。引き上げではなく、引

き下げこそ必要ではないでしょうか。増税は認

められないと思いますが、いかがでしょうか。 

  ③として、国の国保への１兆円の補助増額へ

の政策転換が必要です。それが行われるまで自

治体は国の政治から住民の命と暮らしを守る防

波堤の役割が求められています。 

  国保税の引き下げのために一般会計から繰り

入れを行って、高過ぎる国保税の引き下げを行

う必要があるのではないでしょうか。 

  ④として、岩手県宮古市では、ゼロ歳児から

18歳までの全ての子供の均等割の完全免除を今

年度から実施しております。この完全免除の対

象は501世帯、836人、予算額はシステム改修費

358万円を含め1,833万円だそうです。仮に宮古

市と同じように全ての子供の均等割を完全免除

する場合、新庄市では対象は何世帯で何人でし

ょうか。そのための予算はどのぐらい必要でし

ょうか。新庄市でもこうした先進例に学んで子

供の均等割を完全免除に踏み出すべきではない

でしょうか。 

  ２番目、子育て支援についてお聞きしたいと

思います。 

  労働組合の単身世帯の生活調査が行われまし

た。それによると、新庄のような田舎でも東京

のような大都会でも月25万円ぐらい必要だとい

うことが改めてわかりました。１日８時間、月

20日働いてということを計算すると、最低時給

は1,500円必要だということです。若者、子育

て世代の低賃金、不安定雇用、あるいは長時間

労働、こういったことが少子化の最大の原因で

す。８時間働けば暮らせるという当たり前の社

会にしていくこと、そしてお金の心配なく子育

てできる国にしていくこと、このことが今求め

られていると思います。新庄市でできることを

私は提案したいと思います。 

  １つは、子供の医療費無料化の対象年齢を18

歳まで引き上げてはどうでしょうか。 

  ２つ目は、学校給食の無償化を進めてはどう

でしょうか。全部無償化にできなくても一部無

償化とか、一部助成とか、こういったことも考

えてもいいと思います。 

  ３つ目として、就学援助の費目の拡大と支給

額の増額、また入学準備金の入学前支給につい

てどう考えているかお聞きします。 

  ４つ目に、市の学童保育、市の認可保育所に

希望しても入れない子供が相当いたと市民から

聞かされております。何人だったんでしょうか。

それぞれをふやして必要な子供が利用できるよ

うにすべきではないでしょうか。 

  ３番目に高齢者の暮らしの応援についてです。 

  私たち日本共産党が市民アンケートを行いま

した。そこで答えてくださった年金暮らしの

方々から「年金だけでは暮らしていけない」、

「不安だ」という声がたくさん寄せられました。

負担ばかりがふえて、高齢になり、病気になり、

介護が必要になったときに年金まで減り続けて、

安心して暮らせないような国の状況であります。

私は、そうした高齢者の不安に少しでも応えら

れるような、応援する新庄市にしたいと思って

います。 

  日本共産党としては、低年金の方に月5,000

円、年間６万円の年金の底上げで、減らない年

金にすることを提案しています。 

  介護保険の負担軽減も行い、介護で働く人の

月５万円の賃上げで介護現場での人手不足をな

くすことも提案しております。 

  新庄市にきょう提案することは３つです。 

  １つは、要支援の方が受けているリハビリの

利用者が倍増し、一人一人に十分な支援ができ

にくくなっているとお聞きしております。事業

者への報酬が低いことが原因ではないでしょう

か。報酬を介護保険並みに10割にして、事業者
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をふやし、一人一人に丁寧な支援ができるよう

にしてはどうでしょうか。 

  ２つ目は、要介護の方全員に障害者控除認定

証を河北町や山形市が送っております。そのよ

うに新庄市でも行って、関係者に節税を図って

いただき、介護への負担軽減に努めていただく

ようにしたらどうでしょうか。 

  ３つ目に高齢者のタクシー券の復活が強く望

まれておりますが、それについてどうお考えで

しょうか。 

  ４番目に個人情報保護についてお聞きします。 

  ①として、自衛隊に18歳の市民の名簿を新庄

市は提供していると聞きました。その提供する

義務は本当にあるのでしょうか。自衛隊法施行

令は、防衛大臣が要請できるだけで政令である

施行令は自治体に義務を課したりして人権を制

約することはできないはずです。個人情報保護

の観点からは、本人の同意なしに住民基本台帳

を自衛隊に閲覧させることは、プライバシー権

の侵害になるのではないでしょうか。 

  ②として、集団的自衛権の行使ができる安保

法制イコール戦争法ができてから自衛隊入隊者

が減ってきていると聞いておりますが、それは

当然だと思います。 

  市内の中学校で自衛隊に職場体験をさせる学

校があると聞いております。その実情はどうで

しょうか。教え子を再び戦場には送らないと誓

った戦後の教育の原点に反するものではないで

しょうか。 

  ３つ目に憲法99条がありますが、この99条の

「この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」のは

誰なのか。見解をここでお伺いしたいと思いま

す。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  教育委員会に係るものについては教育長が答

弁いたしますので、御了承いただきたいと思い

ます。 

  平成30年度に都道府県が国保財政運営の責任

主体となりました。このことに伴い、国保制度

の安定化を図るために導入された仕組みが、市

町村が都道府県に納付する国民健康保険事業費

納付金と市町村に対する都道府県による標準保

険料率の提示であります。 

  標準保険料率は、国保税を賦課する際に参考

とすべきものでありますが、実際に保険料率を

決定して賦課徴収を行うのは市町村となってお

ります。 

  本市では、国保税の賦課基準を見直した結果、

平成30年度に１人当たりの課税額が県内13市中

10位という水準にまで税額の引き下げをするこ

とができました。 

  また、見直した際の新庄市国民健康保険運営

協議会の意見は、３年間は税率を固定すべきと

いうものでしたので、少なくとも次年度までは

現行の賦課基準を継続する考えでおります。 

  国保税引き下げのための一般会計予算からの

繰り入れですが、国保税と所定の公費等のみで

賄われる特別会計に対し、決算補塡を目的に一

般会計から法定外予算を繰り入れることは、国

保の都道府県単位化に当たり、国が策定した都

道府県国民健康保険運営方針でも解消すべきこ

ととされております。 

  なお、国によるさらなる支援の拡大について

は、これまでと同様に機会を捉えて要望してま

いります。 

  次に、子供の国民健康保険税均等割額の免除

についての御質問であります。 

  議員御指摘のとおり、岩手県宮古市では18歳

以下の子供の国民健康保険税均等割額を全額免

除しております。実施に当たっては、一般財源

を用いて実施しており、システム改修を行い免

除しているとのことでした。 
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  これを本市に当てはめて試算しましたところ、

18歳以下の子供の被保険者数は、平成31年４月

１日時点で617人、世帯数は366世帯で、その均

等割額は2,120万円となります。システム改修

費は100万円以上と考えますと、実施にはおよ

そ2,400万円が必要となります。この子供の均

等割額の減免については、昨年、山形県市長会

でも話題となったところでございます。また、

全国市長会の提言事項にも取り上げられており

ますので、引き続きその動向を注視してまいり

ます。 

  なお、本市におきましても国民健康保険の被

保険者間における負担の公平性や健全な財政運

営の確保の観点を含め、今後検討してまいりま

す。 

  子供の医療費無料化の対象拡大についてであ

りますが、市の子育て支援医療につきましては、

平成26年12月診療分から中学３年生までの医療

費を完全無料化としております。小学４年生以

上の外来診療に対する医療費助成については、

県の医療給付事業の補助対象とならないため、

全額市の財源から支出となっております。 

  平成30年度の実績では、一般財源からの支出

は8,025万8,000円でありました。また、国民健

康保険の国庫負担減額調整措置も継続してとら

れております。 

  子育て支援医療の基本は、県の制度であり、

県に対する制度拡充の要請を行っております。

現時点では、市独自でのさらなる年齢拡大の考

えはございませんが、今後も県の制度の動向を

注視するとともに、他の子育て支援施策とのバ

ランスを考慮した上で判断してまいりたいと考

えております。 

  次に、放課後児童クラブの入所状況について

でありますが、放課後児童クラブは公立が４所、

民間立は６所となっています。 

  公立では、入所定員205人に対して238人の申

し込みがあり、低学年の優先、世帯の就労状況

などを審査し、入所の決定を行いました。 

  入所決定の後、新規で申請された方が４人、

また１次申請をされて入所できなかった方のう

ち、退所によるあき待ちを希望する再申請をさ

れた方が６人です。 

  ５月30日現在、10人の方が待機している状況

であります。 

  一方、民間立については、待機児童はござい

ません。ここ数年、女性の就労、共働き世帯の

増加により、放課後児童クラブの需要がふえて

おります。民間立との調整、既存施設の改修、

学校の空き教室を利用しての整備など、受け入

れ態勢について新庄市公共施設最適化・長寿命

化計画や財政的な面も視野に入れて検討してま

いります。 

  次に、認可保育所の入所状況についてお答え

いたします。 

  本市においては、認可保育所は公立が２所、

民間立が７所、小規模保育施設が４所となって

おります。 

  ４月１日現在、待機児童はございません。 

  各保育施設における保育については、今年度

第２期子ども・子育て支援事業計画を十分に議

論を重ね策定してまいります。 

  続きまして、高齢者に対する支援に関してで

ございますが、初めに、介護予防日常生活支援

総合事業についての御質問であります。 

  本事業につきましては、要支援者の多様な生

活支援ニーズに対応するため、本人の能力を最

大限生かしつつ、従来の介護予防サービスと住

民が参画する多様なサービスを総合的に提供す

る仕組みであり、御質問のサービスについては、

利用者がデイサービス事業者などに通い、半日

単位でレクリエーションや機能訓練などを受け

る通所サービスＡで、現在６つの事業所でサー

ビスを提供しております。 

  現行相当サービスに対し８割の設定は、サー

ビス内容の緩和とサービス提供者の資格要件を
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緩和したことによるものであり、介護の担い手

に広がりを持たせ、介護の人材不足を解消する

ことにもつながっていくものです。 

  また、本事業に対する事業所の不足などにつ

いて、サービスを計画するケアマネジャーから

は、そのような声は上がっておりませんが、今

後も引き続き介護現場の現状把握に努め、介護

予防の推進に取り組んでまいります。 

  次に、障害者控除対象者認定書についての御

質問でございますが、現在は介護保険の認定を

受けている方で、障害者に準ずる程度の方には、

申請を受けて所得税や住民税の申告の際に使用

できる障害者控除対象者認定証を交付しており

ます。 

  本認定証については、申請状況を見ますと介

護認定者を扶養している方が使用されており、

障害者控除対象者本人に対する郵送により実際

に使用する方の手に届かない事態も予測されま

す。 

  今後は一層の制度周知を図り、必要な方の申

請を促進するよう努めてまいります。 

  次に、高齢者へのタクシー券の助成につきま

しては、本市では高齢者通院タクシー利用事業

として、平成16年度まで実施しておりました。

現在、助成は行っておりませんが、昨年度には

通院などの市内の移動手段として市営バスまち

なか循環線を運行し、交通の利便性の向上を図

っております。 

  また、これまでの土内線、芦沢線においても

市内と同じ200円に金額を下げ、利用度の拡大

を図っております。 

  一方で、バス路線の届かない地区があること

も承知しております。今後は高齢者の足の確保

という観点から有効な移動手段について研究を

進める必要があると考えております。 

  次に、自衛隊の募集事務に関する個人情報の

保護についての御質問でありますが、自衛官及

び自衛官候補生の募集事務につきましては、自

衛隊法及び自衛隊法施行令の規定に基づき、市

が実施しなければならない法定受託事務であり

ます。現在、市は自衛官山形地方協力本部と連

携しながら行っているところです。 

  御質問にあります住民基本台帳の閲覧につい

てですが、募集事務の実施に対し住民基本台帳

法第11条第１項の規定に基づき、住民基本台帳

の閲覧を許可しております。 

  住民基本台帳の閲覧に関して本人の同意につ

きましては、法律上の手続は存在しないものと

認識しております。 

  また、昨年度におきましては、自衛官法施行

令第120条の規定に基づく必要な資料の提供依

頼として自衛官募集に係る対象者についての情

報の求めがあったため、本市の個人情報保護条

例に基づき対象者を抽出した資料の提供を行っ

たところです。この情報提供につきましては、

法令や条例に基づく適正なものであり、本人の

同意については必要としないところですが、本

人から情報の提供について支障がある旨の申し

出があった場合には、個人情報保護条例の規定

に基づき、当該情報の提供は行わないものと考

えております。 

  憲法99条の件でありますが、日本国憲法は国

の最高法規であると理解しておりますが、憲法

第99条では「天皇又は摂政及び国務大臣、国会

議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊

重し擁護する義務を負ふ」と規定されておりま

す。本市の自衛隊募集事務につきましても、憲

法の趣旨にのっとった法令等を遵守して、事務

を進めていくものと考えております。 

  学校関係、教育委員会については教育長に答

弁させていただきます。私からの壇上からの答

弁は以上とさせていただきます。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

下山准一議長 教育長高野 博君。 

高野 博教育長 初めに、小中学校の給食費につ

いて、一部無償化や助成を含めた形で無償化し
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てはどうかという質問にお答えいたします。 

  以前の一般質問においても給食費の完全無償

化についての質問をいただき、答弁をさせてい

ただいているところですが、本市では経済的に

困窮した世帯については、就学援助費の中で給

食費を全額支給しております。 

  また、安全で安心な給食を提供するため、調

理施設の環境整備を優先することから、現時点

において給食費無償化に対する支援の実施の予

定はございません。 

  しかし、給食費の無償化や助成は、子育て支

援重要施策の一つとして有効であり、他市町村

においても多様な方法で実施されておりますの

で、今後も国や他市の動向等を注視しながら、

本市の現状を踏まえた支援策の方策について、

市の教育政策の中で総合的に判断していきたい

と考えております。 

  次に、就学援助の費目の拡大と支給額の増額、

入学準備金の入学前支給についての質問にお答

えします。 

  当市において、就学援助事業は学校教育法第

19条の規定及び関係法令に基づき新庄市就学援

助事業実施要綱を定め、経済的な理由により就

学困難と認められる児童・生徒の保護者に対し、

学用品費等の必要な費用の援助を与えることで

義務教育の円滑な実施に資することを目的とし、

就学援助を実施しております。 

  援助費目、支給額については、国が作成する

要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育

就学奨励費補助金交付要綱に準じ、本市の状況

に合わせて定めているところであります。現状

においては、援助費目の拡大や支給額の増額は

検討しておりませんが、財政状況を勘案しなが

ら事業を展開していきたいと考えております。 

  また、入学準備金については、昨年度要綱を

改正し、中学校入学予定者に対して入学準備金

の入学前支給を行ったところです。小学校入学

予定者に対する入学準備金の支給につきまして

は、課題の研究や本市の状況に合わせた要綱の

見直しなど、早期実施に向けた協議、検討を進

めているところです。 

  最後に、市内中学校で自衛隊で職場体験をし

ている実情についての質問にお答えします。 

  職場体験学習は、キャリア教育の一環として

市内の中学校、義務教育学校で実施しており、

職場体験を通して自己の進路や生き方、働くこ

との意義について考える。さまざまな人とのか

かわりを通してコミュニケーション能力の向上

を目指すなど、生徒一人一人が目当てを持って

取り組んでおります。 

  体験学習先については、基本的に生徒本人の

希望を家族の承諾を得て決定しており、市内外

の多くの事業所に御理解いただき、受け入れに

ついての御協力をいただいているところです。 

  自衛隊につきましても、その中の一事業所と

して昨年度は19名の生徒の職場体験を受け入れ

いただいておりますが、さきに申しましたとお

り、学校において特に推奨しているものではな

く、生徒本人の希望によるものでございますの

で、キャリア教育の中の多様な職業の一つとし

て御協力いただいておりますことを御理解いた

だきたいと思います。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 丁寧な答弁ありがとう

ございます。 

  まず、国民健康保険税について、３月議会で

も言ったことをもう一度質問させていただきま

す。 

  年収400万円、40代夫婦、固定資産なし、子

供２人の国保税は年間44万5,500円です。中小

企業の労働者が加入する協会けんぽの方が同じ

収入で、同じような家族構成で、資産も同じで

という場合は、この協会けんぽの個人負担は22

万5,792円です。比べてみると、年間同じ収入
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の世帯で22万円も新庄市の国保税は高くなって

います。 

  また、別の世帯で年収180万円、40歳以上の

ひとり親、子供１人世帯という方の国保税は17

万4,200円です。同じ収入、同じ世帯で、もし

も中小企業の労働者であって、協会けんぽに入

っていたとしますと、個人負担は10万5,840円

です。比べてみますと、同じ収入、同じような

家族なのに年間国保税、新庄市の国保税は７万

円も高い状況です。年収、所得に関係なく課せ

られている均等割、１人医療分と支援分で３万

4,400円になりますが、これは子供にまでかか

ってくるものです。収入を得られない赤ちゃん

であってもかかってくる。これは子育て支援に

逆行しているのではないでしょうか。 

  全国知事会や全国市長会が求めているという

先ほどのお答えでしたが、このように新庄市独

自で廃止、軽減すべきものではないかと考えま

すが、どうでしょうか。もう一度お願いします。 

加藤 功税務課長 議長、加藤 功。 

下山准一議長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 子供にまで課税する必要があ

るのかというような内容ではないかと思ってお

ります。 

  国民健康保険税は、市町村と県の共同運営で

始まっておりますが、保険税の賦課徴収は引き

続き市町村が行うことにしております。保険税

の賦課方式は、地方税法により市町村が条例で

被保険者の世帯の所得のほか、固定資産、家族

の人数などを参考にして考慮して決めることと

なっております。これは国保制度が発足した当

時の被保険者には農家や自営業者が多く、被保

険者の所得を正確に把握することが難しかった

ということで取り入れられたものであると聞い

ております。 

  家族の人数に着目した算定方法である均等割

は、被保険者であれば子供に対しても課税され

ております。 

  一方、会社員が加入する健康保険組合などの

被用者保険は収入に応じて課税されております。

一方、会社員が加入する健康保険組合など、被

用者に対して収入に応じて保険料が決まり、扶

養している子供の数に応じて保険料を負担する

という考え方はございません。このため、子供

が多い世帯の場合、国民健康保険の世帯は被用

者保険の世帯に比べ保険税の負担が重くなる傾

向がございます。 

  また、子供はゼロ歳児から医療を受け、大人

より医療を受けやすい傾向があります。保険制

度の公平性や子育て支援の観点から、収入のな

い子供にまで保険税を課税するのはいかがなも

のかという意見が時代の変化とともに出ている

ことは確かでございます。 

  そもそも議員御提案の子供に課税しないとい

うことにつきましては、現行制度の中で個別の

市町村が財源の問題を抱えながら導入するので

はなく、医療保険全体のあり方を検討する中で

国で議論されるものだというふうに考えており

ます。市町村が財源の問題を抱えながら導入す

るのではなく、医療全体で考え、社会保障全体、

まさに税と社会保障の一体改革が必要ではない

かと思います。 

  この均等割について、平成30年度に全国市長

会に対しまして子育て支援の観点から子供にか

かる均等割の軽減を要請しているところでござ

います。国もこうした地方からの提案について、

現行制度の趣旨や国保財政に与える影響を考慮

しながらも引き続き議論していくとしているも

のの、現時点ではまだ具体的な見直しがされて

いない状況でございます。 

  本市としましては、国民健康保険の被保険者

間における負担の公平性や健全な財政運営の確

保の観点から、今後とも検討してまいりたいと

存じます。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
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下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 丁寧なお答え、まこと

にありがとうございます。 

  宮古市の場合、財源は一般会計からの繰り入

れで、ふるさと納税のうち市長お任せ分という

のがあるらしくて、そこで充当されているとの

ことです。 

  新庄市でかかるお金は2,400万円ぐらいかと

いうことでしたので、頑張ってやる気になれば、

市長がその気になればできることではないかと

思いますが、市長の見解を伺います。 

加藤 功税務課長 議長、加藤 功。 

下山准一議長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 なかなか人数をどこに絞るの

かということにつきましては、例えば第１子、

全体で18歳以下のお子さんは366世帯、617人と

なっております。国民健康保険世帯であれば均

等割は１人３万4,400円となります。額にしま

して、先ほど市長答弁にあったとおり2,120万

円ほど要するものとなります。 

  内訳を見ますと、１人世帯が174人、２人世

帯が290人、３人世帯が114人、４人世帯、４人

の御家族が24人、５人のお子さんがいる世帯が

15人となっております。仮に第３子以降を見て

みますと、３人の子供、４人の子供、５人の子

供がいる世帯になりますと47世帯、153人が該

当しております。金額にしますと526万円ほど

という試算ではございますが、これに対してさ

らにシステムの改修費を要することから、約

700万円近い数字がかかるのではないかと試算

しているところでございます。 

  このように、こういった費用を果たして市町

村だけが負担するべきものなのか、それとも誰

が負担すべきなのか、そういった議論が大事で

はないかと考えているところでございます。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） すばらしい答弁ありが

とうございます。 

  700万円でできるというお話だったと思いま

す。これを誰が負担するかについては、やはり

全国でみんな言っているように、国として１兆

円ほど補助をふやしてもらえればできるわけで

すから、それをやれと今運動しているわけです。

それがまだ実行されていない中では、自治体が

国の悪政の防波堤となってやろうということで

全国で30自治体ぐらいがやっていると聞いてい

ます。新庄市も子育てを応援すると市長は何か

につけおっしゃっているわけですから、そうい

う立場からぜひ考えるべきではないかと思いま

すが、市長はどうですか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 大変ありがたい御質問というふう

に受けとめております。税務課長が答弁しまし

たように、多数のお子さんがいる家庭の軽減と

か、さまざまな状況を勘案して判断しなければ

いけないことだと思っております。税の公平負

担ということの基本的な考え方があるわけです。

先ほど自営業の収入が非常にわかりづらかった

といったことが、頭数で掛けるということが、

時代の流れの中では確実に税の根源が押さえら

れる時代に来ているのかなということも勘案し、

内部では検討していると答えさせていただきた

いと思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） ぜひ検討していい答え

を導き出していただきたいと思います。 

  次に、子育て支援についての就学援助の費目

の拡大にかかわってです。 

  義務教育は無償とするというふうに法律では

なっていますが、教育費の負担は非常に重いも

のがあります。 

  ある中学校の１年生の場合は、部活以外で学
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校に通学するために必要な金額は約24万円にも

なっております。学校運営費や体育文化振興費

という名目で保護者から集金されているものも

ありますが、こういったものは市の教育費で負

担すべきではないかと思うのですが、どうでし

ょうか。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 就学援助の内容等につい

ては、金額も含めて市が決定することとなって

おりますが、主に学習に必要なところを手厚く

という考え方でおります。おっしゃるように、

学校ではＰＴＡ関係とか、それからアルバム等、

さまざまなその他の経費もかかるところは承知

しております。ただ、本当に授業とか、児童・

生徒の活動に必要なところ、その部分を手厚く

支援していくという考え方でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 2010年から国の就学援

助金交付要綱というのが変わりまして、今、課

長がおっしゃったとおり、クラブ活動費、ＰＴ

Ａ会費、卒業アルバム代など、それから生徒

会・児童会費、こういうものを就学援助の対象

として考えていただきたいというふうに国から

示されているように思います。 

  本市では、ない理由は今おっしゃったとおり

なんでしょうけれども、国ではそのための交付

金、交付税というか、されているわけなので、

義務教育費負担軽減のために考えるべきではな

いかと思うんですが、その点どうですか。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 先ほど申し上げたとおり、

各学校によっても、それからクラブによっても

費用というものはさまざま異なるものなのかな

と思っております。その中で財政上のことを考

えていけば、全て実費ということではなくて、

その費目ごと、必要なところを援助しておりま

す。 

  繰り返しになりますが、いわゆる学習、児

童・生徒の生活の部分を手厚くしていくという

ところにお金をかけたいという考え方をぜひ御

理解いただきたいと思っております。 

  なお、その金額と国の補助額の限度内を考え

ておりますが、そこについても今後検討してい

くことは必要かなとは思っております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 2019年度、就学援助制

度の一部単価の引き上げが示されております。

例えば入学準備金は小学校は５万600円に、中

学校は５万7,400円、それから卒業アルバム代

等を新規に補助の対象にしております。小学校

は１万800円、中学校は8,700円。そして３つ目

は修学旅行費の単価の引き上げも行われ、中学

校は６万300円にという提案が示されておりま

すが、本市ではどうなる模様でしょうか。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 今のお話については、限

度の単価額の増額ということでの話だと思いま

すが、この正式な通知等の文書が今週になって

届いております。それで、現時点では当初予算

のところでは検討はできなかったのですが、そ

の文書をもって、この対応については検討して

いるところであります。 

  なお、修学旅行等について大きな単価の増額

があったんですが、今年度改めて各学校の実情

といいますか、修学旅行費が幾らか、もう一度

確認して検討してまいりたいと思っております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 萩野小中一貫校、萩野

学園、それから明倫学園ということで、その中

で小学校５年から制服代というのが発生してお
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ります。男子で４万5,860円、女子で６万6,330

円、これは２回購入が必要になることは明らか

です。そうなると、これが必要な学校について

は、新庄市独自で就学援助として考える必要が

あると思うんですが、どうでしょうか。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 今、制服を着用している

のは萩野学園ということで、１校の義務教育学

校なんですが、５年生から制服を着用しており

ます。これにつきましては、例えば私服であっ

ても４シーズン費用がかかるわけで、毎日着る

ということを考えますと、制服も私服も御家庭

ではお金をかけているということになります。

それで、現時点ではその制服のために、義務教

育学校のために援助ということは考えてはござ

いません。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 私服のことで言えば、

子育て世代の多くの方は、私も同じだと思って

いるんですけれども、上の大きな子供を持つ親

からもらったりして、ほとんどお金がかからな

いということができているうちがあると思いま

す。少なくないように思います。特に就学援助

を受けなければならないかなと考えている御家

庭の方は、リサイクルを利用してみたり、親同

士のそういう連携を使ったりして私服について

かなり節約を図っていることができていると思

います。運動着についてもそうだと思います。 

  しかし、この制服については、やはりできな

いんじゃないか、本当は制服を決めないで私服

で過ごしていいよというふうに私は決めてもよ

かったのではないかと思うんですが、決まって

しまった場合、私服で行かせればいじめの対象

にもなるわけで、そういうことを考えれば制服

がなければ学校に行けないというのがこの学校

の当たり前の姿でありますので、制服は必ず買

わなければならないわけです。そういう意味で

はやはりかかるものとして準備金みたいなもの

を考える必要があると思うんですが、もう一度

お願いします。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 制服につきましては、実

際、萩野学園の様子などもお伺いしますと、さ

まざまな子供たちがいる中で、逆に１年間通し

て同じ服で助かっているという保護者の方がい

らっしゃるということも伺っております。 

  また、先ほど議員がおっしゃいましたが、私

服の内容によって、いわゆる収入等の御家庭の

様子がわかりにくいということもよさがあると

いうことで、保護者の方から御意見もいただい

ております。 

  総合的に考えまして、現時点で特定の学校の

制服のための支援ということは考えていないと

いうことを御理解いただければありがたいと思

います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） わかりました。 

  次に、高齢者の暮らし応援についてですが、

車の高齢者の運転による事故が驚くほどこのご

ろふえているような気がして、人ごとでないぐ

らいどきどきする思いがあります。 

  車の運転免許を返上したくでもできないとい

うのが、この新庄市の多くの高齢者の声です。

返上した場合、車の運転免許返上者への支援と

して高齢者タクシー券、月１回から２回でも使

えるようにすれば安心して返上も考えられる方

がふえるのではないか。どうでしょうか。これ

については。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 
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青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 免許返

上のきっかけにということでのタクシー券の交

付という御意見だったと思いますけれども、私

もきょうのテレビで安全装置の情報を見て、い

ろいろハード面でも事故防止について各企業で

努力されているなというニュースを見たところ

です。 

  免許返納に関しましては、まず御家族からの

話、それから本人が納得しての免許返上という

ことになるんでしょうけれども、高齢者の福祉

タクシー券につきましては、高齢者のみならず、

交通弱者、足のないという方の施策としまして

今までどおり交通体系の整備ということで整備

を進めてまいりたいということでお答えしてき

たとおりでございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 車の運転免許返上者へ

の支援としてのタクシー券というのが、ほとん

どの自治体で行っているように思います。そう

いう点で、新庄市でもぜひ考えていただきたい

と思います。 

  憲法99条で憲法を守るのは、国会議員、国務

大臣、公務員ということで、安倍首相が憲法９

条を変えるというのは、憲法違反ではないのか。

どうでしょうか。 

小松 孝総務課長 議長、小松 孝。 

下山准一議長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 憲法問題につきましては、国

会の中での議論というふうに捉えているところ

でございます。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時５２分 休憩 

     午前１１時０２分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

佐藤文一議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、佐藤文一君。 

   （９番佐藤文一議員登壇） 

９ 番（佐藤文一議員） 改めまして、おはよう

ございます。 

  本定例会、本日２番目に一般質問をさせてい

ただきます。議席９番、市民・公明クラブの新

人、佐藤文一でございます。よろしくお願いい

たします。 

  まずは、市民の皆様の御支持をいただき、こ

の場に立たせていただきましたこと、感謝を申

し上げます。そして、このたび私を含め５名の

新人議員が誕生いたしました。 

  令和元年、しかも５月１日に議員としてスタ

ートを切れたということをとてもうれしく、そ

して気の引き締まる思いでございます。 

  さて、スタートの前、さきの３月定例会にて

市長より平成31年度現在、令和元年度所信並び

に施政方針の説明があり、現在、市のホームペ

ージでも閲覧できるようにもなっております。 

  しかし、私自身、活字だとどうしても思いが

伝わりづらく、新庄市がどこへ、どう向かって

いこうとしているのか、全体像を把握できずに

いるのが現状でございます。 

  勉強不足で先輩議員の皆様には大変恐縮では

ございますが、いま一度、市長より「人行きか

うまち」、「人ふれあうまち」、「人学びあえるま

ち」の３つの基本理念に分け、新人の私初め、

市民の皆様にもわかりやすく思いをお聞かせい

ただければと思います。 

  また、このたびの方針につきまして、中心市

街地商店街の活性化、いわゆるまちなか活性化

の内容が含まれているのであれば、そこを踏ま

えてお話しいただければと思います。 
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  次に、今年度市制70周年を迎えるに当たり、

記念式典を初め、各種事業が予定されていると

は思いますが、目的、概要等について、また、

今回初めてとなる第１回東北山・鉾・屋台協議

会の総会が新庄で行われますが、これに関して

も目的、概要等について質問いたします。よろ

しくお願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤市議の御質問にお

答えさせていただきますが、１件目の御礼があ

りましたので、私からも改めてお祝い申し上げ

たいと思います。非常に清々しく質問していた

だいたこと、今後ともよろしくお願いいたしま

す。 

  なお、東北山・鉾・屋台につきましては、総

会の件については教育長より答弁させますので、

よろしくお願いいたします。 

  初めに、平成31年度施政方針についての御質

問でありますが、これまで施政方針の中で市政

運営の基本的な考え方として、「人行きかうま

ち」、「人ふれあうまち」、「人学びあえるまち」

をまちづくりの基本理念として一貫して掲げて

おります。 

  「人行きかうまち」につきましては、人口減

少社会の中で雇用、交流の拡大を推進し、地域

の経済活動を高め、市民の所得向上を図ること

で経済力を強化してまいりたいということであ

ります。これまで市民の皆様から、きのうも申

し上げましたが、どちらかというと、「新庄に

は何もない」、「何もない」と、「新庄には帰っ

てこなくていい」というようなお話をする先輩

をよく耳にすることがありました。ある年にな

って、大学を卒業するころに新庄に戻ってくる

かというようなお話をすると、当時小学校６年、

中学校１年のころに父は、「あなたは帰ってこ

なくていい」と当時言ったんではないかという

ようなことを言われ、愕然としたというお話を

先輩から聞いたことがあります。そうした身で

雇用創出という観点も含めて企業立地も含め、

そこに新庄市のある存在を小さな子供のころか

らしっかりと教えていくということがとても大

事であるということで、雇用の場の確保にこれ

まで努めてまいりました。 

  当初、商工観光課という名前で進んでいたわ

けでありますけれども、当時内部改革の中で企

業立地推進室、これを専門に設けないといけな

いという判断とともに、平成23年度から企業立

地推進室を設け、精力的に関東方面への働きか

けを行ったところであります。 

  そういうふうな誘致に力を注いだ結果、当時

77％でありました新庄中核工業団地の分譲率が

現在94％まで伸びてきております。 

  また、エコロジーガーデンでは94％と伸びて

きているわけですが、もう一方、この背景には

道路がつながりつつあると。新庄湯沢道路、そ

れから新庄酒田道路、新庄東根道路のところ、

それから新庄石巻道路、全て新庄が着く起点と

なっていますが、全てミッシングリンクでつな

がっていない状況でありますが、その３本、４

本のうち３本が非常に工事が進んできていると

いうことで、企業が先に中央交通の要衝である

新庄に入りたいということで、分譲が進み、

90％まで伸びたと思っております。 

  また、エコロジーガーデンが、中でｋｉｔｏ

ｋｉｔｏマルシェが開催され、市内外の人々が

集う交流市場として年々来場者が増加し、交流

の大きな拠点となっております。このことにつ

きましては、平成11年のころでありますが、国

の蚕糸試験場跡地を市がどういうふうにそれを

引き受けるかという活性化基本計画のもとに将

来に向かって進んできたところでありますが、

その中におきまして、農林課が主体となってそ

れを進めてきましたが、なかなか世の中の流れ

に乗っていけない、担い手がいない、さまざま
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な農業の機械化であるとかということで、あそ

こを１つは商工観光の場所としてスポットを当

てるということで、そのことも商工観光課のほ

うに蚕糸試験場の跡地を管理すると、最初は南

側だけですけれども、そこからｋｉｔｏｋｉｔ

ｏマルシェが始まったというところであります。 

  おかげさまで市内の若い方たちが実行委員会

を組んで、みずからの場としてデッキをつくっ

たり、さまざまな自分たちの表現の場として、

市としてお手伝いできるところは、あそこを多

くの皆さんに活用していただくためには、きち

っと耐震化をしなければいけないという考え方

でございました。 

  工学院大学の理事長でありますけれども、そ

の方に相談申し上げ、登録文化財としての指定

の方向をいただいたところであります。 

  現在、産直市場が入っているところは、昨年、

第１期工事ということで登録文化財のほうで文

化庁から半分の補助金をいただいて、約１億

2,000万円ほどですが、6,000万円ほどの補助金

をいただいて、改修を図ったところであります。

これから２棟、３棟という第１次計画に沿って

文化庁と協議をしながら、多くの皆さんがそこ

に入り、活動できる場に設定していきたいと考

えております。 

  次の、「人ふれあうまち」につきまして……、

まだ「人行きかうまち」の中にもう一点ござい

ました。 

  インバウンドによる交流事業を進めていきた

いということであります。 

  このインバウンドの取り組みは、新庄市はか

なり早い段階から進めておるわけですけれども、

非常に難しいです。このことは、向こう側の皆

さんにどう寄り添って来ていただき、そして満

足していただけるかということ、これが非常に

難しい課題であるというふうに感じております。 

  ただ、大きな流れとしては、これまでは銀座、

富士山、京都という特Ａと言われる観光地から

さらに一般的な奥に奥にという形で外国の方々

が来ているということで、観光情報センター、

観光協会で行っている情報センターにも土日を

中心に、さらには毎日のように外国人の方が訪

れている状況、サービスも外国人対応のために

英語のコンシェルジュを置きながら対応してい

るところであります。そうしたことを含めなが

ら、そういう奥まで来られるようになったのは、

やはりＪＲの外国人切符という１週間で自由に

全国を動ける切符があるわけですが、それは２

万数千円で全て乗れるということで、外国人の

魅力になっている。当然ＪＲの十字路である新

庄としては、その受け入れを逃すことなく、今、

二次交通、最北地区協議会の観光協議会等で二

次交通のあり方、宿泊のあり方などについて、

今進めているところであります。 

  次に、「人ふれあうまち」につきましては、

人口減少社会の中で地域のリーダー不足である

とか、地域の中での地域力が非常に下がりつつ

あると。人間関係の希薄化が進んでいると。そ

れはとりもなおさず、子供の少子化によりつな

がる場面、子供会などがあれば、それは町内と

してつながる場面がこれまではあったわけです

けれども、同じ住宅、同じ時期に建てた住宅団

地などですと、同じように子供たちが外へ出て

いき、そこの町内自体が高齢化しているという

ようなことで、マンネリ化という形になり、そ

してリーダー不足ということがございます。 

  市民の生活の安心・安全を図るために、地域

コミュニティーの活性化や地域の結びつきをも

う一度取り戻さなければいけないという地域力

の強化をしていきたいということであります。 

  この安心・安全という点につきましては、自

然災害が発生したとき、迅速かつ的確に情報を

伝えるためにデジタル防災無線を順次設置する

ということで、行政ができることは２カ年を計

画していた防災デジタル無線をことしじゅう、

11月末には全ての町内に12時には市民歌が流れ
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るようにしたいと、市民歌を流すために設置す

るわけではありませんけれども、防災というよ

うな観点からいち早く情報を伝えるシステムを

進めていきたいと思っております。 

  また、消防団員の活躍というのは、この地域

におけるコミュニティーをつくる上で大変大き

な役割をしているというふうに私は感じており

ます。 

  ある火災の現場に行きますと、自分の町内以

外のところに火よけといって、火を最後まで監

視する常備消防の最上広域が帰った後は、その

非常備消防の一般的な消防団員の皆さんがそこ

に残り、そして火を監視すると。あの役割を見

たとき、これは一町内に任せるべきではないと、

市全体でやはり消防団員を支えるべきだという

ようなことで、小型消防ポンプについては調べ

ましたところ、100台ございます。それを20年

かけて５台ずつ順次交換するということを決め

たところであります。 

  これまでは、市が１割を町内に負担を求めて

おりました。例えば150万円の消防であります

と、町内が15万円を負担するという形になるわ

けです。これは町内にとっては大変大きな負担

と言わざるを得ません。そのことを推しますと、

消防の小型ポンプがいざとなったときに20年を

超えて、30年選手のはエンジンがかからないな

どということがあってはならないということで、

古い順に今かえて、４年目を迎えるところであ

ります。20年という長いスパンではありますけ

れども、５台ずつを買うことで単価を下げて町

内が払う１割の分を生み出して、それを順次交

代していきたいと思っています。 

  やはりこの防災力の強化、その基本となる消

防を応援することによって、地域のコミュニテ

ィーを、それでは消防力のないところはどうな

のかというところは、やはり自主防災組織の組

織化を進めながら、危険に対する情報共有を図

っていきたいと思っております。 

  先日の質問にもありましたが、地域の触れ合

うまち、安心・安全の今行わなければならない

のは、防災力の強化だとつくづく感じていると

ころであります。 

  最近のゲリラ豪雨、ゲリラ豪雪、そして押し

寄せるであろう地震、そうしたこと、さらには

そのために必要な電源確保、そうしたことも頭

に入れながら地域の防災力を高めていきたいと。

そして、あと触れ合いという形で地域の福祉力

の強化を考えるというのが「人ふれあうまち」

への大きな目的であります。 

  「人学びあえるまち」、まちづくりは人づく

りということを昔から言われております。ここ

の地域に、ふるさとに関心を持ち、そしてこの

地域に私ができることは何なんだというような

思いを持つ青年を育て、そして今回の市議のよ

うな思いを持って市議会に挑戦し、そして地域

をよくしたいと、そういうまさしくまちづくり

は人づくりの原点であると思っております。 

  そんなことで、さらには子育て、人づくり、

子供たちの地域に根差した学習、ふるさと活動、

さらに歴史、文化、地域の産業、そしてふるさ

とに誇りを持つ、愛着を持つ人材を育成したい

と思っています。それが「人学びあえるまち」

の教育力の向上と考えております。 

  新庄には何もないということがよく言われま

すけれども、それはとてもぜいたくな話である

と、新庄まつりがあるだろうということで、誘

客100万人構想を立てたところであります。こ

れは無理とか無理でないとかということではな

く、意気込みとしてどう多くの方々を受け入れ、

そしてつくり手がどういう形でそこに誇りを持

ち、表現力をできるかと、市民の皆さんと共有

していきたいという思いで誘客100万人構想を

立てたところであります。 

  その結果として、新庄まつりが重要文化財に

指定されました。おかげさまで祭りが本当に、

当時の文化庁の先生のアドバイスで山・鉾・屋
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台連盟に加盟しておいたほうがいいですよとい

う一言のアドバイスがあり、加盟していたとこ

ろ、33団体に選ばれまして、ユネスコ登録にな

ったと。大変市民の皆さんと喜びをともにした

ところであります。 

  この３つの基本理念を３つの力として地域基

盤力というふうに私は考え、これを土台として

市民の皆様とともにまちづくりの課題解決に向

けて取り組み、地域の魅力を最大限に引き出し、

元気で人に優しく、希望が持てる、誰もが安心

して暮らせる共生社会のまちづくりを目指して

いきたいという思いで施政方針に掲げておりま

す。 

  施政方針の中で、中心市街地の活性化につい

て含まれているかという点でございますが、平

成31年度施政方針の中では直接的に中心市街地

の活性化については触れてございませんが、ま

ちなか循環バスの運行、中心市街地における空

き店舗を活用した新規出店者に対する事業費の

補助、これもここ数年でかなりの店舗が実は店

舗を開いていると、町なかに開いていると。そ

れから、中心市街地における味覚まつりの開催、

さらには令和４年の開校に向けての看護師養成

所によるまちのさらなる中心の発展のためにと

いうことで、看護師養成所の開設準備を進めて

いることをぜひ御承知いただきたいと思います。 

  最近では、地域おこし協力隊と駅前通り商店

街によるフラッグの町なかの装飾や市民有志に

よる空き地、空き店舗などを積極的に活用し、

まちを盛り上げようとする民間活力の取り組み

も行われてきました。これからも町なかにおけ

るにぎわいの創出に向けて引き続き取り組んで

いくとともに、昨年度から考えている障害者に

優しいまちづくりに向けても市民の皆様と一緒

になって取り組んでまいりたいと考えています。 

  障害者に優しいまちづくりの原点は、我々超

高齢化社会にいて、今は健常者ではありますけ

れども、もうすぐ我々の時代になりますと、目

が見えない、腰が痛い、膝が曲がる、どっこい

しょというような、まさしくみずからが障害者

になっていくということであります。今、皆さ

ん、その障害者の方々と情報を共有しながら、

我々、そして障害者も同じように安心して暮ら

せるまちをつくりたいと考えているところであ

ります。 

  次に、市制施行70周年の記念事業についての

御質問であります。 

  本市は、本年４月１日に市制施行70周年を迎

えておりますが、この記念すべき節目の年を市

民の皆様と一緒に盛大にお祝いしたいと考え、

記念式典を初め、さまざまな記念事業を展開す

ることで、市制施行70周年を盛り上げていきた

いと考えています。 

  記念事業を企画するに当たりましては、昨年

度から庁内的には若手職員を中心とする庁内検

討会議を組織するとともに、さまざまな市民団

体や民間企業などの若者が参画する記念事業企

画会議を組織し、検討を重ねてまいりました。 

  70周年のキャッチフレーズは、これまで先人

たちがこの地に築き、残してくれた文化、歴史、

風土に感謝し、これからも大切にしながらみん

なで力を合わせ、これからの新庄市をつくり、

未来につなげていくという思いを込め、「とも

に歩んだ道、きみと創る未来」と決定し、ＰＲ

効果を高めるために記念ロゴも制作してまいり

ます。 

  記念事業は大きく分けますと、記念式典、記

念写真展、市民提案事業、冠事業の４つの事業

がございます。 

  記念式典につきましては、名誉市民や国会議

員等を初めとする来賓の方々や、先日、表彰規

程の中で承認いただいた方々への表彰、さらに

は区長、市民団体の方々などをお招きし、10月

19日、市民プラザ大ホールで開催する準備を進

めております。 

  式典の中では、これまで市勢の発展に貢献し
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ていただいた新庄表彰の授与等も行います。記

念式典に合わせ、同館内で市民の方から応募を

いただき、新庄の昔の写真や未来に残したい場

所などの写真の展示を行う記念写真展をとり行

います。 

  市民提案事業につきましては、市民が企画、

実施する事業に対して財政支援と周知、広報支

援を行う予定でございますが、予想を大きく上

回る16件の応募がございました。一緒に70周年

を盛り上げたいという市民の方の思いを大切に

し、できるだけ多くの事業を実施していただき

たいと考えておりますので、今定例会において

補正予算を上程させていただいているところで

あります。 

  冠事業につきましては、松竹特別公演や味覚

まつり、いものこハーフマラソン、そばまつり

など、各課が行う事業の中で70周年を記念して

実施する事業に対して市制施行70周年記念事業

の冠をつけて実施してまいります。 

  これら４つの事業を中心にして、記念事業を

行ってまいりますが、広報などを通してより多

くの市民の方が参加していただけるよう取り組

んでまいります。 

  祭りのほうにつきましては、教育長に答弁さ

せます。私からは、壇上からは以上とさせてい

ただきます。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

下山准一議長 教育長高野 博君。 

高野 博教育長 東北山・鉾・屋台協議会につい

ての御質問にお答えします。 

  東北山・鉾・屋台協議会は、平成28年にユネ

スコ無形文化遺産に登録された33団体のうち、

東北にある保存団体で親睦や観光連携を目的に

昨年12月に秋田県仙北市で設立総会を開催し、

結成されました。 

  構成団体は、青森県八戸市の八戸三社大祭山

車祭り行事保存会、秋田県鹿角市の花輪ばやし

祭典委員会、同じく秋田市の土崎神明社奉賛会、

仙北市の角館のお祭り保存会と新庄まつり山車

行事保存会の５団体となっております。 

  本年第１回総会を新庄市で開催する運びにな

り、新庄まつり期間中の８月24日に開催を予定

しております。 

  全国山・鉾・屋台保存連合会の総会は、持ち

回りで開催地の祭りの時期に合わせて開催され

ており、ことしは青森県八戸市で８月３日から

開催されます。東北協議会の総会についても全

国総会に倣い、祭り期間中に開催することとし

ました。総会、交流会の後、アビエスで宵祭り

を観覧していただく予定です。 

  設立間もない協議会ですが、５団体が連携し、

それぞれの祭りによりよい影響をもたらすよう、

保存会の方々と教育委員会で連携し、対応して

まいりたいと考えております。 

  以上であります。 

９ 番（佐藤文一議員） 議長、佐藤文一。 

下山准一議長 佐藤文一君。 

９ 番（佐藤文一議員） 大変わかりやすく説明

いただきまして、ありがとうございました。 

  まずは、今年度の施政方針につきまして再度

お話しいただきましたこと、御礼申し上げます。 

  大分、私個人も全体のイメージ、そして目指

すべきところが見えてきたように思います。や

はり市民全員が安心で安全で暮らせる、そして

夢、希望の持てるまちづくりを目指すことが大

事だと再確認いたしました。 

  そして、まちなか活性化の内容が含まれてい

ることに対し安心いたしました。新庄市のまち

づくり総合計画にもあります中心市街地におけ

る商業機能の維持と活性化を図りますという基

本方針を商店街の皆様、飲食店街の皆様、そし

て市街地で商売をなさっている皆様のためにも

今後ますます推進していただけるようにお願い

を申し上げます。 

  近年、お店にもよりますが、商店街を初め、

大分疲弊しておるという話をよく耳にします。
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早急な手だてが必要な時期に入っていると私は

考えております。年に十数回のイベント等で商

売は成り立たないのが現状でございます。企業

努力、販売促進、方向転換、何事をなすにも資

金が必要なのは皆様も御存じかと思います。 

  そこで再度質問させていただきます。 

  現在、新庄市の商店街、また商業に関する小

規模事業者向けに活用できる補助金、助成金等

があれば教えていただければと思います。 

  さらに、ＴＣＭのその後の動きがわかるので

あれば、こちらのほうも説明いただければと思

います。よろしくお願いいたします。 

荒澤精也商工観光課長 議長、荒澤精也。 

下山准一議長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 商店街に係る支援という

ことでございましたが、新庄市において新庄市

小売商業振興資金融資制度というのがございま

す。それについては融資でございますので、当

然返済という形になろうかと思います。 

  ただ、先ほども申し上げましたとおり、中心

市街地、なかなか空き店舗等がふえていると、

いかに解消するかというのが今、喫緊の課題だ

と捉えているところでございます。 

  これについては、先ほど市長の答弁の中にも

ありましたけれども、平成20年７月に商業地空

き店舗等出店支援事業費補助金ということで制

定しており、今現在で累計で23店舗ほど、その

事業を活用しまして、新たな企業が生まれてい

るという状況にございます。 

  あと、またＴＣＭの部分については、これま

で町なかのいわゆる活性化をすべく新庄ＴＣＭ

株式会社ということで立ち上げたところでござ

います。ただし、今現在やっている部分につい

ては、まちなか楽校やまちなかひなめぐりなど

の開催等もある中でございますが、なかなかう

まく機能していないという部分もありまして、

今現在新たな構築ということで、今進んでおる

という段階にあります。 

  さらに、新たな動きとしまして、民間で新庄

信用金庫とＭＩＮＴＯ機構で立ち上げた新たな

ファンド、まちづくりファンドというものを３

月に立ち上げたということで、これらについて

は、いわゆる空き店舗のリノベーションであっ

たり、そうした起業される方の資金繰りの応援

という部分で立ち上がったということもありま

すので、そうした事業と私どものいわゆる空き

店舗の補助事業と連携しながら今後のまちなか

活性化を考えていきたいということで考えてい

るところでございます。 

９ 番（佐藤文一議員） 議長、佐藤文一。 

下山准一議長 佐藤文一君。 

９ 番（佐藤文一議員） ありがとうございまし

た。 

  空き店舗対策も大事なんですけれども、現在

営業している店舗の活性化のほうがより大事だ

と私は考えております。人口減少も問題となっ

ておりますけれども、今度外国人労働者の増加

も見込んでいかなければならない時代となって

まいりました。 

  また、高齢者の車離れも深刻化してくる時代

になるのかと予想されます。 

  中心街、地域活性化の大チャンスだと私は考

えている次第でございます。国も中心街活性化

の実現のため、本格的に内閣総理大臣が本部長

となり動き始めているところでございます。そ

れに対しての助成支援の準備なども商工会議所

で進んでいる状態でございます。新庄市議会も

執行部、そして私たち議員が時代に乗りおくれ

ることのないよう一丸となり、市民の皆様のた

め、よりよい方向を見出し、この市政をさらに

よりよく実現することが私たちの使命だと思っ

ております。 

  続きまして、先ほどの東北山・鉾・屋台協議

会についてちょっと御質問をさせていただきた

いと思います。再質問させていただきたいと思

います。 
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  こちらのほう、ただいま５つの組織で成り立

っているとありましたけれども、こちらのほう

の屋台、例えば八戸三社祭りなどは大変つくり

方が新庄まつりと似ているようなこともあるん

ですけれども、こちらのほうとそういう政策と

の交流みたいなものは今後考えておられますで

しょうか。お答えいただければと思います。 

渡辺政紀社会教育課長 議長、渡辺政紀。 

下山准一議長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 この５つの東北山・鉾・

屋台協議会につきましては、５つの団体のそれ

ぞれの担い手のこととか、組織運営、予算とか、

それぞれ同じような形で課題を持っているとこ

ろをお互いに考えながら検討していくというこ

とで組織化したところでございます。やはり議

員のおっしゃったような形で、八戸と新庄、な

かなか似たようなことがあれば、技術的な部分

で交流ということも今後考えていかなければい

けないのかなと考えているところです。 

  また、過去から同じ山車を使っているという

ところもございますので、その辺のいいところ

とか、技術的な面も相互に東北の近いところで

ございますので、いろいろ検討していきながら

お互いにいい祭りをつくっていくような形で考

えていきたいと考えております。 

９ 番（佐藤文一議員） 議長、佐藤文一。 

下山准一議長 佐藤文一君。 

９ 番（佐藤文一議員） ありがとうございます。

ぜひ交流を持っていただき、八戸祭りの場合は

人形等も自分たちの制作で載せている、私もち

ょっと見させていただいたときがあるんですけ

れども、人形も全て自分で自作しているという

お祭りでございます。こういうことを聞いてよ

ろしいのかどうかあれなんですけれども、再度、

年間にゆめりあ歴史センターに飾られている人

形の経費というものは、どのぐらいかかってお

るのか、広域の部分もあるでしょうけれども、

差し支えなければ教えていただければと思いま

す。 

渡辺政紀社会教育課長 議長、渡辺政紀。 

下山准一議長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 歴史センターに展示して

おります山車につきましては、人形のほうをお

借りするということで、年間200……。済みま

せん、金額のほうは後ほど申し上げさせていた

だきます。市のほうで支出いたしております。

済みません。 

９ 番（佐藤文一議員） 議長、佐藤文一。 

下山准一議長 佐藤文一君。 

９ 番（佐藤文一議員） ありがとうございます。 

  金額のほうはわからないということですけれ

ども、かなりの金額がかかっているかと思いま

す。ぜひ八戸と交流をして、自作でつくれるよ

うになれば、そちらの経費も浮いていくのかな

という考えもありますけれども、反面、ユネス

コ登録になっているということもありますので、

人形の数の制限をつくるとか、その分を市で負

担していただくとか、いろいろな考え方がある

と思いますけれども、ぜひ今後そのような交流

を踏まえて、よりよい新庄まつりになっていけ

ばいいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

  今後、今ありました本来の目的、これを、私

も新人ですので初心を忘れないように心に刻ん

で、今後市政に、市民の皆様のために尽力いた

しますので、そちらをお約束いたしまして今回

の質問を終了させていただきます。 

  大変ありがとうございました。 

下山准一議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時３７分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ここで市長並びに社会教育課長より発言の申
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し出がありますので、これを許可します。市長

山尾順紀君。 

山尾順紀市長 先ほど佐藤文一議員の質問に対し

まして防災力の強化ということで、デジタル防

災行政無線、11月末に市民歌が流れるというこ

とを申し上げたんですが、11月末に48本のポー

ルが立つということで、開始は来年の４月から

開始になるということで、倍のポールがなって

いますから、ポールの整備がことしの11月末だ

というふうに訂正させていただきます。よろし

くお願いいたします。 

渡辺政紀社会教育課長 議長、渡辺政紀。 

下山准一議長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 同じく先ほどの佐藤文一

議員の一般質問の中で御質問のありましたふる

さと歴史センターに展示させていただいており

ます２台の山車に係ります賃借料でございます

けれども、年間で税別で250万円でございます

ので、よろしくお願いいたします。 

 

 

佐藤卓也議員の質問 

 

 

下山准一議長 それでは、次に、佐藤卓也君。 

   （１６番佐藤卓也議員登壇） 

１６番（佐藤卓也議員） 皇紀2679年、令和元年

６月定例会、一般質問８番目に質問させていた

だきます市民・公明クラブの佐藤卓也です。 

  今定例会では佐藤が３人いますので、佐藤卓

也です。間違いなくよろしくお願いいたします。 

  このたびの統一選挙におきまして、皆様の御

支持をいただき、３度市議会議員としてこの議

場に戻ってまいりました。 

  私は、子育てをする世代の目線で「未来の子

供たちの喜ぶ顔を見るために」のスローガンの

もと、子育てしやすい環境の整備の充実やエコ

ロジーガーデンの環境整備など、市民の皆様と

ともに取り組んでまいりました。これからは人

口減少など、課題も多く、かつ新たな時代を迎

えるために子供たちの教育の充実やＩＣＴを活

用した戦略など、10年先、20年先を見据えた次

世代の主役、ヒーロー、ヒロインを育てていき

たいと考えております。そのためにも執行部の

皆様には市民の皆様がわかりやすい答弁をよろ

しくお願いいたします。 

  2019年度文部科学省の新規事業として、高校

の探究型学習を推進する国の地域との協働によ

る高等学校教育改革推進事業で、全国で51の高

等学校が指定されました。山形県から県立山形

東、新庄北、小国高等学校３校と私立九里学園

１校の計４校が指定校に選ばれました。各高等

学校では国の予算措置を受け、最大３年間にわ

たって自治体や大学、産業界と連携した探究的

な学びに取り組むこととなっております。 

  この取り組みは、地域課題の解決などに取り

組む地域魅力化型や海外研修や先進的な外国語

授業を取り入れたグローバル型と実践的な職業

教育を行うプロフェッショナル型の３類型があ

り、全国の数ある高等学校の中、新庄北高等学

校が地域魅力化型に20校の１つに指定されまし

た。それを受け、新庄北高等学校が先頭となっ

て新庄・最上ＬＩＮＫプロジェクトを立ち上げ

ました。この事業は、少子化や人口流出などの

地域課題の解決に向けて地域の未来を切り開く

高い志と能力を持った人材を育てるために、地

域の学校と地域住民、そして自治体が共同事業

体としてつながりを持ち、最終的には地域に人

材が残る新たな人の流れをつくり出すためのプ

ロジェクトです。 

  2019年度、新庄北高等学校の資料ですが、地

域との協働による高等学校教育改革推進事業構

想調書の中で、最上地域の課題を３点に整理し

ており、人口減少の要因である若者の流出につ

いて、①地域に対する関心が低いため地域の文

化や仕事などの魅力を知らないこと。これは従
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来の学校中心の学習や部活動では、地域の文化、

伝統、産業、そこに暮らす人々の営みについて

高校生などが知る機会がほとんどなく、自分の

住んでいる地域の魅力もわからないまま進学す

るなどによって地域外に出ていく。 

  一方、地域では人口減少、担い手不足が深刻

であるとの課題意識はあるものの、大人側が地

域での暮らしや仕事の魅力など、高校生に対し

てほとんど発信してこなかったこと。 

  ②高校生など、地域の若者の活躍の場、役割

などが少ないこと。これは、これまでの高校は

校内の活動が中心で地域で活動することに積極

的ではなかった。また、地域の大人側もイベン

トの人足の立場で高校生の参加を求めており、

企画立案や課題解決の現場に参加を求めてこな

かった。 

  ③ＩＣＴやＡＩの活用による新しいサービス

の提供。これは、運転免許返納による買い物弱

者の増加など、地域の人口減少や高齢化の影響

が深刻になっており、依然として課題は山積み

しており、課題解決に向けてＩＣＴやＡＩ、そ

してロボットなどの活用や新しいサービスの提

供など、これまでの職場感にとらわれない地域

における新しい仕事や働き方を模索し、仕事を

つくり出していく人材が求められるとしており

ます。 

  このことを踏まえ、持続可能な地域を目指す

ことを目的とし、地域が生き残れるために必要

な人材として、郷土愛を持ち、主体性とほどよ

い協調性を発揮する人材、コミュニケーション

力があるリーダーの人材、経済を支え働く場を

つくれる人材、これを総じて地域に未来を切り

開く高い志と能力を持った人材を生み出し、そ

の人材を育成するために地域の高等学校や地域

住民、そして各自治体がコンソーシアムを構成

し、地域に人材が戻る新たな人の流れをつくり

出そうとしております。 

  そこで、新庄市は新庄・最上ＬＩＮＫプロジ

ェクトをどのように捉えているのかをお伺いい

たします。 

  また、地域の大人と高校生が地域のことを本

気で語り、学び、交流する場として、ジモト大

学がスタートしております。このジモト大学と

の連携はどのように行うのかをお伺いいたしま

す。 

  そして、若い世代がさまざまな課題に関心を

高め、地域に貢献する次世代の人材育成教育を

どのように行うのかをお伺いいたします。 

  ２つ目の質問です。 

  平成30年度施政方針では、「障がい者に優し

いまちづくりを進めていくために、市役所が担

っている業務の中で何ができるのかを考え、職

員と意識を共有していくための１年とし、平成

31年度はこの取り組みをさらに推進するために

職員の意識の醸成を図ってまいります」とし、

「そのために高い意識を持ち、掲げた目標に向

けて全力で取り組んでまいります」とのことで

した。 

  そこで今回は、具体的な取り組みとしてオス

トメイトのことについてお伺いいたします。 

  さまざまな病気や障害、事故などが原因で、

人工肛門や人工膀胱のことをストーマと呼びま

すが、このストーマで便や尿の出口を手術によ

り腹の周りに取りつけている人たちのことをオ

ストメイトと呼んでおります。 

  ストーマは、自分の腸や尿管を使い、お腹に

何か特殊な機械をつけているわけではなく、排

せつ物を一時的に受けるストーマ装置、これを

パウチといいますが、パウチをストーマ部位に

装着します。食生活の欧米化により大腸がんの

発生率が上昇しておりますが、それに比例して

オストメイトの数もふえており、平成28年度福

祉行政報告によれば、オストメイトの人口は約

20万人で、男女比はおよそ６対４、平均年齢は

70歳を超えているとのことです。年々増加傾向

にあるオストメイトの方の排せつ行為について
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は、さまざまな苦労があるとのことです。具体

的には、排せつ物の処理、ストーマ装置、パウ

チのことですが、このパウチの交換や装着、ス

トーマ周辺皮膚の清拭や洗浄、そして衣服や使

用済み装具の洗浄・廃棄などが考えられます。 

  このオストメイトは特別なことではなく、病

気や事故など、治療により排せつの仕方が変わ

りましたが、日常生活はもちろんのこと、学校

や仕事、スポーツもすることができます。その

ためにも肉体的な負担だけではなく、精神的な

負担を軽くするためにも機能的なオストメイト

対応トイレが必要となります。最上地域でも少

ないオストメイト対応トイレ整備と対応トイレ

の情報発信についてどのように考えているか、

お伺いいたします。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤卓也議員の御質問

にお答えさせていただきたいと思います。 

  初めに、新庄・最上ＬＩＮＫプロジェクトに

関する御質問でありますが、本プロジェクトは

文部科学省が推進する地域との協働による高等

学校教育改革の一環として展開されている事業

であり、平成30年３月に公示された新しい高等

学校学習指導要領を踏まえ、高等学校が自治体、

高等教育機関、産業界などとの協働により地域

課題の解決など、探究的な学びを実現する取り

組みを推進することで、地域振興の核としての

高等学校の機能強化を図るためのものでありま

す。 

  このたび新庄北高等学校が地域との協働によ

る高等学校教育改革推進事業の中の普通科を中

心とする地域魅力化型に申請し、全国58校の応

募の中から指定校20校に選ばれ採択されたもの

であります。山形県内では地域魅力化型は２校

で、東北では４校が指定されております。 

  先ほど議員のおっしゃった山形東、九里につ

いてはグローカル型に申請し、指定校となって

いるとお聞きしております。 

  本プロジェクトの目的は、少子化、人口流出

などの地域課題の解決に向けて地域の未来を切

り開く高い志と能力を持った人材を育成し、地

域に人材が戻る新たな人の流れをつくり出すこ

ととされており、地域探究型学習、ＩＣＴ技術

の活用、キャリア教育、地域連携を行うことが

できる教育課程の編成を行うものであります。 

  本プロジェクトは、新庄北高等学校における

教育改革としての取り組みであるため、基本的

には新庄北高等学校が実施主体となりますが、

取り組みの内容に応じて県や市町村、管内の高

等学校や企業、団体で組織される新庄・最上ジ

モト大学推進コンソーシアムが助言・協働を行

う形で推進していくこととなっております。 

  ジモト大学は、これまで８市町村が立ち上げ

ました郡内の職員による政策研究所の発案によ

る具現化をしたものでありまして、最上総合支

庁と８市町村との連携により平成29年度から実

施し、とらいあにお願いして進めているもので

あります。 

  最上地域の高校生が住民や企業との対話や協

働を通じて地域課題を理解し、主体的に学習に

取り組む姿勢を育むとともに、地域住民として

の当事者意識の醸成により将来の定住や地域の

リーダーとしての人材育成を行うことを目的と

しております。 

  新庄北高等学校では、本プロジェクトの具体

的な取り組みの一つとしてジモト大学の活用を

位置づけており、学校の単位に認定する予定で

あることも伺っております。 

  今後さらにグローバル化や情報化など、社会

が著しく変化していく中で地域が一丸となった

教育を行うこと、そして将来の地域を担うリー

ダーを育成していくことは将来にわたり持続可

能な社会を目指すため非常に重要な取り組みの
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一つであると認識しております。 

  本市においては、地域に密着した探究型学習

の推進に係る協力や支援を行うことで新庄北高

等学校の取り組みを積極的に支援していく考え

であります。 

  次に、本市における膀胱、直腸機能障害によ

る身体障害者手帳所持者は約80名であります。

その多くの方に対し、日常生活の便宜を図るも

のとしてストーマ用装具の給付決定を行ってお

ります。ここ数年、オストメイト関係団体が実

施するストーマ用装具利用等に関する研修会等

について、広報依頼を受けて周知を行っており

ます。 

  この折、オストメイトの方が抱える問題、御

指摘にある排せつについても聞き及んでおりま

す。 

  オストメイト対応トイレについては、全国的

に公共施設における設置数は拡大傾向にありま

す。市内では、市役所福祉庁舎入り口、文化会

館、県立新庄病院、ヨークベニマル、ヤマザワ、

コメリの各新店舗、ダイユーエイトなどに設置

を確認していますが、市内障害者団体でも正確

に把握できていない状況であるため、求められ

るあり方について、当事者団体との情報交換等

を踏まえて検討してまいります。 

  また、このことも含めた障害福祉全般に関し、

情報発信は不足していると認識しています。障

害福祉の推進のため、当事者だけではなく、ほ

かの多くの市民にも障害やその福祉について知

ってもらうことは非常に重要であります。慎重

な判断が必要な場合もありますが、さまざまな

角度から障害福祉に関するさらなる情報発信を

進めてまいります。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） それでは、再質問させ

ていただきます。 

  まず、初めに、オストメイトについて質問さ

せていただきます。 

  ただいま市長のほうからオストメイトの場所

ですが、さまざま知らせていただきました。私

もホームページを見たときに、正直３件しかご

ざいませんでした。その３件というのは、県立

新庄病院、そして文化会館、そして新しくでき

たヨークベニマル、この３つしかございません

でした。それにおいてですが、ホームページの

ほうでも今回市役所内に新しくオストメイト用

対応トイレができたという情報がまだ知らされ

ておりませんでしたので、ぜひともそういうこ

とにおきまして情報発信をさせていただき、先

ほども答弁いただきましたが、要は肉体的では

なく、精神的なものが非常に強いと思いますの

で、その辺を要は相手の立場になったことを考

えていただきまして、まずその情報発信のやり

方、まず福祉事務所についてはということでお

伺いしたいと思います。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議員か

らの質問を受けまして、私も幾つかホームペー

ジ等を見てみましたけれども、１カ所または２

カ所というところにとどまっておりまして、新

しく設置されたところについては全く掲載され

ていない状況というふうに認識したところです。 

  掲載しているサイトにつきましては、山形県

で掲載しているらくらく情報、ユニバーサルデ

ザインでのマップの１項目ということでござい

ました。それから民間のホームページになりま

すけれども、オストメイトＪＰを見たところ、

ヨークベニマルと県立新庄病院ということでし

た。こちらの掲載に至ったルートですとか、情

報提供、どういった経緯でということについて

は確認してございませんけれども、身体障害者
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の方、オストメイトの方が一番活用しているで

あろうサイトに集約することがまず最善の方法

かなということと、それから市独自でもマップ

なり一覧表という形で作成して発信していくこ

とが肉体的、精神的な患者さんの負担軽減にも

つながるのかなと考えているところです。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） わかりました。 

  特に最近はスマートフォンなどで皆さん情報

を知り得ますので、要は使っている方がすぐわ

かるようなところになければ利用のしようがご

ざいませんので、ぜひとも新庄市のホームペー

ジなり、場所なりもしっかりと情報発信をして

いただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

  また、新庄市以外でも最上郡、要はこれから

ですと、先ほど来市長が言っているようにイン

バウンドがふえてきますと、回遊する方が多い

と思います。特に新庄市以外、要は最上郡内で

もこのオストメイトの場所が少ないと私は感じ

たんですけれども、ほかの８市町村とどのよう

な連携をとってオストメイト、これから発信し

ていこうとなされているのかをお伺いいたしま

す。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 ８市町

村との連携ということでございますけれども、

観光にとっても新庄市の駅を入り口としました

最上地域全体での観光客の受け入れ、それから

身体障害者協会を通して県レベルでの横のつな

がり、そういったことを念頭に置きまして各団

体と連携してまいりたいと思っております。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） わかりました。 

  ぜひともこれは皆さんに取り組んでいただい

て、こういう場合は新庄市が逆にトップになっ

てもいいような形がしますので、要は知らなけ

ればいけませんし、要は知っていただくことが

大事だと思いますので、ぜひよろしくお願いし

ます。 

  その中において、新庄市の中で市長が平成30

年度、昨年になりますが、職員の中でもそうい

うお話をしているんだというお話でした。とい

うのは、職員同士が意識を高めることによって、

オストメイトという言葉がつながります。逆に

言えば、課長たち、たくさんおりますけれども、

課長さん方からまず知っていただけなければ横

のつながり、縦のつながりに行く前に横のつな

がりもなければいけないと思うんですけれども、

皆さんがオストメイトという言葉についてどの

ぐらい知っているのか。要は総務課長がその辺

は責任をとっていると思うんですけれども、ぜ

ひともこの辺はオストメイトという言葉を知っ

ていただく非常にいい機会だと思いますので、

その辺の教育をしていただき、それがいずれ広

がって皆さんに広がっていくものだと思うんで

すけれども、その辺いかがでしょうか。 

小松 孝総務課長 議長、小松 孝。 

下山准一議長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 職員のあり方ということであ

りますけれども、オストメイトも含めてそのよ

うな方がいらっしゃるということについて、職

員が全員認知することで、それを行政に反映さ

せていきたいというふうに考えております。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） ぜひともよろしくお願

いします。というのは、多分このオストメイト

という言葉は、結局１つの課では解決しないこ

とだと思います。公共のほうに行けば環境課長、

そちらのほうに行きますよね。必ず。それから
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インバウンドになれば商工観光課のほうに多分

行くと思います。やっぱり皆さんがそれを知っ

ていくことによってつながっていき、何か新庄

市のほうで新しく施設を建てたい、新しい工事

をしなければいけないといったときに、皆様の

頭に一つでもオストメイトという言葉があれば

広がっていくと思いますし、それこそ市長がお

っしゃっている「障がい者に優しいまちづく

り」が新庄市が実践できるものだと思いますの

で、ぜひともオストメイトのことについて、い

ろんなことも、知らないこと、ゼロから１にす

ることが大事だと思いますので、ぜひともよろ

しくお願いしたいと思います。 

  次に、新庄・最上ＬＩＮＫプロジェクトにつ

いてです。 

  この事業に対してなんですが、やはり主体的

なのは学校のほうだと思います。しかしながら、

市民はここでコンソーシアム、共同事業体とい

うことで新庄市がかかわってくることが多いと

思いますけれども、その中においてでも先ほど

市長のほうから積極的に協力するということだ

ったんですけれども、その辺の協力体制もしっ

かりしていかないと、要は学校がやっているか

らという、何か変な形にやっていくのは非常に

もったいないと思いますので、その辺の協力体

制がどのように今後なされていくのか、もう一

度確認したいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 こちらのほうの新庄・最

上ＬＩＮＫプロジェクトについては、行政側と

して一番かかわりの深くなっていくのが総合支

庁になります。総合支庁の体制といたしまして

は、ジモト大学が連携先となりますので、総合

支庁を中心に全面的に支援していくということ

になるんですけれども、市としましては、やは

り新庄・最上が一体となったコンソーシアムへ

の積極的な参画、もう一つは市が実施するセミ

ナー、ワークショップへの参画を呼びかけて、

地域の大人と一緒に課題解決に向けた対策を考

えていただくと、また、新庄北高の動きが市内

の他校にも広がっていくような形で支援してい

く、さらには何らかの形で中学校あたりにも広

げていく方策を関係機関と一緒に考えていけれ

ばなと考えております。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） わかりました。 

  きのうからの一般質問でもあるとおり、やっ

ぱり地域の方々をどうやって育てていくか、要

はしっかりとした素地を育てていくかが重要に

なってくるのではないでしょうか。その中にお

いてでも、新庄北高等学校は進学校であります

けれども、やはり進学校であるがゆえにどうし

ても皆様が大学に行くという理想がありますの

で、どうしても他地域に行く方が多い。その中

において要は大学を出た後、新庄市にどのぐら

い帰ってくるかといったときに、新庄市も同じ

ような形で考えておりますとおり、１割しか２

割しか帰ってきていない。要は出ていってしま

えば、帰ってきていただけないという状況があ

るので、今回新庄北高校のほうでもこのような

大胆な取り組みを多分されたと思います。 

  特にこの事業は、学習要領が変わる前の段階

でこのような事業をやっているということは、

やはり新庄市にとっても同じような地域課題が

あるものと思っています。特にその中において

でも今回ＬＩＮＫプロジェクト、ＬＩＮＫです

か、その中においてもＬはローカルエリアアカ

デミックインクアリティー、Ｉはインフォメー

ションテクノロジー、そしてＮはニューキャリ

アエデュケーション、Ｋはキートゥーサクセス、

多分もう課長も同じような資料を持っておりま

すので、わかると思いますけれども、その中に

おいてでも今回新しく私が感じたのは、学校設
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定という科目、マイエリアラーニングの設定だ

と思います。詳しく言えば、新庄まつりのはや

しや作業などで要は単位を取得するという新し

い授業だと思います。これはかなり新しい授業

でもありますし、新庄市ともかなり深くかかわ

ってくると思うんですけれども、この授業をや

ることによって、今まで参加しなかった方が単

位をもらえるということで、要は地域に非常に

参画する非常にいい授業だと思うんですけれど

も、その辺もやっぱり新庄市としても大きくか

かわると思うんですけれども、その辺を要はこ

としから始まる３年間ですので、しっかり構築

して、要は学校と一緒に組んで構築していって

いただきたいと思うんですけれども、その辺の

考え方をどのように考えるか、よろしくお願い

いたします。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 この４月に新庄北高の先

生がお見えになって、こういうプロジェクトを

やっていくよという説明を受けております。そ

の中でマイエリアラーニング等も今後やってい

くということですけれども、具体的な話し合い

については、詳細についてはこれからの話にな

りますので、ぜひこちら側としても絶好の機会

と捉えて一緒にやっていければなと思います。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） ぜひともそういう協力

体制もよろしくお願いしたいと思います。やは

り新しい人の流れを生み出す、要は３年間では

できないと思うんですが、一番最初の一歩です

ので、その辺のしっかりとした連携、支援をし

ていかないと先には進めませんので、よろしく

お願いしたいと思います。 

  その中においてもやっぱり新しく地域の未来

を切り開く高い志、その中においてでも先ほど

来、問題になっている人口減少、人口流出とい

うのは、新しい時代が来るものと思っておりま

す。そこにおいてでも、ソサエティー5.0、こ

れも私が前のとき一般質問させていただきまし

たが、新しい時代が来る、要は新しい課題にな

った違う時代が来ると思います。その変貌する

社会というのは、課長もわかっているとおり、

一番最初、ソサエティー1.0は狩猟時代ですよ

ね。要は物を狩っていた時代、猟をしてやる時

代。そしてソサエティー2.0、これは農耕社会

となっております。そしてソサエティー3.0、

これは工業社会。そして今、つい最近まではソ

サエティー4.0、情報社会ですね。それに次ぐ

新しい時代5.0、これはまた今までと違う感覚、

違う人材が必要となってきます。その中におい

てでも必ず前回も言いましたように、ＩｏＴだ

ったり人工知能ＡＩですよね。新しいテクノロ

ジーを活用した便利な社会、これがソサエティ

ー5.0です。そのためにも国のほうででも一生

懸命考えておりまして、要は簡単に言えば、自

動車の自動走行だったりですとか、無人ロボッ

トなどを活用して、そして、それによって最終

的には少子高齢化、そして地域の格差、貧富な

どを少しでも解決しようとしています。そうい

う社会が現実に来る中においてでも、どのよう

に、私たちも考えなければいけない時代が来る、

わかっているわけですから、新庄市でも対応し

なければなりません。 

  そのために、急に質問して申しわけないです

けれども、教育のほうで、要は義務教育のほう

でやはりこれを育てるためにはそれに対応した

人を育てなければならない、そういう教育をし

なければいけないと思うんですけれども、要は

こういう社会、高校でやるためには素地は義務

教育、そのうちからつくっておかなければいけ

ないと私は感じておりますけれども、その辺の

教科なり、どのようになっているのか、よろし

くお願いいたします。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 
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下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 今、義務教育ということ

で、高校の学習と関連させてという話でござい

ました。 

  今、教科の話になりましたが、小中学校では、

今どの教科でもいわゆる探究型学習ということ

を進めております。簡単に言いますと、教師主

導型の一斉授業ではなくて、子供たちがみずか

ら学んで主体的に学習していくというスタイル

になります。その5.0との関連で申し上げます

と、やはり課題が今複雑で、常に新しい課題が

舞い込んでくる時代になってくると思いますが、

そういう中で、子供たちが自分で考えて、その

課題に立ち向かって仲間と協力して対策を立て

ていくと。そういう力をつけていくという授業

を今、目指しているところですので、関連とい

うことでありましたら、そういうことで説明さ

せていただきます。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） わかりました。 

  その中においてでも、総合的な学習の中で多

分ふるさと学習、今回は皆さんから教科書を借

りてまいりました。これ、お借りしたんですけ

れども、その中においてでもたくさんの新庄の

いいところ、副読本の中にはたくさんいいとこ

ろが載っております。これを見て皆さん授業し

ているんだなと思いました。懐かしい写真だっ

たり、昔の写真だったり、要はいろんなことが

書かれておる副読本でございますけれども、そ

の中で私が一番心配に思ったのが、最終ページ

になりますけれども、要は人物ですね。私が昔

から言わせていただきますが、偉人です。新庄

市にはたくさん偉人がございますけれども、こ

この副読本の中には偉人が一人も載っておりま

せん。というのは、ここに載っているのは、名

誉市民のみです。新庄市のホームページの中に

は偉人と名誉市民、名誉市民の方が６名と偉人

の方が８名載っておりますが、この副読本では

やはり載っておりませんし、写真も載っており

ません。一番最後のほうには名誉市民以外の方

も有名な方がたくさんいます。どなたがいるか

調べてみましょう。親切ですよね。これでやっ

ぱり小学校の方が新庄市の方を知るのは非常に

難しいと思います。ぜひともこの辺は偉人の方

と名誉市民の方、連携させていただいて、ぜひ

とも新庄市にはこのようなたくさんいい人がい

るんだということも知らせていただきたいと思

います。先ほど市長もおっしゃいましたけれど

も、要は知らない方が多いんですよね。知って

いただくことが新庄市の誇りにもなるでしょう

し、こういう方になってみたいというように始

まると思うんですけれども、その辺いかがでし

ょうか。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 今、紹介いただいたのが、

社会科の副読本ということで３年生と４年生で

使っているものでございます。 

  各学校の総合的な学習の時間については、そ

の学区の中とか、新庄市の中でいわゆる偉人と

言われる方とか、地域の有名な方とか、先輩方

の人物について学んで、ふるさと学習にしてい

るところもたくさんございます。それでは足り

ないだろうということで、当時多分名誉市民と

いうことで紹介をさせていただいたものだと思

っております。 

  今、議員おっしゃるように、紹介というより

も具体的にホームページに載っておりますので、

その副読本の中に取り入れていくことは十分考

えられます。２年に１回改訂しているところで、

このたび教科書との兼ね合いもありまして、本

年度改訂の準備作業に入りますので、各学校の

担当者等含めまして、その偉人についても紹介

できるような形で検討を進めてまいりたいと思

っております。 
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１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） ぜひともよろしくお願

いしたいと思います。 

  なぜこのようなことを言いますかというと、

要はこれから新しいお札が刷られると思います。

渋沢栄一さんですよね。あの方が一番最初の言

葉が一番有名なのは、「道徳経済合一説」です

よね。要は簡単に言えば「論語とそろばん」で

ございます。そのときに論語というのは何です

かといったときに、やはり人格形成を学ぶこと

が論語であり、そしてそろばんというのは、科

学技術を学んで、社会で仕事をして、その価値

を見出し、国を豊かにすること、その２つが一

緒になることによって社会が立派になるという、

渋沢栄一さんが言った「論語とそろばん」とい

う言葉でございます。 

  やはり今、学習では知識を学ぶために学ぶ、

要は勉強するために勉強して、子供たちが何の

ために勉強するかといったときに大人たちが答

えられない。やはりそういうことがあってはな

らない。新庄市はそういう場所ではない。やは

り勉強するためには何のために勉強するのか、

それができるのが論語であり、そういう渋沢栄

一さんが言ったような言葉になると思います。 

  そのためにも私も前の会派で行ったときに、

山口県の萩市に行ったときに論語の素読みたい

なことをさせて、したらいいですかということ

を今の教育長ではなく前の教育長のほうで多分

言ったと思うんですけれども、やはりそういう

心の教育、要は徳を学ぶこと、要は徳というの

は人のため、世のため、人のために働くこと、

そういうことがやがて自分に返ってくる、そう

いうことが学びの一つだと思うんですけれども、

ぜひともそういう心を育てる学習、知識を身に

つけるための学習ではなく、心を育てる、それ

が新しくなってくる新庄に戻ってきたい、新し

い人の流れをつくるための一助になると私は思

うんですけれども、そういうことを小学校から

教えていただくことも必要でしょうし、それを

することによって社会全体の流れが変わってく

る、要は子供にしっかりとした教育をすること

で、要はその辺の空気が変わると私は考えます

けれども、ぜひそういう考えがあってもいいと

私は思うんですけれども、いかがでしょうか。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 今年も教育委員会として

は全校に教育の中心、重点は心の教育というこ

とで、どの学校にも共通理解を図っているとこ

ろでございます。 

  今おっしゃった生きる道とか、徳については、

主に道徳の中身にはなるんですが、全教育活動

で学校では進めております。今、論語の素読と

いうお話がございましたが、論語については、

生きる道という意味では教育課程の中では一部

国語の教科書の中に取り上げているところもご

ざいます。そちらは、どちらかといいますと素

読というよりも読解の音読で理解をしていくと

いう流れなんですが、その中身については大変

学ぶことが多いと思っておりますので、子供た

ちのいろいろな読み物の中で目に触れていくと

いうことは大事なのかなと思っております。 

  また、道徳的な内容とか、生きる道とかとい

うことについては、ぜひ保護者の方とか、家庭

と連携して進めていきたいものだなと思ってい

るところでございます。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） そういう意味でももし

かしたら図書が足りないこともありますよね。

今、小学生でも読める論語の本とか、要はそう

いうところで漫画でも読める教科書もございま

すし、そういうことが足りないのかなと思いま

すので、ぜひとも逆に今は子供にお金をかけて

読ませることも必要だと思いますので、そうい
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った図書の整備も十分必要だと思いますので、

ぜひそういう図書のほうにも論語の本が少ない

となれば、要はそこに充実、要はお金を充てて

いく必要もあると思いますが、その図書の、要

は増設についてどのように考えるのか、よろし

くお願いします。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 まず、初めに

お願いしたいのは、その教科書でありますが、

子供たちのためのものでありますので、必ず返

していただきたいと考えております。 

  今の御質問の図書の整備でございますが、基

本的に図書については、各学校で担当の先生方

がどういう本をそろえたいという考え方に基づ

いて整備をしておりますので、教育委員会とし

てただいまいただいた御意見をもとに学校のほ

うにもこういうものをそろえたらいいんじゃな

いかという方向で助言するような形で進めてい

ければなと考えておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） わかりました。 

  もしそのとき予算がないとなれば、私たちも

多分そのことについては、補正では反対しない

と思いますので、上げていただければ市長なり

とも私たちも一生懸命頑張りますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

  最後にちょっと聞き忘れましたが、またちょ

っとそこに新庄・最上ＬＩＮＫプロジェクトに

戻らせていただきますが、その中においてでも

今回ジモトサミット、昨年からなさっていると

思いますけれども、その中にもコンソーシアム

の中のメンバーの中にも新庄市が入っていると

思います。ジモトサミットの実施についても取

り組んでいただき、これがやっぱり新しい流れ

につながると思うんですけれども、特に新庄市

には高等機関が、要は大学がないということで

したので、やはりこういうジモトサミット、ジ

モト大学プロジェクトの重要さが非常に強いと

思いますので、このジモトサミットもしっかり

とした取り組みが必要だと思うんですけれども、

新庄市の支援なり、協力体制をよろしくお願い

したいと思いますが、いかがでしょうか。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 昨年度も最上８市町村と

総合支庁のほうが連携して地域未来フォーラム

という形でサミット的なものを開いたと記憶し

ております。ジモトサミット、これからはさま

ざまな形でＰＲしていくことも大切だと思いま

すので、８市町村が連携して、なおかつ総合支

庁が恐らく柱になると思いますので、連携した

形で開催していければなと思います。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） ぜひともよろしくお願

いします。 

  あと、これから重要になってきますが、アカ

デミックインターンシップの取り組み、これも

学校主体なんですけれども、こちらのほうは企

業説明会や医療・看護系体験など、さまざまな

ことに対して企業説明会を行ったりして、やは

り地元の会社を説明することは必要だと思いま

す。やはり大人も、要は私たち親もそうなんで

すが、地元の会社を知らない、知らなければ紹

介できないでしょうし、新庄に帰ってきなさい

とは言いづらいと思います。ぜひとも本当にイ

ンターンシップの強化も必要だと思うんですけ

れども、この取り組みについて、どのように行

うのかもよろしくお願いします。 

荒澤精也商工観光課長 議長、荒澤精也。 

下山准一議長 商工観光課長荒澤精也君。 
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荒澤精也商工観光課長 アカデミックインターン

シップの取り組みという形でここに記載されて

いるわけでございますが、実際に新庄市の取り

組みの中では、いわゆる今やっているShin-job

ということで、中学校全校で開催している、企

業については体育館を活用した形で１学年で取

り組んでいるところもあれば、全学年で取り組

んでいる学校もございますけれども、一堂に会

するということで、十何社程度、まずそこの企

業にお邪魔させていただいて、実際に新庄市内

にこういった優秀な企業があるということを知

っていただくという部分では今のそれぞれの学

校でやっているという中で、議員がおっしゃい

ましたとおり、逆にお子さんたちはその授業を

通して知り得ることが可能なんでしょうけれど

も、なかなか逆に大人の親御さんたちが、まだ

まだ知らないという部分があるんじゃないかな

ということで、ただ、学校によっては親子行事

での取り組みという形でShin-jobを開催してい

るということもありますので、そういった部分

で親御さんもやっぱり知っていただきたいとい

うこともありますので、ただ、このShin-jobに

ついては、一応今やっている中ではあくまでも

平日の開催でやっているところが多いんですけ

れども、企業側もぜひ地元に回帰していただき

たいという思いもありますので、もし土日で開

催してほしいという学校の要望があれば、それ

にお応えすべく企業のほうにもお願いして、親

子行事であったりとかという取り組みもどんど

ん広がりを持っていっていければなという思い

がございます。 

  以上です。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） わかりました。 

  ぜひともここら辺はしっかり取り組んでいた

だき、中学校もそうなんでしょうけれども、高

校生になりますと、やはり大学生が、大学生の

先ですね。大学を卒業した先に新庄の企業に来

たい。新庄に先に目をつけるということは非常

に重要ですので、その流れを中学校なり、小学

校、そして高校の方と一緒に連携をとってして

いただきたい。だからこそコンソーシアム、北

高だけではなくて、新庄にはやっぱり神室産業

高校や東高、南高もございますし、そしてこの

コンソーシアムにはやはり東北芸術工科大学や

大正大学の先生方もいますので、いろんな意見

に取り組んでいただいて、新庄市の発展に寄与

していただき、やはり新しい流れ、新庄に帰っ

てきていただきたいという流れをつくっていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

  最後になりますが、市長にお聞きしたいんで

すけれども、こういう流れをつくる、私も今回

はオストメイト、「障がい者に優しいまちづく

り」に対してもそうなんですけれども、こうい

うものをすることによって、今、新庄市議会も

２つに割れております。要は新しい事業をする

となれば、割れることがあれば、可能であれば

市長、ここはしっかり公聴会でも開いて皆さん

に市民に説明する、こういうことも必要だと私

は思います。新しいものをつくるにしても、私

が言っているオストメイトの対応トイレにして

も、反対がございましたら公聴会を開いて市民

の皆さんに聞き、それで賛否を聞く、それが一

つの方法だと思いますが、最後に公聴会を開く、

いろんな新庄市の課題について公聴会を開くと

いうことはいかがでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 公聴会のことをテーマに最後に出

されたわけでありますけれども、賛否をなぜと

らなければいけないのかというのは非常に難し

い公聴会ではないかと、公聴会で住民投票する

のかということであります。公聴会を開いて一

方的に説明をし、賛成反対、例えば反対という
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団体の皆さんが公聴会を開いてくれということ

であれば、どういうことが反対なのかというこ

とになるかもしれませんが、今のところ反対で

すという市民の皆さんの声が聞こえていない。

アンケート等、あるいは新聞の記事等において

も反対というのは私のところに届いていないわ

けなので、議会の皆さんが開け、開けと今おっ

しゃっているわけですけれども、市民の皆さん

の意見を聞いてどういうふうな判断をされるか

というのは、今回の議員の皆さんの責任ではな

いかなというふうに思っております。 

  ですから、公聴会というのは賛成反対をとる

べきところなのかということだと思っておりま

すので、御理解いただきたいと思います。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） 以上で私の質問を終わ

ります。ありがとうございました。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時５１分 休憩 

     午後２時００分 開議 

 

下山准一議長 それでは、休憩を解いて再開いた

します。 

 

 

庄司里香議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、庄司里香さん。 

   （２番庄司里香議員登壇） 

２ 番（庄司里香議員） 日本共産党市議団の庄

司里香でございます。本日４人目、９番目とい

うことで、市長初め執行部の方々も大変お疲れ

だと思いますが、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

  まずは、市議選にて市民の方々の負託をいた

だき、市議会にて一般質問をさせていただくこ

とになりましたことを市民の皆様または関係各

位の方々への感謝の気持ちを忘れず、公約実現

のために邁進していきたいと思います。 

  執行部の方々とともに市勢発展のために議論

を尽くし、よりよい新庄市となるべく努力して

まいりたいと思います。 

  では、一般質問に入りたいと思います。 

  第１点目に、１番、子ども食堂についてです。

ＮＰＯ法人オープンハウスこんぺいとうが月に

１回新庄駅前のフリースペースまちかどカフェ

たまりばにて開催されている子ども食堂は、食

育の観点からだけでなく、地域の大人と子供の

交流の場としても必要なものだと思います。 

  子供は地域が守り、育てるというテーマを持

って、また全世代の方々の中で増加傾向にある

ひきこもり対策としての効果もあると専門家の

先生からも聞いております。 

  新庄市は、早い時期での活動開始に立ち上が

ってくださった団体の方々の取り組みに敬意を

持って、この事業の下支えを市がすることによ

って市民の中でセーフティーネットとして認知

され、本当に助けを求めている方のもとへ必要

な情報が届くツールとなることと思います。 

  自死防止の点でも防波堤となり得る政策とし

て国や県でも積極的に推し進めております。た

くさんの民間の助成金事業に申請書を提出する

時間や労力を考えると、子供たちの幸せを願う

温かな食事を囲んでの語らいの場所としての事

業とは、現状は不安定な運営だと思います。市

の考えをお伺いいたします。 

  新庄市、直接市で助成する考えはどうでしょ

うか。 

  また、県では今年度から360万円を予算計上

し、県内各地の子ども食堂に助成しております

が、１回当たり１万円ということです。食材は

個人的に寄附してくださる方やフードバンクか
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らもあるそうですが、決して資金面でのバック

アップが足りているとは思いません。ぜひとも

市長のお考えを伺いたいと思います。 

  第２点目に、北辰小学校の閉校後の跡地利用

についてです。 

  明倫学区義務教育学校の開校に伴い、閉校と

なる北辰小学校の跡地についての署名運動は学

区を越え、300名近くのお名前を市に提出させ

ていただいております。地域の方々へ跡地利用

の説明をしていただき、まだ使える体育館や校

舎ですので、再利用してはどうでしょうか。 

  昨年度の一般質問でも、また昨日の小嶋冨弥

市議の一般質問の際にも回答の中でも、起債の

条件の中で一定の面積区分や国の方針といった

お話もありましたが、市としてのたたき台の提

示や更地ありきといった方向性ではなく、他の

選択肢も含めた形での話し合いや説明の場を持

って住民の方々の希望に近い形での着地点を求

めていただきたいと心より願っております。そ

の際には、地域の方々の負担が少ない形での方

向性をと思っております。市のお考えをお伺い

いたします。 

  昨年の水上がりの際には、６世帯の方が北辰

小学校に避難しております。防災の観点からも

存続させてはと思います。ぜひともよろしくお

願いいたします。 

  第３点目です。危険家屋のことについてです。 

  空き家は個人の財産ですが、管理が不十分な

家屋で近所の方々の御迷惑がかかるおそれがあ

る場合は、その解体費用の一部を市が負担する

ことを検討してはどうでしょうか。 

  空き家バンクは一定の空き家対策としてはよ

いと思います。しかし、危険な家屋には市で解

体に助成金を出すことで活用する方々がいるの

ではないでしょうか。現に最上郡内では金山町、

真室川町、舟形町で、県内では鶴岡市で一定の

市民の方からの評価を得ていると聞いておりま

す。金山町では施行して５年で26件、舟形町で

は昨年から住宅だけではなく、小屋にも適用範

囲を広げ、ことしは17件実施したそうです。市

でも安全対策として有効だと思います。お考え

をお聞きしたいと思います。 

  行政代執行はまだないということですが、放

置されて10年を超えた物件もたくさんあり、市

で把握しているだけでも170件余りあるとのこ

とです。危険な場所については、パトロールや

ネットを張ったりして最低限の安全は確保して

いるそうですが、落屑や崩落の危険は近隣住民

の悩みの種であります。子供たちの通学路の近

くにあると、御両親初め御家族の方々も心配し

ていると言われております。 

  空き家バンクは、空き家対策として有効な施

策だと思いますが、危険な家屋の解体は市でも

対策をしたほうがよいと思います。助成するこ

とで解体が少しでも進み、まちづくり、景観も

また市の財産だと思いますので、市の取り組み

の方向性をお聞かせください。よろしくお願い

します。 

  最後になりますが、４点目は奨学金について

です。 

  市内には専門学校や大学、短大など、全くな

いわけではありませんが、新庄には県立農林大

学校やコアカレッジなどもあるのですが、圧倒

的に足りないと感じます。そのため、仙台や東

京、関西圏の学校に進学する方も多いので、そ

の際に奨学金を借りると返済のため賃金の高い

都市部に就職する若い方が多いので、市に戻っ

て就職したなら返済しなくてもよい給付型の奨

学金を市でつくって、支援するのはどうでしょ

うか。県でも給付型奨学金はありますが、本年

度は新庄市の枠としては約６名ということでし

た。また、給付といっても10年以内に県内に戻

ってきたら半分の給付金を市が負担という形だ

そうです。もちろん、ことしからということで

すので、これからの運用実績次第という部分も

あるかと思います。ニーズはあると思いますの
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で、枠の拡充の考えはございませんか。市とし

ての方向性をぜひとも伺いたいです。よろしく

お願いいたします。 

  以上です。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、庄司市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  まず、初めに、子ども食堂の運営についての

市の考えについてであります。 

  近年、子ども食堂などの子供の居場所づくり

の取り組みが全国で広がっています。当市にお

いても昨年５月からＮＰＯ法人オープンハウス

こんぺいとうが駅前にあるフリースペースまち

かどカフェたまりばで月に１回、子供たちを中

心に地域住民に無償または低価格の食事や団ら

んの場を提供するために実施しております。 

  昨年６月に発出された厚生労働省通知によれ

ば、子ども食堂のあり方として、子供の食育や

居場所づくりにとどまらず、それを契機として

高齢者や障害者を含む地域住民の交流拠点に発

展する可能性があり、地域共生社会の実現に向

けて大きな役割を果たすことが期待されていま

す。 

  県では、ことし２月に山形県居場所づくりネ

ットワークを立ち上げて、実践団体同士の交流

や普及啓発を行っております。 

  市は、ネットワーク応援団体としても参画し

ており、開設当初から情報発信や職員による食

材提供などの協力を行っておりますが、この事

業が存続をしていくためには、地域とのつなが

りがさらに発展していくことが望まれます。 

  市は、他の関係者へつなげる機能を果たす役

割があると考えますので、この取り組みが定着

し、継続するよう、今後ともさらに情報発信や

定期的な食材確保などの運営ノウハウについて

の支援を関係各課と連携し、協力していきたい

と考えております。 

  北辰小学校の跡地問題と奨学金については、

教育長が答弁しますので、空き家についてお答

えさせていただきます。 

  近年、少子高齢化、人口減少に伴う世帯数の

減少などにより、全国的に空き家が増加してい

ます。適正に管理されていない空き家は、防火、

防犯、衛生、景観など、住民生活に深刻な影響

を及ぼしています。 

  本市では、平成24年12月に新庄市空き家等の

適正管理の促進に関する条例を制定し、平成27

年５月には空家等対策の推進に関する特別措置

法が全面施行されました。 

  昨年度の対応状況ですが、危険空き家等苦情

件数が56件、うち指導によりみずから対応した

件数が26件、所有者不明により対応されなかっ

た件数が27件、危険度が少ないなどにより状況

を見守るとした件数が３件、市で応急措置を行

った件数が６件となっております。 

  今後の対策として、平成29年度に策定した新

庄市空家等対策計画に基づき、空き家の防止管

理、利活用など、空き家の適正管理を推進して

まいります。 

  解体への補助制度についてでありますが、一

義的には所有者に連絡をとり、適正管理と自主

解体を促していくことが最も重要と考えており

ます。さらに危険性が高いと判断した場合や冬

期間の落雪の危険がある場合などは、現場の状

況を確認しながら、応急措置の対応を速やかに

講じ、助言、指導、勧告、命令など、場合によ

っては代執行なども検討しながら市民生活の安

心・安全を確保してまいりたいと考えておりま

す。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

下山准一議長 教育長高野 博君。 

高野 博教育長 まず、北辰小学校閉校後の跡地

活用についてお答えいたします。 
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  明倫学区義務教育学校開校後に閉校となる予

定の北辰小学校の跡地活用につきましては、議

員御指摘のとおり、北辰小学校校舎等の活用を

希望する地域住民の会より、北辰小学校の校舎

や体育館、けやきの森の今後の取り扱いについ

て、ぜひ地元住民の声を反映してほしいといっ

た内容の要望書をいただいております。 

  また、その一方で、学区住民の意見を収集、

協議し、北辰学区全体の意見としてまとめ提言

をすることを目的とした北辰学区学校づくり協

議会が平成29年４月に立ち上げられ、これまで

に４回の協議会が開催されました。 

  この協議会においては、これまでに北辰小学

校の保護者を対象とした跡地活用に関するアン

ケートを実施し、また学区内の各区長さん方に

町内会総会等での話題提供と意見収集をお願い

するなどしながら、学区全体の意見を取りまと

めるための協議が現在行われているところであ

ります。 

  この学校づくり協議会の中で、本市の基本的

な考え方として、校舎等の建物については解体

の方向で考えており、その後の跡地活用につい

ては、これまでの本市の活用事例をお示ししな

がら、角沢ふれあい広場のような形ができるか

どうか、学校づくり協議会の皆さんと話し合い

ながら、その方向性を見定めていきたいとの考

えをこれまで示させていただいておりました。 

  地域の皆さんの御意見もさまざまある中で、

その取りまとめに苦労されているようでありま

すが、夏ごろまでに学区全体の意見を取りまと

め、意見書が提出される予定でいるようであり

ますので、その動きを見守っているところであ

ります。 

  なお、学校づくり協議会からの意見書につき

ましては、現在指定避難所となっており、昨年

夏の豪雨災害時には避難所を開設した体育館は

残してほしいといった内容の方向で調整が進め

られているようでありますので、意見書が提出

された際には地域の皆さんの声をできるだけ反

映させていくということを念頭に置き、学校づ

くり協議会の意見書に基づいた調整、協議を丁

寧に、かつ慎重に重ねながら進めてまいりたい

と考えておりますので、御理解いただきたいと

思います。 

  次に、奨学金についてお答えします。 

  本市では、平成29年度から最上８市町村の協

定締結により、看護師の地元定着を狙いとした

看護師育成最上地域修学資金制度を実施してお

り、これまでに３名を奨学生としておりますが、

今年度についても現在３名の方から応募をいた

だいているところであります。 

  この制度は、卒業後10年間のうちに５年間、

最上地域に居住し、最上地域の医療機関等に看

護師として就業した場合に、返還金を全額免除

することとなっており、この春に１名が養成校

を卒業しておりますが、５年後までに免除とな

るかが判明する予定であります。 

  なお、この制度につきましては、令和４年４

月開校を目指す看護師養成校が開校した際に

は、当該養成校の学生を対象とした制度に移行

することが８市町村での取り決めとなっており

ます。 

  また、新庄市ふるさと創生人材確保事業につ

きましては、理工系学部に進学した学生を本市

の製造業事業所に呼び込むことを目的として平

成24年度から実施しておりますが、協定の締結

により、最上育英会に事務委託しております。 

  平成26年度に看護系を、平成28年度に保育系

を増設させていただいておりますが、これまで

に理工系14名、看護師系４名、保育士系７名、

計25名に貸与を行っております。このうち理工

系５名、看護師系１名、保育士系５名、計11名

が卒業もしくは大学院進学などで貸与を終了し

ておりますが、保育系の３名がこの４月より保

育士として本市で活躍されております。 

  なお、この事業につきましては、卒業後６カ
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月以内に市内の事業所に就職した場合には、奨

学金の半額を免除することとしておりますが、

返還据置期間を２年間設定しておりますので、

奨学金返還の一部免除開始時期は、早くても令

和３年度からの予定となっております。 

  さらに、平成28年度からは県と連携して山形

県若者定着奨学金返還支援事業を始めておりま

す。この事業は、県と市がそれぞれ２分の１出

捐して県が基金を造成し、卒業後６カ月以内に

県内に居住して、助成対象分野に就業し、かつ

３年間以上継続して居住して就業した場合に奨

学金の返還を助成する事業となります。 

  現在までに18名が助成候補者として認定され

ており、早ければ令和３年度から助成が開始さ

れる予定であります。 

  このように、貸与型ではありますが、条件に

よっては全額給付型、もしくは一部給付型と同

じ扱いとなる事業や奨学金返還の一部を支援す

ることによって、一部給付型と同じ扱いになる

事業を実施することにより、次世代を担う若者

の地元定着を目的とした奨学金制度の充実を図

ってまいりました。これら奨学金に関する事務

事業は、将来有望な人材を育成する上で欠かせ

ない制度事業であることから、今後とも関係機

関等と連携しながら進めてまいりたいと考えて

おります。 

  以上であります。 

２ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

２ 番（庄司里香議員） 大変丁寧にお話しいた

だき、ありがとうございます。 

  第１点目の子ども食堂についてです。再質問

をお願いいたします。 

  保健所の指導として、１回20名までとお聞き

しております。この点についても改善するため

に設備の改善などの計画はございますでしょう

か。 

  また、回数をふやすなどの計画についても市

としてのお考えをお聞かせください。 

  また、福祉バスの利用を要望されているとお

聞きしております。実施に向けてのお考えをお

聞きさせてください。 

  ２点目の北辰小学校の閉校後の跡地活用につ

いては、再質問ではここに新庄市の指定の、こ

こにあるんですけれども、新庄市の指定の避難

所の一覧表があるんです。北辰学区については、

先ほど教育長がお話しされたように、北辰学区

については北辰小学校以外の避難所はありませ

ん。現在も一応指定されているものはないんで

す。この部分について、防災担当の方から県の

施設も避難所にはなることがあるというふうに

お聞きしております。ただ、今もこの北辰小学

校１つしかないので、ぜひともこの観点からも、

市民の安心や安全を担保する上でぜひとも残し

ていただきたいと再度お願いいたします。 

  それから、最後になりますが、危険空き家に

ついてです。３点目です。済みません。 

  地元の仕事としても助成することで活用され

る方がいれば、解体事業者の後押しにもなると

思うんです。ぜひとも全部が予算計上できなか

ったら、モニター実施など、そういう点でも考

えていただいたらいいなと思います。ぜひとも

前向きなお考えをお聞きしたいと思いますので、

再度質問、よろしくお願いいたします。 

  最後になります。奨学金についてです。 

  私自身も、大学や専門学校が少ないことで若

い方が流出するという定義は市長と同じです。

同じように思っております。ただ、今すぐでき

ることがあるとしたら、とりあえずできる対策

としたならば、給付型の奨学金ではないかなと

思っております。ぜひとも前向きに拡充に向け

て取り組んでいただきたいと思っております。 

  看護師養成校の重要性も認識しております。

他の職種にも広げられる可能性というところで

は、給付型の奨学金制度は先ほどの教育長のお

話のとおりすぐれていると思っております。ぜ
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ひとも拡充のお考えをお聞きできたらありがた

いです。どうかよろしくお願いいたします。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

西田裕子。 

下山准一議長 子育て推進課長兼福祉事務所長西

田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 子ども

食堂の運営についての御質問でございます。 

  まず、初めに、設備の拡充の点でございます

けれども、この行っている場所が、山形県の若

者支援男女共同参画課でありますところの若者

相談支援拠点施設設置運営事業として委託を受

けて行っている場所でございます。そちらのほ

うの委託料もこちらのほうのたまりばのほうに

は運営費として投入されているところでござい

ます。 

  場所としてもまた定着してございますので、

なかなか移転ですとかといったところは難しい

のではないかと思っております。 

  さらに、この場所を借りて行っているという

ことで、設備の改修についてはちょっと難しい

のではないかと思っております。 

  それから、２点目、日数をふやすといった点

でございますけれども、今のところ１回を１万

円から２万円で運営できればいいといった内容

のところで運営をしております。日数をふやす

ためには、またそれに見合った運営費等も必要

になってまいります。 

  今、たまりばのところ、オープンハウスこん

ぺいとうですけれども、民間の基金を活用して

行っているところです。ただ、同一事業に複数

の活用はできないといった制限もございます。 

  先ほど議員がおっしゃいました県においての

新たな補助金でございますが、こちらのほうも

１回につき上限１万円ということで、しかもや

はり他の基金や市町村との併用はできないとさ

れているといったところもございます。 

  子ども食堂につきましては、地域住民の交流

拠点に発展するといったこともございますので、

取り組みに関しては、今のところ市としてはや

はりさまざまな農業団体ですとか、地域の組織

ですとか、地域住民の方ですとか、そういった

ところと協力してやっていく、そして展開して

いくことが大切だと考えております。 

  先日ですけれども、産直まゆの郷の協力が得

られるといったことになりまして、月１回、そ

の行われる日の前の日に食材等を提供していた

だくということになりました。そういった取り

組みがまた今後ふえていくようなことが理想だ

と考えております。そういったことをコーディ

ネートといいますか、間に立って支援していく

のがまた市の役割だとも考えているところです。 

  また、３つ目にありました福祉バスの利用に

ついてということですけれども、やはりどうし

ても来てほしい児童たち、それと若者の皆さん

がバスを利用することにちょっと気おくれしな

いかといった心配もしています。自由においで

くださいといったスペースでもございますので、

こちらのほうは今のところのやり方を踏襲して

いくという形、もしくは山形市におきましては

今年度３カ所ふえまして、市の中で12カ所開設

しています。そういったような、施設がふえる

といったことも念頭に置いた上で運営を援助し

ていければなと思っております。 

  ただ、やはり今後経費の補助につきましては、

そういった地域の方々との運営の協力などを得

ながら検討してまいりたいと思います。 

  以上です。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 それでは、再

質問の２点目でございます。 

  北辰小学校の跡地利用につきまして、指定避

難所の観点からというお話でございました。 



- 115 - 

  指定避難所につきましては、その北辰学区に

は現在１つしかないという実態は、確実に私ど

もも把握してございます。その実態をきちんと

把握した上で、指定避難所を考えていく際には

教育委員会だけで考えていくことはできないこ

とになりますので、関係課と調整をしながら考

えていくこととなると思うんですが、まずは学

校づくり協議会のほうで、そういった話し合い

にもなっておりまして、方向的には夏ごろに出

るものと思われる要望書に避難所という観点の

もとに体育館を残してという方向で調整されて

いるようでありますので、学校づくり協議会の

ほうで意見を出された後でありますが、細かく

丁寧に話し合いを進めさせていただきながら、

その方向性を見定めてまいりたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

森 正一環境課長 議長、森 正一。 

下山准一議長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 ただいまの避難所の件につい

てでございます。 

  地域的には北辰小学校とまたちょっと場所的

には離れますが、小泉公民館も指定していると

ころでございます。 

  議員がおっしゃいましたとおり、県の施設も

考えられるのではないかというようなことでご

ざいますが、やはり地域的に市の施設が手薄な

ところもございます。地域からの要望等、この

県の施設を使わせていただけないかというよう

な意見があることも承知しております。今後、

県の施設を使うためには、やはり当然県との打

ち合わせをかなりしていかなければいけません

し、その取り扱い、例えば鍵だとか、責任問題、

そういうのも含めて県と打ち合わせをしていき

たいというふうには考えております。 

  それから、空き家の解体についてでございま

す。 

  議員がおっしゃいましたとおり、解体を考え

ている所有者につきましては、補助金制度は大

変大きな有効な手段であるというふうに認識し

ているところでございます。 

  今まで取り組んできました空き家対策としま

しては、やはり一番は持ち主に責任があるとい

うふうに考えております。その中で粘り強く説

得、話し合いをしながら解体まで進んできた経

緯もございます。今後とも粘り強く適正管理を

お願いしていくという姿勢で進んでいきたいと

思いますので、御理解くださるようよろしくお

願いします。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 ４点目の奨学

金のことで寄附型を実施していくべきといった

お話でございますが、県内で給付型の奨学金を

実施しているところが主に、県のほうで高校生

を対象とした奨学のための給付金というものは

実施されておりますが、そのほか大学、山形大

学でありますとか、それから県内の高校で、学

生を対象とした成績優秀者であるとかといった

ところへの給付型の奨学金は実施されているよ

うであります。 

  そのほか、財団等で行われているものがあり

まして、これについても主に高校生を対象とし

ております。 

  自治体ではどうかなというところなんですが、

県内の自治体で給付型の奨学金を実施している

ところが村山市、そして河北町、酒田市でやっ

ているようではございますが、基本的に市民税

の非課税世帯の方であるとかといった低所得者

の方に対しての奨学金が主なところであると思

います。ことしから始まったのかなと思います

が、日本学生支援機構のほうでも低所得世帯に

向けた給付型奨学金を行っているところなのか

なと思っております。 

  実際に、先ほど教育長の答弁にもございまし
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たが、自治体のほうで実施している条件によっ

ては給付型になり得る奨学金制度、山形県で言

えば医師を目指す者に対するもの、または看護

師、介護福祉士、社会福祉士、保育士といった

ところへ一定期間従事することによって免除し

ますよというような貸与型の奨学金がございま

す。新庄市においても先ほど申し上げましたよ

うな制度がございますが、そのほか鶴岡市であ

るとか、遊佐町などにおいてもその一定の条件

を満たせば給付型と同じ扱いとなるような奨学

金を実施しております。基本的に自治体でこの

ような制度を行う場合には、税を財源とした形

でやっていくことになると思いますので、ほか

の自治体についても新庄市と同様、貸与型では

ありますが、条件、帰ってきて何年か勤めれば

免除になりますよというふうな条件によっては

免除型に該当するような奨学金をやっておりま

すので、現在のところ給付型ではありませんが、

貸与型で、しかも条件によっては免除型の扱い

になるようなものを進めてまいりたいなと考え

ております。 

  また、他の職種へも広げていくべきというお

話でございましたが、現在の新庄市で実施して

いるものについても課題がございます。先ほど

の教育長の答弁にもございましたとおり、ふる

さと創生人材確保事業については、貸与終了者

11名のうち、３名だけ帰ってきております。そ

のほかの方は関東圏であるとか、県外、県内の

方もいらっしゃいますが、なかなか帰ってきて

いない。そして看護師育成最上地域修学資金制

度につきましても、お一人、ことしの春、卒業

されましたが、やはり関東地域の病院に勤めら

れて、すぐに帰ってきていただけなかったとい

うことで、なかなかお金だけで人の心をつかむ

ことはできないのかなというふうに奨学金の担

当としては考えております。 

  これをどうやって奨学金を貸与している子供、

子供でもないんですけれども、対象となってい

る方たちに新庄市に帰ってこられるような魅力

的なものを発信できるのかなというところが一

番の課題となっておりますので、その辺を、そ

の課題を何とかしてからほかの職種のほうに広

げていくべきなのかなとは考えております。 

  先ほど教育長の答弁にもございましたが、看

護師養成のほうの修学資金制度については、令

和４年４月開校を目指す看護師養成校が開校し

た際には、その学生を対象とした制度に移行す

る。それがまさにお金だけではなくて、学校に

おいてこちらのほうに残る魅力を植えつけなが

らも、その奨学金制度も併用しながらという形

で人の心をつかまえていける一つのいい方法な

のかなと思いますので、そういうことも期待し

ながら事業のほうを進めてまいりたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

２ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 次に、庄司里香さん。 

２ 番（庄司里香議員） 再質問に対して、皆さ

んの真摯ですばらしい御説明ありがとうござい

ます。 

  一番最初の子ども食堂についてのお話の中で、

委託料ということが出てきましたけれども、せ

めて委託料だけでも助成してあげるとかという

ことは難しいものでしょうか。 

  それと福祉バスについてということでお話し

させていただいた点ですけれども、ぜひともオ

ープンハウスこんぺいとうを御利用の方たちの

切なる願いみたいなことなので、できたらこの

ような感じで循環バスが通っているとか、その

ように何か丁寧な説明をしていただけたらいい

んじゃないかなというふうにお話をお聞きして

考えました。 

  それと、先ほどの北辰小学校の避難所につい

ては、大変ありがたくお話をいただきましたの

で、私の中でももう少し見守って待っていよう

と思っております。 

  ３点目ですね。危険空き家についてです。 



- 117 - 

  施工のことでモニター実施などというふうに

一応お願いしたんですけれども、前向きに考え

ていただけたらと再度お願いしたいと思ってお

りました。 

  最後に奨学金の件です。 

  学校ももちろん認識しているというふうに先

ほどもお話ししたとおりなんですけれども、ほ

かの職種の人、今問題になっているのは、奨学

金を返せなくて自己破産してしまった子供の話

をよくお聞きします。ぜひとも新庄市ではその

ようなことがないように、困った方には手だて

ができるような対策を打っていきたいと、そう

いうふうに執行部の方たちも考えていただけた

らなと思います。職業以外にも若い人たちが田

舎に帰ってきたいというふうに思ってくれるこ

とを後押しするような、そういうようなまちで

ありたいと思っていますので、ぜひとも御協力

のほどよろしくお願いいたします。 

  私の質問はこれで終わりです。ありがとうご

ざいます。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後２時４３分 休憩 

     午後２時５３分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

奥山省三議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、奥山省三君。 

   （１２番奥山省三議員登壇） 

１２番（奥山省三議員） どうもお疲れのところ

御苦労さまです。最後の質問者となりました奥

山です。絆の会の奥山です。どうかよろしくお

願いいたします。 

  通告に従いまして一般質問させていただきま

す。 

  まず、初めに、政策提言についてです。 

  政策提言についてお聞きします。ことしの２

月に市議会として６項目からなる政策提言を市

長に提出したわけですけれども、執行部として

はどのようにこれを受けとめているのかお聞き

します。 

  まず、道の駅の整備についてですが、近隣自

治体との協力体制を確立し、県との協議を推進

すること、長期的な財源計画を策定して市民の

理解を得ることとありますけれども、これをど

のように受けとめて具体化していくのかお聞き

します。 

  次に、教育現場の充実と学力向上の取り組み

についてお聞きします。 

  特に学力向上の取り組みについて、どのよう

な対策をとり、今後具現化されていくのかお聞

きしたいと思います。 

  今、教育現場では教師の長時間労働が問題視

されており、多忙な業務の中でこの学力向上に

ついて教師ばかりに期待するのは無理との意見

もあります。高度な専門的知識、技術を習得し、

資質能力の維持、向上を図るための取り組みが

教師にも必要とされており、ますます教師への

負担が増大していく現状の中、どのようにされ

ていくのかお聞きしたいと思います。 

  次に、安心・安全で住みやすいまちづくりに

ついてもお願いしたいと思います。 

  今、各地区に自主防災組織が組織されており、

市民の中にも自主防災についての理解が少しず

つ浸透していると感じられますが、昨年の災害

を踏まえて、これからどのように対策をしてい

くのかお聞きします。 

  今回、政策提言されましたほかの案件につい

ても考えをお聞きしたいと思います。 

  次に、指定管理者制度についてです。指定管

理者制度についてお聞きします。 
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  ことし山屋のセミナーハウスにおいて、多量

の灯油漏れ事故がありました。そのボーリング

調査の結果とか、今後の対応について、議会に

対して何の説明もなくて過ぎていたんですけれ

ども、つい最近も説明がありましたけれども、

大丈夫なのでしょうか。責任の所在はどこにあ

るのかお聞きしたいと思います。老朽化した建

物を管理させた市のほうに責任があるのか、指

定管理者は安全管理責任が全くないのか、指定

管理者に委託をしている施設はどのぐらいある

のか、それもお聞きしたいと思います。 

  指定管理者制度の問題が改めて浮き彫りにさ

れたと思います。指定管理者に任せたからそれ

でよいとは言えないと思います。今回の指定管

理者との契約内容はどのようになっているのか、

それもお聞きしたいと思います。丸投げの指定

管理者制度では困ります。もう少し注意深く配

慮すべきだったと思いますが、いかがですか。

指定管理者に対する危機管理の指導が全くなっ

ていないようにも思われますが、どうですか。

考えをお聞きします。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、奥山市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  政策提言に関する御質問でありますが、学力、

教育の充実と学力のことについては、教育長、

あるいは指定管理者については教育長となりま

すので、御理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

  本年２月に市議会より６項目の政策提言の提

出がございました。どの提言も市民生活に密接

なかかわりを持つものでございますので、市と

しても真摯に受けとめ、提言に配慮した事務の

執行を関係部署へ指示したところでございます。 

  初めに、道の駅につきましてでありますが、

これまでも政策提言をいただいておりまして、

それらを踏まえ、昨年６月に新庄市道の駅基本

構想を策定し、立地場所や導入期などについて

取りまとめてきたところでございます。 

  また、このたび県が中心となり、高速道路の

整備効果を最上地域全体に波及させることを目

的とした、もがみ創生「北のゲートウェイプロ

ジェクト」検討会が設置され、先日、第１回目

の検討会が開催されました。 

  その中で県北のゲートウエーとなる道の駅に

ついて、建設運営経費や経営方法、運営主体な

ど、課題は多くありますが、最上８市町村それ

ぞれにおいてどのような受け皿が必要であるか

各団体との連携や協力体制なども含め、検討を

重ねていくこととしております。 

  本市では明倫学園や看護専門学校の建設を控

えておりますので、道の駅建設はその後と考え

ておりますが、基本構想並びにこのたび発足し

た検討会を踏まえながら、経済効果や投資効果、

財政的な負担など、さまざまな面から検討の精

度を高め、具現化していきたいと考えておりま

す。 

  これまで道の駅の検討、県との協議をしてま

いったわけですけれども、新庄市単独でつくり

得るということは非常に難しいという答弁を繰

り返ししてきたところであります。 

  また、郡内想定をした場合に、それぞれの町

村の事情があり、全体でまたそれをつくり得る

ということも非常に難しいというような話し合

いの中で、今回県が改めて建設運営経費や経営

方法、運営主体など、それぞれ８市町村が最後

にはどう受け皿をつくる、そしてその情報発信

をする道の駅となるかということの協議が始ま

ったばかりであります。ですから、受け皿とな

る新庄市の道の駅というのは、また別個に考え

るべきなのだろうというふうに思っております。 

  次に、乳幼児期からの特別支援活動における

支援体制の充実についてお答えさせていただき
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ます。 

  乳幼児の支援につきましては、昨年度開設し

た子育て世代包括支援センターにおいて、関係

機関と連携した切れ目のない相談支援を行って

おります。 

  １歳６カ月児健診及び３歳児の健診時の精密

検査や山形大学の専門家による保育所、幼稚園

への巡回相談を実施しており、さらには上山市

にあるこども医療療育センターなどへの受診と

なった場合には保健師が同行し、支援しており

ます。 

  また、平成26年度より子育て推進課に養護教

諭の資格を持つ職員を配置し、発達面に課題が

あり、家庭や集団での生活に困難を抱える乳幼

児期の早期発見及びその後の支援や療育につな

げるため、市内保育所、幼稚園、児童館への巡

回訪問を行っております。具体的には児童の様

子を保育士と注意深く見守り、不安を抱えた保

護者への支援、必要な情報の提供、医療機関や

福祉サービスの紹介など、関係機関と連携し、

児童に合った療育と適切な就学につなげるよう

努めております。 

  ５歳児健診は医師や医療機関での受け入れ態

勢、協力などの環境整備が課題となっておりま

すので、さらなる特別支援体制の充実に向け、

来年度に養護教諭の資格を持った職員を増員し、

継続して支援を強化してまいります。 

  県立新庄病院改築整備に関しましては、平成

30年３月に策定されました山形県立新庄病院改

築整備基本計画において、こども医療療育セン

ター等の診断された障害児のフォローアップ、

障害児リハビリテーション体制整備の方針が新

たに示されました。 

  平成30年11月に行われました新庄市長と最上

総合支庁長、各部長との意見交換会においても、

障害児医療の充実、早期発見、早期療育の支援

向上を要望させていただきました。今後も関係

機関と連携した支援を行うとともに、機会を捉

え、障害児の支援向上について要望してまいり

ます。 

  安心・安全で住みよいまちづくりについての

御質問でありますが、昨年は地震や豪雨など、

日本各地で大きな災害が発生した年でありまし

た。これまで災害が少なかった本市においても

昨年８月に２度、昭和49年の８・１水害の雨量

を上回る記録的豪雨が発生しました。幸いにも

人的被害がなかったものの、道路、河川、農地

などに大きな被害をもたらしました。 

  現在、県による指首野川の河川改修事業が進

められており、昭和49年の８・１水害以降の河

川改修の進捗により、市街地での水害は抑止さ

れているところであります。 

  昨年８月の豪雨災害におきましては、支障木

や堆積土砂が河川の排水機能の低下に影響した

可能性もあることから、河川清掃を初めとした

市民活動の継続とともに、管理者である県に対

して支障木等撤去の拡充について引き続き要望

してまいりたいと考えております。 

  また、道路、橋梁等の整備、改修につきまし

ては、施設の調査診断を踏まえ策定した長寿命

化計画に基づき、今年度より泉田橋の撤去に着

手するとともに、順次事業を進めてまいります。 

  引き続き、国へも交付金の拡充について要望

してまいりたいと考えております。 

  今後想定される災害に備え、市民の皆様の安

全を守るため、迅速かつ確実に災害情報をお伝

えできる体制の構築に向けて、当初は２カ年で

計画しておりましたデジタル防災行政無線の市

内全域の整備を今年度中に整備し、来年の４月

から運用可能な体制をつくってまいります。 

  また、県の浸水・洪水想定に基づくハザード

マップを９月末までに作成し、平時から市民の

皆様に災害リスクのある場所を認識していただ

き、災害は発生した際にも適切な避難行動がと

れるようにいたします。 

  あわせて避難勧告等に関するガイドラインの
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改定に伴う警戒レベルの変更についても市民に

周知を図ってまいります。 

  さらに、災害が起きたときに最も重要なのは

電源確保と言われており、確保対策に向けて検

討してまいります。 

  地域コミュニティーによる防災体制の充実に

つきましては、自主防災組織の組織率の向上と

組織の育成を推進するため、設立説明会や研修

会などを実施してまいります。 

  さらに、災害時の避難に支援を要する方の名

簿を更新し、自主防災組織と連携を図りながら、

災害時に速やかな対応ができるよう、防災活動

における地域と行政の連携を強化することで地

域全体の防災力の強化に向けて取り組んでまい

ります。 

  次に、農林業振興策でございますが、１つ目

の山形県農林大学校の４年制専門職大学の移行

についての要望活動がございます。 

  本市の基幹産業である農林業に係る農林業専

門職大学の設置につきましては、市においても

重要事業と捉え、最上開発協議会を通じ、最上

地域全体の重要事業として、本年３月28日、各

市町村長、議長、商工会、農業関係団体の方々

と山形県知事を訪問し要望活動を行ったところ

でございます。 

  県においては今年度専門職大学基本構想策定

委員会が設置され、その構想、方針が示される

ものと思われます。市としてはその動向を注視

し、あすの農業を担う人材育成の推進に寄与す

べく、継続して要望活動を行ってまいりたいと

考えております。 

  ２つ目の国・県補助制度の有効活用につきま

しては、その制度、要件、国・県の動向に注視

した内容を的確に捉え、地域説明会、農業だよ

りなどを通じながら事業者の方々に丁寧に、そ

して有益となるよう引き続き取り組んでまいり

ます。 

  最後に、健康増進のための温泉施設の活用に

ついてであります。 

  市民の健康増進を図る観点からも温泉施設は

重要と考えております。市内に温泉がない状態

が続くことは残念なことであります。奥羽金沢

温泉株式会社は、その後、温泉経営に興味を示

す数社から照会があったとして、売却も含めた

交渉を継続中と伺っております。 

  温泉経営に興味を示された事業者の中には、

入湯者だけで温泉を運営することは厳しく、温

泉に付加価値をつけることが大切で、医療、福

祉、健康などと連携が欠かせないと話をされた

方もいらっしゃいました。 

  また、近隣の温泉施設においても、入湯者だ

けでの経営が年々厳しくなっているのも事実と

聞いております。市内にある沸かし湯の温泉も

基本的には冷泉で、温泉の泉質を持っていると

いうところでお聞きしているところであります。

入湯税の関係で温泉としないというふうなお話

をいただいたと。このような状況から、今しば

らく動向を注視しながら、情報収集を続けてい

きたいと考えております。 

  提言を受けました温泉入浴施設設置調査検討

協議会設置並びに県全体でのキャンペーンに同

調できる体制についても、喫緊の課題である明

倫学園や看護専門学校開校のめどが立った段階

で考えてまいりたいと思っております。 

  次に、指定管理者制度は平成15年９月の地方

自治法改正により創設された制度で、公の施設

の管理に民間のノウハウを活用しながら利用者

に対するサービスの向上が期待できるものとし

て、本市においては平成17年から導入し運用し

ております。 

  現在、指定管理者制度を導入している施設は、

社会教育施設が16、児童センターが３及び火葬

場の合計20施設であります。 

  市全体での運用のあり方として、市で作成し

ている指定管理者制度運用指針にその基本を示

し、統一的な考えのもと行っており、指針の中
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には、問題が発生したときに指定管理者とし、

それぞれのリスク分担についての考え方を示し

ております。 

  また、毎年、指定管理者と施設の所管課及び

総務課による指定管理者連絡会議を開催し、意

見交換を実施しながら情報共有を行っているほ

か、危機管理の対応についての協議も行ってお

ります。 

  現在、市が所有している施設には老朽化して

いるものもあり、施設の改修も含め、指定管理

者、施設の所管課と連携を密にしながら進めて

まいります。 

  なお、山屋セミナーハウスの指定管理者の件

につきましては、教育長より答弁させますので、

よろしくお願いいたします。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

下山准一議長 教育長高野 博君。 

高野 博教育長 まず、初めに、政策提言、教育

現場の充実と学力向上の取り組みについての質

問にお答えします。 

  教育委員会では、新学習指導要領で示されて

いる主体的、対話的で深い学びの実現に向け、

探究型学習の研究を小・中合わせて４校に委嘱

し、委嘱校を中心に具体的な取り組みを推進す

るとともに、市内各校への普及を図り、指導力

を向上させています。 

  また、児童・生徒の学力の到達度を評価する

学力検査や教員の指導力向上や各校の課題解決

に向けた研修の際に活用できる費用等を予算化

し、指導法の改善や学力の向上に努めておりま

す。 

  さらに、落ちついた学級でこそ学力向上を図

ることができると考え、人的な配置もしており

ます。 

  そして、教育長訪問、指導主事訪問を実施し、

学力向上につながるよう指導・助言を行い、児

童・生徒が意欲を持ち、主体的に取り組むこと

ができる課題のあり方や思考力や表現力の育成

につながる手だて等について確認し、教員の指

導力向上を図っております。 

  教員の資質向上や教育実践の活性化を図るこ

とを目的としている市教育研究所の組織につい

ても学力向上研究委員会や英語教育研修会を設

定するなど、見直しを図っております。 

  学力向上委員会では、探究型学習の授業づく

りや学力調査等の分析を踏まえた授業改善につ

いて研修し、英語教育研修会では、新学習指導

要領に対応した授業づくりや小中学校の連携に

よる指導について研修できるようにしておりま

す。 

  今後も各事業や学校訪問、研修を通して、児

童・生徒の確かな学力の育成が図られるよう、

学校と教員を支援してまいります。 

  次に、山屋セミナーハウスの灯油漏れ事故に

ついては、本年３月の定例会において事故後の

対応として上山屋、下山屋、大福田の３地区の

井戸水の水質及び施設敷地内のボーリングによ

る土壌及び地下水の調査と灯油流出が見られる

施設西側斜面の沢及び施設東側の側溝からの周

辺水路への灯油の流出を防ぐため、分離槽を設

置し、ろ過する作業を実施することについて報

告させていただきました。 

  その後、井戸水の調査結果については、再検

査を含めまして採水した検体全てにおいて、に

おい、油膜も見られず、鉱油系物質の混入もあ

りませんでした。 

  施設敷地内のボーリング調査による土壌及び

地下水においては、施設西側斜面の沢の手前２

カ所と建物ピット内において油の兆候が見られ

ることから、油の線は建物下と建物西側の一部

に広がっており、表層水及び地下水の流動に伴

って西側に移動しているものと考えます。 

  このため、現在も灯油の流出箇所において分

離槽を設置し、周辺水路への流出がないよう作

業を継続しております。この間ボーリング調査
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や地下水の調査結果については、区長や井戸所

有者の方々へ各自御報告させていただいており

ますが、現場や住民個々への対応が優先となり、

指定管理者より事故報告を受けてからの対応と

御報告がおくれましたことについておわび申し

上げます。まことに申しわけございませんでし

た。 

  このたびの事故における責任の所在について

は、所有者である市と管理者である指定管理者

双方にあることを鑑み、その責任の割合につい

ては、過去の判例や法律家等の意見を頂戴しな

がら検討してまいります。その結果については、

機会を捉えて御報告申し上げます。 

  今後の事故対応については、地域住民の方々

の生活に影響がないよう、経過を観察しながら

緊急的な対応も含め危機管理を十二分に徹底し、

引き続き必要な対策を講じてまいりますので、

何とぞ御理解賜りますようお願い申し上げます。 

  以上であります。 

１２番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

下山准一議長 次に、奥山省三君。 

１２番（奥山省三議員） 答弁ありがとうござい

ました。 

  政策提言について、二、三質問させていただ

きます。 

  道の駅ですけれども、道の駅、私、何回も一

般質問をやっていますけれども、ほとんど進展

はありません。ただ、一般の市民からも結構言

われますけれども、もう少し先の見えるという

か、ある程度の方向づけが必要ではないかとい

うような意見もありまして、できればその点に

ついてもう少し先の見える答えを出していただ

きたいと思いますが、どうでしょうか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 道の駅の今後の進展とい

うことで明確な方向づけという御質問でござい

ますが、先ほど市長の答弁にもございましたと

おり、本市で今抱えております大型事業を見据

えまして、その後の建設に向けた検討を進めて

まいりたいと考えているところでございます。 

  また、県が中心となって進めていただいてお

ります北のゲートウエーとしての道の駅の検討

会の中でも、実際に道の駅の持ち方、最上郡内

のそれぞれの自治体の受け皿、あと運営形態の

持ち方に関しましても、その検討会の中で各団

体との連携の方法、運営主体の検討などを進め

まして、その後進めてまいりたいと考えており

ます。 

  以上です。 

１２番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

下山准一議長 次に、奥山省三君。 

１２番（奥山省三議員） 先ほどの市長の答弁で

すと、東北自動車道の供用が始まってから検討

したいという答弁のように思いますけれども、

その供用が始まってから道の駅をつくるという

ことだとやっぱり費用がかさむように私は思う

んです。だから、今すぐつくれというのではな

くても、ある程度の計画の図面といいますか、

先ほども言いましたが、先の見えるというか、

全然、ちょっと今の答弁をずっと聞いて、何回

も今まで聞いていますけれども、全然全く進展

がないと私先ほど言っていますけれども、その

ようにしか感じられませんので、だから前にも

私はやる気があるのかと、そういうことも言っ

ていますけれども、やる気はあると思いますけ

れども、その辺、もう少しわかりやすい説明が

できないのか、ちょっともう一回答弁をお願い

したいと思います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 道の駅につきましては、数年前よ

りいろいろな調査を進めてきました。奥山議員

からも何度か道の駅をどうするのかと、昨年の

２月にその方向性を定め、３月議会で報告する

というような段階になったときに県のほうから
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調整をしてほしいという申し入れがございまし

た。それは、47号と13号のところを中心に考え

てもらえないかということでありましたが、本

来道の駅を具体的に調査しますと３分の１が赤

字であるということ、それからさらなる３分の

１が運営がとんとんであると、３分の１が黒字

というのはわずか10％ぐらいというような調査

結果をいただいた。しかし、市民の皆さんにと

ってはやはりそこを目指す方々への目標地点に

もなるということで、道の駅をぜひということ

がありますが、やはり今回米沢でできて、140

万、160万というようなお話をいただいて、こ

れはすばらしいものだと思います。そこには福

島が人口30万人、山形市が25万人、そして米沢

が10万人ということで、その圏域の移動範囲、

流動性というのは非常に高いものがございます。 

  今回の県が主催する北のゲートウエー的なも

のの話し合いの中でも、ある委員の方から、そ

ことの人口との交流する機会は非常に全然桁が

違うのではないかというような指摘が出ている

わけであります。 

  また、議員がおっしゃるとおり、今からでは

高くつくのではないかというようなことであり

ますが、高規格道路における道の駅は、対面の

乗りおりはできないということであります。必

ず一旦おりなければならないというのが原則で

あります。原則ですから、規則ではないので、

可能だといえば可能なのかもしれませんが、そ

んな経過がございました。 

  私は数年前から企画してきたというのは、基

本的には北側のエコロジーガーデン等について

利用可能な整備ができないだろうかということ

を検討してきたことは間違いありません。しか

し、これは皆さんに多くをかけて、それの審議

の上でしなければいけないと、その条件を整え

ながら、そして皆さんにお諮りしようというこ

とで多くの皆さんがあそこを活用するとすれば、

あの建物の耐震化が必要であるということであ

ります。耐震化を図るためには、新庄市の予算

ではかなり厳しいということで、次に取り組ん

だのが、登録文化財の制度を利用することであ

ります。 

  今現在、登録文化財の制度にのっとって、一

つ一つ改修をされ、多くの皆さんが入れるよう

な形にしていきたいというのが大筋、しかし、

それが即道の駅になるかどうかはこれからの皆

さんの、議会の皆さんとの討論、そして運営形

態、さらにはどのぐらいの収益があるのか、ど

のぐらいの支出が出るのかということもきちん

と示した上で議論していかなければならないと

いうことを考えたところであります。 

  今回、県が始まる前に８市町村の町村会の理

事会の席上、13号、47号が重要物流道路に指定

されたということがありますので、これらは８

市町村そろって、このトラックヤードなどの整

備を図る必要があるかもしれないということで

独自に動いた経過があります。その後に今回の

県の指導の中で８市町村、さらには商工団体、

農林団体、関係団体があっての今後のあり方と

いうのは先ほどの答弁の中身であります。 

  その中で示されたのは、中心であるというこ

とであります。中心ということは、そこが情報

発信し、８市町村にどういう流れをつくるかと

いうのが今回の県の考え方であります。という

ことは、８市町村がどういう受け皿を今度つく

るかという課題が出てきているわけであります。

早速の動きとしては、最上町でヤナ茶屋を、あ

そこを道の駅としてやっていきたいということ

が出ている。また、戸沢においては大きな悩み

がございまして、現在の道の駅からどこに移す

か、今の道の駅を動かすかとか、そういうのが

ある。また今度は鮭川の川沿いにある施設をど

のように生かすかということで、今度は県の農

林事業の中であそこの食事と何とかをセットす

るような計画が含まれているというような総体

的なぐるっと回ったような形の計画が提案され
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ているわけです。そういう意味でいきますと、

新庄市においてもそれに沿った形でのいろいろ

な考えをしなければならない。 

  もう一点、県に申し上げましたのは、新庄に

は既に駅の駅があるということはぜひ御理解い

ただきたいということであります。 

  駅の駅というのは、ゆめりあであります。こ

この管理は新庄市が８割負担しているわけであ

りますので、逆に今度できる施設が新庄市が８

割また負担ですよということがあれば議会は通

りませんよと、これは大変難しい問題ですよと。

商工団体あるいは関係団体が自主的に運営する

ということであれば、７町村も歓迎するかもし

れません。応分の負担となれば大変厳しい問題

がありますよということは申し上げさせていた

だきました。 

  また、寒河江のアグリランドは、寒河江、西

村山、ＪＡが土地の買収から全て建物独自でや

って今運営しているわけです。市が協力したの

は、そこにおりる、高速道路からおりるところ

のインターチェンジだけだというようなお話も

聞いております。いかにこの道の駅というもの

は、欲しいのはわかるわけですけれども、運営

するとなると非常に大変だということも肝に銘

じながら進めているということをぜひ御理解い

ただきたいと思います。 

  また、今度道の駅をつくるのには、そこには

温泉をつくってもらいたい、あるいは食堂の大

きなものをつくってもらいたいというような、

いろいろな要望がどんどんどんどんと膨らんで

きているのも事実であります。 

  今回駅の駅と申し上げましたが、あそこは最

近ＪＲの海外切符が大変好評でありまして、１

週間２万数千円で全国を歩ける切符を持って訪

れる方が大変多く、観光協会におきましても大

変な人数をさばいているというのが現状であり

ます。こうしたことも含め、さまざまなことの

観点を十二分に皆さんと協議しながら進めてい

かなければならないと、材料がそろった段階で

提案させていただきたいと、現状としての動き

の流れはこういうことだというふうに御理解い

ただきたいと思います。 

１２番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

下山准一議長 奥山省三君。 

１２番（奥山省三議員） まずわかりましたとい

うか、ただ、これからこの最上の８市町村の中

心都市でもありますので、郡部と連携してやる

ことも結構ですし、ただ、この最上に一つもな

い、戸沢にありますけれども、この新庄の中心

に一つもないというのが、その辺がちょっと私

は残念だというふうに感じますので、これから

５年後、10年後ですか、わかりませんけれども、

時期を逸しないようにして、県などと協議して

この道の駅を進めていってほしいと思います。 

  それから、同じ政策提言の中の公立学校の残

業時間ですけれども、今40時間を超えている公

立小中学校が８割ぐらいあると聞いています。

その中で今、教師の働き方改革とか、国でも言

われていますけれども、それをすることは、そ

のような現状の中で可能なのかどうか、ちょっ

とお聞きしたいと思います。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 まず、初めにですが、今、

残業が多くなっているということ、学校が職場

として大変忙しくてマイナス面のイメージも出

てきていることも承知しておりまして、教職員

について考えてくださって大変ありがたく思い

ます。感謝申し上げます。 

  先ほど教育長が学力定着向上の取り組みを回

答しましたけれども、忙しい中でということで

可能なのかということなんですが、実際、教職

員は授業に向き合う時間とか授業準備とか、そ

ういうことに対する時間のかけ方については、

それが本務だと思っておりますので、学校では

ストレスを感じていないという状況であります。
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逆にどんなことが大変なのかというと、例を挙

げますと、生徒指導とか、例えばＳＮＳに係る

家庭も含めた問題を学校でしなければいけない

とか、そういうことについては確かに時間もか

けてストレスも感じるのかもしれませんが、授

業についてはできるだけ向き合ってやっている

という報告は受けているところです。 

  それから、先ほど人的な配置ということもあ

りましたけれども、担任とか授業者ができるだ

け負担のないように、例えば個別学習指導員と

か、図書室にいる学校司書、協働支援員が授業

の支援もするなど、チームでやっていることも

現状としてございますので、できるだけ負担が

ないような形で、本来の仕事である学力定着に

向けた業務に向けていきたいと考えております。 

１２番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

下山准一議長 奥山省三君。 

１２番（奥山省三議員） ただいまお答えいただ

きましたけれども、この働き方改革で教師が残

業を減らせば、その負担が家庭にのしかかると

いうふうに言われているようですけれども、そ

の点についてはどのようにして、その負担を各

家庭というか、子供の両親というか、それをど

ういうふうにして解消していくのか、その点に

ついてはどういうふうに考えているのかお聞き

したいと思います。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 家庭との連携ということ

については、例を挙げますと、例えば家庭学習

で保護者の方にも理解いただいて、意欲を持っ

て学校だけではなくて、学力をつけていくとい

うことが一つ挙げられると思います。子供の学

習の内容については、この件について言えば、

親御さんに任せるのではなくて、学校でも指導

しながら協力をいただくという形でございます。 

  あと、先ほど申し上げましたが、本来授業と

か学力について、かけるべきところ、その部分

がかけられない状況があるとすれば、例えば先

ほども申し上げた生徒指導の問題とか、家庭に

起因するものについては一緒に話し合いをしな

がら問題を共有していくということで、負担を

逆に保護者の方にかけるということとは全く考

えてはございません。 

１２番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

下山准一議長 奥山省三君。 

１２番（奥山省三議員） 次に、指定管理者制度

についてお聞きします。 

  ３月の予算特別委員会でもこの灯油漏れ事件

についていろいろ質問が出ていましたけれども、

再度お聞きしたいと思います。 

  危機管理マニュアルについて、各施設でつく

っているということになっているという答弁で

ありました。実際にこれをつくっているのでし

ょうか。お聞きしたいと思います。 

渡辺政紀社会教育課長 議長、渡辺政紀。 

下山准一議長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 社会教育の所管する施設

でございますけれども、各施設において危機管

理マニュアルというか、その対応について、災

害時の対応についてはマニュアル化していると

ころでございます。 

１２番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

下山准一議長 奥山省三君。 

１２番（奥山省三議員） この危機管理マニュア

ルについては、全ての指定管理者の施設で策定

を義務づけることが必要だと私は思いますが、

施設管理を委託する際に契約協定書に明記すべ

きと思いますけれども、これはどういうふうに

なっているかお聞きしたいと思います。 

小松 孝総務課長 議長、小松 孝。 

下山准一議長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 指定管理者の制度全体につき

ましては、総務課で管理させていただいている

ところですので、答弁させていただきたいと思

います。 
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  実際、総務課のほうで運用マニュアル、運用

指針というものをつくりまして、その中に事務

手順とか必要な事項ということを明記している

ところであります。その中で危機管理に関する

対応の仕方というのを明示しまして、その中に

マニュアルというような考え方も載せていると

ころもありますので、そういう中で全体として

対応しているところであります。 

  また、そのほかのやりとりとしましては、指

定管理者と原課と総務課が一緒になってやりと

り、意見交換をしまして、その中で危機管理も

含めて対応してきたところでありました。昨年

度においては豪雨ということもありまして、そ

の部分で避難所の運営ということで具体的にど

ういう受け入れをするかとか、どういう体制で

するというやりとりも実際にやってきたところ

ではあるんですけれども、今回の事案を振り返

りまして、今年度においてはそういう部分の施

設管理においてのやりとりも個別に行ってまい

りたいと考えています。 

１２番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

下山准一議長 奥山省三君。 

１２番（奥山省三議員） それから、賠償責任保

険に加入されているという話も聞いていますけ

れども、今回の場合は、これの支払い対象とは

ならないのか確認したいと思います。 

渡辺政紀社会教育課長 議長、渡辺政紀。 

下山准一議長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 賠償責任保険のことにつ

いてでございますけれども、基本的に施設を利

用されている方の、施設で何かけがをされた部

分についての保険がまず第一義的な部分でござ

いまして、このような事例につきましては、今

保険会社のほうにも問い合わせをしているとこ

ろでございますけれども、具体的な事例をもと

にお話をさせていただきたいということでござ

いまして、というところでございます。 

１２番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

下山准一議長 奥山省三君。 

１２番（奥山省三議員） 今の説明ですと、ちょ

っとよくわからないんですけれども、もう一回

詳しくお願いしたいと思います。 

渡辺政紀社会教育課長 議長、渡辺政紀。 

下山准一議長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 施設の具体的な事故とか、

施設と指定管理者が施設保険料を掛けていただ

いているわけなんですけれども、その責任の度

合いというか、割合について、はっきりしなけ

ればどうなるかというのはわからないというこ

とを回答いただいているところでございます。 

１２番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

下山准一議長 奥山省三君。 

１２番（奥山省三議員） それでですけれども、

先ほど市長の答弁にもありました20の施設です

か、今あるのは。それで、この中で老朽化した

施設が現在かなりの数になると思われますけれ

ども、建物に欠陥があればハード面ですけれど

も、危機管理マニュアルの策定を指定管理者に

義務づけたとしても、建物の修繕や整備がきち

んと行われていなければ事故が起きたときは市

の責任であることは明確になると思いますけれ

ども、このハード面について市の管理は大丈夫

なのでしょうか。 

小松 孝総務課長 議長、小松 孝。 

下山准一議長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 指定管理者全体の部分につい

てということでお答えさせていただきますけれ

ども、指定管理者制度導入したとはいっても、

施設の所有の部分で市の責任というのは生じて

くるというふうに認識しております。そういう

ことから、各課において施設の安全管理の徹底

については常日ごろから行うように言っており

ますし、また随時確認して、必要な部分につい

ては修繕を行うものというふうに考えておりま

す。 

１２番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 
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下山准一議長 奥山省三君。 

１２番（奥山省三議員） 今回のような事故がこ

れからも老朽化した建物によって発生しないと

も言えません。これからもっと気をつけて、指

定管理者に対しても厳しくして、選定のときに

ついても厳しく選定をお願いしたいと思います。

そして、このような事故が二度とないようにき

ちんと管理していただきたいと思います。 

  以上で終わります。どうもありがとうござい

ました。 

 

 

散      会 

 

 

下山准一議長 以上で今期定例会の一般質問を終

了いたしましたので散会いたします。 

  次回は６月17日月曜日、午前10時より本会議

を開きますので、御参集願います。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後３時３９分 散会 
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令和元年６月定例会会議録（第４号） 

 

 

令和元年６月１７日 月曜日 午前１０時００分開議 

議 長 下 山 准 一     副議長 小 関   淳 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   庄  司  里  香  議員 

  ３番   叶  内  恵  子  議員     ４番   八  鍬  長  一  議員 

  ５番   今  田  浩  徳  議員     ６番   押  切  明  弘  議員 

  ７番   山  科  春  美  議員     ８番   小  関     淳  議員 

  ９番   佐  藤  文  一  議員    １０番   山  科  正  仁  議員 

 １１番   新  田  道  尋  議員    １２番   奥  山  省  三  議員 

 １３番   下  山  准  一  議員    １４番   石  川  正  志  議員 

 １５番   小  嶋  冨  弥  議員    １６番   佐  藤  卓  也  議員 

 １７番   髙  橋  富 美 子  議員    １８番   小  野  周  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 小 松   孝  総 合 政 策 課 長 関   宏 之 

財 政 課 長 平 向 真 也  税務課課税室長 佐 藤   隆 

市 民 課 長 荒 田 明 子  環 境 課 長 森   正 一 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 青 山 左絵子  子育て推進課長

兼福祉事務所長 西 田 裕 子 

健 康 課 長 亀 井 博 人  看 護 師 養 成 所
開 設 準 備 課 長 田 宮 真 人 

農 林 課 長 三 浦 重 実  商 工 観 光 課 長 荒 澤 精 也 

都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二  上 下 水 道 課 長 奥 山 茂 樹 

会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長  田 浩 志  教 育 長 高 野   博 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 武 田 信 也  学 校 教 育 課 長 髙 橋 昭 一 

社 会 教 育 課 長 渡 辺 政 紀  監 査 委 員 大 場 隆 司 

監 査 委 員 
事 務 局 長 山 科 雅 寛  選挙管理委員会

委 員 長 矢 作 勝 彦 
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選挙管理委員会 
事 務 局 長 小 関   孝  農業委員会会長 浅 沼 玲 子 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 津 藤 隆 浩    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 滝 口 英 憲  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 任 沓 澤 真 子  主 任 小田桐 まなみ 

 

議 事 日 程 （第４号） 

令和元年６月１７日 月曜日 午前１０時００分開議 

 

   （総務文教常任委員長報告） 

日程第 １ 議案第３３号新庄市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 

 

   （産業厚生常任委員長報告） 

日程第 ２ 議案第３４号新庄市介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第 ３ 議案第３５号新庄市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例について 

日程第 ４ 議案第３６号新庄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例について 

日程第 ５ 議案第３７号新庄市森林環境譲与税基金条例について 

日程第 ６ 議案第３８号新庄市農地中間管理機構関連土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例に

ついて 

日程第 ７ 議案第３９号農地等災害復旧事業分担金徴収条例の一部を改正する条例について 

日程第 ８ 議案第４０号新庄市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について 

 

日程第 ９ 議案第２６号令和元年度新庄市一般会計補正予算（第１号） 

日程第１０ 議案第２７号令和元年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１１ 議案第２８号令和元年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１２ 議案第２９号令和元年度新庄市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第４号）のほか 

日程第１３ 議案第４１号新庄市デジタル防災行政無線（同報系）整備工事請負契約の締結について 

日程第１４ 議会案第４号ゲートウェイ型「道の駅」整備に対する支援に関する意見書の提出について 
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日程第１５ 議会案第５号新たに整備する「専門職大学」の新庄市への設置に関する意見書の提出につ

いて 

日程第１６ 議員派遣について 

日程第１７ 閉会中の継続調査申し出について 
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開      議 

 

 

下山准一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名であります。 

  なお、税務課長が欠席のため課税室長、佐藤 

隆君が出席していますので、御了承願います。 

  それでは、これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第４号）によって進めます。 

 

 

総務文教常任委員長報告 

 

 

下山准一議長 日程第１議案第33号新庄市特別職

の職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例についてを議題といたします。 

  本件に関し、総務文教常任委員長の報告を求

めます。 

  総務文教常任委員長山科正仁君。 

   （山科正仁総務文教常任委員長登壇） 

山科正仁総務文教常任委員長 おはようございま

す。私から総務文教常任委員会の審査の経過と

結果について御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案１件

であります。 

  審査のため、６月10日午前10時より、議員協

議会室において委員９名出席のもと審査を行い

ました。 

  議案第33号新庄市特別職の職員の給与に関す

る条例等の一部を改正する条例については、総

務課及び選挙管理委員会事務局職員の出席を求

めまして、選挙管理委員会事務局から補足説明

を受けた後、審査を行いました。選挙管理委員

会からは、このたびの改正は国会議員の選挙等

の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法

の一部を改正する法律が本年６月１日に施行さ

れたことに伴い、本市条例においても所要の改

正を行うもので、具体的には選挙長等の報酬額

について100円から200円引き上げるもの等であ

り、施行日は公布の日からとなると説明があり

ました。 

  審査に入りまして、委員より、どの選挙から

適用になるのかといった質疑があり、選挙管理

委員会からは、次の参議院選挙から適用になり、

市長選にも適用されるとの説明がありました。 

  委員より、報酬額の違いは何によるものかと

いった質疑がありまして、選挙管理委員会から

は、選挙長等は公職選挙法で定められた業務が

あり、報酬額は業務の責任の度合いによって違

いがあるとの説明がありました。 

  その他、市議会議員選挙における事務手続に

ついての質疑や郵便投票手続等についての質疑

はありましたが、採決の結果、全員異議なく可

決すべきものと決しました。 

  以上で、総務文教常任委員会に付託されまし

た案件の審査の経過と結果についての報告を終

わります。よろしくお願いいたします。 

下山准一議長 ただいまの総務文教常任委員長の

報告に対し、質疑に入ります。 

  議案第33号新庄市特別職の職員の給与に関す

る条例等の一部を改正する条例について質疑あ

りませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 
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  これより採決いたします。 

  議案第33号新庄市特別職の職員の給与に関す

る条例等の一部を改正する条例については、委

員長報告のとおり決することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第33号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 

 

産業厚生常任委員長報告 

 

 

下山准一議長 次に、日程第２議案第34号新庄市

介護保険条例の一部を改正する条例についてか

ら、日程第８議案第40号新庄市道路占用料徴収

条例の一部を改正する条例についてまでの７件

を一括議題といたします。 

  本件に関し、産業厚生常任委員長の報告を求

めます。 

  産業厚生常任委員長今田浩徳君。 

   （今田浩徳産業厚生常任委員長登壇） 

今田浩徳産業厚生常任委員長 おはようございま

す。私から、産業厚生常任委員会の審査の経過

と結果について御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案７件

です。 

  審査のため、６月11日午前10時より、議員協

議会室において委員８名出席のもと審査を行い

ました。 

  初めに、議案第34号新庄市介護保険条例の一

部を改正する条例については、成人福祉課から

補足説明を受けた後、審査を行いました。 

  審査に入り、委員からは、介護保険料を段階

的に削減していく中で、第２段階の引き下げ幅

については国から基準として0.25と示されてい

た。本市の令和元年度の保険料率である0.575

という数字はどのようにして出されたのかとの

質疑がありました。成人福祉課からは、もとも

と国では第２段階の基準額に対する割合が0.75

と定められている。本市では現在0.65で、国の

基準より低い設定である。0.65から令和２年度

の0.5までの保険料率の軽減の割合から0.15の

幅になるが、その半分の数値として今回は

0.575という設定としたとの説明がありました。 

  別の委員からは、軽減措置を図る上で、本市

の場合は一般会計から繰り入れるという話だっ

たが、軽減に該当する方が第１段階から第３段

階までとすると、その世帯数と市の持ち出し部

分の影響額をどのように捉えているかとの質疑

がありました。成人福祉課からは、このたび軽

減に該当するのは、第１段階が1,721人、第２

段階が715人、第３段階が648人である。この人

数掛ける軽減額が補正額となり、軽減額の総額

は約1,470万円である。この４分の１が一般会

計から持ち出しになるとの説明がありました。 

  その他、所得段階の内訳や介護保険料の推移

についてなどの質疑がありましたが、採決の結

果、議案第34号については全員異議なく原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第35号及び議案第36号までの議

案２件は、子育て推進課の議案となりますので、

子育て推進課の職員の出席を求め、審査を行い

ました。 

  初めに、議案第35号新庄市放課後児童健全育

成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について、補足説明を

受けた後、審査を行いました。 

  審査に入り、委員からは、公立の学童保育所

は４カ所あるが、放課後児童支援員の人数はど

うかとの質疑がありました。子育て推進課から

は、中央学童保育所は支援員が３名、補助員が

１名の合計４名で、日新放課後児童クラブは支

援員が５名で補助員が１名の計６名である。北

辰学童保育所は支援員のみで合計３名、萩野放
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課後児童クラブは支援員が２名で補助員が１名

の合計３名であるとの説明がありました。 

  別の委員からは、支援員の２名以上の配置は

民間立も同様である。この監督や管理について

市で全て把握しているということでよろしいの

かとの質疑がありました。子育て推進課からは、

人数のほか支援員として研修を受けているかど

うかも把握しているとの説明がありました。 

  その他、施設の定員や面積要件についてなど

の質疑がありましたが、採決の結果、議案第35

号については全員異議なく原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

  議案第36号新庄市家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例について、補足説明を受けた後、審査

を行いました。 

  審査に入り、委員からは、連携施設の確保に

ついて４つの小規模事業者のうち、１つは連携

を模索しているとのことだが、その主な理由は

何かとの質疑がありました。子育て推進課から

は、連携施設をしている３つについては、ほか

に保育所を経営しており、経営者が同じである

ため、保育所に引き続き連携施設という考え方

である。連携されていない１つについては、単

独で小規模保育事業所のみを運営しており、ほ

かの保育所も定員が満たされている状態である

ために難しい状態となっている。この連携施設

の確保というのは、卒園後の受け入れ先を確保

するための連携施設である。連携されていない

小規模事業所においては、保育の必要性があれ

ば卒園後もほかの保育園に入れるよう、措置を

しているとの説明がありました。 

  その他、小規模保育事業を利用する子供たち

の数についてなど質疑がありましたが、採決の

結果、議案第36号については全員異議なく原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

  続きまして、議案第37号から議案第39号まで

の議案３件は農林課の議案となりますので、農

林課の職員の出席を求め審査を行いました。 

  初めに、議案第37号新庄市森林環境譲与税基

金条例について、補足説明を受けた後、審査を

行いました。 

  審査に入り、委員からは、本市の森林面積の

概要を教えてほしい。また、この基金は当初ど

の程度の金額を予定しており、使い始めるのは

いつからかとの質疑がありました。農林課から

は、現在国有林が8,010ヘクタール、民有林が

4,813ヘクタールとなっている。そのうち私有

地が4,433ヘクタールである。１人当たり平均

1.7ヘクタールを所有して管理していることに

なる。また、剰余金については、令和元年から

令和３年までは毎年約660万円、令和４年から

令和６年までは毎年約990万円、段階的に増額

され、令和15年からは１年間で1,980万円と見

込んでいる。山林は共有名義等で、所有権の移

転が行われていない場合があり、手つかずの状

況になっている。全国の所有者不明割合では、

約25.6％が不明の山林となっており、本市では

まだ把握していません。国は、山林の現状把握

が必要と考えており、まずはそこから調査を始

めたい。本市で一つの経済が回るような形にし

たいので、さまざまな手法をこの３年間で検討

したいとの説明がありました。 

  別の委員からは、この基金は国民が納める森

林環境税を地方自治体が森林を活用していくた

めに使えるお金として森林環境譲与税が創設さ

れたことによるものだが、森林環境税がどのよ

うに使われているかを市民が知るという意味を

設けるため、第６条の処分に関しては、「市長

は」ではなく、「その額は予算で定める」とい

う言葉を入れ込む必要があると思うがどうかと

の質疑がありました。農林課からは、この基金

の使い方については、予算化し、議会の審議を

仰ぎ、議決されたものを新庄市長が執行すると

いう考えのもと、「市長は」という形でこの条

例に示させていただいているとの説明がありま
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した。 

  その他、民有林への活用の可能性ややまがた

緑環境税についてなどの質疑がありましたが、

採決の結果、議案第37号については賛成多数で

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  議案第38号新庄市農地中間管理機構関連土地

改良事業に係る特別徴収金に関する条例につい

て補足説明を受けた後、審議を行いました。 

  審査に入り、委員からは、平成29年度に創設

された農地中間管理機構が事業主体となって行

う土地改良事業、つまり農地中間管理機構が農

地を借り上げて受益者負担がゼロになる補助制

度の中で、例えば機構に貸し付けたが気が変わ

ってしまった、あるいは家庭的な事情で処分し

なければならなくなった事例などがあった場合、

面積割の補助金の部分だと思うが、徴収金はそ

の契約から抜けた方々から徴収するという考え

方でいいのかとの質疑がありました。農林課か

らは、この制度は、まず農地中間管理機構に貸

し付けるという契約が一番の条件になる。その

ため、そこから抜けるという形になれば、その

方に対して徴収金が発生することになるとの説

明がありました。 

  その他、事業期間の捉え方についてなどの質

疑がありましたが、採決の結果、議案第38号に

ついては全員異議なく原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  議案第39号農地等災害復旧事業分担金徴収条

例の一部を改正する条例について、補足説明を

受けた後、審査を行いました。 

  審査に入り、委員からの質疑はなく、全員異

議なく原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

  最後に、議案第40号新庄市道路占用料徴収条

例の一部を改正する条例については、都市整備

課から補足説明を受けた後、審査を行いました。 

  審査に入り、委員からは、この条例は消費税

率が改正するたびに提出されるのかとの質疑が

ありました。都市整備課からは、消費税の税率

が上がるたびに変更となるとの説明がありまし

た。 

  また、別の委員からは、もし国会で10月１日

に施行しないとなった場合はどうなるのかとの

質疑がありました。都市整備課からは、もし10

月１日の改正がなされなかった場合、例えば延

期や中止といった場合については、改めて条例

改正を行うとの説明がありました。 

  ほかに委員からの質疑はなく、採決の結果、

議案第40号については全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  以上、産業厚生常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果についての報告を終わ

ります。よろしくお願い申し上げます。以上で

す。 

下山准一議長 ただいまの産業厚生常任委員長の

報告に対し質疑に入ります。 

  初めに、議案第34号新庄市介護保険条例の一

部を改正する条例について質疑に入ります。質

疑ありませんか。ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第34号新庄市介護保険条例の一部を改正

する条例については、委員長報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、
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議案第34号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第35号新庄市放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例について質疑に入ります。

質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第35号新庄市放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例については、委員長報告のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第35号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第36号新庄市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例について質疑に入ります。質疑

ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第36号新庄市家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例については、委員長報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第36号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第37号新庄市森林環境譲与税基金

条例について質疑に入ります。質疑ありません

か。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） この議案の中で、森林

環境譲与税というのがあって、これを財源にす

る基金をつくるということですが、この森林環

境譲与税というのは１人幾らであるか。また、

県の緑環境税というのもありまして、これは１

人当たり1,000円の税金かかっているようです

が、それとの整合性といいますか、それ、２倍

の増税になるのかというふうな気がするんです

が、その点についてはどういうようなお話だっ

たでしょうか。 

今田浩徳産業厚生常任委員長 議長、今田浩徳。 

下山准一議長 産業厚生常任委員長今田浩徳君。 

今田浩徳産業厚生常任委員長 当委員会での審査

の中で、緑環境税についての内容に関しまして

は、説明はありませんが……。以上です。済み

ません。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 森林環境譲与税は１人

1,000円になるのかなと思いますが、その点ど

うだったのか、もう一度お願いしたいと思いま
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すので。そしてまた、県の緑環境税も独自に

1,000円取られているわけでありますが、そう

いう意味では山形県のこの新庄市民としては２

倍という増税になるのではないのか。その点に

ついてどのような審議があったのか、もう一度

お願いします。 

  それから、事業計画はあるのか、この基金を

使ったという点についてもお願いします。 

  それから、この基金を使った仕事をする林業

をなりわいとしている業者は新庄市にあるのか、

そういった話し合いになったのか、お話をお願

いします。 

今田浩徳産業厚生常任委員長 議長、今田浩徳。 

下山准一議長 産業厚生常任委員長今田浩徳君。 

今田浩徳産業厚生常任委員長 山形県の緑環境税

との整合性に関しましては、これから今後検討

していくというふうになっております。農林課

からの説明でも、今後３年間で検討していく課

題というふうに説明を受けております。（「事業

計画は」の声あり） 

  事業計画につきましても、この３年の中で検

討していくという説明を受けております。（「林

業なりわいは」「不規則発言です、議長。手を

挙げないで話して」「答えていないんじゃない

ですか」の声あり） 

下山准一議長 常任委員長、答弁をお願いします。 

今田浩徳産業厚生常任委員長 じゃ、もう一度最

後のところ、質問をお願いします。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） ３回しか質問できない

ものですから、もう一回、じゃ最後ですけれど

も。 

  事業計画は今後ということ。また、県の緑環

境税についても今後ということで、はっきりし

ないまま市民は２倍の税金を取られるのかなと

いうことが残念だなというか、何か市民にとっ

ては納得いかないものがあるなというふうに感

じます。 

  あと、この基金を使って林業をなりわいとし

ている業者はあるのかと、新庄市にあるのかと。

この基金を使えるような、森林を、環境を守る

ために仕事をどんどんふやして頑張ってもらい

たいわけなんですが、そういったことを、林業

をなりわいにしている業者が新庄市ではあるの

か、つくられるのか、お願いします。 

今田浩徳産業厚生常任委員長 議長、今田浩徳。 

下山准一議長 産業厚生常任委員長今田浩徳君。 

今田浩徳産業厚生常任委員長 今のような質問は

受けていませんし、そういう話にもなっており

ませんでした。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第37号新庄市森林環境譲与税基金条例に

ついては、委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議あり」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議がありますので、電子表決

システムにより採決を行います。 

  議案第37号について、委員長報告のとおり決

することに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対

の諸君は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

下山准一議長 ボタンの押し忘れはございません 

か。 
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   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 それでは、締め切ります。 

  表決の結果は、賛成15票、反対２票でありま

す。賛成多数であります。よって、議案第37号

は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第38号新庄市農地中間管理機構関

連土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例

について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第38号新庄市農地中間管理機構関連土地

改良事業に係る特別徴収金に関する条例につい

ては、委員長報告のとおり決することに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第38号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第39号農地等災害復旧事業分担金

徴収条例の一部を改正する条例について、質疑

に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第39号農地等災害復旧事業分担金徴収条

例の一部を改正する条例については、委員長報

告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第39号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第40号新庄市道路占用料徴収条例

の一部を改正する条例について質疑に入ります。

質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第40号新庄市道路占用料徴収条例の一部

を改正する条例については、委員長報告のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第40号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 
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日程第９議案第２６号令和元年度

新庄市一般会計補正予算（第１

号） 

 

 

下山准一議長 次に、日程第９議案第26号令和元

年度新庄市一般会計補正予算（第１号）を議題

といたします。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 11ページの４款の９看

護師養成所費の中の看護師養成所建設事業発注

支援業務委託料というのはどういう内容なのか、

お願いしたいと思います。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 議長、田宮

真人。 

下山准一議長 看護師養成所開設準備課長田宮真

人君。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 新たに設置

します看護師養成所の建設事業につきましては、

既に６月５日の全員協議会のほうで御説明させ

ていただきましたが、私どものほうでは公募型

プロポーザル方式による事業実施を考えている

ところでございます。 

  プロポーザルに係ります実施要綱、選定基準、

契約手続、必要書類などを準備するためには専

門的な知見が必要ですので、公民連携事業に精

通した事業者に発注支援業務を委託したいと考

えておるところでございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 建設事業の発注のやり

方で、プロポーザル、公募型プロポーザルを予

定していると。専門的な知見が必要なので、そ

の道の方に支援をお願いするんだという内容だ

ったようです。その建設事業をするということ

で、既にこのたび用地取得したというふうに伺

いました。しかし、議会としては、１つは平成

31年度、令和元年度の予算から用地取得費は削

除と議決しました。しかし、土地開発基金で取

得というふうに市長のほうはやったんだという

話を伺いました。それは、議決という議会の意

思に反した執行部の進め方になったのではない

かなと思うんですが、そのことについてどう考

えているのか。 

  それから、２つ目ですが、この用地取得に当

たって不動産鑑定をしていただいているという

ことは議会でも明らかになっております。不動

産鑑定書の情報公開を求めたところ、いまだに

土地の不動産鑑定書を公開しないというふうに

伺っておりますが、そのままなのか伺います。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 議長、田宮

真人。 

下山准一議長 看護師養成所開設準備課長田宮真

人君。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 土地の取得

に至った経過については、これまでも特別委員

会、全員協議会、議会の場でも御説明申し上げ

てきたところでございます。昨年９月の定例会

での議決に基づきまして土地を購入させていた

だいたところでございますが、起債の関係から

９月の定例会で私どものほうで御提案し、可決

していただきました起債のほう、使えない条件

になったということで、土地開発基金のほうを

活用しまして購入、取得したところでございま

す。 

  土地の鑑定評価につきましては、市の公開基

準のほうで公共用地取得に係る資料につきまし

ては非公開となっておりますので、それに基づ

いて公開していないところでございます。 

小松 孝総務課長 議長、小松 孝。 

下山准一議長 総務課長小松 孝君。 
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小松 孝総務課長 情報公開の点でありますけれ

ども、不動産鑑定書については、条例等の規定

で非公開というふうになっているところであり

ます。この件については、不服申し立てをいた

だいているところではありますけれども、その

案件を今審査会で審査中というところでござい

ます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） つまり３月の予算委員

会では、予算で買うというふうに出されたのを

議員としては議決という形で予算から削除した

というふうに私たちは受け取っておりまして、

慎重に用地については考え直すべきだという立

場が議会としては３月議会であったというふう

に私は受け取っております。 

  それから、もう一つは、市民に情報を公開し

ないというふうに決めたんだというふうに、準

備課長もまた総務課長も不動産鑑定は公開しな

いんだというふうに決めたというふうに言って

おられます。非公開だと言っておられました。

しかし、市民から見ますと、議会に土地の購入

費はこれこれだと、これでやっていきたいとい

うふうに出している金額がはっきりしているわ

けです。それは、つまりは不動産鑑定を受けて

出している金額だというふうに言葉で何度も説

明を受けましたので、鑑定に基づいてこのお金

で買うというふうに決めたというふうに市で出

しているということは、これはすなわち公開し

ているも同じ。市民に、このお金で買うからな

ということを、いいか、このお金で不動産鑑定

も受けたんだよということを市民にほぼ公開し

ているのも同じことであり、それを正式に書類

として見せてほしいというふうに出した情報公

開は何も非公開にする必要はない。市民にほぼ

公開されていると同じ。何を隠さねばならない

のか。なぜ隠さねばならないのか。なぜ非公開

なのか。疑問を持たざるを得ない。なぜ非公開

しなければならないんでしょうか。 

  個人の財産という説明もあったように思いま

す。しかし、買うのは市民の税金であり、市民

が出すお金でありまして、それを正式に不動産

鑑定も受けているというふうに、これは税金を

使って不動産鑑定を受けているわけですから、

全て市民にとっては市民のための市民のもので

あり、公開しないという理由が全くわかりませ

ん。公開しないというその姿勢の中に何か疑義

を感じるといいますか、何かあるのではないか

と疑わざるを得なくなってくる。疑われてもお

かしくない。公開しないほうが疑われるんです。

公開しないまま土地を買い、建設を進め、借金

もこれからしようとしているのかと思われます

が、公開しないままというのは、市民から見た

ら納得いくわけないと思います。 

  公開するのが、私が聞いたところによります

と不服審査請求が終わった後の６カ月後だとい

うふうに職員の方から伺いましたけれども、今

議会でこの内容で建設して進めてほしいと、執

行部がやっているのを賛成かと言われていると

きに、６カ月もたたないと公開、審査請求の中

身がはっきりしない。不服審査に対しての答え

が出ない。こういうことで、私たちこれを納得

して「はい」と進めることはできないように思

うんですが、どうでしょうか。 

小松 孝総務課長 議長、小松 孝。 

下山准一議長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 情報公開のあり方ということ

でありますけれども、確かに９月議会で予算案

を提出したというのは事実でございます。そし

て、不動産鑑定書の取り扱いでありますけれど

も、我々の立場としましては条例に基づいて判

断するというのが立場になるわけですけれども、

その情報公開条例の中で、規則も含めて、その

中で用地買収に係る不動産鑑定書については公

開しないという規定がありますので、そのこと

に基づいて非公開としたところであります。そ
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ういう判断をする自治体というのは私が知って

いる範囲ではほかにも多数あることかなという

ふうに理解しておりますし、６カ月かかって長

いのではないかという御意見でありましたが、

審査会で抱えている案件というのは２件ござい

まして、その１件については先日結論を出して

お示ししたところでありますけれども、通常早

くても４カ月程度以上かかる案件かなというふ

うに考えております。その結論を出すまでに判

例とか他市の審査会の実例も含めて、一文一文、

500ページ以上に上る文章を、どこの字句が公

開で、どこの字句が非公開というところも含め

て委員が判断するとなると、１カ月、２カ月で

は通常不可能な事案かなというふうに考えてお

ります。その案件が済みまして、２件目の不動

産鑑定書の件に今現在取りかかっている途中で

ありますので、御理解いただければと思います。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

２ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

２ 番（庄司里香議員） 看護師養成校の予算の

内容について御質問いたします。よろしくお願

いします。 

  市民の心配としては運営が本市１つだけとい

うことが一番の懸念材料だと思うんです。毎年

１億近い金額を一般会計より計上することをす

るということで、大丈夫かという市民の声が

多々ございます。財政シミュレーションも先日

されて、見せていただきました。ただ、もう一

つ現実的なものなのかというと、私自身、担当

の方々とのお話し合いの中でも確信は得られて

おりません。初めはよくても、定員割れがあっ

ても、運営は大丈夫なのかという保証といいま

すか、根拠をぜひともお聞かせ願いたいです。 

  また、先ほど佐藤議員からも御質問のあった

内容ですけれども、看護師養成校の予定地の不

動産評価額鑑定書を税金を使ってしているにも

かかわらず開示できていないということは、相

手方のプライバシー保護と聞いておりますけれ

ども、ぜひとも議会内でだけでも情報開示でき

たらと考えます。あらぬ疑問を抱かれるのは市

長にも執行部としても本意ではないと思うので、

ぜひとも開示に向けて前向きに考えていただき

たいと思っております。よろしくお願いします。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 財政シミュレーションに関し

ての御質問です。 

  先日の全員協議会におきまして令和９年度ま

での財政シミュレーションをお示ししたところ

でございます。これにつきましては、昨年12月

にお示しした中期財政計画の令和４年度までの

見通しについて、さらに５年間追加しまして令

和９年度までを試算したものでございます。 

  その中では、令和５年度以降、後年度になる

ほど国の動きや経済状況など不確定な要素が多

くなるということは確かにあるかと思います。

しかしながら、不確定だから財政的に運営でき

ないというふうなことに直結するものではない

と考えられます。開校後の運営経費を確保して

いくという課題が明確であれば、それは潜在的

なリスクではなくて対応していくべき事項とい

うことになるものでございます。 

  その対応策としましては、やはり歳入の確保

と歳出のめり張りのある抑制が基本になるもの

でございます。特に、投資的経費の抑制や行財

政改革によります人件費、物件費などの節減対

策などの対応策を講じていくことが今後重要に

なってくると考えてございます。そのような対

応策をとることによりまして、看護師養成所の

運営経費を確保しながら安定的な財政運営を行

っていく必要があるというふうに考えてござい

ます。以上です。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 鑑定書の議会開示というようなこ
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とでありますが、当初、私も実は予算化されて

担当のほうで鑑定書は開示できないと、なぜだ

というようなことを申し上げたところでありま

すが、今回は特に注視されるべき土地であると

いうことなので、やっぱり鑑定書の要求という

のは当然のことかなというふうに私も思ってお

りましたが、条例上において一律に扱ってしま

ったというところであります。 

  個人の資産に関する鑑定書であるというよう

なことで、条例上で個人の守秘義務にかかわる

というようなことが担当課のほうからありまし

て残念だなと、市民の皆さんになぜそうなった

かということを早く知らせる機会が必要ではな

いかというようなことはあったんですけれども、

財政に載せた予算書をもって推察していただく

しかなかったというのが現状であります。 

  今後について、どこまで議会、また市民の皆

さんに情報提供できるのか、今担当のほうの法

令のほうに指示いたしまして、どのぐらいの形

で、できる限り情報開示をしたいというのは私

自身も同じであります。そういう意味では、議

会の皆さんに大変な不信をいただいたというこ

とが大きな原因の一つだというふうに反省はし

ているところであります。そんな意味におきま

して、情報の個人の守秘義務、しかし公的な使

う場合には相手からの許可をもらって公表する

などさまざまな手があったのかなというふうに

反省しているところであります。 

  貴重な御意見をいただきましたので、今後に

つきましては、法令等を十二分に研究されて市

民側に立った形での情報公開に努めてまいりた

いというふうに考えております。 

２ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

２ 番（庄司里香議員） ありがとうございます。

今後ともよろしくお願いします。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 11ページの４款１項９

目看護師養成所について質問します。 

  冒頭で担当課長から訂正がありましたが、こ

の委託料なんですが、こちらについては３月の

定例会で議会は否決をしております。否決の理

由としては、地域の関係機関との合意形成を含

めた進め方が不十分である、開設に向け、特に

協力を仰がなければならない地元医師会や薬剤

師会などとの合意形成が図られたという報告が

いまだなく、納得できるものではないと、大き

い理由として挙げてございます。そこから３カ

月、あれからたっているわけですが、医師会、

薬剤師会などから明確な連携の協力、これは先

ほどの説明があったようにまだ得られていない

という理解でよろしいんでしょうか。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 議長、田宮

真人。 

下山准一議長 看護師養成所開設準備課長田宮真

人君。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 ３月定例会

のほうで一部修正のありました理由については、

ただいま叶内議員のおっしゃったとおりという

ことで捉えておるところですが、その中で、関

係機関との協力依頼の部分につきましては、状

況について６月５日の全員協議会のほうで報告

させていただいたところでございます。大変申

しわけなかったんですが、先ほど冒頭で薬剤師

会のほうにつきましては、協力する、相談に応

じるというような段階ではないということで御

回答させていただいたところです。薬剤師会に

ついては、先ほど申し上げましたとおり、今後

継続的に協力のあり方についてお話、相談して

いきたいと考えておるところでございます。 

  あと、医師会の部分でございますけれども、

こちらのほうも基本的には６月５日の全員協議

会のほうで御説明申し上げたような形となって

おりますが、医師会については非常勤講師や実
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習施設としての協力をお願いしたいなと考えて

おります。現在、看護教員が作成しましたカリ

キュラム案により具体的な協議を進めていきた

いと考えておるところです。既に議員の皆様の

ほうにお示ししました医療機関等へのアンケー

トの中にも、非常勤講師や実習施設への協力が

可能であると回答いただいた個別の医療機関も

ございましたので、今後、医師会のほうにも説

明しながら個別の医療機関のほうにも当たりま

して協力体制を構築していきたいと考えている

ところでございます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 ４月２日に医師会のほうに参りま

して、理事会というようなことでお招きといい

ますか、情報交換させていただくということで、

新庄市の看護師養成所について理事会での決議

をお願いしたいというようなことで、後日、新

庄市最上郡医師会の理事会で、新庄看護師養成

所については全面的に支援するというような決

議をいただいたということを御報告させていた

だきたいと思います。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） ４月２日、市長も行か

れたんでしょうかね。全面的な協力を得られた

というような返答を今いただいたかと思うんで

すが、私もちょっと調査したところによります

と、薬剤師会については、課長が訂正をしたと

おりにいまだ依頼文もいただいていませんし、

協力体制について、それを依頼文もない状態で

薬剤師会に諮ることもまずできない状況だとい

うことを確認しております。 

  そして、医師会については、５月16日に協力

に向けた新庄市看護専門学校開設に向けた協力

の依頼についてということで文書のほうを出さ

れているのではないかと思います。医師会のほ

うも、今また説明の中で個別の医療機関という

言葉がまた出てくるわけですね。個別の医療機

関を私どもは聞いているのではなくて、医師会

としてきちっとした返答をいただいているのか

どうなのか。正式な返答をいただいているのか

どうなのかということを伺っているわけです。

その中で確認をしましたところ、その文書は、

依頼文については受領したと。しかし、今後、

６月の末に医師会の中で理事会があるというこ

とで、その中で協議をしまして市に対しては返

答を考えているという答えをいただいておりま

す。具体的な回答はまだ出していないというの

が事実なのではないかと思います。これまでの

５月28日の産業厚生常任委員会の協議会におい

ても、全協においても、この資料を見ると、私

ども、もう協議があったんだと誤解をするわけ

ですよね、こう出されてしまいますと。実際の

事実はそうではない。事実と違う説明を議会に

行ってきたということになるのだなと思うわけ

です。この市の進め方というのが極めて道義、

条理に欠けて不適切なのではないのかと思うん

ですが、この点について説明をお願いします。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１１時００分 休憩 

     午前１１時０９分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 叶内議員の質問にちょっと答えさ

せていただきます。 

  ４月２日に医師会のほうの理事会のほうに行

かせていただいたというお話をさせていただき

ました。その席上、理事者の皆さんに協力して

いくべきだというようなことを会長がお話しし、

理事会ではそういう方向で決定したと。それを

本会議、全体の医師会の総会にかけていくとい
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うようなことを私どもはお聞きしたということ

であります。 

  また、医師会の総会の中で、協力しないと、

協力すると、たとえ決定しても、そういう先生

があるかもしれません。しかし、一方では、先

ほど課長が申し上げましたように、みずから、

できる看護師養成所には積極的に協力したいと

いう個人の先生も多くいるということでありま

す。 

  また、この医師会の中で、授業の部分が不足

する部分については、山大等へのお願いをする

というようなことになろうかと。全ての講義を

新庄市最上郡医師会だけでは賄えないというふ

うなことも思っておりますので、総勢70名から

80名の講師が必要となりますので、それについ

ては山大のほうから派遣していただくというよ

うな考えでいるところであります。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） ４月２日の段階をやは

りよくもって説明をいただくんですが、まず先

ほど課長が説明した医師会が全面的に協力する

ということは、医師会のほうから全面的に協力

するという、会として、全体として回答は文書

でも出していないわけですよ。いない状態で、

この議会の場で全面的に協力するという言葉を

出されてしまった場合の医師会の感情、そうい

ったものを考えられたことがあるのかなと非常

に思うわけです。ずっとこれまでの当局の説明

と、現場の本当に看護学校の生徒の指導に深く

かかわるであろう根幹に、生徒指導の根幹にな

っていくだろうと思われる医師会や薬剤師会な

どからの説明を聞きますと、この市とのやりと

りについて内容が全く一致していない。一致す

るところが見当たらないんですね。そして、こ

の学校の、学校にかかわっていく合意形成の進

め方すら、その医師会すら、薬剤師会すら、こ

れはないがしろにされているんじゃないか、軽

んじられているんじゃないかと非常に感じます。

今の市長説明の中であっても、個人的にお医者

さんが協力してくれる。いや、市民の全体の税

金を使ってやっていく事業なわけですよね。一

個人がやる事業じゃないんですよね。一個人が

やっていくのであれば、その運営する個人が個

人的に依頼をして来ていただくというのは納得

が通るし、誰も何も言わない話じゃないですか

ね。でも、市民全体の税金を使って、そして運

営をしていく、事業をしていくのであるならば、

医師会全体、薬剤師会全体、その総意が必要な

んではないでしょうかね、協力をしますという。

そういったことが、一つ一つが非常に軽んじら

れてないがしろにされていると非常に思います。

事実に基づかないことがとても多い。この基づ

かないことがあって、私たちは市民から議席を

預かっていると思っております。その私たちが、

この項目が本当に審議に値するのだろうかと思

っております。審議に値するものであるとは思

っておりません。はい、以上です。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 御指摘はさまざまあろうかという

ふうに思います。医師会の総意がなければ進ま

ないのではないかということのおっしゃり方か

なと思います。御相談はさせていただいている

ということであります。医師会が全面的に協力

するというような、会長からはそういうふうに

お話を聞いているということであります。総会

を待たなければその結果はわかりませんけれど

も、しかし総会の中でそれが決議されるだろう

と、それを待ってからでしょうというようなこ

とはあるかもしれませんが、カリキュラム等の

さまざまな観点からいって医師会の会長の言葉

の重みを大事にしているというところで、御理

解いただきたいと思います。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 
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下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） ほかにも重要な案件が

ありますので、お伺いします。 

  補正予算書10ページ、２款１項７目企画費の

中で、市制70周年に合わせて市民提案型のとこ

ろが当初計画していたよりもふえたというとこ

ろで、この金額、増になっておりますが、非常

に市民の皆さん積極的だというところで、あり

がたいなと思いつつ、ざくっと、まだ話せなけ

れば話せないでいいんですが、今のところどん

な市民提案の企画があるのか。 

  それから、もう一つ、２つ目、補正予算書12

ページ、７款１項２目プレミアム付商品券販売

事業というところで、ここは３月議会の補正予

算の中で、同じ内容を聞いていると思います。

つまり、これは国の事業ですけれども、実際こ

れまで経験した中身でいくと、新庄の方々、実

際事業されている個人事業者、それから我々市

民の方とマッチングが図れないような実態があ

ったと。記憶がちょっと正しければ、関係する

商工会議所さんと有効な手だてをこれから考え

ながら実践、実施していくんだという答弁をい

ただいたと記憶しておりますが、その後、じゃ

あ実情に即して実際新庄の方の事業者、それか

ら市民の、例えばこのプレミアム付商品券とい

うのは消費税増という前提で消費を喚起すると

いう国の狙いもあるのは承知しておりますが、

せっかく国原資100％の事業、ある程度大きな

事業なので、その辺のところ、今どんな動きで

進めようとしておられるのか。 

  それから、３点目、同じ12ページですが、６

款２項１目森林環境譲与税基金積立金と。先ほ

ど基金条例制定に関する委員長報告に対する議

員さんからの質問にもあったように思いますが、

当面３年間にわたるおおむねこの金額が基金に

なった後、使い道をどうするんだというような

中で、計画はあるのかという中身で、とりあえ

ず現状把握と。森林の所有者とか面積等、現状

把握する旨、ちょっと説明いただいたのですが、

せっかく補正予算にも計上されておりますので、

さらに詳しい説明があればお願いしたいなとい

うふうに思います。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 初めに市制施行70周年記

念の市民提案事業についての御質問でございま

す。 

  こちらのほうの市民提案事業につきましては、

市民の方の参画意識を高めるために市民団体、

グループ等が企画・立案して実施する事業につ

いて補助金として支援を行っていくものでござ

います。 

  予想を大きく上回る16の団体、グループ、そ

して個人から申請がございました。その中で、

市民委員を含めた選考会のほうを実施して、そ

ちらのほうをどこまで補助するかということに

ついて検討したところでございます。 

  その中で、この補正予算が通った暁には16の

うち11団体に事業のほうを実施していただきた

いと。全てが全額支援できるわけではございま

せんけれども、何らかの形で支援してまいりた

いと考えているところです。 

  主な事業、内容についてだけ説明させていた

だきますと、例えばキッズ☆ドリームワークと

いうことで、夏休み期間を利用して小学生を対

象として職業体験をさせる事業、またもう一つ

は、中学高校生のための小説家になるには講座、

こちらのほうも企画して申請があったところで

す。そのほかには、最近見られない盆踊り大会

を復活させてスーパー盆踊りをしたいというふ

うな事業とか、演劇の特別講演のほうを実施し

たい。ほかには、もう一つ、最上のキャリア教

育「ワクワクはたらＫＩＤＳ」というふうな名

称で、小学生が主体となってさまざまな仕事を

体験しながら架空の町、はたらＫＩＤＳ王国を

つくり上げていくというふうな夢のある事業で
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あったり、さまざまな事業が応募されたところ

ですけれども、先ほども申し上げましたとおり、

11の事業にできれば実施していただきたいと考

えて上程させていただいたものでございます。 

荒澤精也商工観光課長 議長、荒澤精也。 

下山准一議長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 プレミアム付商品券の事

業の補正でございます。今回、既決予算の部分

まではシステム改修等の部分の費用ということ

で、ただ、実際の交付要綱の部分について国の

正式な交付要綱が４月１日付で定まったという

ふうなこともありまして、実際にプレミアム付

商品券のうち、プレミアム分、いわゆる新庄市

のほうで考えておるプレミアム付商品券につい

ては、500円券を10枚つづりとしまして、それ

を最大５冊購入することができるということで、

２万5,000円分の商品券を購入できるというよ

うなことで、実際に対象者に当たっては２万円

が個人持ちになりますけれども、残りの5,000

円分がいわゆるプレミアム分ということで、国

で交付される部分ということで、今回対象とな

る方については約7,000人ということで、7,000

人に5,000円をお掛けした3,500万円をこのたび

補正として計上させていただいたということに

なります。 

  また、スケジュール関係でございますが、ス

ケジュールについては、今システムの改修の部

分でそれぞれ準備しているところでございます

が、実際に７月の中旬ぐらいまでには税務情報

のシステムより非課税者の抽出であったり、あ

とはお子さんの人数の抽出というようなことで、

それらが整った段階で、今後その対象者が引き

かえ券を申請することになります。実際にその

方々が購入されるのが７月下旬から11月１日ぐ

らいまで、一応その入力等もしまして審査後に

購入引きかえということで、９月上旬をめどに

引きかえできればなということで、10月１日か

らいよいよ商品券が販売・使用開始というよう

なことになりますけれども、あと実際に取り扱

います店舗の公募については、限定してはなら

ないということでございますので、広く隅々ま

で商業をされる商店さんのほうに公募をかけま

して、その公募された方々の店舗で使えるよう

にということで考えておるところでございます。 

  実際に引きかえできる期限は一応３月中旬ぐ

らいまでを、一応、各取扱店舗で商品券の換金

ということで考えておるところでございます。 

三浦重実農林課長 議長、三浦重実。 

下山准一議長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 それでは、御説明をいたしま

す。 

  このたびの森林環境税の目的、またはこの３

年間の事業計画等々について詳しくということ

だったものですから、私のほうからまた説明を

させてください。 

  森林環境経営の目的なんですけれども、森林

の多面的機能を向上させるために長期にわたり

森林を適切に管理をしていきます。あわせて、

林業の成長産業化を図るということが大きな目

的でございます。 

  それにつきまして、現状でございますけれど

も、所有者の高齢化、担い手不足、境界不明瞭

など、森林経営が成り立っていない状況ができ

ております。そのためには、まずは所有者の確

認と境界の確認等々が大きな業務だと考えてお

ります。 

  森林経営の手段につきましては、市が仲介役

となりまして森林所有者と林業経営者をつなぐ

仕組みを構築したいなと考えております。 

  この手段に要する費用についても、森林環境

譲与税を充当したいと考えております。大きな

サイクルとして、植えて、育てて、伐採をして

使う、この循環を果たしたいなというふうに考

えております。 

  今後の計画でございますけれども、まず計画

策定ということで、所有者の方々に今後自分で
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経営管理をしていきますか、この山林について

は自分で経営していきますかと。あとは、集団

で管理をしていったらいいでしょうか。または、

業者の方に、企業の方にお願いをしたいという

ことで、それぞれあろうかと思います、考え方

が。ですから、そのような方々に、まずは今後

の林業に関して意識を持っていただいて、今後

どういうふうに対応したいかということの考え

をお伺いしたいということが１つでございます。 

  また、システムの構築をしたいと思っており

ます。その山林といいましても、樹齢が幾らな

んだろうか。何年たっているんだろうか。また

は、どのような種類が植わっているんだろうか。

それによって計画は違ってくるかなと考えてお

ります。 

  あとは、個人ではなかなかできない林道の整

備というものにつきましても、計画的に対応し

たいなと考えております。 

  森林環境譲与税というのは、こういう形で運

営をされていきたいというふうに考えておりま

すので、どうかよろしくお願いいたします。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） 市制70周年ということ

で、説明いただきました。今期定例会、一般質

問、１番バッターを務めました山科議員、我々

の同じグループでございまして、後押しという

わけじゃないんですが、これからの地域づくり

をするためには市民の皆様のお力添えなくして

行政単独ではやっていけない部分もあるという

中で、冒頭、関課長が今説明したように、市民

の参画意識をどうやって高めていくかというと

ころに一つの狙いを絞ってやられている事業か

と。残念ながら、漏れる団体・市民等もあるよ

うですけれども、ぜひ市民の前向きな気持ちを

醸成すべく事業にしていただければというふう

に思っております。よろしくお願いします。 

  それから、プレミアム付商品券のやつで、商

店に関しては限定すべきではないという国のお

達しがありました。金額、10枚つづりですから、

２万5,000円のうちの5,000円分がプレミアムに

なるんだと。これ、やっぱりあくまでも経済的

なハンディキャップのある方が一気に２万

5,000円分の商品券が買えるか買えないかとい

う議論もあろうかと思いますが、そこの部分は

やはりちょっと経済的にハンディキャップのあ

る方を優先すべきかと思いますが、その辺のお

考えがあればお示しください。 

荒澤精也商工観光課長 議長、荒澤精也。 

下山准一議長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 今回のプレミアム付商品

券の部分については、低所得者とそれから３歳

未満児ということで、対象となるというような

ことで、実際に商品券をつくる際考えたのが、

やっぱり使用の部分で、幾らでも使いやすくと

いうようなことで、500円券を御用意させてい

ただいたということでございます。それが10枚

つづりで１冊として５冊まで購入できるという

ことでございますので、最大限使われることを

見込んで3,500万円というような計上をさせて

いただきましたが、その家庭家庭において事情

等も変わると思いますが、そういった部分では

使いやすいというか、ことで、500円券を御用

意させていただいたということになりますので、

よろしくお願いします。（「終わります」の声

あり） 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

８ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

下山准一議長 小関 淳君。 

８ 番（小関 淳議員） 11ページの看護師養成

所のところで質問させてもらいます。 

  まず最初に、先ほど市長が答弁の中でおっし

ゃっていた全面的といった、なぜその全面的と

いう言葉をあえて使ったのか、それを教えてく

ださい。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
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下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 全面的な協力をするべきではない

かという御意見に対して私の発言だったのかな

というふうに思います。医師会におきましては、

先ほど４月２日に理事会のほうで本会議に議案

として載せさせていただくというような理事会

の決定を行ったということで、ぜひ看護師養成

所を進めていただきたいというような会長のお

言葉でした。医師会が全面的に協力するかしな

いかということは、これからの総会によるとい

うことであろうかというふうに思います。その

中で、全面的に全員が協力するか、しないかと。

これは臆測でありますので、わからないわけで

あります。その中で、できる限り全面的に協力

していただきたいけれども、そうでない場合で

あっても一人一人にお願いしながら、講師とし

て、していただけるか、いただけないかという

ことをお願いして歩くということであります。

そんな意味で使ったというふうに思っていると。 

８ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

下山准一議長 小関 淳君。 

８ 番（小関 淳議員） 私の耳が悪いのかどう

かわかりませんが、全面的な支援を約束したと

いうふうな感じで受けました。びっくりしたと

いうか、そうでない状況があるとちょっと私の

情報では聞いていたので、いつ約束したんだろ

うなと本当にびっくりしました。それは、いろ

いろ言葉の表現の認識の違いから来るんだと思

いますから、それはいいとして、北本町につく

っていただくという計画は、私も北本町に関係

がありますから、非常にうれしい計画ではある

と。そういう部分はあります、もちろん。でも、

やっぱりほかの議員の皆さんが懸念を示す、そ

こを確認していることでもわかりますように、

非常に進め方に無理があるよなと。土地の取得

に関しても、説明しました、しましたと言った

ら、新田議員の質問に対してちょこっと２月25

日に先行取得しましたみたいな、それで説明と

いう、その認識も私は信じられないと思ってい

ます。ただ、もし、あそこで、看護師養成校が、

才覚というか、そこを建設してすばらしい才覚

のもとで運営をしていく、アイデアもある、手

法も全国で苦しんでいる看護師養成校のそうい

うものをベースにしてこれだったらやれるとい

うものを見つけた上でやるのであれば、私は本

当にうれしいと。そういうものもないままに進

めること、それもやり方というよりも何かやり

口に似たような手法で進めていく感じがするの

は僕だけではないと思う。仮にも教育機関で、

住民の命と健康のために働こうと、医療機関で

働こうとする人材を養成する、そういう機関で

すよ。誇り高い機関ですよ。それなのに、なか

なか市民が納得いかないような手法で進めてい

ること自体、そもそもおかしいと私は感じます。 

  そこで、質問ですけれども、北本町の商店街、

にぎわいを創出するというふうなこともおっし

ゃっていました。今、こらっせという前に空き

ビルだったのを運営している会社がありますけ

れども、あそこの１日のお客様の出入りは

1,200人だそうです、１日平均して。この看護

師養成所のにぎわいを創出するという理由、示

してください。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 いろんな捉え方があるのかなと思

いますけれども、既に御存じかどうかわかりま

せんけれども、看護師養成所があそこに建設さ

れるであろうというような予測を立てたのかど

うかわかりませんけれども、角の空きビルにネ

イルサロンがもうできてきたというようなこと

は、一つの呼び水になっているのかなというふ

うな思いがあります。 

  また、駐車場の狭い広いという問題がござい

ますけれども、北本町にある駐車場を利活用さ

せていただくと。１年目は30人かもしれません

けれども、３年間、90人の方々があそこを行っ
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たり来たりするというようなこと、それらが動

きがあるということが私は一つのにぎわいでは

ないかなというふうに思っているところであり

ます。 

  さらには、こらっせのお話も出ましたが、Ｔ

ＣＭを買い取って新たな会社をつくっていきた

いというようなお話も聞いているところであり

ます。そこには高校生などを取り入れた活動を

していきたいというようなお話も聞いたところ

であります。そうした相乗効果を図っている、

知恵を出しながらだというようなことだと思い

ますけれども、そういう相乗効果を図ることに

よってにぎわいがつくられていくんだろうとい

うふうに思っております。 

  いきなり何千人があそこに来るとかそういう

ようなことをしているわけではなくて、お互い

が相乗効果をいかに出すかということが私は大

切だと、それがにぎわいのまちづくりだという

ふうに考えております。 

８ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

下山准一議長 小関 淳君。 

８ 番（小関 淳議員） 少しはにぎわいに貢献

できるということで、そういうふうに考えてい

るということで、いいですね。 

  あと１回ですよね。じゃあ、どうしてもつく

りたいということは非常にわかります。でも、

やっぱり市長のいろいろ今までいろんなところ

でおっしゃった発言などを見ると、看護師養成

校に関してではなくて、これだけスタンス、こ

れだけ思いが違うんだなという比較の材料とし

て言わせていただきたいんですけれども、市長

の道の駅建設に関してのスタンスなんかを聞く

と、建設費用と運営に課題があると。全国の道

の駅の多くは赤字経営であり、市の多くの財政

負担も考えられると。そこが非常に不安だと。

これ、道の駅に関しては非常に不安な材料を並

べ立てていらっしゃる。ぜひ、看護師養成所の

開設に向けても、不安な材料を再度確認してい

ただく必要があるのではないかと。余りにも違

い過ぎる、スタンスが。道の駅構想は厳しい。

看護師養成校も、議員の一部から見れば非常に

厳しい。なのに、片方は進めるぞと。その辺が

よくわからない。財政的なことを財政課長がこ

の間全協で説明していましたけれども、やっぱ

り中期財政計画、一生懸命、前の課長さんが中

心になってつくり上げたものの中でも、いろい

ろ書いてあります。厳しい財政状況が待ってい

ると。やっぱり私が想像するのは、無理やり看

護師学校を進めることで、さまざまな市民サー

ビス、さまざまな医療や福祉の部分、教育の部

分で必要な予算というのが削られるんじゃない

かと。気持ちはわかりますよ。最上の医療を何

とかしたいんだと。でも、ほかの行政の仕事も

いっぱいあるわけですよね。それを我慢してい

ただいて看護師学校を本当に進めていいのか。

私はその辺がわからない。 

  この間、市報を見せていただきました。市長

のお気持ちが前面に出ていてわかりやすかった

なと思いました。でも、懸念材料というのをち

ゃんと載せない限り、こういう課題もあるんだ

と。だから、市民、あとは医療関係団体、みん

なで協力して進んでいかないと大変なことにな

るんだよと、それを書けばいいじゃないですか。

何も書かないで、これは最高だ、若い人たちが

みんな応援しているみたいな。まあ、いいです

よ、それは。そういう声もあるんでしょうから。

ただ、そういう声を発信している人たちも、正

確に財政のこととか今後市民サービスが低下す

るおそれもあるとかそういうことをちゃんと示

してからああいうふうな記事をつくれば、より

市民は信じるんじゃないかなと思いますけれど

も。 

  財政シミュレーションを見ました。あれ、本

当はあそこまでつくり上げるというのも大変だ

と思いますけれども、やっぱり経常収支比率、

あと実質公債費比率などを見ると、本当に平成
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34年以降だから、そこからのあの数字、本当か

と。僕らは数字には本当疎い人間ですけれども、

僕でも本当に不安になるような数字なんですけ

れども、その辺の説明もちょっといただきたい

なと思いますし、なぜ、道の駅の構想とこの不

安材料はほぼ同じみたいな感じが私にはするん

ですけれども、道の駅構想と看護師養成所開設

の構想との思いっきりの開きというか、何なん

だろうかなと、その辺も説明してください。 

  あと、酒田の専門学校の話も前にしたかと思

いますけれども、酒田ですら全面的に支援をし

ている。医師会、看護師会、その他。それで大

変な状態になっている。日本海病院も委託され

て運営している。なぜ、酒田でそういうふうな

現状があることを認識しながら、新庄は大丈夫

だと言えるのか、その根拠をお示しください。

以上。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 町のにぎわいから始まりまして、

道の駅に対しては非常に懸念材料があるのに、

看護師養成所には懸念材料を出さないと。それ

はなぜの違いなのかということでありますが、

道の駅は前日の議会の奥山議員の質問にも答え

させていただきました。議会提案の道の駅をど

う考えているのかということであります。 

  昨年２月にほぼ委員会と意見がまとまりつつ

あったわけでありますけれども、県のほうから

少々待っていただきたいというようなお話がご

ざいました。それは場所の件であります。場所

の件であると。私は個人的に、個人的にという

よりも、そういうことではないまちづくりとし

てエコロジーガーデンを道の駅的にしていきた

いと。そのために国の登録文化財、今１億

2,000万円の6,000万円、国から、文化庁からい

ただいて改修し、多くの人があそこに入って楽

しめるというような目的、道の駅が私は大切だ

というふうな、そこにはやっぱり登録文化財で

あり、あの景色と雄大な敷地、これは大きな魅

力になるだろうと。 

  また、ｋｉｔｏｋｉｔｏマルシェなど、そう

いうものが動いていると。そういうものを活用

すべきだというのが私の底辺にございます。 

  さまざまな御意見がございますので、13号線

と47号線の結節点だろうという御意見もござい

ます。県でもそのような考えもしています。今

回、県としては、わかりましたと。８市町村が

それぞれ考えて、ゲートウエーというようなこ

とは、中心はまた別個に考えますというような

話し合いが５月から進んだところであります。 

  また、県に対しては、明倫学園の建設、そし

て看護師養成所の次にそのことについては検討

し考えていきたいというようなことで、道路整

備の状況との対応も考えながらしていかなけれ

ばいけないということです。 

  もう一点、新庄の特徴というのは、道路だけ

ではなくて電車があるというようなことで、駅

の駅があるというふうに私は表現しております

が、既に物産館があり、多くの皆さんに、年間

100万人以上の方々へのサービスを行っている

のも現状であります。そこのところの施設の運

営というようなことは、皆さん御承知のとおり

なわけであります。そうしたことをトータル的

に受け皿というものを考えていかないといけな

いという意味で、道の駅の状況をもっと調べ、

そして３分の１、３分の１、３分の１と。赤字

が３分の１、中間が３分の１、さらには３分の

１でも半分ぐらいが何とか利益を出していると。

これには公設民営というようなことで、それを

応募しなければいけないということも含まれて

くるわけであります。そうした意味で、若干の

道の駅がおくれるかもしれませんけれども、今

後検討材料として看護師養成所の後にそういう

ことも皆さんと検討してまいりたいというふう

に先日お答えさせていただいたところでありま

す。 
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  一方で、看護師養成所につきましては、地方

の過疎化における新庄・最上地域の人口ピラミ

ッドから見てみますと、18歳以上の方々が新庄

から離れてそして帰ってこないというようなこ

と、その多くの方々が望むのは、地元に高等教

育機関があればいいなというようなことを望ん

でいるということが原点なわけであります。さ

らにそれをつけ加えますと、医療と福祉を自立

していくという観点では、みずからやはり看護

師養成所で看護師を養成し、地域の中の医療福

祉をみずから守っていくと。また、奨学金をつ

けて、県でもやっておりますけれども、奨学金

をつけて給付制度にできるんではないかという

形がありますけれども、給付制度でつけてやっ

ても、戻った場合にゼロになりますよという制

度では、戻れない方も出てくるわけなんです。

そういうこと以上に、ここの地元にあれば生活

費がかからず、そしてこの地で学んで、また都

会にスキルアップで出るかもしれません。しか

し、また戻ってきて地域に貢献すると、そうい

うふうな循環作用ができるんではないかと。や

っぱり18歳から22歳の方がいなくなる。これは、

私が市長になったときから議会の皆さんから多

く質問を受けた事例であります。人口減少対策

をあなたはどうするんですかと。これが底辺に

あるというふうに御理解いただきたいと。 

  その中で、残す、単に高等教育機関といいま

しても、これは地域の中での給与体系、さまざ

まな企業体系、そういうことを含みますと、今

人口比率で一番看護師が少ないこの地域に絞っ

て看護師養成所をするべきだと。 

  また、お金のことについて申しましたが、不

安があると。不安にならないような形で運営し

ていくというようなことであります。これまで

農業水利事業について25年間一般財源で２億円

ずつを返還してまいりました。これはやっぱり

大変な事業だったと思います。この事業によっ

て水争いがなくなったというのは、これは事実

であります。大変な市民の負担がありましたけ

れども、結果としては、それはよかったと。そ

れは平成29年度に債務負担行為が終了しました

ので、ようやく２億円のうち１億円を人づくり

に使えるんではないかという提案であります。 

  皆さんの一般的な今までのサービスを落とす

というような考えはございません。また、郡部

との話し合いの中では、令和２年度に定住自立

圏の更新がまいってきております。その中で、

７町村とは8,500万円、1,500万円の定住自立圏

によるお金の使い方について、もう一度検討し

直すというようなことは申し上げているところ

であります。 

  道の駅については、訪れる人たちへのおもて

なしというようなことであるかもしれませんが、

看護師養成所は、まちづくりは人づくりだとい

う強い思いで述べているということをぜひ御理

解いただきたいというふうに思います。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 議長、田宮

真人。 

下山准一議長 看護師養成所開設準備課長田宮真

人君。 

田宮真人看護師養成所開設準備課長 先ほど６月

10日に発行いたしました市報の部分のお話があ

りましたので、その部分、御説明させていただ

きたいと思います。 

  市報の中に、財政負担、財政的な部分の掲載、

説明文章がなかったということのお話かと思い

ます。３月定例会におきまして、予算につきま

しては一部修正され、現在予算化されておらな

いということがございましたので、不明確な部

分があるということで、市報への財政部分、事

業費の掲載はしていないところでありました。

ただ、先ほど小関議員から御指摘があった部分

については確かにそのとおりだと思っておりま

すので、４月段階ではこういった形で地域の現

状、課題を示しましたパンフレットを作成しま

して、管内の関係機関・団体に配布しまして説
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明したところでありますが、今月中にそのパン

フレットの内容をリニューアルしまして直近の

アンケート結果などを載せたいと思っておりま

すが、あわせまして、さきの全員協議会でお示

ししました概算事業費と管理運営費の見込みを

掲載しまして、今後市民の方への全戸配布や関

係機関への周知、広報を図ることでお知らせし

ていきたいと考えているところでございます。 

  あわせて、予算化されました場合は、改めま

して今後継続的に市報のほうで情報提供してい

きたいと考えておりますので、そちらのほうへ

も掲載し、お知らせしていきたいと考えている

ところでございます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 ちょっと１点漏れました。財源に

つきましては、広域的なことも含めて考えてお

ります。10年前、広域での分担金があり、16億

円の債務負担があったということで、新庄市が

半分の約７億5,000万円ぐらいを返さなくちゃ

いけなかった時代があったわけですけれども、

現在、償還金が3,000万円というようなところ

でございます。この原因につきましては、団塊

の世代の皆さんが消防の場合に非常に大きくた

まっておりましたので、その方々の人件費が大

変多かったと。今は採用についてはピラミッド

にならないように穴埋め方式の採用によって将

来的に負担の平準化を図るというふうなことで

やっております。今ここの10年間等のシミュレ

ーション等でいくと、数千万円単位での償還金

と。いずれにしましても、何億というふうな持

ち出しをしていたのも事実でございます。大変

失礼しました。（「やれるっていう根拠が……」

の声あり）そういうふうな総合的な財政シミュ

レーションをしたときに、やれるということを

考えております。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  ただいまから１時まで休憩いたします。 

 

     午前１１時５５分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ここで、議案第26号令和元年度新庄市一般会

計補正予算（第１号）について修正動議が提出

されておりますので、ただいま事務局に写しを

配付させます。 

  暫時休憩します。 

 

     午後１時０１分 休憩 

     午後１時０２分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  本修正動議は、２人以上の発議者がおります

ので、動議は成立します。 

  よって、修正動議を直ちに議題といたします。 

  修正動議の説明を求めます。 

８ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

下山准一議長 小関 淳君。 

   （８番小関 淳議員登壇） 

８ 番（小関 淳議員） それでは、議案第26号

令和元年度新庄市一般会計補正予算（第１号）

に対する修正動議。 

  上記の修正案を別紙のとおり地方自治法第

115条の３及び会議規則第17条の規定により提

出します。 

  提案理由。別紙をごらんください。 

  歳出４款衛生費１項保健衛生費９目看護師養

成所費、看護師養成所開設準備事業費201万

4,000円の中の看護師養成所建設事業発注支援

業務委託料158万4,000円を減額し、その財源と

して歳入19款繰越金１項繰越金１目繰越金を

158万4,000円減額するものであります。 
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  本議案の修正動議部分については、３月定例

会予算特別委員会での修正動議が可決された過

程を重視しつつ、その後の市長部局の看護師養

成所開設に関するさまざまな課題について、ど

の程度まで解決し、また市民に公表し、今議会

に提案したものかを十分に注視した上で判断し

たものです。 

  具体的には、市民への十分な説明のための市

民説明会を要求しましたが、開催されていませ

ん。また、この度の「広報しんじょう」には必

要性や待望論についてデータつきの記載はあり

ます。しかし、建設費を初めとした開設のため

のさまざまな予算や、運営面での一般会計から

どれだけの予算を毎年繰り入れなければならな

いかなどについては、全く記載されていません。

議会に対しても、今年２月の建設用地先行取得

などについては、十分と言える説明はありませ

ん。また、教育内容の根幹にかかわるであろう

医師会、薬剤師会など関係団体との明確な合意

形成もいまだできていませんし、認可者である

県側との交渉も目に見える進展はしていません。 

  さらに、全国の４年制大学を除くほとんどの

看護師養成所が、厳しい運営を迫られている現

状がある中で、都内の自治体には養成所への繰

出金が予算を圧迫し、やむなく廃校にしたとい

う事例もあります。市長部局は、そのような多

くの懸念材料をどのように乗り越えるのかとい

う道筋の説明もありません。 

  今後、新庄市の状況は人口減少が加速度的に

進むと予想され、それに伴い国からの地方交付

税も減額されていくことになります。 

  昨年８月には、２度の豪雨災害により、農地

や道路、水路などに甚大な被害がありました。

このような大きな自然災害がまた起きないとは

考えにくい気候状況です。そして、道路や橋な

どを含めた公共施設の老朽化問題も、早急に解

決しなければなりません。さらに、定住を促進

する意味からも、赤ちゃんから子供を含めた子

育て世代を福祉、医療、教育などの全方面から

支えなくてはなりません。これらの施策を滞り

なく進めるためにも、持続可能な財政運営の継

続が、何より重要になります。 

  このように、さまざまな課題と責務が山積し

ている中で、開設事業が進められており、多く

の懸念材料をほとんど払拭できていない現状が

あります。これらについて、市民と議会にしっ

かりと説明できない限り、看護師養成所開設に

関連する予算を通すわけにはいきません。再度、

見直しや慎重な調査・検討を求めます。 

  数字については、次のページ、また次のペー

ジに記載しております。よろしく御検討くださ

い。ありがとうございました。 

下山准一議長 ただいまの修正案に対する質疑を

行います。質疑ありませんか。ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結します。 

  これより修正動議に対する討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第26号令和元年度新庄市一般会計補正予

算（第１号）の修正案について、電子表決シス

テムにより採決いたします。 

  修正案に賛成の諸君は賛成のボタンを、反対

の諸君は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

下山准一議長 それでは、締め切ります。 

  表決の結果は、賛成９名、反対８名、賛成多

数であります。よって、修正案は可決されまし
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た。 

  次に、ただいま修正議決した部分を除く原案

について討論を行います。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  修正議決した部分を除く部分については、原

案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第26号令和元年度新庄市一般会計補正予算

（第１号）については、修正議決した部分を除

く部分は、原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１０議案第２７号令和元年

度新庄市国民健康保険事業特別会

計補正予算（第１号） 

 

 

下山准一議長 日程第10議案第27号令和元年度新

庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第27号令和元年度新庄市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第27号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１１議案第２８号令和元年

度新庄市介護保険事業特別会計補

正予算（第１号） 

 

 

下山准一議長 次に、日程第11議案第28号令和元

年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）を議題といたします。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 



- 155 - 

  これより採決いたします。 

  議案第28号令和元年度新庄市介護保険事業特

別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第28号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１２議案第２９号令和元年

度新庄市水道事業会計補正予算

（第１号） 

 

 

下山准一議長 次に、日程第12議案第29号令和元

年度新庄市水道事業会計補正予算（第１号）を

議題といたします。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） １点だけ質問します。

水道でしたね。 

  ２ページの資本的支出の中の給配水設備工事

費なんですけれども、昨年８月の水害による復

旧事業というふうに聞いております。旧畑簡水

で唯一の温泉でありました新庄温泉の水源にな

っているものであります。それの配水設備の復

旧ということですが、聞くところによると温泉

を活用して福祉関係会社が入ってくるというう

わさを聞いておりますけれども、旧畑簡水の水

源地というのは１カ所しかありませんので、そ

ういうところができた場合、今の給水能力で十

分なのかどうか。その辺の検討はどうなさって

いるか、お尋ねいたします。 

奥山茂樹上下水道課長 議長、奥山茂樹。 

下山准一議長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 旧畑簡水の老人施設の計

画とそれから水源ということでの御質問だと思

いますけれども、現在、旧あぶら山の隣接地に

おきまして老人福祉施設の建設計画がありまし

て、それに伴う工事用の臨時の水道の申し込み

と、それから浄化槽の設置の申請が出ておりま

す。 

  その内容、老人施設の規模ですけれども、１

人部屋が31室、２人部屋が２室で、計33室の予

定になっております。 

  水道につきましては、もともと温泉とそれか

ら地域住民のための施設でつくったわけであり

ますけれども、その後平成９年に最上広域のク

リーンセンター、し尿処理場が建設されまして、

それのための使用水量がふえてきたということ

もありまして、平成15年に畑簡易水道を経営上、

上水道のほうに統合して計画水量も１日100ト

ンまでふやした経緯がありますが、今回そうい

った老人施設が来ますと、さらに水の需要がふ

えるというようなことで、当面その老人福祉施

設につきましては大き目の受水槽をつけてもら

って対応してもらうようにこちらのほうでお願

いしております。 

  また、昨年の豪雨災害では、最上川の本合海

大橋の下に水源地がありますが、そこは辛うじ

て浸水は免れましたが、今後のさらなる豪雨で

そういった水源地の浸水も予想されます。また、

そういった老人福祉施設の水源、水の需要もふ

えるというようなこともありまして、現在、本

合海大橋に水道管を添架して本合海地区から上

水道を送水する計画で、国土交通省山形河川国

道事務所などの関係機関と協議をしております。

順調にいきますと、今年度に実施設計、補助要

望を行い、来年度に工事、通水したいというこ

とで考えておりますので、そういった本合海方

面からの通水が可能になれば十分に対応できる

というふうな予定になっております。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 
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下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） 温泉が活用できるとい

うことと、新たに福祉施設ができれば、そこで

また雇用も生まれるわけでありますので、よろ

しくお願いいたします。終わります。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第29号令和元年度新庄市水道事業会計補

正予算（第１号）は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第29号は原案のとおり可決されました。 

  ここで、暫時休憩いたします。 

 

     午後１時２１分 休憩 

     午後１時４５分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程の追加 

 

 

下山准一議長 追加案件が出ておりますので、こ

こで、議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長石川正志君。 

   （石川正志議会運営委員長登壇） 

石川正志議会運営委員長 それでは、議会運営委

員会における協議の経過と結果について報告い

たします。 

  本日午後１時28分から、議員協議会室におい

て議会運営委員６名出席のもと、執行部から副

市長、関係課長並びに議会事務局職員の出席を

求めて議会運営委員会を開催し、本日の本会議

における議事日程の追加について協議をしたと

ころであります。 

  協議の結果、議案第41号新庄市デジタル防災

行政無線（同報系）整備工事請負契約の締結に

ついての議案１件と、議会案第４号ゲートウェ

イ型「道の駅」整備に対する支援に関する意見

書の提出について及び議会案第５号新たに整備

する「専門職大学」の新庄市への設置に関する

意見書の提出についての議会案２件並びに議員

派遣について及び閉会中の継続調査申し出につ

いての計５件を本日の議事日程に追加すること

にいたしました。 

  以上、議会運営委員会における協議の経過と

結果についての報告といたします。議長におか

れましては、よろしくお取り計らいくださいま

すようお願い申し上げます。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長から報告がありまし

た議案１件、議会案２件、議員派遣、閉会中の

継続調査申し出についてを本日の議事日程に追

加することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案１件及び議会案２件、議員派遣、閉会中の

継続調査申し出についてを本日の議事日程に追

加することに決しました。 

  ここで、追加日程を配付するため暫時休憩い

たします。 
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     午後１時４８分 休憩 

     午後１時５０分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第１３議案第４１号新庄市デ

ジタル防災行政無線（同報系）整

備工事請負契約の締結について 

 

 

下山准一議長 それでは、追加日程に入ります。 

  日程第13議案第41号新庄市デジタル防災行政

無線（同報系）整備工事請負契約の締結につい

てを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第41号新庄市デジ

タル防災行政無線（同報系）整備工事請負契約

の締結について御説明申し上げます。 

  この件につきましては、去る５月30日、一般

競争によって入札に付したものであり、議案に

記載しております工事請負契約を締結するため、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第２条の規定により御提案申

し上げるものでございます。 

  契約の内容でございますが、契約金額は２億

8,600万円、契約の相手方は株式会社有電社東

北支店であります。 

  工期といたしましては、議決をいただきまし

た日を着工の日とし、完成日を令和２年３月20

日といたします。 

  工事の内容でございますが、市内各地区48カ

所に子局を新設し、あわせて中継局を市内２カ

所に設置するものです。また、新庄中核工業団

地及び横根山工業団地内の各事業所に戸別受信

機を設置するものでございます。 

  以上、御審議いただき御決定くださいますよ

うお願い申し上げます。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第41号新庄市

デジタル防災行政無線（同報系）整備工事請負

契約の締結については、会議規則第37条第３項

の規定により委員会への付託を省略したいと思

います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第41号は委員会への付託を省略することに

決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 一般競争入札というこ

とでしたが、その入札参加者数は何社だったの

でしょうか。 

  次に、予定価格はどのぐらいだったんでしょ

うか。事前に予定価格は発表したんでしょうか。 

  そして、落札の割合は何％だったんでしょう

か。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 入札の条件についての御質問

でございます。 

  一般競争入札ということで、まず参加業者で

ございますが、１社でございます。 

  落札率につきましては、入札予定価格が２億

6,800万円、こちら消費税を除いた額でござい

ますが、これに対しまして落札額が２億6,000

万円でございますので、落札率は97.0％という

状況でございます。条件つきの一般競争入札で

ございます。 

  こちらの条件としましては、市の入札参加名

簿のほうに登録されているというふうな条件で

すとか、技術者要件、電気関係の技術者要件を

満たしていること、それから地域条件としまし
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ては山形県内及び宮城県内に本社または営業所

等を有することといったような幾つかの条件を

付した一般競争入札でございます。 

  予定価格につきましては、事前公表しており

ます。以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 条件つき一般競争入札

ということで、市の名簿に参加、入っているか、

それから技術者がいるか、あと地域要件もある

ということなんですが、市のほうで、市の名簿

で、この条件に入る予定の会社の数はどのぐら

いあるというふうに見て一般競争入札にしたの

でしょうか。この条件つきに当てはまるだろう

と思われた会社は幾つぐらいあると見ていたん

でしょうか。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 入札参加者名簿の関係でござ

いますが、この条件に当てはまる、資格のある

業者としましては、68社でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 はっきりと。佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） なぜ68社もあるだろう

と思われるのに、１社だけになってしまった。

まるで競争になっていないような気がする内容

に思います。しかも、落札率が97％とかなり高

くて、何も競争になっていないような気がする

んですが、その理由はどのようにお考えでしょ

うか。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 まず、その理由でございます

けれども、電気通信工事という特殊な工事でご

ざいますので、また既存設備の活用というのも

入札条件の一つに入れておりましたので、そう

いった工事の特殊性からいいまして、前回と同

様の業者となったものというふうに考えてござ

います。１社入札の有効性につきましては、今

回広く募集したにもかかわらず参加者が１社だ

けだったということでございますけれども、た

とえ１社だけの入札参加でも、他社が参加する

ことにより得られる利益を放棄したというふう

に考えられますので、入札に必要な競争性は失

われるものではないというふうなことから、そ

の入札は有効であるというふうなことでござい

ます。以上です。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

８ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

下山准一議長 小関 淳君。 

８ 番（小関 淳議員） ちょっと確認をさせて

いただきます。 

  私、消防委員をさせていただいていて、環境

課長のほうに、８月の豪雨災害が２度あって、

いろいろスピーカーからしゃべっているのはわ

かると。でも、何をしゃべっているかわからな

いと。これ、改善できるのかといったときに、

できるみたいなことをおっしゃったんだけれど

も、どう改善したものがこの設備になっている

のか、それを説明してもらわないと、地震のと

きはいいけれども、いや、地震のときはいいん

ですよ、ある程度聞こえますから。去年の８月

の豪雨災害みたいなときに全く聞こえない。私

も外に出て聞きに行ったという話をしましたけ

れども、市役所のところのデジタル無線のスピ

ーカーからは、はっきりと何をしゃべっている

かが聞こえたのは市役所前でした。これが改善

できているのか、できていないのか。大分市民

の方から、「何言っているかわかんないぞ」と

いう声を私は聞きます。それに約３億円近くの

予算が出費されると。本当にいいのかと。返答

いかんでは賛成することはできない。いい返答

をしてください。 

森 正一環境課長 議長、森 正一。 

下山准一議長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 ただいまの音の問題でござい
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ます。やはり風の問題、それから雨の問題、そ

ういうのは物理上あるかなというふうには考え

ております。ただし、今回設置する防災無線の

スピーカーにつきましては、まずかなり性能の

いいやつを使っていると。それから、性能のい

いスピーカーでありますし、よく聞こえるとい

うような音質も確保しているところでございま

す。本当に雨が強いときとかは、やはり聞こえ

づらい部分も確かにあるのかなと思いますが、

さまざまな情報の発信手段の一つとして防災無

線を活用するというようなことで、それ以外に

テレビのデータ放送とか、それから広報車、そ

れからＬアラートなど、さまざまな手段を活用

して市民の皆様にお知らせしたいというふうに

考えております。 

  あと、もう一つ、金額の問題でございます。

防災無線の使い方というふうなことになってく

るかと思います。昨今の世の中の危険といいま

すか、警察のほうからも要望が出ております。

地震、台風、さまざまな災害、それ以外に防犯、

行方不明者の捜索、最近では熊の出没状況、そ

れから今回の大阪の拳銃の部分でも防災無線で

町なかに流しているというような事実もござい

ましたので、あらゆる市民の安心・安全につな

がるような、そういう使い方をしていきたいと

いうふうに考えております。 

  また、先ほど佐藤議員の発言に対しまして68

社と答えたところでございますが、名簿登録が

68社、そのうち無線設備の取り扱いをしている

のが54社、そのうち山形県内で５年以内に同報

系の工事をしたことがある業者という部分にお

きましては全部で５社あるところでございます。

以上でございます。 

８ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

下山准一議長 小関 淳君。 

８ 番（小関 淳議員） 音質は改善していると

いうことでいいんですね。やっぱり聞こえない

場合も、雨のとき特に聞こえない場合が多いの

で、本当にそこは何か信号とか合図とか、何か

市民がわかりやすいような、もっと警戒のサイ

ンというか、そういうものを考えてください。

なかなか聞こえづらいと思うので、いや、余談

かもしれないけれども、コミュニティＦＭとい

うのがあって、本当にラジオさえ持っていれば

タイムリーな情報を幾らでも流せる。今、課長

がおっしゃったようないろんな情報をタイムリ

ーに流せるというツールもありますので、この

デジタル無線だけに頼らず、そっちの方法もぜ

ひ検討をいただきたいなと思います。返答は要

りません。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより10分間休憩いたします。 

 

     午後２時０４分 休憩 

     午後２時１３分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第41号新庄市デジタル防災行政無線（同

報系）整備工事請負契約の締結については、原

案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第41号は原案のとおり可決されました。 
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議会案２件一括上程 

 

 

下山准一議長 日程第14議会案第４号ゲートウェ

イ型「道の駅」整備に対する支援に関する意見

書の提出について及び日程第15議会案第５号新

たに整備する「専門職大学」の新庄市への設置

に関する意見書の提出についての議会案２件を、

会議規則第35条の規定により一括議題にいたし

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

日程第14議会案第４号ゲートウェイ型「道の

駅」整備に対する支援に関する意見書の提出に

ついて及び日程第15議会案第５号新たに整備す

る「専門職大学」の新庄市への設置に関する意

見書の提出についての議会案２件を一括議題と

することに決しました。 

  提出者の説明を求めます。石川正志君。 

   （１４番石川正志議員登壇） 

１４番（石川正志議員） それでは、私のほうか

ら、議会案第４号ゲートウェイ型「道の駅」整

備に対する支援に関する意見書の提出について

を御説明申し上げます。 

  上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条

第２項の規定により提出します。日付は本日で

す。宛て先は、市議会議長下山准一殿。提出者

は私、石川正志。それから、賛成者として、山

科正仁議員、奥山省三議員、八鍬長一議員であ

ります。 

  めくっていただいて、別紙をごらんください。 

  ゲートウェイ型「道の駅」整備に対する支援

に関する意見書。 

  県内での高速道路・地域高規格道路の整備が

着実に進む中、最上地域にもゲートウエー機能

を備えた「道の駅」を整備し、地域の産業振興

や交流人口の拡大などに確実に結びつけていか

なければならない。 

  縦軸の東北中央自動車道と横軸の国道47号

（新庄酒田道路及び新庄石巻道路）が交差し、

交通の要衝である新庄市としては、この地域を

代表する「道の駅」の整備に積極的に取り組ん

でいく立場にある。 

  ついては、県北のゲートウエーとなる「道の

駅」の整備に対して、県より格別の御支援を賜

るようお願い申し上げます。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出する。 

  提出先は、山形県知事であります。 

  続きまして、議会案第５号新たに整備する

「専門職大学」の新庄市への設置に関する意見

書の提出について。 

  上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条

第２項の規定により提出します。 

  日付は、本日、令和元年６月17日。新庄市議

会議長下山准一殿。提出者は私、石川正志。そ

れから、賛成者といたしまして、山科正仁議員、

奥山省三議員、八鍬長一議員、佐藤悦子議員で

あります。 

  めくってください。内容につきまして。 

  新たに整備する「専門職大学」の新庄市への

設置に関する意見書。 

  県においては、農林分野の「専門職大学」設

置に向けた検討が本格的に始められた。 

  「専門職大学」は理論だけでなく、専門性が

求められる職業を担うための質の高い実践的職

業教育を行うため、修得単位のおおむね３分の

１以上が実習等に充てられ、４年間で600時間

以上のインターンシップを必修とするなど、実

践力を重視した新たな大学制度である。 

  国内外への幅広い視野と経営力を兼ね備えた

農林業人材の育成が求められている今日、農林

分野の「専門職大学」の設置はまことに時宜を

得たものであり、深く敬意を表する。 
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  新庄・最上地域は、米を初め多様な園芸作物

や畜産が盛んで、また良質な杉の産地であるこ

とに加え、木質バイオマスの利用が盛んである

など、幅広い分野で先導的な農林業が実践され

ており、新たな「専門職大学」の運営に積極的

に協力できる環境が整っている。 

  ついては、最上地域の中心市である新庄市に

「専門職大学」を設置されるようお願いします。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出する。 

  提出先は山形県知事であります。 

  以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

下山准一議長 ただいま説明のありました議会案

第４号及び議会案第５号は、会議規則第37条第

３項の規定により、委員会への付託を省略した

いと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  よって、議会案第４号及び議会案第５号は、

委員会への付託を省略することに決しました。 

  これより質疑に入ります。 

  初めに、議会案第４号ゲートウェイ型「道の

駅」整備に対する支援に関する意見書の提出に

ついて質疑ありませんか。 

１８番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

下山准一議長 小野周一君。 

１８番（小野周一議員） ぜひ石川正志議員にお

聞きしたいんですけれども、この道の駅に関し

ては、一般質問でも、その答弁において市長か

らいろいろなお話がありました。そして、先般、

県主導の、１市４町３村のこの道の駅構想につ

いての県主導の協議会も設けられたと聞いてお

ります。そういう中で、我々がいつも言ってい

るのは、議会と執行部は両輪のごとくと言って

いることもあります。そういう中で、今までの

執行部の答弁を聞いて、新たにこのゲートウエ

ー型のをつくるべきか。それとも、県主導で今

協議会が始まっているんですけれども、それら

の意向を酌んでするのか。その辺、執行部とこ

ういう話を詰めたのか。ということは、我々の

市民・公明クラブの代表である山科代表もここ

に名を連ねております。そういう中で、会派の

中でもこういう話がありました。今、市長部局、

そして県主導で今行おうとしていることに対し

て新庄市議会が市長部局と詰めたのかという話

をしてまいりました、会派で。その点、詰めて

このような意見書を出すのか、それをお聞きし

たいと思います。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） それでは、今の小野議

員の御質問にお答えいたします。 

  中身につきまして、市との整合性を図るよう

にというふうに、今回２本提出させていただい

ているわけですけれども、皆様の会派の御意向

は十分理解した上で、ただ、この道の駅に関す

る事項に関しては、小野議員おっしゃるとおり、

今、県主導で協議会設置となっておりまして、

新庄市も協議会の一員であるというふうに捉え

ております。 

  県側のことと市長のこれまでの説明の中には

時期的には若干の食い違いがあるものの、現状

のところ、大きな違いはないなという判断のも

と、市長部局に対しては説明するまではないの

かなというふうに捉えておりました。市長も直

接選挙で選ばれております。我々も、市議会議

員も直接選挙で選ばれている二元代表制という

中で、新庄市議会としても、国並びに県に対す

る意見書を提出できるという大きな権利を得て

おりますので、それを確実に市民の皆様の要望

事項のもと、この意見書、作成した次第でござ

います。 

１８番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

下山准一議長 小野周一君。 
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１８番（小野周一議員） 再度お聞きしますけれ

ども、我々会派内でもそういう話があって、会

派代表者会議でその旨を十二分に伝えて意見書

をつくってほしいと、そういう思いでいました。

しかし、今、石川議員によりますと、執行部と

はそういう話は詰めていなかったと。そういう

理解していいんですね。じゃ、わかりました。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） 先ほどとちょっと似た

ような答弁になりますが、現状のところ、話し

合いが始まったばかりであると。内容、それか

らその先の事業効果等にはまだ我々が知事に対

しては意見書を出すべきではないと。現時点で

の市議会と市長サイドの部分に関しては大きな

乖離はないというふうに判断しての提出でござ

います。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

２ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

２ 番（庄司里香議員） 石川議員にお聞きしま

す。県内には30カ所近く道の駅がありますよね。

独自性のものをつくりたいというお考えなので

しょうか。先ほど市長がお話ししたものとは違

う形でということを考えていらっしゃるのかお

聞きしたいので、よろしくお願いします。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） 庄司議員の御質問にお

答えいたしますが、先ほど小野周一議員に対す

るお答えどおり、まだ具体的な話し合いは進ん

でいないと。設置に向けた協議が始まっている

段階であるということを踏まえ、県にもう少し、

県に対する、支援をお願いする意見書でござい

ます。 

２ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

２ 番（庄司里香議員） 石川議員のお話は、先

ほどの小野議員とのお話の中でわかりました。

ただ、30カ所近く道の駅がある中で、やっぱり

先ほど市長がお話ししていたように、赤字にな

っているところ、黒字になっているところ、い

ろんなところがあるので、なかなか先行き、い

ろいろ考えてやっていかなくちゃいけないとは

思っていますので、ぜひとも皆さんで足並みを

そろえて考えていきたい事業だと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

下山准一議長 答弁はいいですか。（「はい」の声

あり） 

  ほかにありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 私は、市長が先ほどと

いうか、今回議会でもおっしゃった、産直エコ

ロジーガーデンまゆの郷などを整備して考えて

もいいんでないかと考えているというふうにお

っしゃっていましたが、それも含めて支援を頼

めるのでしょうか。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） 先ほどの庄司議員の御

質問にもお答えしたとおり、まだ内容等に関し

ましては含まれておりませんので、素直に意見

書の文章をごらんください。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） この文章を読んだとき

に、縦軸東北中央自動車道と横軸の国道47号と

いうのを出して交差して交通の要衝である新庄

市というふうに出しているものですから、前に

その地域のそのところに道の駅はどうかという

ふうに検討の一部に入ったりしましたが、そこ

はちょっと無理があるのではないかと、土地の

値段も高いこともあるし、ちょっと無理かもし

れないという話になって、市としては、私は市

長がおっしゃったように今持っているものを生
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かしてやっていきたいという流れになっている

気がしますが、それを私は応援するように具体

的に言ったほうがいいと思いますが、どうでし

ょうか。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） 同じお答えになり恐縮

ではございますが、現時点では具体的な事項ま

で踏み込むべきではないというふうに考えて、

あくまでも県に対する協力の依頼という内容で

ございますので、よろしくお願いいたします。 

下山准一議長 よろしいですか。ほかにありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第４号ゲートウェイ型「道の駅」整備

に対する支援に関する意見書の提出については、

原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第４号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議会案第５号新たに整備する「専門職

大学」の新庄市への設置に関する意見書の提出

について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第５号新たに整備する「専門職大学」

の新庄市への設置に関する意見書の提出につい

ては、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第５号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１６議員派遣について 

 

 

下山准一議長 次に、日程第16議員派遣について

を議題といたします。 

  議員派遣につきましては、地方自治法第100

条第13項及び会議規則第167条の規定に基づき、

お手元に配付しております名簿のとおり、全議

員を山形県市議会議長会主催の議員研修会に派

遣したいと思います。これに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

山形県市議会議長会主催の議員研修会に全議員

を派遣することに決しました。 

 

 

日程第１７閉会中の継続調査申し

出について 
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下山准一議長 次に、日程第17閉会中の継続調査

申し出についてを議題といたします。 

  各常任委員会及び議会運営委員会の活動につ

いて各委員長より閉会中の継続調査の申し出が

ありますので、申し出のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

閉会中の継続調査については、各委員長の申し

出のとおり決しました。 

 

 

閉      会 

 

 

下山准一議長 ここで、市長より御挨拶がありま

す。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 長期間にわたる６月議会、まこと

にありがとうございました。 

  今回も予算案については修正動議というよう

な形で否決されたということで、さらなる努力

をしなさいということだというふうに思ってお

ります。 

  私からのお願いといたしましては、議会の中

でどこを基準とするのかとぜひ決めていただき

たいというふうに思います。その基準がずれて

いくようなことになりますと、どんなに説明を

しても理解できない。９対８、８対９をずっと

繰り返していくのかと。本当にこの地域にとっ

て若者への夢と希望をなくしていいのかという

思いがあります。それは、皆さんから言えば、

あんたの勝手だというふうになるかもしれませ

んけれども、やはりここのほうの本筋をどうい

うふうに皆さん議会の中で、ここまでクリアし

たら認めますというようなことがないと、これ

をずっと繰り返していって本当にいいのだろう

かというふうに思っています。 

  今、課を、準備課については設置が認められ、

そして教員を採用し、そしてカリキュラムが進

んでいる中で、非常に不安を覚えるんだろうと。

いや、市長の拙速が悪いんだと言われれば、私

も大きく反省し、そしてまた丁寧に説明を図っ

ていきたいと思いますが、今後の基準というも

のもぜひ議会とで話し合いいただければありが

たいなというふうに思います。 

  また、先ほどの議会提案の中で、ゲートウエ

ー型の道の駅整備に対する支援というようなこ

とがございました。これにつきましては、県と

の話し合いの中で、８市町村がそれぞれの受け

皿をどうつくるかというようなことであります。

県は、県として考えている、第１回行っており

ますので、その中でさまざまな御意見が出てい

る。公設民営になるのか、どこそこが主体運営

になるのか、さまざまな意見が出ているという

ふうに聞いております。当然、これにつきまし

ても、お金の問題がつきまとってくるわけであ

ります。そのときに議会の皆さんがどういうふ

うに判断するか。我々がどういうふうに判断す

るかと。こういうのは大きく議論をしていかな

ければいけないというふうに思っております。

人口減少社会の中で、身の丈をどういうふうに

するかということは提案をいただいているわけ

であります。やっぱり政策をその中で広げるの

か、やはりスクラップ・アンド・ビルドで、こ

ちらは建てるけれども、こちらはなくならせる

というような覚悟の中でいかないと、これは新

庄市の財政は本当につらいものになるであろう

というふうに思っております。 

  道の駅につきましても、慎重にしなければい

けないということにつきましては、コンパクト

シティーというようなことが今求められている

中で、どこにその視点を持っていくかと、皆さ
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んと大いに議論しなければいけないというふう

に思っているところであります。 

  また、米沢のゲートウエー、大変多くの人が

来ているわけでありますけれども、先日も申し

上げましたが、市内に観光客が４割も減ってい

るというような事実もございます。その辺のこ

とも、先ほど庄司里香さんが30の道の駅がある

というふうに言いましたが、県内では13か14で

あります。その程度でありまして、一般的には

ＪＡがやっている「よってけポポラ」とか、寒

河江の「アグリランド」とか、そういうものを

入れるとそのぐらいがあるということでありま

す。そういうふうなことで、県内にどのぐらい

の数が適当なのかと。そしてまた副知事との話

し合いの中でも、複数あっても構わないんだろ

うと。しかし、その負担金を誰がするかという

ことが最後の中で詰めなければいけないんだろ

うというふうに思っております。県からの負担

というのは一時金でありますので、あるいは一

部補助であります。大多数はその設置主体者が

それを補わなければならないということも皆さ

んとともに勉強していかなければならないと。 

  道の駅については、８市町村において物流道

路というものが指定されました。40フィートの

大型トラックを運行させるために、この８市町

村で、この十字路を中心としたトラックヤード

などをどういうふうな形で迎え入れるかという

ことも我々が考えていかなければならないんだ

ろうというふうに思っております。 

  ６月議会、長期間にわたりました。いろんな

御意見をいただきました。しかし、まちが変わ

るには一歩先に出ていかないと、そこに戸惑っ

ていたのでは、また後退というような時代のめ

ぐり合わせになってくるのではないかなという

ふうに強く思っております。 

  一番最初にお願いいたしましたが、看護師学

校について、要る、要らない、そして最初に始

まったのは議会であるというようなことから特

別委員会が始まりつくってきたということも事

実であります。ここに来ましていろいろな問題

が出てきているというのは、執行部の責任とい

うことは痛切に私どもも反省させて、ぜひ、一

番最初に申し上げました、どこが折り合いのあ

るところかというところをぜひ皆さんでお決め

いただきたいというふうに思います。全部終わ

って説明してから採決で、「はい」ということ

でずっと続くのであれば前が見えてこないなと

いうふうに思っておりますので、今後とも御指

導よろしくお願いしたいというふうに思います。 

  梅雨の時期になってゲリラ豪雨などが来るか

もしれません。その備えとして防災無線もいち

早く工事を進めながら、皆さんに安心・安全を

届けてまいりたいと思います。今後とも、皆様

との議論を重ねながら、本当によりよい、魅力

ある、子供たちに夢のある新庄市をさらにつく

ってあげたいというふうなことを申し上げまし

て、６月議会のお願いと御礼とさせていただき

ます。まことにありがとうございました。 

下山准一議長 それでは、以上をもちまして、令

和元年６月定例会の日程を全て終了いたしまし

たので、閉会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後２時３９分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  下 山 准 一 

 

   会議録署名議員  庄 司 里 香 

 

    〃    〃   佐 藤 卓 也 

 




